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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年６月９日

自  午後 １時２９分

至  午後 ３時 ９分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委 員 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 外間 雅広 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 大場 博文 君

〃 庭 敦子 君

〃 山村 健志 君

〃 大倉  聡 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 大田  圭 君

財 政 課 長 苑田 弘継 君

企 画 部 長 早稲田智仁 君

企画 部政策 監
(デジタル戦略担当) 三上 建治 君

政策 企画課 長 内田 正樹 君

デジタル戦略課長 井手 潤也 君

危機 管理部 長 今冨 洋祐 君

危機管理対策監 池田  聡 君

消防 保安室 長 松尾 健自 君

地域 振興部 長 小川 雅純 君

地域振興部次長兼
交通 政策課 長 鳥居 祐輔 君

６、審査事件の件名

〇総務分科会

第51号議案
令和5年度長崎県一般会計補正予算（第2号）
（関係分）

７、審査の経過次のとおり

― 午後 １時２９分 開会 ―

【坂口委員長】ただいまから、総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、大場委員、 庭委員のご

両人にお願いいたします。

本日の議題は、第51号議案「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第2号）」のうち関係部分及
び令和5年6月定例会における本委員会の審査
内容等についてであります。

審査方法についてお諮りいたします。

本日、審査する議案は、国の経済対策などに

伴うものであり、6月12日の予算決算委員会及
び本会議において審査する必要があることから、

付託議案に限って審査を行い、その後、令和5年
6月定例会における本委員会の審査内容等につ
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いての委員間討議を行うこととしたいと存じま

すが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

また、総務部長が文教厚生分科会に出席する

必要があることから、企画部、危機管理部、地

域振興部関係の審査を先に行い、終了後、総務

部関係の審査を行うこととしたいと存じますの

で、ご了承をお願いいたします。

なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関する範囲とし、お手元に配付しておりま

す配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

【坂口分科会長】それでは、分科会による審査

を行います。

まず、企画部、危機管理部、地域振興部関係

の審査を行います。

予算議案を議題といたします。

まず、企画部長より、予算議案の説明を求め

ます。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第51号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予
算（第2号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金」の交付に適切に対処するため、必要な予算

を追加しようとするものであります。

歳入予算は、67億3,998万8,000円の増、歳出
予算は、15億8,216万8,000円の増となっており
ます。

まず、歳入予算の内容についてご説明いたし

ます。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を計上いたしております。

これは、関係部局で歳出予算を計上しており

ます当交付金を活用した事業に対応するもので

あり、政策企画課において歳入予算を計上する

ものであります。

なお、その内訳については、別紙の補足説明

資料新型コロナウイルス感染症対応、地方創生

臨時交付金充当事業一覧のとおりであります。

続いて、歳出予算の内容について、ご説明い

たします。

若年層のマイナンバーカードの利活用・取得

促進を図りつつ、子育て世帯の家計負担の軽減

にもつなげるため、18歳以下の県民にデジタル
ポイントを付与する経費を計上いたしておりま

す。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】続いて、危機管理部長より予

算議案の説明を求めます。

【今冨危機管理部長】危機管理部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の先議分の2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第51号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予
算（第2号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金」の交付に適切に対処するため、必要な予算

を追加しようとするものであります。
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歳出予算で、9億5,554万円の増となっており、
ＬＰガス料金上昇の影響を受ける県内一般消費

者の負担軽減を図るため、ＬＰガス販売事業者

が行う使用料金の値引きを支援する経費を計上

しております。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂口分科会長】続いて、地域振興部長より予

算議案の説明を求めます。

【小川地域振興部長】地域振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

（先議分）2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第51号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予
算（第2号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金」に適切に対処するため、必要な予算を追加

しようとするものであります。

歳出予算は、企画費10億4,073万4,000円の増
となっております。

これは、燃料費等の価格高騰による影響を受

けている公共交通事業者及び貨物運送事業者へ

の支援や、公共交通事業者のＤＸによる利便性

向上や経営改善に係る環境整備への支援に要す

る経費でございます。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂口分科会長】 次に、補足説明を求めます。

【井手デジタル戦略課長】 第51号議案「令和5

年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」のうち
デジタル戦略課が所管する事業について、補足

して説明いたします。

恐縮でございますが、企画部分科会補足説明

（先議分）（デジタル戦略課）という資料をご

覧ください。

今回、マイナンバーカードを活用したポイン

ト付与事業を計上いたしております。

事業名は、Ｕ18マイナカード生活応援事業費
で、予算額は15億8,216万8,000円を計上いたし
ております。

3、事業の目的ですが、まず第一に、マイナン
バーカードを活用した行政サービスの提供に向

けて、さらなるマイナンバーカードの利活用・

取得促進を図ることとしております。

また、本事業においては、マイナンバーカー

ドの取得率が低い年齢層に対して重点的に取り

組むこととしており、併せて子育て世帯の消費

下支えを図ってまいります。

4、事業内容等の部分でございますが、マイナ
ンバーカードの利活用・取得促進を図るととも

に、子育て世帯の消費下支えを行うため、マイ

ナンバーカードを活用し、18歳以下の県民に対
しまして、一人当たり1万円分のデジタルポイ
ントを付与することとしております。

令和5年4月末現在のマイナンバーカード取
得率は、県平均で71.2％であるのに対し、18歳
以下の方の取得率は65.1％にとどまっているこ
とから、本事業による取得促進により、これを

県平均に近い70％まで引き上げてまいりたい
と考えております。

その他の事業内容の詳細については、下部の

表に記載のとおりでございます。

デジタル戦略課からの補足説明は以上でござ

います。
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よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【松尾消防保安室長】それでは、危機管理部の

分科会補足説明資料をお開きください。

ＬＰガス一般消費者料金高騰対策支援事業に

ついてご説明いたします。

予算要求額は、タイトルの括弧内に記載して

いるとおり9億5,554万円としております。
まず、1の背景ですが、近年、各種燃料の料金

値上げに伴い、一般家庭での家計への負担増が

続いている中、（1）に記載しておりますとおり、
ガスについては、一般消費者に対する国の直接

的な支援は都市ガスに限られ、県内世帯の約半

数を占めるＬＰガスについての支援は対象とな

っておりません。

（2）をご覧ください。
ＬＰガスにつきましては、地域の実情に応じ

て、地方創生臨時交付金の活用により、地方公

共団体において措置することが推奨されている

ところです。

このような状況にあることから、（3）に記載
のとおり、県内約30万世帯で使用され、価格上
昇の影響を受けている多くの一般消費者の料金

負担軽減を図ることを目的として、実施する事

業であります。

次に、2の事業概要ですが、価格上昇している
ＬＰガスを使用している県内一般消費者に対し、

その価格上昇分の一部について、ＬＰガス販売

事業者を通じて支援する事業でございます。

事業内容といたしましては、3に記載してい
るところですが、（1）支援の対象につきまして
は、県内のＬＰガス利用世帯としております。

（2）支援額ですが、1世帯当たり3,000円の定
額としております。

3,000円につきましては、点線の中の四角囲

みに記載しているとおり、一般的な標準世帯に

おける過去1年半の価格上昇額が753円となっ
ており、これに国の都市ガス支援の補助率60％
を乗じた額が500円①となります。この500円の
4月から9月までの6か月分相当ということで
3,000円としたところです。
今年度予算のため、4月からとしており、また

9月までとしているのは、国の都市ガス支援の
終期に合わせております。支援対象世帯が約30
万世帯であることから、支援総額としては9億
円となります。

なお、予算要求額から9億円を除いた残り
5,500万円程度につきましては、販売事業者の
事務処理手数料などの事務経費となっておりま

す。

次に（3）の支援方法でございますが、県内の
ＬＰガス販売事業者に一般消費者のＬＰガス料

金から3,000円を値引きしていただき、当該額
をＬＰガス販売事業者に県から補助することと

しております。

ご参考といたしまして、四角囲みの中に、一

般利用世帯とＬＰガス販売事業者、県の関係、

支援手続の流れを記載しております。

一番下の（4）をご覧ください。
スケジュールですが、まずＬＰ販売事業者へ

説明会を開催した後に、7月から8月に補助金の
交付申請を受付け、10月から12月に料金の値引
きを実施する予定としております。

なお、資料には記載しておりませんが、当該

事業の財源として、臨時交付金7億5,658万
3,000円、一般財源1億9,895万7,000円としてい
ます。

国からの臨時交付金だけで財源が不足する部

分について、予算計上ベースでの調整として一

般財源を充てており、最終的には各事業の執行
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状況に応じて、財源調整を行っていくと聞いて

おります。

消防保安室関係の説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【鳥居次長兼交通政策課長】続きまして私から

物価高克服に係る交通事業者、貨物運送事業者

に対する支援対策についてご説明いたします。

資料をご覧願います。

県内の交通事業者及び貨物運送事業者は、地

域住民の移動手段、生活物資の輸送など重要な

役割を担っておりますが、燃料価格等の高止ま

りの状況が続いており、各事業者の経営は厳し

い状況であります。

今後も引き続き事業を継続し、地域住民の移

動手段、生活物資の輸送などの役割を果たして

もらうため、今回、3つの事業を補正予算として
計上しております。

事業の概要でございますが、まず、上部左側

に記載しております公共交通事業継続緊急支援

費になります。

燃料価格等の高騰の影響を受けている公共交

通事業者の事業継続のための支援として、各事

業者の使用する車両数等に応じた支援金を交付

することとし、予算額は5億6,076万円を計上し
ております。

次に、上部右側に記載しております貨物運送

事業継続緊急支援費になります。

燃料価格高騰の影響を受けている、貨物自動

車運送事業者等及び本土から離島へ生活物資を

輸送する貨物航路事業者の事業継続のための支

援として、各貨物運送事業者の使用する車両数、

または船舶数に応じた支援金を交付することと

し、予算額は3億6,707万4,000円を計上してお
ります。

なお、交通貨物事業者に対する支援単価は、

燃料価格高騰による年間影響額の2分の1を基
本とし、再熱油サーチャージ等を控除した上で

設定をしております。

最後に、下部に記載しております地域公共交

通デジタル化等利便性向上事業費になります。

本事業は、県内の公共交通事業者が地域公共

交通のデジタル化等により、利用者の利便性向

上に資する設備を導入するために必要な経費に

ついて支援するもので、予算額は1億1,290万円
でございます。

なお、本3事業につきましては、国の「電力・
ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」

を活用することとしております。

以上が、各事業の概要でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【 庭委員】それでは質疑をさせていただきた

いと思います。

まず最初に、マイナンバーカードの生活応援

事業についてお伺いしたいと思います。

目的としては、マイナンバーカードの取得促

進ということですけれども、連日、報道があっ

てますように、マイナンバーに関しては様々な

問題が出ていて、この制度を、まだ不備なんじ

ゃないかということもたくさん出ておりまして、

その中で、県として、これを進めていく理由を

教えてください。

【井手デジタル戦略課長】 お答えします。

全国的にも報道をされておりますとおり、マ

イナンバーに紐づけをされております公金受取

口座ですとか健康保険証などについて、別の方

の情報が登録されるというトラブルが発生して
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いるということを把握しております。

いずれも、マイナンバーカードに情報を登録

するですとか、そういった場面でのミスという

ことがわかっておりまして、カードの個人認証

機能に不具合があるものではないとされており

ます。

今回、私どもマイナンバーカードの取得促進

ということを第一の目的としまして、デジタル

ポイントを付与するという事業を企画したわけ

でございますけれども、デジタル社会の基盤と

してマイナンバーカードの取得促進をしていき

たいということで考えております。

ただ、今回の事業に際しましては、マイナン

バーカードについて、新たにまた情報を付与す

るとかということではございませんで、カード

を使って事業の対象者であるかどうかというこ

とを判断するのみでございますので、安心して、

そこは利用していただけるものと考えておりま

す。

【 庭委員】安心して利用いただけるというこ

とですけれども、取得を促進するというところ

では、今持っていらっしゃらない方にも取得を

していただきたいという意向があるというふう

に理解してよろしいんでしょうか。

【井手デジタル戦略課長】今回の事業につきま

しては、18歳以下の方を対象としておりますけ
れども、もちろん今カードを持っている方も対

象にはなりますけれども、今から取得していた

だいてポイントを受け取っていただくというこ

ともできますので、そういった形で少しでも取

得促進につながればと思っているところでござ

います。

【 庭委員】その取得促進が、皆様の制度の不

備によって不安を感じているところが多い中に、

県としても、それを進めていくのにどんな理由

があるのかなと思ってお聞きしたところと、市

や町ではマイナンバーカードの申し込みが多く

なって忙しいという状況もあるかというふうに

思います。

その中で、また、18歳以下に限ってはいます
けれども、それを促進するよりも別の政策を立

てた方がいいのではないかなというふうに思う

んですが、そのあたりはどのようにお考えでし

ょうか。

【井手デジタル戦略課長】 確かに、昨今、マイ

ナンバーカードのトラブルが続いておりまして、

不安というところもあるかもしれませんけれど

も、このマイナンバーカードが広まることによ

って、受けることができる行政手続が簡素にで

きるですとか、オンライン化できるですとか、

そういったメリットの方がやはり大きいものと

考えております。

昨今のトラブル等については、今後正されて

いくことと思いますし、県としても、デジタル

社会の進展を少しでも支えたいということで、

こういった事業で進めていきたいと考えており

ます。

【 庭委員】 一定理解したいと思います。

その中で、年齢別の取得率で18歳以下が低か
ったというようなご説明だったかと思いますけ

れども、ほかの年齢層の取得率を教えてくださ

い。

【井手デジタル戦略課長】 4月30日現在、県内
の取得率ということで申し上げます。

ちょっと細切れになってしまって申し訳ない

んですけれども、まず5歳区分で申し上げます
と、20歳から24歳から申し上げますと、20歳か
ら24歳が81.7％、25歳から29歳が75.8％、30歳
から34歳が68.6％、35歳から39歳が67.8％、40
歳から44歳が68.2％、45歳から49歳が67.8％、
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50歳から54歳が72.3％、55歳から59歳が73.3％、
60歳から64歳が72.3％、65歳から69歳が71.8％、
70歳から74歳が74.4％、75歳から79歳が91％、
80歳から84歳が73.3％、85歳から89歳が64.1％、
90歳以上の方で55.2％となっております。長く
なってしまいましたが、以上でございます。

【 庭委員】細かいところをありがとうござい

ました。

その中で18歳以下が少ないということで
65.1％で、子育て世帯を支えるためにというこ
とですけれども、高齢者の方も85歳以上になる
と、かなり低いかと思いますけれども、ここを

対象にしなかったのはどんな理由か教えてくだ

さい。

【井手デジタル戦略課長】年齢別の取得率につ

いてデータを元に、今回、18歳以下というとこ
ろで施策を組んでおります。18歳以下の交付率
が低いというところはございますし、もちろん

今おっしゃったとおり、高齢者のところでも一

部取得率が低いというところも見られますけれ

ども、本県のやはり重要施策として子育て世帯

の支援がございますので、どこに施策を打って

いくかと考える中で、今回は子育て世帯の消費

下支えを少しでも進めていきたいというところ

も、併せて進めていければということで、この

ような事業の枠組みとしております。

【早稲田企画部長】今般の物価高騰対策の財源

であります臨時交付金、電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援交付金でありますけれども、

物価高騰対応により重点的・効果的に活用され

るように、国が効果的と考えられる推奨事業メ

ニューというものを示されておりまして、各自

治体が、基本的に、その趣旨に沿って活用する

ことが前提となっております。

国の推奨メニューにおきましては、生活者支

援として、低所得者や子育て世帯、消費下支え

などが示されておりまして、エネルギーや食料

品価格等高騰の影響が大きい子育て世帯への支

援が具体的に明記されております。

また、手法としましては、マイナポイント等

の発行による支援策というものが示されており

ます。

一方、高齢者を含めた幅広い世代に対する生

活者支援につきましては、特に物価高騰の影響

を受ける低所得者向けの支援が必要となること

から、今回、国において、市町に対して低所得

世帯支援枠として、一世帯当たり3万円分の財
源が配分されておりまして、別途、各市町で支

援策が講じられることとなっております。さら

に商品券等の幅広い一般向けの消費喚起策につ

いても、複数の市町において、実施、検討がな

されております。

こうした中で、県としましては、国の推奨メ

ニューにもありますマイナンバーカードの仕組

みを活用しながら、特に若年層のカード取得率

が低い現状を踏まえまして、マイナンバーカー

ドの利活用と取得促進を図りつつ、子育て世帯

の家計負担の軽減にもつながる施策として、今

回、構築したものであります。

【 庭委員】高齢者の方には市町村で対応する

ということかと思いますが、県として、子育て

支援を知事の所信表明もありまして進めている

ところですけれども、高齢者の皆さんから「高

齢者の支援も」という声もいただくことが多い

ので、高齢者のことも県としても支援していた

だければと思います。

すみません、そのあたり細かいところで、申

請期間が8月から12月というふうになっており
ますけれども、この中で申請の方法としてはど

のようにしていくのか教えてください。
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【井手デジタル戦略課長】申請の方法といたし

ましては、マイナンバーカードを使いまして、

この事業の対象者の方々から、それぞれ申請い

ただくような形で考えております。

申請した方のキャッシュレス決済の手法は、

PayPayですとかau Payですとか、そういう方
法を、サービスの種類を選んでいただきまして、

そこに1万円分のデジタルポイントを付与する
といったような形を想定しております。

【 庭委員】マイナンバーカードを使って申請

するということで、オンラインで申請というこ

とでよろしいでしょうか。

【井手デジタル戦略課長】オンラインで申請す

るという方法を想定しております。

【 庭委員】ぜひマイナンバーカードを所持し

ておられる18歳以下の方全員に行き渡るとい
いなと思って、その申請期間に申請を忘れたと

いうことがないようにしていただければと思い

ます。

次に、公共交通事業継続緊急支援費のことで

お尋ねします。

ご説明いただいたところですけれども、この

乗合バス・貸切バス・地域鉄道・路面電車・タ

クシー・運転代行とありますが、それぞれにど

れくらいの台数なのか。赤字のところにという

ことでご説明いただいたかと思うんですけれど

も、そのあたりも含めて台数を教えてください。

【鳥居次長兼交通政策課長】今般の公共交通事

業継続緊急支援費でございますけれども、対象

については資料にお示ししているとおりでござ

いまして、それぞれのモードで想定される支援

対象台数でございますが、まず乗合バスが約

1,415台、貸切バスが541台、鉄軌道が約110両、
旅客船が35隻、航空機が2機、タクシーが約
2,720台、運転代行が約280台と見込んでいると

ころでございます。これが実際に申請が来るか

どうかというのは、また、実際の申請の段階に

なってみないとわからないというところでござ

います。

【 庭委員】今いただいた台数が、全体の何％

になるか教えてください。

【鳥居次長兼交通政策課長】基本的に、バス等

も、今、県内を赤字で運行しているところがほ

とんどでございまして、一部、航路で、ジェッ

トフォイルの航路などで黒字になっているとこ

ろはございますけれども、基本的には先ほど申

し上げた台数、隻数が、県内にあるもともとの

全体の台数、隻数と大体同じになるとお考えい

ただければと思います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】マイナンバーカードの今質問があ

りましたU18マイナカードの取得率の低い生活
応援事業についてお尋ねをしたいと思います。

まず、マイナンバーカードの取得率の低い18
歳以下の方々の取得促進を図るというようなこ

とが、一つの目的。さらに、もう一つの目的は、

物価高騰の影響を受ける子育て世帯の消費下支

えを図るということになっていますが、率直に

言って、この点の、18歳以下の子育て世帯の消
費下支えを図るという、この辺のところが、私

が理解できないところであります。

大体我々が子育て世帯と、こう言う時には、

一般論としては20代、30代、この世帯を子育て
世帯と通常言っているんではなかろうかと、こ

のような受け止め方で今日まできているところ

でございますけども、要するに18歳以下の方々
がそういう子育てをしていると、そういうわけ

ではなく、18歳以下の皆さんが1万円のポイン
トを付与されて、それをどのように子育て世帯

の消費下支えにつなげていくのかと、この辺の
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ところが少しわかりにくいわけでございます。

18歳以下の子育て世帯、この消費をやっぱり
下支えすると、こういうことについての関連と

いうかね、そんなものはどういうふうに受け止

めているのか、お尋ねしたいと思います。

【井手デジタル戦略課長】 お答えいたします。

18歳以下の方がいる世帯を、子育て世帯とい
うふうに捉えているところでございます。

当該子育て世帯に対しまして、18歳以下の方
でマイナンバーカードをお持ちである方お一人

当たり1万円を付与するということで、子育て
世帯の家計を少しでも支援することができれば

と考えているところでございます。

【小林委員】今回のこの事業の目的は、今言う

ように、まず利活用を促進するというようなこ

ととか、それから取得促進を図るということ、

この2つの目的があるわけですね。
それで先ほどからも言っているように、子育

て世帯の物価高騰によるところの影響、ここを

下支えすると、こんなようなことで18歳以下と。
これが、なかなか今の説明を聞いておりまして

もよく理解ができないところでありますので、

この辺のところは理解ができにくいというとこ

ろを指摘しておきたいと思います。

目的が、取得率の向上を考えているわけです

ね、促進を。そうすると、先ほどもありました

けども、全ての年代の取得率の向上を図るべき

ということを考えるわけですね。それをなぜに

18歳以下というところに絞らなければならな
いのか、その絞った理由は何なのか、もう一度、

この点をお尋ねしたいと思います。

【井手デジタル戦略課長】マイナンバーカード

の年代別の取得率を見た時に、高齢者層などに

おきましても、部分的に県平均を下回っている

というところもございますけれども、物価高の

中、消費の下支えというふうな観点から、県の

重点施策でもあります子育て世帯の支援という

ものも考慮いたしまして、今回は65.1％という
ふうに低くなっております18歳以下を対象と
いたしまして、マイナンバーカード取得率の向

上を図ることといたしました。

【小林委員】今、お答えをいただいております

けども、いまひとつ、その辺のところがどうし

てもマイナンバーカード自体、私自身がよくわ

かってないので、その点のところがなかなかか

み合わないところではないかと、このような受

け止め方もしているわけですね。

ただ、一つ言えることは、今、18歳以下の方々
の取得率が65.1％だと、このような形の中で、
これが低いと。これを要するに今回の事業で18
歳以下を対象とすることによって65.1％からど
こまで伸ばすことを見込んでいるのかと。

また、マイナンバーカードの国全体の取得率

が69.8％と、このように聞き及んでおりますけ
ども、今回の取組で長崎県全体をどのくらいの

取得率にしようと考えているのか。

また、当然、順位があろうかと思います。今、

長崎県は22位みたいなことを聞いております
けども、これを今回の18歳以下の取組によって
どこまで順位を上げようと考えているのか、取

得率と順位、このことについてお尋ねをしたい

と思います。

【井手デジタル戦略課長】 18歳以下のマイナ
ンバーカードの取得率が現在65.1％であります
ので、まず、これを県平均に近づけるべく取得

率70％というところを目指して取り組んでま
いりたいと考えております。

また、18歳以下の方のところで70％という目
標を達成した場合におきましては、県全体の取

得率といたしましては72％というところまで
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上がってまいります。現時点での各都道府県の

取得率を前提とした場合におきまして、長崎県

の取得率としましては現行22位でございます
けれども、それが17位というところまで上昇す
るというふうに見込まれております。

【小林委員】 大体5％ぐらいを上げると、18歳
以下の65.1％を70％ぐらいにしたいと。そうす
ることによって長崎県自体が全体で72％の取
得率、このくらいになると。この順位が現時点

で第22位であるけども、これが17位ぐらいまで
伸びると、こういうようなことで十分目的を達

成することが可能だというようなことで考えて

いただいていると、そういうふうに見込んでい

ただいているということ、これがよく理解がで

きました。

そこで、デジタルのこういうマイナンバーカ

ードというのが非常に大きな話題を呼んでいる。

これにもって物価高騰の、そういう景気対策の

下支えをやっていこうと。今回、こういう取組

が展開されておりますけども、これからこの18
歳以下の皆さん方が、この取組に関心を持ち、

私も私もというようなことで功を奏して、これ

がやっぱり何というか5％以上に伸びる可能性
があった場合に、この1万円付与を期待してい
る人が、それがもういっぱいで実は打ち切られ

てしまったと、できなかったというような、そ

ういう事態が発生する可能性があるし、また反

対に、あなた方が見込んでいるような受けが、

実はなかなか至らないで、要するに予算が余る

というか、このポイントが余るというような場

合も考えられるわけです。

要するに、功を奏して、これがなんかこうや

って受けられないという状況と、これがあまり

評判がよくなくて、何かしらんが余ると。足り

ない場合はどうするのか、余った場合はどうな

るのか、この辺についてお尋ねしたい。

【井手デジタル戦略課長】委員お尋ねがありま

したように、本事業によりカードの新規取得が

大きく促進した場合、ポイントを希望しても予

算の都合でポイントを付与できないという方が

生じてくる可能性がございます。

そのような場合は、今回、財源としておりま

す臨時交付金の執行状況などを踏まえながら、

追加の対応というのは検討してまいりたいと考

えております。

また、目標に到達しない、達成しない場合に

ついてでございますけれども、まず、目標に近

づくように広報に力を入れていきたいと思って

おりますけれども、それでもポイント付与の予

算が余ってしまうという場合につきましては、

例えば申請期間の延長も含めて、対応を検討し

ていくことになるかと思っております。

【小林委員】これが功を奏するためには、これ

までマイナンバーカードの交付については市町

が主体的にやっておったのではないかと思うん

です。今回、市町があまりなんか主役として出

てこないと、県が主体的に、その主役になって

いるんではないかと、こう考えるわけですね。

それで、きちんと功を奏し、あなた方が見込

んでいる目的を達成するためには市町の協力が

絶対に不可欠であると。そういうような視点か

ら考えてみた時に、何で今回は市町があまりそ

ういう表に出ずに、むしろ主体が長崎県になっ

てしまっていると、こういうようなところが、

どういう理由でこうなっているのかと。

今後、市町のマイナンバーカードについての

役割、これは今までと全く変わらないのか。こ

れから県がもっと主体的になって、どっちかと

いうと市町が後に下がってしまうのかと、こん

なようなことも考えられるのではないかと思う
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けども、この点についてはいかがでございます

か。

【小川地域振興部長】マイナンバーカードの交

付等々については、私ども地域振興部の市町村

課の方で、市町村と十分連携、調整を図りなが

ら進めさせていただいております。

そういう中で、これまでマイナンバーカード

について交付申請をしても、市町村の窓口の手

続のところでなかなか交付まで行き渡ってない

というようないろんなお声もある中で、県とい

たしましては、市町村と連携いたしまして、そ

の交付事務ができるだけスムーズに進むように

ということで、申請のサポートとか、交付のサ

ポート等々をしてきております。

また、今年度につきましては、市町の方とマ

イナンバーカードの普及分科会というのも一緒

に構成しておりまして、年度途中からにはなり

ますが、例えば、事業者への委託をしてハイエ

ース等の車両で各地域を回りまして、そういう

手続関係ができないかということの事務を進め

るようにしておりますので、委員ご指摘のマイ

ナンバーカードに係る市町の役割、これまでの

役割というのは全く私ども変わりないと思って

ますし、県が、いかにそこをサポートしながら、

マイナンバーカードの普及が進んでいくかとい

う観点で私ども考えております。

今回、予算が上がっているのは、そういうも

のを有効に活用しながら、いかにデジタル社会

の中で、いろんな支援ができるのかという施策

も併せまして対応させていただいているという

ところでございますので、その点、ご理解いた

だければと思います。

【小林委員】長崎県と市町との関連、これは全

てにおいて大事だと思うんです。やっぱりより

よき長崎県、また市町、こういうようなことを

考えていきますと、市町と県がいかにして、う

まく力を合わせるかということが一番の課題で

あります。

人口減少というのは最たるものであって、な

んか人口減少対策も、ただ県の問題であるとい

うような形で、これが受け止められてしまって、

大変申し訳ないが、市町のそこにおけるところ

の役割とかというのがあまりよく見えないわけ

です。

ですから長崎県としては、いかにして市町に、

それなりの役割を担っていただきながら、県と

タイアップしながらやっていくんだと、こうい

う姿勢を貫いていかなればいけないと。

今回のこの事業計画も、1万人ぐらいの18歳
以下のそういう取得率をアップさせると、こう

いうようなことが目的なんだから、そういう点

から考えても、1万人のアップを図るためにも
18歳以下と、こうなってくれば、やっぱり市民、
町民の方々に密着している、地域の市町の役割

というものが非常に重要だと私は思います。

だから、しっかりタイアップしながら、一緒

に目的に向かって頑張っていくんだと、こうい

うやり方を定着していただくように、これは強

く要望しておきたいと思います。

次に、LPガスについてお尋ねをしますが、こ
このところもなかなか9億5,500万円、実際的に
9億円、30万世帯については1世帯3,000円とい
うようなことになっているわけですね。

これは大変失礼な言い方だけども、いただか

ないよりは3,000円でももらった方がいいだろ
うと思うけれども、実際的にこのＬＰガスのこ

ういう値上がりの期間というのは1年6か月ぐ
らいあるわけだね。その1年6か月ぐらいある中
において、今回753円のところが60％というこ
とで、これが500円になり、これを半年間という
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ことで3,000円になると、こういうようなこと
が言われているわけだけども、ここのところは

都市ガスの方がもうちょっといいような、国の

支援がもうちょっと金額的には多いような感じ

がするわけだけども、もう少しあなた方が頑張

ることができなかったのか、その辺については

どのような受け止め方をしていますか。

【松尾消防保安室長】 LPガスの値上げについ
て、1年半ぐらいで753円値上げいたしまして、
その60％で500円というふうに算出しておりま
す。

一方で都市ガスについては、同じ1年ぐらい
で1,400円程度、全国平均で値上がりしており
まして、その60％というような支援になってお
りますので、都市ガスとＬＰガス、値上げの幅

が少し違いますので、率だけをそろえたという

ものであります。

確かに、値上げの期間としては1年半という
ものがございますが、まずは今年度予算という

ことで4月から始めさせていただきまして、都
市ガスの支援の終期であります9月までの6か
月という形で、期間を区切らせていただいて、

金額についても3,000円とさせていただいたと
ころでございます。

【小林委員】 都市ガスについては1月から9月
まで9か月という状況になるんだけども、令和4
年度と令和5年度というような区切りをつける
と、本当は9か月だけども6か月になってしまう
と、令和5年度はと。こういうような計算の中で
やっているわけです。

ただ、資料をいただいて見ておりますと、結

局は今回の補正予算の全体が91億円と、こうな
っていますよね。それから物価高騰対策が71億
8,000万円。そして、うち臨時交付金が67億円と
いうことで12の項目が、事業名が並んでいるわ

けだよ。

この中で、結局はあなた方が所管をするとこ

ろの長崎県LPガス、ここのところだけが実は交
付金が足らずに、約2億円近く一般財源を持ち
込んでいるわけですよ。

おたくのLPガスの事業にこの一般財源が使
われているという、ここだけに一般財源が使わ

れていると、ほかの事業でもよかったのではな

いかと、ここだけ使っているというところにつ

いては何か事情があるんですか。

【松尾消防保安室長】 LPガスの支援につきま
して一般財源が1億9,800万円計上されており
ます。これにつきましては、国からの臨時交付

金全てを活用する方向で、今回、全体の補正予

算を編成をされたということで、たまたまとい

う言い方もおかしいですが、暫定的に消防保安

室で所管しているLPガスの事業に一財を、財源
の不足分を充てているということで、理由があ

ってLPガスに充てているということはござい
ません。言い方はあれですけど、便宜上、充て

ているという形になります。予算計上ベースの

調整の形で充てております。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【大倉委員】 手短にいきます。

18歳以下65.1％という県平均を下回ってい
る取得率に関してなんですけれども、どうして

ここまで低いのかという理由を伺いたいんです

ね。

というのも、先ほどお示しいただいた20歳か
ら24歳は81.7％と非常に高いんです。恐らく15
歳未満は保護者などが手続しなければ、これ駄

目なんですよ、そういった背景が多分あると思

うんですね。その辺の分析はされていますか。

【井手デジタル戦略課長】ご指摘のところにつ

きましては、私どもの印象といたしましては、
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まさに委員おっしゃいましたとおり保護者の方

で小さいお子様ですとかの手続はしないといけ

ないということが想像されるわけなんですけれ

ども、私どものデータとして何らかの調査に基

づいてということは、申し訳ございません、持

ち合わせておりません。

【大倉委員】やはりしっかりと取得率向上に向

けて、今後この啓発活動というのも必要だと思

うんです。その時に、単に18歳以下に付与しま
すよというだけじゃなくて、やっぱり0歳から
14歳までの人たち向けへの啓発活動と15歳か
ら18歳までの人たちに向けた啓発活動と、ちょ
っとそこは色を変えてやらないと意味がないも

のになると思いますので、しっかりとそのあた

りも取り組んでいただきたいと思います。要望

です。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【前田委員】マイナンバーカードの件ですけど

も、取得利用促進を図るという意味でいけば、

今回の予算を可としますが、当然、マイナンバ

ーカードの利用というのは、これからどんどん

広範囲にわたってくるわけで、今、国会の方で

も一部改正法案ということで改正されています

けども、今後、マイナンバーカードを取ること

で行政サービスがどういうふうに変わるかとい

うことについても少しご説明いただきたいと思

います。

【井手デジタル戦略課長】マイナンバー法改正

によってどのように変わってくるかというご質

問だと思いますけれども、先般、6月2日にマイ
ナンバー法の改正案が可決・成立いたしました。

これによる主な改正のポイントといたしまして

は、まず、マイナンバーカードと健康保険証の

一体化というのがございます。国の方から、

2024年秋には現在の健康保険証が廃止される

という方針が示されております。    

それから、ほかの点といたしまして、マイナ

ンバーカードの利用範囲の拡大というものがご

ざいまして、これまでマイナンバーは、社会保

障、税、災害対策といった分野に限定されてい

たわけなんですが、国家資格に関する手続です

とか、自動車に関わる手続などが加えられると

いうことになっております。

また、公金受取口座に関する新たな仕組みの

導入といたしまして、本人様が同意しないとい

う意思を示されなければ、国の機関に届けてい

る金融機関の口座が公金受取口座に登録される

ということになってまいります。

いずれにしても、マイナンバーカードの活用

のシーンが増えていくというような形になって

いくのかなと思っております。

【前田委員】今、答弁があったように活用のシ

ーンが増えていくということであれば、ほかの

委員からも出ておりますけども、これから推進

するに当たって、やっぱり年齢別ごとにどうい

うふうに上げていくのかということの研究も必

要ですし、一義的に市町とどうやって役割分担

していくかということも必要かなと思いますの

で、その点は鋭意努力してほしいと思います。

それと、ちなみに聞きたいんですけども、私

もあらゆる世代にもっと手厚くできないのかな

と思っております。低所得世帯への支援という

ものは、1世帯当たりの予算の目安として3万円
というのは、各市町で今回手当てしていくとい

う説明を受けましたけども、これは県下21市町
全てにおいて今回実施されるということでいい

のかということと、それって、予算の金額の総

計とか世帯数はどれくらいあるんですか。

【早稲田企画部長】 今回、エネルギー・食料品

価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業
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者に対しましてということで交付金というもの

を交付されまして、その中で低所得世帯支援枠、

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担

の軽減を図る事業ということで、1世帯当たり
住民税非課税世帯3万円を基礎として算定とい
うことになっておりますけれども、こちら、今

どの市町が取組を進めているのかということと、

予算措置がどのようになっているかということ

は、企画部ではまだ把握しておりませんので、

総務部とも話をしまして確認をしたいと思いま

す。

【前田委員】なぜこのような質問をするかとい

うと、2月補正の時にお米を、ほかの部署ですけ
ども、18歳以下に支給ということで15億円ほど
予算を組んだ。今回、デジタルの方でも18歳以
下ということで、これはデジタルの推進という、

マイナンバーカードの推進ということもあるか

もしれないけれども、下支えということを含め

て15億円使ってますよね。
そう考えた時に、低所得者支援とは別枠でや

っている、市町でやってますよと言いますけど

も、それがどれぐらいの世帯数なのかも把握で

きないし、どれぐらいの金額なのかもわからな

い。

そう考えた時に、県がこういう施策を実施す

る時に、これは大石知事のカラーとして否定は

しません。ただ、県のこういった物価高対策に

対する支援が、ややもすると一定の年齢層のと

ころにばかりに特化しているんじゃないかとい

うことを感じているわけですよ。

もっと言えば、2月の補正予算でお米の予算
を組んだけども、あれ先議で組んだと思うんだ

けども、いまだに申請まで行き着いてないとい

うか、お米が配布できてないという現状がある

中で、一方では大村市のように、大村市民全て

においてお米を配布するというような物価高対

策を打った時に、なんかまだ18歳以下だから全
てこれがいいんですよということではなくて、

あらゆる世帯に、どうやって今一番困っている

ところに支援ができるのか。限られた財源を薄

く、広くでもいいんですけども、どうやってい

くかということを考えなきゃいけないと思って

て、例えば自民党の方から通して言っているよ

うなクリーニングの業界だって重油とかが高く

なってやってますよとか、鍼灸・マッサージに

も補助ないですよねとかという話を含めて、全

く、今回全部見渡してもゼロ回答なんですね。

そう考えた時に、この2月と今回の予算と含
めて30億円近くを18歳以下の世代のところに
ぼんと突っ込むというやり方が、今後、それが

果たしてどうかなという部分が私はあります。

当然、それ、各省庁全体で考えることかもしれ

ないけども、企画部長としても、そこは意識し

て、やはり他の部署と調整していかなければい

けないと私は思っているんですよ。

そうした時に、もっと市町の予算の計上状況

も調べた上で立ち上げるとかということをして

いかなきゃいけないと思っておりますけど、今

後の研究課題でも結構なので、課題認識を問い

たいと思います。

【早稲田企画部長】今回については、特に若年

層向けの子育て支援ということで、マイナンバ

ーカードを活用した支援策というものを講じて

まいることで検討してまいりました。委員ご指

摘のとおり幅広い年齢層、もしくは事業者にど

うスポットを当てていくのかといったことにつ

いては、県内の市町の施策、それから県のこれ

からの施策立案というものをうまく照らし合わ

せながら連携して効果が最大化できるような形

で引き続き検討してまいりたいと考えておりま
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す。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【山村委員】同じくマイナンバーカードの件で

公募も含めたところでのお願いなんですけども、

2,000ポイントを付与するということになって
くると思うので、普通ならスマホでということ

が一般的になると思うんですけれども、やはり

低所得者の方々というのは、いまだにスマホを

持たれていないという世帯も実際あるのも事実

です。

こういった方々に行き渡るような方策をきち

っと考えていただきたいというところと、小林

委員が言われたように、そういったのは基本的

に市町村の子育て支援の部署だったり、そうい

ったところがきちっと把握をしているという事

実もありますので、そういった連携をきちんと

取りながら、せっかく予算を組んだものが、全

ての方、本当に困っている方に行き渡るような

施策をお願いしたいと思いますので、いかがで

しょうか。

【井手デジタル戦略課長】今ご意見をいただき

ましたけれども、デジタルポイントを付与とい

う形で、基本的には事業を組んでおりますおっ

しゃるとおり全ての方がスマートフォンをお持

ちではなく、18歳未満の方でスマートフォンを
お持ちでないですとか、キャッシュレスの決済

サービスをご利用になられてないという方につ

きましては、保護者の方、法定代理人となりま

す親の方でデジタルポイントを取得していただ

くということは、法的に何ら問題ございません。

そういった方法もあると思います。

ただ、それでも、やはり親御様を含めてもデ

ジタルポイントをいただく術がないというよう

なことがあろうかと思いますので、委員おっし

ゃるように、そこは今回の予算を使いましてお

渡しできるような方策というのはしっかり考え

てまいりたいと思っております。

市町とも、そこはしっかり広報ですとか、そ

れから対象者となるのかどうかといったような

審査の部分でも、連携が必要になってくるかも

しれません。市町の皆様に対しても、いずれに

しても新規取得の方というのは少し増えてくる

と思いますので、そういったところも含めまし

て、市町でも説明会を行ったりですとか、しっ

かり連携してまいりたいと思っております。

【大場委員】 1点だけ、公共交通事業者に対す
る補助ですね。今回は物価高対策ということで

ありますけども、これは過去からもコロナ対策

として同様の事業を行ってきております。

そういったことで教えていただきたいんです

けど、コロナのこういった状況から今回交付す

るに当たって、その事業者数であるとか、台数

の変化というのが起きてますでしょうか。今回、

物価高で先ほど台数等々ありましたが、ここ2
～3年間で、そういった事業者の変化ですね、そ
ういったものはどのようになっていますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】お答えいたします。

これまでのコロナ関係、それから物価高対策

の支援でどれぐらい効果が出て救えているのか

というところの関連かと思いますけれども、実

際に我々の手元にあるデータとして、最初にコ

ロナの支援を行ったのが令和2年6月、9月の補
正で行いましたが、その時の申請の台数と、直

近のコロナ関係と燃油高騰対策関係の支援を、

令和4年10月補正で実施させていただいており
ますが、この申請台数を比較した場合に、この

2年ちょっとの間で、おおむね9割以上、95％か
ら100％ぐらいの申請台数になっております。
そこまで大きく台数は減らしていないという状

況でございますので、多少の減少はあるものの、
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一定程度は確保できているものではないかと認

識しております。

【大場委員】そうであれば幸いだとは思います。

そういった今の経済状況を考えた時にタクシー

なんか、またバスなんかでも、台数は保有して

ても稼働してないというふうな状況をお聞きし

ますので、今回この対象については、あくまで

も保有台数に対しての補助という考えでよろし

いんですかね。

【鳥居次長兼交通政策課長】基本的に、運輸局

等に申請されている台数になりますが、休車等

をしている場合は動いてない、完全に営業外に

なっているものもあります。今回の支援に関し

ては、そもそも燃油高騰分への支援ということ

になりますので、過去行ってきたコロナの事業

継続支援というのとはちょっと性格が変わって

くるということで、基本的に今回は届出台数を

ベースにしつつも、休車等で完全に止まってし

まっているという場合は、そこは実態に合わせ

て除外したいと考えております。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【小林委員】もう時間がないから少しはしょっ

て話をしますけども、今の大場委員の公共交通

事業者にいろいろ支援をされております。これ

は大体がもう言われているとおり、コロナでも

相当数が支援をされているし、あるいは燃費の

高騰についても支援をされているし、今回も同

じような形の中で支援をされようとしているわ

けですね。それで、全体で今まで幾らぐらいの

そういう支援をしてきたのかということが1点。
そして、それだけの支援を相当数していただ

いていると思うんだけども、これが果たしてど

こまで目的に沿った、いわゆる効果が出てきて

いるのか。あるいはどんな成果につながってい

るのかと、こんなようなことをやっぱり検証さ

れているんだろうかと。

これは大体が全てにおいて、例えばコロナ対

策においても、長崎県は約3,800億円強のそれ
だけの全体的な支援をやってますよ。もちろん

これは国からもこういう交付金と、それから相

当県費も入っているわけです。ですからそうい

う点からして、それだけの支援を、コロナ関係

の中でも全業種いろんな形でやっぱり支援をや

ってきております。

果たして、国民、県民のそういう血税という

のがどういう形の中で、この目的に沿った対策

につながっているのかと、こんなようなことを

にやっぱり検証していかなればいけないんでは

ないかと、こんなことはよく言われていること

であるし、私個人もそういう考え方を持つわけ

であります。

したがって、今回、長崎県においてはどの程

度の金額を公共交通事業者に配られているか。

そして、それがどのように目的に沿った成果に

つながっているかと、この辺のところをお尋ね

をしておきたいと思います。

【鳥居次長兼交通政策課長】まず、これまでの

支援、コロナの対策、それから燃油高騰対策と

してどの程度の規模の支援が行われてきたかと

いうところでございますけれども、コロナがま

ん延し出してから、令和2年度の6月補正に始ま
りまして、その後、9月補正、2月補正、令和3年
度も当初予算でも組んでおりますし、5月補正、
1月補正、令和4年度も6月補正、9月補正、10月
補正、2月補正、それから、今回の燃油高騰対策
の支援ということで、累次にわたって支援をし

てきております。

総額としてどれぐらいかということになりま

すと、約81億円となっております。
モード別で申し上げますと、バスについては
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約27億円、鉄軌道については5億円、タクシーも
5億円、航路については19億円、運転代行で0.2
億円、航空路で17億円、トラックで6億円、貨物
航路で約1億円というような形で、各モードに
相当額の支援をしてきていると認識しておりま

す。

これがどれくらいの効果があったのかという

ところでございますが、先ほど大場委員のご質

問にもございましたように、まず一つ、申請台

数ベースで最初の支援の時と直近の昨年の10
月の補正の時の申請台数という意味では、そこ

まで台数が落ちていない、多少減少はあるもの

の、そこまで落ちていないといったところは、

一定程度下支えができていると考えております。

例えば公共交通事業者で申し上げますと、コ

ロナで輸送人員も大きく減っておりますし、そ

れとともに営業収入はかなり減っていると。一

方で、どうしても固定的経費が運行しなくても

かかってくるという業態でございますので、ど

うしても資金繰りが厳しくなってきていたとい

うところでございます。

それから、貨物運送事業者についても、軽油

価格が高騰しておりまして、本当はその転嫁を

できればいいんですけれども、業界構造的に荷

主との関係で弱かったりするということで転嫁

も難しいという中で、やっぱり費用のみが大き

くなるということで、資金繰りが同じように厳

しい状況であったというところでございます。

具体的に、何件の倒産を防げたかといったと

ころまでは、分析ができてないところでござい

ますけれども、先ほど申し上げたように、申請

ベースではある程度の事業の継続の支援という

ことはできたと考えておりますので、一定の効

果が上げられているものと考えております。

定性的なものになりますけれども、各業界か

らも、このコロナの支援金、それから燃油価格

高騰の支援金で県の方から支援をしているとい

うことに対して感謝の言葉をいただいたりもし

ておりますので、そういったところの声も拾い

つつ、引き続き支援が必要な場面が生じれば、

必要なものは検討していきたいと考えておりま

す。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【外間委員】それぞれの委員の皆様方からご質

問があったことについて、あえて、さらに追加

ということではないんですけれども、1点、私が
気づいたことについてお答えできることをぜひ

いただきたいなと思っています。

実は、私たちは今から2か月前に選挙戦を戦
ってまして、その時に物価高騰対策による支援

をどうしていくかということも一つの候補者の

公言として、何とか皆様方に3万円、国から1兆
円の予算がくるから物価高騰対策の支援金とし

て付与できるんだというふうなことを訴えなが

ら、結局、選挙が終わって、こうやって当選を

して残った我々が、その公約に向けて、今日こ

の1兆円の100分の1の補助額はそれぞれの所管
で傾斜配分されて、ここで審議している内容が、

今出ているような公共交通機関であるとか、こ

ういったことを今審議して、一番大切なことは

スピーディーに、どう市民にそれをお与えでき

るかというところに、このマイナンバーカード

の普及というのも大切な目的があって、少しで

も早くこういったものが市民にピンポイントで

届けられるために、こういったことをやってい

ると私は理解しながら話を聞いておりました。

出てきたいろんなメニューがどのような形で、

どれだけの期間で市民に届くのかというふうな、

一体いつ頃になると、それが実現できるものか、

この見通しについて、お答えできることがあれ
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ばぜひお答えしていただきたいと思います。

【井手デジタル戦略課長】今回、デジタル戦略

課の方で計上いたしておりますU18マイナンバ
ー生活応援事業費につきましては、事業の仕組

みがいろいろございまして、これから業務委託

等を進めていく必要がございますけれども、予

算が通りますれば、すぐに準備に取りかかりた

いと思っております。見込みといたしましては、

早くて8月頃に、この事業を始めることができ
るんじゃないかなと思っております。そこから

広報活動も力を入れまして、できるだけ早くポ

イント申請をいただければと思っております。

【鳥居次長兼交通政策課長】事業者の方に行き

渡る時期ということですが、公共交通の支援に

関しましては、昨年度も同じような支援スキー

ムでやっておりますので、ある程度想定はして

いるところでございまして、申請期間、それか

ら交付時期につきましては、今後、実施要綱を

作成いたしまして、申請様式等の作成をしてい

くということ、それから各事業者への周知をし

ていくといった様々な準備は必要でございます

けれども、この予算を議決いただいた後には、

速やかに申請をしていただきまして、交付でき

るようにしていきたいと考えております。

昨年度のベースでいきますと、今のスケジュ

ール案としては7月中には申請の受付を開始し
たいと考えております。その受付の後、書類審

査等を行って、できる限り速やかに支援金を事

業者の方に交付したいというところでございま

す。7月に始めまして2か月程度の受付期間を設
けることといたしまして、遅くとも10月末頃ま
でには対象となる申請事業者の皆様に行き渡る

ようにしたいと考えております。

【松尾消防保安室長】 LPガスの支援につきま
しては、交付申請を7月から8月を予定しており

まして、実際の一般利用者、ガス利用世帯の値

引きにつきましては10月以降を予定しており
ます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑がございますか。

【山口委員】いろいろとお話があっているとこ

ろで、あまり時間もないのかと思いますが、少

し交通政策の方でお聞きします。

それぞれ船に、あるいはバスにいろいろな支

援が計画されているんですが、単純に聞きます。

算定根拠といいますかね、こういう額になる根

拠といいますか、いわゆる要領といいますか、

考え方といいますか、いま少し、この数字だけ

見ると勝手な想像をこちらもするんですけれど

も、そのことについて教えていただけますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】お答えいたします。

大きな枠としましては、影響額の2分の1を支
援するというのが基本スキームでございます。

ではこの影響額というのはどういうふうに出し

たかというところでございますけれども、基本

的には各事業者の方に聞き取りをしております。

例えば、バスで申し上げれば、大手の事業者

の実際の燃油の令和元年から3年の平均単価と、
直近の令和5年1月から3月の3か月間の平均を
比べており、要は上がる前の平均的な価格と、

直近の、今の最新の価格の差額をお聞きしまし

て、あとそれに年間の燃油の使用量というのが

ありますので、事業者の全体量をお聞きして、

令和元年度の台数で、1台当たりどれぐらい上
がったかということを算出しているというよう

な形でございます。

バスであれば、先ほど申し上げましたように

代表的な事業者、それからタクシーも大手のと

ころというような形で、あるいは業界団体に確

認をするというような形で、基本的にはお聞き

をして算定しているというところでございます。
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【山口委員】 それぞれの事業者さんの思いも、

この中には入っている数字だということになる

わけですね。

本当に単純質問で申し訳ないんですが、船の

関係、航路の関係で20トン未満と20トン以上で
区分をされて、金額もそこにびしっと当ててあ

るんですが、要するに90万円と860万円という
のは約10倍の差があるわけなんですが、20トン
と25トンと、じゃ30トンはどうなるかというこ
とになるんですが、そういう運用する船そのも

のがないのかと言われたら、そうかなと納得は

するんですが、そこはどうなんですか。あまり

にも単純区分をし過ぎているんじゃないかなと

思うんですが。

【鳥居次長兼交通政策課長】基本的に幾つかの

事業者から聞き取りまして、平均を取るという

形でございまして、20トン以上の船と20トン未
満のところで大きく影響額の単価の開きという

ところがありますので、そこで平均を取っても

全体ならしてしまうと本当に真ん中になってし

まうということで、ある程度の区分をさせてい

ただいていると。聞き取りをしつつ実態を見な

がら、ここで大きく線が引けるだろうというこ

とで引かせていただいているというところでご

ざいます。

【山口委員】 それに20トン以上は2,000トンも
おるということですたいね。そういうことでし

ょう。20トン以上の区分の中には200トンの船
もいるし、2,000トンの船もおって、それを平均
値とした時に約10倍の860万円になっていると。
まさに、そういう数字なんですか。

【小川地域振興部長】この航路に関してでござ

いますが、海上運送法上の一つの区分といたし

まして、この20トン未満と20トン以上という区
分が一つございます。

今回、こういう制限をさせていただいている

のは、いわゆる20トン未満というのは、ほぼ20
トンに近い形の数字でございますが、20トン以
上というのは、委員ご指摘のように、それこそ

30トン、40トンの船がいるのではなくて、ほと
んどが600トンとか800トンとか、そういうよう
な形の船になってきていると。そういうところ

で、これだけの支援単価の差が出ているという

状況でございますので、私どもとしても、そこ

を十分押さえた上で設定をさせていただいてい

るというところでございます。

【山口委員】そうでしょう。よくわかりました。

こういう支援を、3年間のコロナの関係で、そ
れぞれの企業さんを含めて冷えているわけなん

ですが、今からコロナが収まって日常に戻る、

企業も日常に戻るという状況になると思うんで

すね。

今までの状況の中で、これだけの支援をした、

支援をするということで、それぞれのお客さん

といいますかね、事業者の満足度というのはど

ういうふうに捉えられていますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】今、我々の方で利

用者からこういう影響があったとかというとこ

ろを具体的にアンケートを取ってお聞きしてい

るというところではございませんけれども、そ

もそも事業の目的がコロナの支援金にしても、

今回の燃油高騰の支援金にしても、事業継続と

いうところが大きな目的でございます。やはり

公共交通に関しても、住民の生活の足を支える

ものでございますし、貨物の、特に離島航路等

については島民の生活物資を運搬する上で非常

に重要です。

一度事業がなくなってしまうと、なかなか復

活をするというのが難しいところでございます。

先ほど何度か申し上げましたように、一定程度、
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事業の継続というところが成果として現れてい

るところでございますので、一人一人の住民の

声というのは拾っておりませんけれども、そう

いった住民の足を守ること、維持をすること、

あるいは物資の輸送の維持をすることにつなが

っているというところで、各県民の方にその効

果が及んでいるものと考えているところでござ

います。

【山口委員】わかりました。今までのマイナス

の部分が相当にそれぞれのところにダメージが

きているわけですね。普通に、日常に戻る状況

にはあるんですが、そこのところはやっぱりき

ちっと目を向けておかんと、県内の企業を一つ

でも潰さんように、交通のことだけ言ってます

けども、大事な部分だと思いますので、よく目

を向けて、本当に痛いところをちゃんと直して

やることが、これから大事になってくるんだと

思いますので、後遺症を残さんように、ぜひ頑

張っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【大倉委員】すみません、関連して公共交通の

ことなんですけれども、公共交通のデジタル化

という部分なんですが、これはいわゆるスマー

トバス停などのことだと思うんですけれども、

いわゆるGPS機能がついたバスロケーションシ

ステム、そのあたりの今の進捗状況とか伺って

いいですか。

【鳥居次長兼交通政策課長】バスロケーション

システムにつきましては、委員ご指摘のとおり

今回の支援対象でございます。環境整備の利用

者利便向上の補助というのは、昨年度も補正の

中で実施しておりまして、そういったものを活

用して、県北の佐世保地区で西肥バスさんが、

バスロケーションシステムの導入をされており

ます。

県営バス等では、まだ導入はされておりませ

んので、今後、検討をしていくという状況かと

思います。まさに、今回の補助を活用しながら

進めていただけるものと認識しております。

【大倉委員】バスロケーションシステムという

のは、バス停にいながら、今バスがどこにいる

のかというのが一目瞭然で、今後とても大切な

システムになってくると思います。2年後には
長崎ピース文化祭も控えておりますので、全国

から様々な方、障害者の方も含めていらっしゃ

いますので、ぜひ事業者にも働きかけを県の方

からやっていただければと思います。よろしく

お願いします。

【鳥居次長兼交通政策課長】 庭委員からのご

質問の中で今回の対象台数と県内の台数の差に

関してでございますけれども、私、先ほど少し

誤って答弁をしてしまいましたので、訂正させ

ていただきます。

今回、対象は、長崎県内に本社または支社等

を置く事業者になりまして、そこに置かれてい

る台数になりますので、基本的には県内にある

台数イコール今回の支援対象となる台数となり

ますけれども、1点、航路につきましては補助航
路を除くというふうに資料にも書いております

が、補助航路は、欠損補助を入れる形で燃油高

騰分もそれだけ赤字が拡大するので、欠損補助

の方で補助ができるので、その分を除くという

形になりますので、船に関しては大体半分程度

が補助航路ではないものになってくるので、そ

こが対象になってくるというふうにお考えいた

だければと思います。失礼しました。訂正いた

します。

【坂口分科会長】 庭委員、よろしいですか。

【 庭委員】 はい。
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【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第51号議案のうち関係部分については、原案
のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第51号議案のうち関係部分は、原案
のとおり可決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時５９分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

これをもちまして、企画部、危機管理部、地

域振興部関係の審査を終了いたします。

引き続き、総務部関係の審査を行いますが、

理事者入替えのため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 １分 休憩 ―

― 午後 ３時 ４分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

これより、総務部関係の審査を行います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より予算議案の説明を求めます。

【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明申し上げます。

総務部の予算決算委員会分科会関係議案説明

資料第51号議案分をお開き願いたいと存じま
す。

今回ご審議をお願いしておりますのは、第51
号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予算（第
2号）」のうち関係部分でございます。
今回の補正予算は、国において決定されまし

た「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地

方交付金」の交付に適切に対処するため、必要

な予算を追加しようとするものでございます。

歳入予算といたしまして、繰入金1億9,895万
7,000円の増となっております。
以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】それでは質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第51号議案のうち関係部分については、原案
のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第51号議案のうち関係部分は、原案
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のとおり可決すべきものと決定されました。

審査結果について、整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ６分 休憩 ―

― 午後 ３時 ６分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

以上で、本分科会関係の議案審査は全て終了

いたしました。

この後、委員間討議を行いますが、理事者退

室のためしばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ７分 休憩 ―

― 午後 ３時 ７分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

本日の委員会は、令和5年6月定例会における
本委員会の審査内容等を決定するための委員間

討議であります。

それでは審査方法についてお諮りいたします。

審査方法については、委員会を協議会に切り

替えて行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ７分 休憩 ―

― 午後 ３時 ９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかにご意見がないようですの

で、これをもちまして、本日の総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を終了いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ９分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年６月２２日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ２時１１分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委 員 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 外間 雅広 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 大場 博文 君

〃 庭 敦子 君

〃 山村 健志 君

〃 大倉  聡 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 橋本 真和 君

首 席 監 察 官 田川 佳幸 君

警 務 課 長 山田 恭市 君

総 務 課 長 一瀬 永充 君

広報 相談課 長 山本 耕平 君

会 計 課 長 曽我 将男 君

装備 施設課 長 岡山 英紀 君

監 察 課 長 林田 克盛 君

厚 生 課 長 淺海  洋 君

留置 管理課 長 吹田 守孝 君

生活 安全部 長 平井 隆史 君

生活安全企画課長 竹田 英城 君

人身安全・少年課長 松尾 文則 君

生活 環境課 長 朝末 英一 君

サイバー犯罪対策課長 堀  耕基 君

地 域 部 長 杉本 正彦 君

地 域 課 長 西尾  洋 君

刑 事 部 長 川口 利也 君

刑事 総務課 長 尾塚 政一 君

捜査 第二課 長 中道 宣信 君

組織犯罪対策課長 下田 健一 君

交 通 部 長 多田 浩之 君

交通 企画課 長 宮﨑 秀樹 君

交通 指導課 長 橋元 庄司 君

交通 規制課 長 本田 浩之 君

運転免許管理課長 林田  晋 君

警 備 部 長 池園 直隆 君

首 席 参 事 官 車  康之 君

公 安 課 長 村山 隆信 君

警 備 課 長 細川  誠 君

外 事 課 長 古川 豊久 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

会 計 課 長 椿谷 博文 君

物品 管理室 長 元村真粧美 君

監査 事務局 長 上田 彰二 君

監査課長（参事監） 太田 勝也 君

人事委員会事務局長 田中紀久美 君
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職 員 課 長 田邑 聡子 君

労働委員会事務局長(併任) 田中紀久美 君

調整 審査課 長 西平 能成 君

議会 事務局 長 黒﨑  勇 君

次長兼総務課長 藤田 昌三 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 濵口  孝 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第52号議案
令和5年度長崎県一般会計補正予算（第3

号）（関係分）

報告第1号
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第16
号）（関係分）

報告第9号
令和4年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第2号）

報告第12号
令和4年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第2号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第53号議案
一般職員の特殊勤務手当に関する条例等の

一部を改正する条例

第54号議案
長崎県警察関係手数料条例の一部を改正す

る条例

第55号議案

長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に係る信号機等に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

第61号議案
権利の放棄について

第62号議案
権利の放棄について

報告第17号
長崎県税条例の一部を改正する条例

（2）請 願

・長崎県へのＩＲ区域認定申請の取り下げ要

請を求める請願

（3）陳 情

・要望書（松浦市）

・令和6年度県の施策等に関する重点要望事項
（佐世保市）

・要望書（大村市）

・国政・県政に対する要望書（長崎県町村

会）

・長崎奉行所西市役所等遺跡群の調査・保

存・活用・公開・整備に関する陳情書ＸⅨ

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【坂口委員長】ただいまから、総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

53号議案「一般職員の特殊勤務手当に関する条
例等の一部を改正する条例」ほか5件、請願1件
であります。そのほか、陳情5件の送付を受けて
おります。

なお、予算議案及び予算に係る報告議案につ

きましては、予算決算委員会に付託されました

予算及び報告議案の関係部分を総務分科会にお
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いて審査することになっておりますので、本分

科会として審査いたします案件は、第52号議案
「令和5年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」
のうち関係部分ほか3件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり分科会審査、委員会審査の

順に行うこととし、各部局毎に、お手元にお配

りしております審査順序のとおり行いたいと存

じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、
理事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した
後、審査時間が残っている場合に限って再度の

質問ができることといたしますので、よろしく

お願いいたします。

これより警察本部関係の審査を行います。

審査に入ります前に理事者側から、人事異動

後、これまでの委員会に出席がなかった新任幹

部職員の紹介がありますので、これを受けるこ

とといたします。

【橋本警務部長】警察本部警務部長の橋本でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日、出席しております警察本部の幹部職員

の中で、令和5年5月18日及び19日の総務委員会
で、ご紹介しておりませんでした幹部職員をご

紹介いたします。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【坂口委員長】 ありがとうございました。

なお、坂木捜査第一課長から、本委員会を欠

席する旨の届出が出ておりますので、ご了承を

お願いいたします。

それでは、これより審査に入ります。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

警務部長より、報告議案の説明を求めます。

【橋本警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部の2ページ目をお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部
分であります。

これは、さきの2月定例県議会予算決算委員
会におきまして、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました令和4年度予算の補正を3月31日付で専
決処分させていただいたもので、その概要をご

報告いたします。

補正予算額は、歳入予算5,817万3,000円の減、
歳出予算5億1,754万7,000円の減であります。
歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

使用料及び手数料につきましては、自動車保

管場所証明申請手数料等1,636万4,000円の減
であり、その他は記載のとおりであります。

次に、歳出予算の主なものについてご説明い

たします。

一般管理費につきましては、庁費その他の一

般経費7,413万5,000円の減であり、その他は記
載のとおりであります。

次に、5ページ目をお開きください。
令和4年度長崎県一般会計歳出予算繰越明許

費繰越計算書報告のうち、関係部分についてご
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説明いたします。

繰越額の内訳は、交通指導取締費1,055万円
であります。

これは、警察施設整備費補助金による交通信

号機電源付加装置整備を計画しておりましたが、

整備に必要となる資材の調達に時間を要するた

め、年度内に工事を完了することが困難となっ

たことによるものであります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第1号のうち関係部分については、原案
のとおり承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第1号のうち関係部分は、原案の
とおり承認すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

警務部長より、総括説明を求めます。

【橋本警務部長】警察本部関係の報告事項につ

いてご説明いたします。

今回ご審議をお願いしておりますのは、条例

議案3件であります。
横長の総務委員会資料、警察本部の3ページ

目をお開きください。

それでは、条例議案についてご説明いたしま

す。

第53号議案「一般職員の特殊勤務手当に関す
る条例等の一部を改正する条例」のうち関係部

分。

本条例は、警察職員が新型コロナウイルス感

染症に係る所定の作業に従事したときに支給す

る特殊作業手当の特例を廃止するため、所要の

改正をしようとするものであります。

次に、横長の総務委員会資料警察本部の4ペ
ージ目をお開きください。

第54号議案「長崎県警察関係手数料条例の一
部を改正する条例」。

本条例は、道路交通法の一部改正に伴い、道

路交通法施行令に特定小型原動機付自転車運転

者講習手数料の標準額が新設されたことから、

これに合わせた改正をしようとするものであり

ます。

次に、横長の総務委員会資料警察本部の5ペ
ージ目をお開きください。

第55号議案「長崎県高齢者、障害等の移動等
の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例」。

本条例は、道路交通法の一部改正に伴い、「高

齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

信号機等に関する基準を定める規則」に、遠隔

操作型小型車及び特定小型原動機付自転車が新

たに定義されたことから、これに合わせた改正

をしようとするものであります。
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続けて、議案外の報告事項についてご説明い

たします。横長の総務委員会資料警察本部の6
ページ目をお開きください。

これは、損害賠償事案1件及び公用車による
交通事故のうち和解が成立いたしました2件に
ついてであります。

損害賠償事案は、職員寮車庫のシャッターが

強風にあおられて損壊し、同車庫の脇に駐車し

ていた車両に損害を与えたという事案でござい

まして、84万2,118円を支払うため、5月16日付
で専決処分をさせていただいたものであります。

この賠償金は、全額県費から支払うこととなり

ます。

また、公用車による交通事故のうち和解が成

立いたしました2件の合計64万7,800円を支払
うため、5月16日付で専決処分をさせていただ
いたものであり、これらの損害賠償金は全額保

険から支払われることになります。

公用車の交通事故を防止するため、各所属指

定の安全運転指導員による異動後の不慣れな車

両での運転や地理不案内を踏まえた訓練を実施

するとともに、警察無線を活用した事故防止の

注意喚起を行う「スポット一斉指令」等により、

安全意識の向上を図るなどの事故防止対策に取

り組むほか、全職員に対しまして、公用車によ

る交通事故発生状況の情報配信、運転シミュレ

ーション機器を活用した体験型教養など、運転

者の資質向上や同乗者の安全意識向上のための

取組を強化いたしまして、実効ある事故防止対

策を推進しております。

引き続き、交通事故をはじめとする損害賠償

事案を起こすことがないよう、指導を徹底して

まいります。

このほか、犯罪の一般概況について、人身安

全関連事案への取組状況について、ニセ電話詐

欺被害防止対策について、暴力団対策について、

薬物対策について、少年非行の概況について、

生活経済事犯の取締り状況について、サイバー

犯罪の取締り及び被害防止対策状況について、

交通事故の発生状況についてにつきましては、

縦長の総務委員会関係議案説明資料に記載のと

おりであります。

続きまして、「長崎県行財政運営プラン2025
～挑戦する組織への変革とデジタル改革～」に

基づく取組についてご説明いたします。

「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する組
織への変革とデジタル改革～」に掲げる警察本

部関係の主な取組内容につきましては、現在、

職員が手作業で実施しております会議等に係る

報告書類の作成につきまして、ＡＩを活用した

会議録作成を支援していくシステムの導入に向

けた試行運用及び予算要求を実施しております。

同システムの導入によりまして、迅速かつ効

率的な記録文書の作成が可能となりますので、

職員の大幅な業務負担の軽減が見込まれ、限ら

れたマンパワーを県民の治安維持に直結する業

務へシフトすることが可能となります。

今年度は、同システムの導入及び本格運用に

向けた取組を準備するとともに、ＩＣＴツール

等のさらなる導入に向けて検討を進めてまいり

ます。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き、委員の皆様のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

最後に、Ｇ7長崎保健大臣会合警備実施結果
についてご報告いたします。

去る5月13日及び14日の2日間、長崎市におい
て開催されたＧ7長崎保健大臣会合につきまし
ては、無事警備を終了いたしました。
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さきの一般質問において本部長も申し上げま

したが、今回の警備を大きな事件や事故、交通

上の混乱が生じることなく終了できたことにつ

きましては、県民の皆様のご理解とご協力があ

ってのものと考えております。県民の皆様には

深く感謝を申し上げますとともに、警備にご協

力をいただきました関係機関、事業者の皆様に

は、改めて御礼申し上げます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【大倉委員】 第55号議案について質問をした
いんですけれども、条例改正議案のことなんで

すが、遠隔操作型小型車、これが歩行者なんか

の扱いになるということですけど、これは飲食

店であるとか、イベントなんかで使う小型用の

配送ロボットと考えていいんでしょうか。具体

的なサイズ感とか、あと速度とか、その辺のと

ころ、概要を教えてもらいたいんですが。

【宮﨑交通企画課長】遠隔操作型小型車につい

てお答えいたします。

遠隔操作型小型車とは、人や物を搬送するた

めの原動機を用いた小型車でございます。遠隔

操作によって運行させることができるものとな

っております。

これについては、自動配送用ロボットという

ことで、新たな配送サービスへの活用が期待さ

れており、車体の大きさ・構造等が一定の基準

に該当して、公安委員会への届出制度が規定さ

れております。

先ほど委員からご指摘ございました車体の大

きさ、構造につきましては、車体の大きさが、

長さ120センチ以下、幅が70センチ以下、高さ
が120センチ以下となっております。
車体の構造につきましては、時速6キロメー

トルを超える速度を出すことができないという

ことですので、シニアカーというふうに考えて

いただければいいと思います。

歩行者に危害を及ぼすおそれのある突起物が

ないこと、それと電動機を用いること、非常停

止装置を備えているということが車体の構造と

なっております。

構造については、以上でございます。

【大倉委員】 ありがとうございます。

この小型車ですけれども、実証実験なんかは、

都会なんかでは結構行われてきたと思うんです

けど、県内ではどういった実証実験があったの

か、なかったのか、あるいは登録台数なんかが

あれば、そのあたりも教えてもらいたいんです

が。

【宮﨑交通企画課長】本県におきましては、こ

れまで運用に関する相談や届出はあっておりま

せん。

全国においては、東京、千葉等の都市部を中

心に実証実験が行われておりますが、先ほども

お話ししたように、本県については、今のとこ

ろ届出はないという状況でございます。

【大倉委員】一応、歩行者の扱いということだ

と思うんですが、これ違反とかあった場合は、

罰則規定とかはどうなんでしょうか。

【橋元交通指導課長】遠隔操作型小型車で、実

際に事故等の交通違反があった場合には、一義

的には、遠隔操作を行う者が、道路交通法上の

責任を負うことになります。

【大倉委員】事故なんかにも注意しなければい

けないと思うんですが、ただ、これ新たなウー
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バーイーツ的な役割を果たす配送ロボットにな

ると思いますので、公道も走るとは思うんです

けれども、室内外問わず運用面には気をつけな

がら、ぜひこれは活用していってほしいと思い

ますので、事故など起きないような周知も含め

て、よろしくお願いしたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第53号議案のうち関係部分、第54号議案及び
第55号議案については、原案のとおり可決する
ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。

【橋本警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明いたし

ます。

1,000万円以上の契約状況につきましては、
本年2月から本年5月までの実績は、資料に記載
のとおり11件となっております。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。番号は17番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほか、質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【前田委員】 1,000万円以上の契約の中で、運
転免許関係業務及び更新時講習等業務委託2億
1,600万円ということで、契約が一般社団法人
長崎県交通安全協会と結ばれておりますけども、

内容を見ると、これ1者しか手を挙げていない
という状況ですが、そうなった時に、この契約

金額の妥当性というものは、どういうふうな形

で積算されているのか、ご答弁いただきたいと

思います。

【曽我会計課長】 休憩をお願いします。

【坂口委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時１８分 休憩 ―

― 午前１０時２０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【曽我会計課長】本契約は、一般競争入札にお
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いて行われておりますが、ご質問にありました

積算につきまして、申し訳ございませんが、今、

手元に資料がございませんので、後ほど回答し

たいと思います。

【坂口委員長】 よろしくお願いいたします。

ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【饗庭委員】おはようございます。議案外で質

問させていただきたいと思います。

最初に、この長崎県行財政運営プラン2025の
進捗状況の中で、職員が働きやすい活力ある職

場づくりというのが、やや遅れというふうにな

っております。

この中で、総務部、教育庁、警察本部と書い

てあるんですけれども、この長時間労働の是正

に向けた取組というところで、ほかのところは、

目標と実績といった数字を挙げてあるんですけ

れども、この県警だけ挙げてないので、やはり

目標と実績と数字を挙げて、長時間労働是正が

必要ではないかと思いますが、どういうお考え

でしょうか。

【山田警務課長】委員がおっしゃられます長時

間労働の是正に向けた取組の重要性につきまし

ては、ご指摘のとおり、強く認識しているとこ

ろでございます。

なぜ数値目標を設定していないのかという問

いですけれども、警察は、事件・事故、また大

規模災害等の予測しがたい事案への対処が、そ

の業務の大部分を占めるものでございます。

そういったことから一律に年度等の期間を区切

って数値目標を設定することが難しいものと考

えております。

そのため、数値目標ではなく、定性的な、柔

軟な勤務制度の利用状況の検証・改善を目標と

しております。

【饗庭委員】なかなか予測しがたい事案が多い

からということではございますけれども、やは

り長時間労働を是正するには数値が必要かと思

うんですね。予測しがたい事案にしても、時間

外勤務とした場合は何時間ということでお給料

を出されるというふうに思うんですけれども、

そういうところからも、やはり目標として80時
間以内とか、45時間以内とか、そういうふうな
目標が必要かと思いますが、今後、数字を挙げ

て是正していく考えがないかお伺いします。

【山田警務課長】繰り返しになりますけれども、

事件・事故の発生、大規模災害の予測しがたい

事案がございます。一律に年度を区切りまして

の数値目標を設定することはなかなか難しいと

いうことをご理解いただければと思います。

【饗庭委員】この長時間労働是正がなかなか進

まないのかなというふうに思いますので、ぜひ

検討いただければと思います。

長時間労働と上司によるパワハラが原因で、

2020年の10月に佐世保署の男性の警察官が自
殺されたという事案があったというふうに思い

ます。私は、その2020年12月に一般質問もさせ
ていただきました。

そして、6月5日にご家族の方が県に対して訴
訟を求めている中で第1回の口頭弁論があって、
私、傍聴に伺わせていただきました。その時の

意見陳述では、非常に想像を超えるような内容

がたくさんありました。

その中で、その男性の方は3月に交通課に着
任され、自殺されるまでの約半年間、課長から

繰り返し叱責され、署長の指示で勤務時間の過

少申告が常態化していたということなんですね。
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ただ、時間を設定してないというところもあり、

報告を少なめにするようにと言われてて、実際

は200時間以上あったというふうに言われてお
ります。

その中で報告されたのが40時間ということ
なんですけれども、こういうふうにならないた

めに改善をされているかと思いますが、どのよ

うに改善をして、今、過少申告というものがな

いのかどうかお伺いします。

【山田警務課長】現在の長時間労働の防止方策

について説明させていただきます。

警察としても、佐世保警察署における事案の

発生を重く受け止めまして、これまでハラスメ

ント対策、働き方改革を県警の最重要課題とし

て取組を進めてまいりました。

これまでも定時退庁日の設定や休暇の取得勧

奨などに取り組んでいましたが、更に業務の合

理化・効率化はもとより、いわゆる柔軟な勤務

形態の設定によって時間外勤務の縮減対策を実

施しております。

これまで進めてきた施策ですけども、令和4
年度からは出退勤、また、休暇取得状況の把握

を卓上のパソコンのシステムによってできる勤

務管理システムを構築しました。これによりま

して、その日ごとに、タイムリーに職員の出退

勤が管理できるようになりまして、長時間勤務

労働を抑制する手段を一つ設けたものでござい

ます。

ほかには、具体的には働き方改革ですけども、

勤務時間抑制の対策としまして、自宅型テレワ

ークとか、あるいは業務の合理化・効率化のた

めの電子決裁、テレビ会議、あるいは当番制の

導入、勤務時間の変更、分割制度、こういった

取組を進めているところでございます。

【饗庭委員】そういう取組の中で、署によって、

なかなか違うみたいなお話もお聞きしているん

ですけれども、署の長時間労働の仕方とかもあ

り、そういうふうに聞いているんですが、今現

在は過少申告はないものと理解していいのかお

伺いします。

【山田警務課長】委員がおっしゃられる過少申

告等につきましては、そういうものは当然ない

ということで対策を実施しておりますので、先

ほど言いました勤務管理システムというその場

で、タイムリーに見ることができるものでござ

います。

そういったものも含めて、過少申告等ないよ

うに指導、教養も実施しておりますし、対策も

進めているところでございます。

【饗庭委員】ないものということですけれども、

署によっては違うみたいなところもあるんです

けれども、各署への指導というのはどんな形で

されておられますか。

【山田警務課長】これまでの取組によりまして、

各種会合、研修会、また署に行きましての指導、

教養等を実施しているところでございます。

【饗庭委員】ぜひ長時間労働にならないように

していただければと思います。

そして、この時の課長と署長の処分の内容な

んですけれども、懲戒処分と本部長注意という

ところで発表されてました。

私は、ハラスメント防止対策にずっと取り組

んでおりまして、自殺という事実を考えると、

この処分がどうなのかなというふうに考えると

ころではございますけれども、そして、この自

殺をされたというところで公務災害というのも

認められているかと思うんですね。

そうした場合に、この処分がどうだったのか

というのを今考えると、どういうふうに捉えて

いるのか教えてください。
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【林田監察課長】処分についてでございますけ

れども、厳正に調査を行いまして、その結果、

明らかになった事実関係に即して処分を行って

おります。

【饗庭委員】厳正に行ったということなんです

が、私としてはやはり自殺という事実を捉える

と、もっと重い処分が必要ではないかと思うん

ですけれども、そのあたりを再度教えてくださ

い。

【林田監察課長】繰り返しになりますけれども、

厳正に調査を行った上の処分でございますので、

その辺が、そういう事実関係に即して処分した

という回答に変わりはございません。

【饗庭委員】なかなか処分は難しいかというふ

うに思うんですね。

その処分の後に、この方が依願退職して、お

二人とももう退職されているんですけれども、

その中で、この間の口頭弁論でもありましたけ

れども、やはりご家族としては、すごくいろん

な思いの中で今も過ごされているというふうに

思うんですね。

なので、その処分を変えることは恐らくでき

ないというところでは、退職金などを一部返納

していただければなというようなお声もお聞き

しているんですけれども、そのあたりはどのよ

うに考えられますか。

【林田監察課長】現在、委員のご質問について

は、既に訴訟が提起されておりまして、これに

つきましては係争中ということで、詳細な回答

は、ここではお控えさせていただきたいと思い

ます。

我々県警といたしましては、被告として必要

な訴訟対応を行っていくこととなりますけれど

も、遺族の思い、あるいはお考えを県警として

真摯に受止めて、先ほど警務課長からもありま

したが、ハラスメントのない職場環境づくりの

取組を組織の最重要課題として取り組んできた

ところでありまして、引き続き、遺族に寄り添

って誠実に対応することとともに、ハラスメン

トのない職場環境づくりに取り組んでいくこと

に変わりはございません。

【饗庭委員】訴訟中ということで答えられない

ということですので、理解したいと思います。

そのパワハラを起こさないようにということ

ですけれども、この後のパワハラ事案がどれく

らいあるのか、2021年と2022年のパワハラ事案
を教えてください。

【山田警務課長】 2021年と2022年のパワハラ
相談の件数ということで、ご回答いたします。

令和3年中、パワーハラスメントに分類され
る相談につきましては71件、令和4年中、パワー
ハラスメントに分類された同じ相談件数につき

ましては69件でございます。
なお、これらにつきましては、必要に応じま

して被害者の意向等も踏まえまして、関係者へ

の注意、指導、あるいは人事措置などを的確に

実施しておりますし、この件数については、ハ

ラスメントに至らないもの、また、同じ事案で

別の当事者から来たものなどもございまして、

相談数イコール発生数ではないということだけ

は付言いたしておきます。

【饗庭委員】相談数イコール発生件数ではない

ということなんですが、発生件数は何件か教え

てください。

【山田警務課長】県警としましては、ハラスメ

ント相談に寄せられる相談につきましては、そ

の程度や対応が様々でございます。いわゆるハ

ラスメントに濃淡があるということでございま

す。そこに白、黒の認定をつけるとなりますと、

いわゆるグレーの部分、グレーゾーンの対応が
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できないということになりますので、全てのハ

ラスメントに至らないものを含めまして幅広く

ハラスメントに含めて対応している状況であり、

認定という形での数値は取っておりません。

いずれにしましても、重大事案に至る前に未

然に防止できればよいことであり、これからも、

そうした取組を続けてまいりたいと考えており

ます。

【饗庭委員】重大事案にならないためにも、パ

ワハラで相談があった時に、すぐ対応が必要か

というふうに思うんですね。それでもパワハラ

と認めたのか、これはパワハラじゃないよとす

るのかは、やっぱりはっきりした方がいいので

はないかと私は思うんですね。

パワハラ事案だったら、すぐ、もちろん対応

していただかないといけないので、大体相談が

寄せられるということは、パワハラがあってい

るんじゃないかというふうにして対応されると

思うんですけれども、その件数自体は、やはり

明確にした方がいいんじゃないかと思いますけ

れども、再度、お伺いします。

【山田警務課長】再度となりますけれども、こ

れら相談に対しまして、白、黒といった明確な

基準を設けてしまいますと、そしたら白につい

ては全く何も対応しないのか、あるいはその間

にありますグレーゾーンでございますけれども、

ここにも対応しないのかといったことになりか

ねません。

県警としましては、先ほど委員もおっしゃら

れたとおり、相談に来たからにはハラスメント

があるんだという認識のもと、全てに対して対

応するために、こういった白、黒といった認定

はしていないところでございます。ご理解のほ

ど、よろしくお願いします。

【饗庭委員】そうですね、全ての事案に対応し

ていただけるということで理解したいと思いま

す。

ただ、件数が減っていっていない。パワハラ

自体はもうゼロにしていただきたいんですけれ

ども、そういうことも含めて、2020年の事件が
とても悲しい事件でもありますし、それを含め

て、最後、警務部長のお考えをお聞きします。

【橋本警務部長】委員からご指摘いただきまし

たとおり、県警といたしましても、これまで本

件事案を重く受止めて対応してまいりました。

そうした中で、こうした相談窓口のシステム

に関しましても、新たに導入をして、拡充して

いるところでございます。

ご指摘のとおり、まだまだ根絶には至ってお

りませんけれども、他方で、こうした相談が多

数寄せられるようにもなりまして、職員が声を

上げやすい組織になっているというふうにも認

識をしておりますので、引き続き、こうした取

組をしっかり進めて、ハラスメントの絶無、そ

れから超過勤務時間の縮減に努めてまいりたい

と考えております。

【饗庭委員】ぜひ長時間労働のない、そして働

きやすい職場環境づくりをしていただき、ハラ

スメントは撲滅するということで取り組んでい

ただいて、この方のような本当に悲しい事件を

二度と起こさないようにしていただいて、これ

からの皆さんの働く環境を本当に、誰もが働き

やすくしていただければというふうに思います。

これで終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

【大倉委員】このハラスメントに関して改めて

追加で質問したいんですけれども、グレーゾー

ンという言葉、ハラスメントに濃淡があるとお

っしゃいましたけど、僕には理解しづらくて、

グレーゾーンって一体なんですか、具体的に教
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えてください。

【山田警務課長】 グレーゾーンという表現が、

もしかして悪かったかもしれませんけれども、

要は、例えばの話なんですけれども、相談の中

には匿名で来ておりまして、内容がなかなかわ

からないものというのが正直ございます。相談

に来ている方に再度聞くことができれば内容が

わかりますけれども、その中でもやはりわから

ないものがあります。ですが、そういったもの

を放置できるのかといった場合に放置はできま

せん。

そういった場合にでも、所属に対して、こう

いう情報があるというのであれば、個人に対し

て指導等はできませんけれども、組織に対する

指導はできますので、そういった部分を含めま

して、グレーゾーンという表現が悪かったかも

しれませんけれども、そういったものも含めて

全て対応していくといった構えでいるところで

あります。

【大倉委員】その表現云々はもう置いときまし

て、ただ、そういったものを、全部に対応する

というのはとても大切なことだと思うんですけ

れども、じゃ、さっきのことをもう一回言いま

すけど、グレーゾーンということに決めるのな

らば、誰が、これは認定していってグレーゾー

ンだというのを決めるんですか。

【山田警務課長】 先ほども申し上げましたが、

これを白、黒、あるいはグレーゾーンと認定す

ることはしておりません。全てをハラスメント

に類する行為と認め、全てに対処していくとい

う構えでおります。

【大倉委員】そのグレーゾーンではなくて、全

部を含めてという、今、言葉がありました。そ

れはわかりました。

だったらいいんですが、これを先ほど濃淡が

あるという言葉に、えっと思って、だったら、

身内が濃淡を決めるのは、それは自分勝手じゃ

ないかと、それは身内の都合のいいようになる

んじゃないかと思ったんですが、そうではない

ということですね。ご答弁、改めてすみません、

そうじゃないということでよろしいですか。

【山田警務課長】そのとおりでございます。全

てに対応してまいります。

【田川首席監察官】ハラスメントの関係の処分

の件数ということで、今までの説明であります

と、そこら辺がはっきりしませんでしたので、

監察課の方で明らかにハラスメントということ

で処分をした件数についてご説明したいと思い

ます。

昨年の令和4年中につきましては、先ほど警
務課長が説明しました何十件かのハラスメント

相談があったということでありますけれども、

そういった中で厳正に調査等いたしまして、監

察課といたしましては、令和4年中は、ハラスメ
ント事案で5件、5人を処分しております。
これにつきましての内訳は、パワハラ事案で、

3人を監督上の措置としておりまして、セクハ
ラ事案で、1人を懲戒処分、1人を監督上の措置
となっておりまして、令和5年になりましては、
こういったパワハラ事案についての処分という

のはございません。

ただ、相談につきましては、ちょっとやかま

しく言われたとか、あるいは繰り返し何回も言

われたとかというふうな、そこら辺が濃淡とい

うことで表現はさせていただいていますけども、

そういった中において、指導できる、口頭指導

ができる、上司による指導ができるというもの

については、いけないよ、駄目ですよというふ

うな指導を行っているというところでございま

す。
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【大倉委員】ありがとうございます。基本的に

はハラスメントに濃淡はないと私は思ってます。

やっぱり感じた人がハラスメントなわけですか

ら、そういった意味でも、全てにおいてしっか

りと対応していただいて、身内びいきにならな

いようにご対応いただければと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

【山村委員】議案外の資料の中で、人身安全関

係の取組状況の中で児童虐待の件数が194件、
前年と比較して106件増加しているという表現
があります。非常に増えているなという印象が

ありまして、この増えた要因とか、見方によっ

ては、報告しやすくなったとかいろいろあると

思うんですけども、その辺どう捉えているか教

えていただければと思います。

【松尾人身安全・少年課長】 ご質問の内容は、

児童虐待の通告児童数が増加している要因とい

うことでお答えしたいと思います。

要因としまして考えられるのは、3つござい
ます。

1つ目は、児童虐待に対する県民の社会的関
心の高まりによる近隣住民等からの通報が増加

傾向にあること。

2つ目は、面前ＤＶ、児童の面前で行われる配
偶者暴力のことなんですけれども、これにつき

ましては、乳児でもかかわらず、児童の面前で

の暴力ということで心理的虐待と捉えて積極的

に通告しております。

3つ目は、児童相談所等の関係機関への取扱
歴照会というのを行っているんですが、それに

よって得られた情報を勘案して、幅広に通告を

行っているということ、この3点が考えられま
す。

【山村委員】 ありがとうございます。多分、県

民の皆さんが通報しやすくなったというか、関

心が高くなったということが要因かなと思いま

す。ある意味、増えることが悪いことじゃなく

て、いち早く対応していただくということが一

番大事かなと思ってますので、今後ともよろし

くお願いいたします。

次に、薬物の対策について、確かに、今、テ

レビとかで若い世代の薬物の方が蔓延してきて

いるというところでありますけども、文書の中

で、「若い世代への蔓延も懸念されるところで

す」ということで、警察の方で書いていただい

ております。

この若い世代への対策というか、取組につい

て教えていただければと思います。

【下田組織犯罪対策課長】県警におきましては、

薬物乱用防止対策として、特に若年層を対象に、

県、学校、その他関係機関、団体の皆様方と連

携しまして、まず、小中高、大学を対象とした

薬物乱用防止教室、関係機関と連携したキャン

ペーンの実施、ポスター・チラシを作成しての

配布などの広報啓発活動を行っております。

【山村委員】ありがとうございます。薬物につ

いても、若者のことが大変に大事になってくる

かなというふうに思ってます。

関連してなんですけども、その下の少年非行

の件数が、不良少年の補導の件数が548人で、前
年度と比較して279人増えましたという、約倍
増しているような状況になってます。

少年犯罪が増えることを未然に防いでいると

いうところにもなるんでしょうけども、この増

えた要因とか何か考えられるのかというのを教

えていただければと思います。

【松尾人身安全・少年課長】この増員の要因に

つきましては、前年度の令和4年1月から3月の
269名ということから増えているということな
んですけれども、これにつきましては令和4年1
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月から3月までの期間に、新型コロナウイルス
感染症に関係します「長崎県まん延防止等重点

措置」の期間となります。なので、この期間に

大きく減少したということでありますので、そ

の令和3年1月から3月までが612人ということ
を捉えますと、例年とあまり変わらない数値と

なります。

なお、年間で見ますと、令和4年中は減少傾向
ということになっております。

【山村委員】ありがとうございました。多分そ

うかなと思いながら、コロナが明けて、いろん

な子どもたちが外に出て、非行少年の数が元に

戻ったという言い方は多分おかしな話になると

思うんですけれども、そういった子たちが増え

てくるというところでいけば、市民の皆さんと

連携したものが大事になってくるかなと思いま

す。ぜひよろしくお願いします。

続きまして、サイバー犯罪の部分でご質問で

す。

先日、ニュースでありましたように長崎県立

大学の皆さんと連携して、サイバー犯罪の取り

締まりをやっていくというニュースがありまし

た。恐らくサイバー犯罪そのものにつきまして

は、市民の皆さんとか、ネットをよく見ている

方々がよく気づくことがあるかと思っておりま

す。

こういった市民からの通報というのが、仕組

み上あるのかどうかというのを教えていただけ

ればと思います。

【堀サイバー犯罪対策課長】一般の方がネット

上で違法有害情報を発見されて警察に届け出ら

れた時の対応ということでお答えいたします。

一般市民の方がネット上の違法有害情報を発

見された場合には、警察に通報されれば、事件

化すべきものにつきましては捜査を行いまして、

事件化できない違法有害情報などにつきまして

は、削除要請などの措置を行っているところで

ございます。

【山村委員】ありがとうございます。そしたら、

一般の方々も気づいたら警察に言うということ

でやっていけばいいということで確認をさせて

ください。

【堀サイバー犯罪対策課長】一般の方が、サイ

バー上の情報を提供していただければ、先ほど

申し上げたような対応となりますが、インター

ネット上の違法情報の対応を、効果的かつ効率

的に推進していくために、広くインターネット

利用者から違法情報に関する情報提供を受付け

る事業を、警察庁がインターネット・ホットラ

インセンターに委託しているところでございま

す。

また、参考ではございますが、インターネッ

ト上の重要犯罪密接関連情報や自殺誘因情報等

を収集して、インターネット・ホットラインセ

ンターに通報する業務を警察庁がサイバーパト

ロールセンターに委託しているところでござい

ます。

【山村委員】ありがとうございます。恐らくサ

イバーセキュリティとかサイバー犯罪の関係は、

今後も非常に増えてくるだろうと思ってますし、

見えないところでの犯罪になってきますので、

多分、広い目から情報を得るということをやっ

ていただければと思います。

これは、一つの提案なんですけれども、障害

者の方々とか、家にずっといらっしゃる方々が

結構いらっしゃいますので、そういった方々を

セキュリティの分野で採用するだとか、そうい

ったところも今後考えていただければと思いま

す。

最後にですけれども、議案外で事前に質問し
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ていたんですけども、長野県であった猟銃を持

った警察の方が亡くなられた残念な事件なんで

すけども、長崎県における猟銃とか空気銃の所

持の許可制度について、きちっとやっていただ

いているかどうかというのを確認させていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

【朝末生活環境課長】委員の質問につきまして

回答をさせていただきます。

まず、猟銃、空気銃の所持許可についてです

けども、これにつきましては公安委員会の権限

で行っております。

まず、猟銃、空気銃を所持しようとする者は

初心者講習を受講しまして、考査に合格した場

合には講習修了証明書を交付します。その後、

射撃教習の申請を行いまして、射撃場において、

実技試験であります射撃教習を受けることがで

きます。これに合格した場合には教習修了証明

書を受けて、初めて所持許可申請を行うことが

できます。

猟銃、空気銃の所持許可申請を受けた警察署

は、申請者に関して欠格事項に該当しないかど

うかという調査をしっかりと行いまして、欠格

事項に該当しなかった場合は、猟銃、空気銃の

所持許可を行います。

その後、猟銃、空気銃の所持許可を受けた者

は、実際、猟銃、空気銃を取得した後14日以内
に警察署で、その銃の確認を行うこととしてお

ります。

なお、この猟銃、空気銃の所持許可の有効期

間は、許可後、3回目の誕生日が経過するまでと
なっております。

【山村委員】 この猟銃の分でいけば、3回目と
いうか、3年間有効みたいな形だと思うんです
けど、3年のたびに警察の調査が行われるとい
う認識でよろしいでしょうか。

【朝末生活環境課長】委員ご指摘のとおりでご

ざいます。3回目の更新の都度、身辺調査、ある
いは犯歴がないかどうかという各種調査を行っ

ております。

【山村委員】 もう一つ、お聞かせください。

その3年間の間に、ちょっと不審な人だなみ
たいな形で、周りからいろいろ指摘があったり

したような場合というのはどういった対応をさ

れるかというのを教えてください。

【朝末生活環境課長】委員のご質問について回

答したいと思います。

銃刀法の29条に申出制度というものがござ
います。申出制度といいますのは、同居人です

とか、近隣居住者、同僚で銃砲刀剣類を所持す

る者が、その言動、その他の事情から他人の生

命・身体・財産を害し、または自殺をするおそ

れがあると思慮する時は、公安委員会に対して、

その旨を申し出ることができる制度があります。

公安委員会が、この申し出を受けた場合につ

いては調査をしっかりと行いまして、欠格事項

に該当する場合は、猟銃の所持許可の取り消し

処分を行います。

そのほか、警察安全相談、巡回連絡、犯罪捜

査等の各種警察活動におきまして、猟銃、空気

銃所持者が他人の生命、身体、財産を害するお

それがあるという情報を入手した場合には、積

極的に調査を行いまして、欠格事項に該当した

場合は、所持許可の取消処分を行っているとこ

ろでございます。

【山村委員】 ありがとうございました。多分、

今回の事件で、皆さん、銃に対する恐怖心とい

うのを持たれたと思うので、ふだんの業務の中

でもきちっとしていただいて、適切な許可申請

を行っていただければと思います。

今日はありがとうございました。
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【大場委員】 銃に関連して1点だけ確認をさせ
ていただきたいんですが、先日、自衛官候補生

が訓練中に訓練の銃で上官を殺害してしまった

という事案が発生しました。大きなニュースと

なったと思いますが、業務として、警察官とし

て拳銃の所持が認められている中で、県警とし

て銃の管理体制、そういった指導訓練体制の状

況、また、あの事件を受けて県警の方でどうい

った指導、もしくは取組に変化があったことが

あればお知らせをいただきたいと思います。

【山田警務課長】 県警における拳銃、まず、訓

練につきましてお話しいたしますと、拳銃射撃

訓練等については、国が定めました警察官等拳

銃使用及び取扱い規範に基づきまして、これを

遵守しまして、訓練を実施しております。

具体的には、拳銃の安全管理教育を受けまし

た訓練立会責任者を置きまして、本部長が指定

しました訓練指導者の指揮によりまして訓練を

実施するなど、安全管理対策を実施していると

ころでございます。

また、所持につきましても、法の規定に基づ

きまして、適正に射撃又は使用できるように、

日々、訓練等を実施しているところでございま

す。

【大場委員】確かに、ペーパー上を含めて管理

規則にのっとって行うということであるんです

が、先日の事件も、きちんと管理体制を、以前

の事件に倣って体制も強化した上での訓練を行

っていたにも関わらず、ああいうふうに痛まし

い事故が、残念な事故が、事件が起きてしまっ

たということで、その体制として、県警として、

あの事件を受けて、今後どのような形で県警内

部の指導、また、そういった形での徹底をして

いこうと思っておられますか、警務部長、よろ

しければお答えください。

【橋本警務部長】委員ご指摘のとおり、拳銃の

訓練・取扱いに関しましては、大変重要である

と認識しております。

今回、発生いたしました自衛隊の事故に関し

ましては、まだ詳細が必ずしも明らかではござ

いませんので、まだそれを受けているところで

はございませんけれども、引き続き、県警とい

たしましても、この件に関しましてしっかり関

心を持ちまして、改善すべきところがありまし

たら必要に応じて検討してまいりたいと考えて

おります。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

【前田委員】当時、議会と関係者が連携する中

で、令和元年に長崎県犯罪被害者等支援条例と

いうのが制定されました。そのことによって各

市町においても追いかける形で支援条例等が整

備されてきて支援が進んでいると思います。こ

れ、県民生活環境部とかぶっているので、答弁

が難しかったら、わかる範囲で結構です。

その後、犯罪被害者等支援条例ができてから

の成果という意味で、一つには、21市町の中で
支援条例が策定できているのはどれぐらい数が

あるのか、まずお尋ねしたいと思います。

【山本広報相談課長】県内の市町におきます犯

罪被害者等支援条例の制定状況につきましての

お尋ねですが、委員ご指摘のとおり、令和元年

7月に県犯罪被害者等支援条例が施行されてお
り、令和3年10月までに県内21市町におきまし
て、犯罪被害者等支援条例が施行されておりま

す。

【前田委員】全ての市町で制定されたというこ

とで確認できたわけですけれども、県警の所管

でいえば、結局、交通安全課の方と所管がかぶ

る中でやられていることというのは、公益社団

法人長崎犯罪被害者支援センターについて委託
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費を出して運営してもらうことになると思うん

ですけれども、この条例が制定した後の進捗状

況として、まず、この支援センターの直近の実

績ですね。

それと、私もつぶさに中身を見させてもらい

ましたけども、何点か課題があると思ってるん

ですけれども、そういう課題認識があればお答

えいただきたいと思います。

【山本広報相談課長】公益社団法人長崎犯罪被

害者支援センターの実績等についてのお尋ねで

ございますが、令和4年度におきます長崎犯罪
被害者支援センター等における相談の件数につ

きましてご回答いたします。

まず、電話等、いわゆる電話やメールなどの

相談件数につきましては、令和4年度中は581件
となっております。また、面接によります相談

につきましては50件となっております。
続きまして、同センターが抱える課題等につ

きましてですけれども、県警察からは、同セン

ターに対しまして被害者支援事業であります相

談事業、あるいは公判付添いなどの直接支援事

業、あるいは広報に関する広報啓発事業につき

まして業務委託をしております。

令和4年度の委託事業費につきましては、546
万2,000円となっております。
【前田委員】ありがとうございました。実績の

報告と業務の委託費のご答弁をいただきました。

私自身が課題だと認識しているうちの一つにつ

いては、今言った委託費の561万円が全体の中
でどれぐらいの比重を占めているかというと、

非常に低いというか、全体3,000万円近くで運
営されている中で、その多くの800万円近くは
寄附金が充てられているんですね。その800万
円のうちの500万円も、もともとの前身の団体
からの会計残というんですか、そこから切り崩

してきていて毎年500万円ずつ拠出していると。
その拠出も令和13年の中で、もう底をつくとい
う話があるのが一つ。

それと、もう一つは、これはヒアリングした

中で確認できたんですけれども、今、駅の前の

交通センタービルの中に事務所を構えてますけ

ども、そこは今無償でお借りしてるということ

も含めた時に、先ほどの実績を含めた時に、こ

れからも充実して運営をしてほしいと思います

けども、県警が業務委託を全般する中で、そう

いった財政の状況というものが非常に厳しいと、

先がなかなか大変だよねということを関係者の

間から指摘を受けてますので、まだまだ時間は

あると思いはしますけども、もう今から、そこ

ら辺について課題認識を持って対応いただきた

いと思いますが、そのあたりについてはいかが

ですか。

【山本広報相談課長】委員からお尋ねがござい

ました年500万円の寄附につきまして回答いた
します。

これにつきましては、警察互助会という団体

より500万円の寄附がなされているものと承知
しております。また、委員ご指摘のとおり、こ

の寄附につきましては、令和13年度まで、長崎
犯罪被害者センターが受け取るものと承知して

おります。

これに対しまして、県警察としましては、長

崎犯罪被害者等早期援助団体として公安委員会

より指定されているところでございます。その

ため、毎年、事業計画書及び収支予算書などの

提出を受けているところでございます。

現時点におきまして、同センターの財政状況

が直ちに悪化するとの認識はございませんけれ

ども、県警察としましては、同センターの財務

状況ですとか、事業の運営につきまして、引き
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続き注視してまいりますとともに、必要に応じ

て取るべき措置を検討してまいります。

もう一点でございますけれども、同センター

におきましては、支援活動の周知と財政基盤の

確立に向けまして、清涼飲料メーカーの協力を

得まして、寄附型の自動販売機を設置し、この

増設を推進しているものと承知しております。

警察としましても、広く県民の皆様に対しま

して、この設置に関するご理解とご協力をいた

だいているところでございます。

【前田委員】 ご答弁ありがとうございました。

最後に言った自動販売機の件も、広く県民に

広げていただきたいと思いますし、そもそもの

団体会員とか個人会員の増に向けてもできると

ころでご支援をいただきたいということ。

併せて、今の事務局は、バスセンターがいず

れ建替え、近々なりますので、立ち退きという

ことになった時の場所をまた改めて探した時、

そこに家賃が発生しますので、ぜひそういうと

ころに対しても目配りしていただければなと思

います。

せっかく総務委員会になったので、細かな質

疑で恐縮ですけども、長崎運転免許センターが

令和2年4月に開設して、今まで長崎県南地区で
いけば大村まで行ってたものが、長崎のこの免

許センターで免許の更新とかできるということ

で利便性は増したと思うんですが、ただ、市民

の多くの方からセンターの受付時間について、

受付けている時間が非常に短いんじゃないかと

いうご指摘が上がっております。

免許の更新については致し方ないとしても、

記載事項、例えば住所とか氏名の変更とか自主

返納に対しては、ホームページに載っている資

料によると、月曜日から金曜日は午前10時半か
ら11時15分の45分間、午後は14時から14時45

分、これは、その後15時30分までと改められた
みたいですが、それでも午後は1時間半なんで
すね。注意書きとして金曜日に閉庁の時があり

ますということで、これはほかの申請の交付も

同じように金曜日に閉庁の時がある。それと日

曜日に関しては、第2・第4日曜日の15時から16
時、1時間の時間しかないんです。いただいた開
庁日のカレンダーを見ると、土曜日は丸っきり

全部閉庁なんですね。

やっぱり市民の方の利便性を考えた時に、土

曜日に閉庁しているというのも、正直言って、

なぜなのかなという気持ちを持っています。市

民の多くの方から、せっかく運転免許センター

という形でやられていることは、一定進んだん

だと理解しますけども、なぜ時間を区切っての

受付しかできないのかというのは、さっき政策

会のところで少し質問しましたけども、もとも

との人件費等の積算に問題があるんじゃないの

かなということも一つ考えてはいるんですけど

も、どうしてこんな状況になっているのかとい

うことと、こういうクレームがきてないのかと

いうこと、そして、きているとすれば、どう改

善していくかということについてお尋ねしたい

と思います。

【林田運転免許管理課長】ただいま委員からご

指摘がございましたとおり、長崎運転免許セン

ターは令和2年4月から開設をしております。
なお、記載事項変更等の受付時間が短いとい

うふうなご指摘がございましたけど、確かに運

転免許の更新と住所変更の申請など、受け付け

る時間を分割して運用しているところでござい

まして、警察署の受付時間と比べますと若干短

く設定しております。これは運転免許試験場で

も同様の取扱いをしているところでございます。

先ほど委員からもありましたけども、時間を
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ちょっと延長したりとか、日曜日は実は以前は

やってなかったんですけど、日曜日をするよう

にしたりとか、これまで少しずつ改善を図って

きたところではございます。

あと運転免許センターには多くの方が更新な

どに来られまして、率で言いますと大体7割強
が更新の方、記載事項変更が2割ぐらいの方と
いうふうなことになっております。

どうしても更新の方を流れ作業的に講習まで

連れていくという作業がありまして、記載事項

変更を途中で入れるということはなかなか難し

いというふうなことで、こういうふうな設定を

させていただいているところでございます。

なお、土曜日についてどういうふうになって

いるのかというご質問がございました。土曜日

には確かに手続をしておりません。運転免許の

手続については、警察庁が運用します運転者管

理システムというのを実際利用しておりまして、

これには運用時間が定められております。これ

が平日と日曜の日中のみというふうなことで、

データのバックアップでございますとか、シス

テムの改修の関係で、土曜日については、この

システムを使えないというふうなことがありま

して、全国的に土曜日については手続をしてい

ないということが現状でございます。

相談の件数が何件ぐらいあったかというふう

なことでありましたけども、時間に関する相談

とか、ご要望というのは、開所から今まで過去

5回程度あっております。当然声が上がってい
ないというふうなところもあると思いますので、

それ以上に思われている方もいらっしゃると思

いますので、今後、できるだけ申請時間が長く

できるかというふうなことについても検討を進

めてまいりたいと考えております。

【小林委員】特殊詐欺事件のことでありますが、

暴力団が関与しているのではないかと疑われる

ような特殊詐欺事件が頻繁に発生をしていると

いうか、なかなか全国的に歯止めがかからない

と、こういうふうに実は考えております。

そこで、まず、相手が例えば訴えようと、あ

る程度証拠も固まってると、こういう状況であ

りながらも、相手が暴力団ということになると、

率直に言わせていただければ、やっぱり心理的

な不安。何の心理的な不安かというと、一般的

に何か報復、仕返しがあるんではないかと、単

純に、そう思うこと。それから、やはり訴訟費

用、こういう2つの負担が、何といいますか、ハ
ードルになっていると、こう言っても言い過ぎ

ではないんではないかと思います。

ところが、最近、新聞で見ましたけども、福

岡で、福岡県警が、暴力団が関与していると思

われるような、そういう特殊詐欺事件について

は公費をもってしっかり訴えていこうと、事件

化して取り組んでいこうと、こんな動きになっ

てます。

今言うように、福岡県警が、そういう訴訟の

一部を公費負担にすると、こんな動きが今年度

出てきているわけであります。こういう暴力団

絡みの特殊詐欺事件の防止とか、あるいは取組

のために公費を負担して、そこまでやろうとし

ている福岡県警の最近の取組、このことについ

て、長崎県警としてはご存じであるかどうか、

まず、そこをお尋ねしたいと思います。

【下田組織犯罪対策課長】福岡の取組に関しま

しては承知をしております。非常に先進的な取

組でありますので、今、その内容について確認

をし、長崎県でも活用できるかということにつ

いて、前向きに検討しているところでございま

す。

【小林委員】前向きに今検討している、前向き
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にひとつ取り組んでいこうかと、こういうよう

なことを、やはり福岡県警の状況を見ながら考

えていただいているということ。まさに、これ

は大事なことではないかと私は思ってます。

今言うように、この心理的な不安、また、や

っぱり訴訟費用というのもそんなに安くはない

わけであります。もちろん全額ではないけれど

も、一部負担というけども、県警が、福岡県警

がそこまで、公費を負担してまで取り組んでい

こうと、こういうようなことについては泣き寝

入りは絶対許さんと、こういう強い姿勢が福岡

県警の中にあるんではないかと思います。

どこまで、ご存じかよくわからないんだけど

も、まず、そういう取組を始めてるということ

については、長崎県警もよく承知をしていると。

内容について、例えば、どれくらいの負担を

して取り組んでいこうとしているのかと。今、

言うように泣き寝入りはさせないと、提訴しや

すいような環境を整備すると。

当然、我々が考えてみると、県警側と、それ

から弁護士側と2つが1つになって、そして提訴
がしやすいようなそういう環境整備を図ってい

くと、こういうことではないかと思いますけど

も、公費の負担は上限があるのかないのか、ど

れくらいまで負担しようとしているのかとか、

そういうところも含めて、内容をご存じである

ならばもう少し聞かせていただきたいと思いま

すが、いかがですか。

【下田組織犯罪対策課長】金額につきましては、

まだ把握をしておりませんが、通常の被害届け

という事件であれば、もともと訴訟のお金はか

かりませんので、まず、刑事事件でありまして

は積極的な被害届けを警察が協力して事件を捜

査していくと。その後、被疑者が暴力団である

というふうな確定ができた場合には、併せて民

事訴訟という形になっていくケースのパターン

と理解しておりますので、そこにつきましては、

その金額等よく確認をして、仕組みを把握して

いきたいと考えております。

【小林委員】非常に力強い、そういうご答弁を

いただいておりまして大変期待したいと思いま

す。

私が読んだ内容で申し訳ないが、新聞紙上の

記事では、福岡県警は全国で初めて、この取組

を実はやっていると。そういう訴訟費用につい

ては、上限は設けてないと。しかし、大体50万
円ぐらいが大体一つの流れではないかと、こん

なようなことを県警側がおっしゃっていること

が記事になっているところでございます。

そういうような動きが始まっているというこ

と。これは福岡県警だけ、そういう先進的な、

何と言いますかね、本当に画期的な、そういう

取組ではないかと思いますが、どういう環境整

備ができれば長崎県で導入しようかと。

例えば、今年度は無理としても来年度ぐらい、

そして、どれくらいの予算が要るものなのかと

か、それが国からのお金か、それともやっぱり

真水か、こういうようなところもあると思いま

すが、その辺についてご存じであるならば教え

てもらいたいと思います。

【下田組織犯罪対策課長】そのものずばりかど

うかわかりませんけど、既に使用者責任訴訟の

前段階における弁護士における調査費用等が県

の予算として組まれていると承知しております。

そのようなことで、その事件次第、ケース・

バイ・ケースで、その金額がどのように必要か

ということで、その辺のところを勘案して、ま

た関係機関と連携して対応していきたいと思っ

ております。

【小林委員】 長崎県は来年度からやるぞとか、
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いつからやるぞとかというようなことは言えま

すか。やっぱり我々に期待を持たせていただき

たいが、どうですか。

【下田組織犯罪対策課長】前向きに検討させて

いただきます。

【小林委員】政治家のような発言をされて、驚

いておりますが、これは福岡県でやっているん

だから、長崎県がやらない手はないんじゃない

かと、こういうようなことになるかもしれませ

ん。ぜひあなたの時代にひとつやっていただき

たいと、このことを特にお願いを申し上げたい

と思います。

それから、もう一つ、カスタマーハラスメン

ト、カスハラと、こう言っているんだけども、

これはどなたのところが担当でいらっしゃいま

すか、所管ですか。

カスタマーハラスメントについて、今、長崎

県としてはどれくらいの状況にあるのかと。結

構、このカスタマーハラスメントというのは、

これも全国的に話題になっているし、非常に問

題として学校教育の方でも、ご父兄のいろんな

学校の先生方に対するところの、そういう面の

ハラスメントとか、いろいろあるわけです。

警察はないと思ったら、このカスタマーハラ

スメントは存在していると、こういうようなこ

とでございますが、このところについては現況

はどういう状況でございますか、教えてもらい

たい。

【山田警務課長】警察におけるカスタマーハラ

スメントについてお問い合せですけれども、申

し訳ありません。数につきましては、手持ちに

ございませんけれども、警察にお見えになりま

す方につきましては、様々な方がやはりおりま

して、カスタマーハラスメントがないのかと言

われた場合には、それは否定できない、あるだ

ろうということは間違いございません。

その中にありまして、これも福岡県警での取

組ですけれども、先般、カスタマーハラスメン

トの取組を福岡県警は開始しております。

本県におきましても、カスタマーハラスメン

トというのは、いわゆる警察が適正な対応をし

たにもかかわらず、それ以上の過剰なクレーム、

あるいは暴言、威嚇、脅迫、誹謗中傷、こうい

ったものがある場合に、やはり組織的に対応す

る必要がございます。

本県におきましても、通常から、そのような

対応をしております。福岡県警においては、こ

れをシステマチックに制度化したものでござい

ますけども、この動きにつきましては、本県に

ついても、現在、注視しているところでありま

す。

【小林委員】 やっぱりあっているわけですね。

この辺についても、これから、どこまでがハラ

スメントかというようなところの目安、また、

福岡あたりでやっているところの指針、こうい

うところもきちんと長崎県警は県警なりに、ひ

とつ仕組みをつくっていただき、やっぱりいい

ものはいいし、よくないものはよくないと、こ

ういうことを明確にしながら、皆さん方の通常

の業務が要らんことで何か注力ができないと、

立ち向かうことができないと、こういうことに

ならないように、この辺もひとつ明確にやって

いただくことをお願いをしたいと思います。

次に、今日の内容でありますけども、例えば、

令和5年1月から3月末までの県内の刑法犯認知
件数につきましては912件で、前期同時期と比
べて180件、24.6％増加していると、こういう内
容が今日明らかになっております。

この1月から3月までの約2か月ぐらいのとこ
ろで、いわゆる前年同期、昨年と比べて180件も
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増えていると。ここはちょっと申し訳ないが、

増え過ぎているのではないかと、こんな感じが

いたすわけであります。

もちろん窃盗犯だとか、粗暴犯とか、大きな

あれではないんだと思うんだけども、件数とし

て挙げた時には180件、24.6％が前年度比増加
していると。これが減っているということであ

るならば非常にありがたいが、こういう状況で

あります。

こういう状況は、県民の皆様方から信頼され

ている長崎県警としては、どうでしょうか、あ

まり評価されるようなことがないんじゃないか

というようなことになりますけども、どういう

内容で、このような形になっているのか、その

要因、その原因というのは一体何なのかという

ことについて、お知らせができますか。

【尾塚刑事総務課長】委員の質問に対するご説

明をいたします。

増加の要因につきましては、罪種別に増加し

ているものを説明いたしますと、粗暴犯が100
件で昨年比36件増加、窃盗犯が511件で昨年比
78件増加、知能犯が119件で17件増加、それか
らその他の刑法犯が164件で49件増加、合計180
件の増加というふうな状況になっております。

【小林委員】どうしてそういうふうに増えるん

ですかということが一番知りたいところでござ

います。要するに我々が考えております、県民

がやっぱり考えておりますところは、県警に対

して強い信頼を持っているわけです。

この間のＧ7の保健大臣会合においても、何
一つ問題がなく、しかも、交通渋滞も、県民の

皆様、市民の皆様方のご協力をいただきながら

しっかりやっていただいたと、さすが長崎県警

と、こういう評価をいただいているわけでござ

います。その点から考えていきますと、我々は、

長崎県警は強い長崎県警であってもらいたいと、

いつもそう願っているわけであります。

ですから、これまで、例えばの話が、検挙率

はどうですかとか、あるいはこういう刑法犯の

認知件数とか、こういうものを見ながら、事件

が起こるのも起きにくい、検挙も一番早いと、

こんなようなことをもって、長崎県の県警の皆

さん方が非常に力強く頑張ってくださっている

と、こんなようなことを我々の評価の一つにし

ておったんです。

そういう点からしてみて、今、全国のどのく

らいの位置に、例えば刑法犯のいわゆる認知件

数、あるいは検挙率、この辺は全国から見てみ

た時に、長崎県はかなり上位の方におったと思

うんです。だからこういう件数が幾らか増えて

いるかもしれないが、そういう上位の件数につ

いては、これまでと比べた時にどうなのかと、

今はどのくらいの位置づけになっているのか、

このことについて質問通告をしてないので申し

訳ないが、おわかりになりますか。

【尾塚刑事総務課長】委員のご質問についてご

説明をいたします。

長崎県の検挙件数につきまして、検挙率は、

全国で令和4年は第8位、そして、管区警察局管
内では第1位となっております。それから人口
10万人当たりの犯罪認知件数の犯罪率の関係
でご説明いたしますと、全国順位は第3位、そし
て、管区順位は第1位という形になっておりま
す。

【小林委員】 いいですね、本当に。ご苦労さま

でございますが、やっぱり管区内では第1位と、
こういうようなことで刑法犯の認知件数、それ

からまた検挙率。

要は、長崎県というのは、本当に暮らしやす

い、住みやすい、また魚もうまい、食事もうま
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いと。こう言われながら、長崎県というのはす

ごいと。こう我々は評価を受けておるわけです。

その中に、やっぱり安心して暮らしがしやす

いと、長崎県というのは治安がやっぱりすばら

しいんだと、こういうようなところの中から評

価を受けている。これは皆さん方もよくご承知

いただいているものと思いますが、多くの長崎

県民、同時に長崎県というのが、ご案内のとお

り、人呼んで栄える町、旅行者が長崎県にたく

さんお見えになるわけでございます。

長崎県の治安が悪いということになってくる

と、どんなにいろんな食事がおいしくても、食

材がすばらしくても、やっぱり治安がしっかり

してないと、人がやって来ないわけであります。

長崎県というのは、やはり人呼んで栄える町な

んです。それには、治安が何と言っても大事だ

と。そのためには、率直に言って皆様方に頑張

っていただくしかないと、こういうことでござ

いますので、ぜひともそういう気持ちの中で、

今後とも、この順位、そして、要するに犯罪が

起きにくい、犯罪が起きてもすぐ検挙すると、

こういう強い県警であってもらいたいと、この

ことを強く要望をしておきたいと思います。

最後になりますけども、ご存じでございます

かね、西海の島のちょっと遠いところに江島と

いうところがあります。

実は、江島というところは今人口が100人い
るかどうかというようなところで、15歳以上の
漁業を中心とした就業者の方々が、実は100名
を切っていると思います。それくらい小さな町

であることは言うまでもないと思います。

ところが、ご承知の方もいらっしゃると思い

ますが、ここに国家プロジェクトであるところ

の洋上風力の事業が決定をして、これからやが

て始まらんとしていると、かなりの事業展開に

なっていくんではないかと思います。

そうしたときに、今、そうやって100名ぎりぎ
り、あるいは100名を切るかどうかと、こういう
ような状況でありますけども、残念ながら、交

番とかという治安のシンボルのそういうところ

がないわけであります。

今、そのことを地元の方から私に要請があっ

て、何としても、これからの展開を考える時に、

そこにやはり治安のシンボルであるところの交

番等々をぜひとも設置することができないか、

設置していただきたいと。これから県警の方に

も正式に要望が届くだろうと思うし、そういう

点から考えてみても、皆さん方がしっかりその

期待を込められているわけであります。

この交番等の設置については、今、地元から

の要請があっておりますけども、どういうとこ

ろをクリアすれば、これができるのかどうか、

この辺のところについて、まず教えてもらいた

いと思います。

【西尾地域課長】江島沖の洋上風力発電事業計

画につきましては、国土交通省等のホームペー

ジで承知をしております。

交番駐在所の設置につきましては、地域住民

のご意見を踏まえつつ、管轄する地域における

人口の変化、世帯数、または事件や事故の発生

状況などの治安情勢、そのほか交通環境や市街

地の構造状況など、その時々の複合的要素を総

合的に考慮しまして、検討する必要があると思

います。

したがいまして、警察施設である交番・駐在

所の新設に当たりましては、様々な視点から検

討を行う必要があると考えております。

【小林委員】もう時間がありませんから最後に

します。

今、ご答弁いただきましたね。何か、もうす
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ぐできるかもしれないというような、非常に期

待を持った次第であります。

いろいろと検討を当然していただかなければ

いけないと思いますが、今言うように国家プロ

ジェクトの洋上風力の事業が、まさに始まらん

としていると。

それは、今の姿と、何年後かわからないが、

完成して事業が始まった時の風景というか、相

当な様変わりだろうと思います。今つくっても

らうと、あなたの銅像はできないかもしれんが、

それなりの、やっぱり皆さんの思い出が大きく

なるんではないかと思います。

警務部長はじめ、皆様方、そういうところも

よく考えてもらって、ひとつよろしくお願いし

て終わりたいと思います。ありがとうございま

す。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

【大倉委員】ニセ電話詐欺、特殊詐欺に関して

なんですけれども、その中でも架空料金請求詐

欺について伺いたいんですが、毎年のように犯

罪者集団は手を替え品を替え、様々な策を練っ

てくる中で、そして、それに対して警察の方も

しっかりと対応して取り組んでいるとは思うん

ですが、なかなか手口も年々巧妙化していると

思います。

これに関して、最近、特に電子マネーでの被

害が多いということなんですけれども、例えば、

具体的に今年の特徴、最近の傾向、サポート詐

欺なんていうものもありますが、どういった特

徴があるのか教えてください。

【下田組織犯罪対策課長】委員ご指摘のとおり、

一番の特徴は、特殊詐欺の10手口のうちの架空
料金請求詐欺でございます。その中でも、サポ

ート詐欺というのが年々増加をしているような

状況でございます。

長崎県の特徴としましては、交付形態につき

まして、振込型が令和5年3月末現在で5件、電子
マネー型が20件ということで約86％、ほとんど
が振込みと電子マネー型というふうな特徴で、

65歳以上の高齢者が占める割合が69％であり、
全国と同様、高齢者が被害に遭っているという

のが現在の特徴でございます。

【大倉委員】電子マネー型ということで、やは

りコンビニエンスストアなどの対策を強化して

いっていると思うんですけれども、ニュースな

んかでも取り上げられて、私も存じ上げている

んですが、セブンイレブンなんかと連携してい

ると思うんですが、そのほかのコンビニとの広

がりであるとか、具体的にどういった中身でや

っているのか教えてください。

【竹田生活安全企画課長】コンビニ等の対策に

ついてということでのお尋ねでご答弁させてい

ただきます。

セブンイレブンだけではなくて、大手のコン

ビニでありますところのローソン、もしくはヤ

マザキデイリーストア、またはファミリーマー

ト、こういうところといろんな会議をもちまし

て、連携をさせていただいております。

その会議におきまして、コンビニ店舗におい

て、どういう対策ができるかということを情報

共有しております。

対策としましては、コンビニの従業員の方に、

電子マネーをお買い求めになるお客さんについ

ては注意喚起をしてくださいというようなチェ

ックシートを配布しております。また、電子マ

ネーを購入された方が、もしかしたら被害に遭

っているかもしれないということに気づくよう

に、封筒に入れて広報してくださいというお願

いをしております。

この封筒といいますのが、もしかしたらニセ
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電話詐欺ではないかとか、被害に遭ってません

かという前川清さんによる注意喚起を載せたも

ので、これにより広報するようにお願いして、

配布をしているという取組をやっている次第で

ございます。

【大倉委員】具体的に、従業員の方に注意喚起

等々をして、そして、具体的対策を取っていら

っしゃるということで非常に頼もしいと思いま

す。

実際、成果、報告、そういったものは上がっ

ているんですか、コンビニから。

【竹田生活安全企画課長】成果についてでござ

いますが、未然防止件数ということで警察は把

握をしております。令和5年4月末現在で、79件
の未然防止をしております。

この未然防止といいますのは、お買い求めに

なった方の被害が、そこの店舗でとどまるとい

う状況でございまして、前年同期比、令和4年の
前年同期と比較して34件も増えております。コ
ンビニに限って申しますと、今年4月末で32件、
前年同期比としまして15件増加している状況
にございます。

分母自体は増えているところではございます

が、未然防止事案についても増えている状況で

ございます。

【大倉委員】ご高齢の方の安心にもつながると

思うので、今後もぜひその取組を続けてくださ

い。

それから、ニセ電話詐欺に関してなんですけ

れども、有効な対策として、自動通話録音機の

貸出しというものを行っていると思うんですが、

これは聞くところによりますと、この貸し出し

たことによって、まだ1件も被害がないと聞い
てます。これは非常にすばらしいことだと思う

んですが、現状はどのような状況でしょうか。

【竹田生活安全企画課長】自動通話録音機のお

尋ねでございますが、県内では945台を保有し
ております。この945台のうち714台を現在貸し
出しております。

貸し出してない分については、修理中、もし

くは警察署に保有をして、すぐに貸し出せるよ

うな状況にしているということで、714台を現
在貸し出している状況でございます。

また、委員のご指摘のように、この貸し出し

ている世帯につきましては、全く被害がないと

いうことで承知しております。

【大倉委員】 これ、今、714台貸し出し中で、
全部で945台あるということで、県民の方々か
ら、もっとこれ貸し出してほしいみたいな声は

ないんでしょうか。

【竹田生活安全企画課長】委員のご指摘のとお

り、要望はございます。ただ、県警としまして

は、予算に限りがございますので、呼び水とし

まして945台を積極的に運用していきたいと考
えております。

また、この理由としましては、ほかの基礎自

治体である市町におきましても、同じような貸

出し施策を取っているところがございますので、

それと連携しつつやっているところでございま

す。

【大倉委員】基本的には、県民の方に購入して

いただくという方向性だと思うんですけれども、

貸出期間にも限度があると聞いてます、2年間
だったと思うんですが。ご高齢の方のためにも、

ぜひ貸し出せる方向で取組んでいただければと

思っております。

続きまして、サイバー犯罪の取り締まり及び

被害対策状況について伺います。

先ほど山村委員から質問もあったんですが、

ちょっとかぶるんですけれども、大学生などに
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委嘱した取組がニュースでも放送されましたサ

イバーテクニカルボランティアですが、そもそ

も県立大学とは連携協定を長崎県は結んでいた

と思うんですが、今回のこの取組というのは、

新たに、より学術的な部分から、今度は実践的

な部分にシフトしていったというふうに捉えて

よろしいでしょうか。

【堀サイバー犯罪対策課長】長崎県立大学とは、

サイバーセキュリティに関する相互協力協定を

結んでおりまして、今年度から県立大学の情報

技術に関する知識を有する大学生をサイバーテ

クニカルボランティアに委嘱いたしまして、サ

イバーパトロールなどのサイバー空間の浄化活

動に取り組んでもらっております。

このように、実践的なサイバー空間の安全・

安心に今後取り組んでいただこうと考えていま

す。

【大倉委員】より実践的にという分で一歩進ん

だと捉えたいと思っております。

これ、学生たちとの連携した取組、具体的に

闇サイトなんかの発見など成果はあっているん

でしょうか。

【堀サイバー犯罪対策課長】学生につきまして

は、5月23日に委嘱を行いまして、その際、闇バ
イトの教養を行ったほか、6月15日に長崎県立
大学におきましてサイバーパトロールのやり方

を指導したところ、学生のパトロールにより短

時間で闇バイトの募集投稿27件を発見してい
ただいております。

【大倉委員】県立大は、日本でもいち早くサイ

バーセキュリティ学部を取入れた大学だと思い

ます。その専門性のある学生たちの今後の就職

にも、これつながると思いますので、ぜひ長崎

モデル的な形でこの取組を活かして、実積を重

ねていって確立していってもらいたいと思いま

す。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ないようでしたら、先に前田委

員から質問のありました答弁は可能でしょうか。

【曽我会計課長】現在、運転免許関係業務につ

きましては、道路交通法において、公安委員会

が認める法人に委託できるとされております。

長崎県におきましては、現在、５者の法人を

認定しており、その競争性を働かせるため、一

般競争入札において行っております。

また、入札の結果、落札にならなかった過去

もありまして、その際、仕様等を見直して入札

をして落札になっているという現状もありまし

て、県警といたしましては、予定価格につきま

しては、適正に積算されているものと認識して

おります。

【坂口委員長】それでは、ほかに質疑がないよ

うですので、警察本部関係の審査結果について

整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４３分 休憩 ―

― 午前１１時４３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。お疲れさまでした。

午後は、13時 30分から再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４３分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【坂口委員長】それでは委員会を再開いたしま

す。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係
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の審査を行います。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

会計管理者より、報告議案の説明を求めます。

【吉野会計管理者】出納局関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の 2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

さきの 2月定例会の予算決算委員会において、
専決処分により措置することについて、あらか

じめご了承いただき、3 月 31 日付で専決処分
をさせていただきました報告第 1号 知事専決

事項報告「令和 4年度長崎県一般会計補正予算
（第 16号）」のうち関係部分であります。
補正予算の主な内容ですが、歳入予算では、

（目）証紙収入で 2,601万 7,000円を減額いた
しておりますが、これは、手数料徴収のための

証紙売払収入が、見込みを下回ったことによる

ものであります。

次に、歳出予算では、（目）会計管理費で

2,606 万 6,000 円を減額いたしておりますが、
これは会計事務管理運営費の減によるものであ

ります。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】 次に、監査事務局長より、報

告議案の説明を求めます。

【上田監査事務局長】監査事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。

同じく資料、3ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部
分であります。

歳出予算の主な内容は、歳出予算の（目）事

務局費で 72 万 4,000 円を減額いたしておりま
すが、これは、職員給与費等の減によるもので

ございます。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】次に、人事委員会事務局長よ

り、報告議案の説明を求めます。

【田中人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。

同じく資料の4ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第 1号 知事専決事項報告「令和 4年度長
崎県一般会計補正予算（第 16号）」のうち関係
部分であります。

歳入予算で、（目）雑入 22 万 9,000 円を減
額いたしておりますが、これは、公平委員会事

務受託に伴う収入見込み額の減等によるもので

あります。

歳出予算で、（目）委員会費 31 万 2,000 円
を減額いたしておりますが、これは、委員会運

営費の減によるものであります。

（目）事務局費 224万 8,000円を減額いたして
おりますが、これは、事務局運営費等の減によ

るものであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】次に、労働委員会事務局長よ
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り、報告議案の説明を求めます。

【田中労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。

同じ資料の5ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部分
であります。

歳出予算で、（目）委員会費66万6,000円を減
額いたしておりますが、これは、委員会運営費

の減によるものであります。

（目）事務局費58万9,000円を減額いたして
おりますが、これは、職員給与費等の減による

ものであります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】 次に、議会事務局長より、報

告議案の説明を求めます。

【黒﨑議会事務局長】議会事務局関係の議案に

ついてご説明をいたします。

同じく資料6ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の内容ですが、歳出予算の（目）議

会費で2,390万7,000円を減額いたしておりま
すが、これは、議員費用弁償等の減によるもの

であります。

また、（目）事務局費で504万3,000円を減額
いたしておりますが、これは事務局運営費等の

減によるものであります。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第1号のうち関係部分については、原案
のとおり、承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第1号のうち関係部分は、原案の
とおり、承認すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては、委

員会付託議案及び陳情がないことから、関係局

長より所管事項についての説明を受けた後、議

案外の所管事務に対する質問を行うことといた

します。

会計管理者より、所管事項の説明を求めます。

【吉野会計管理者】出納局関係の所管事項につ

いてご説明いたします。

総務委員会関係議案説明資料の2ページをお
開きください。
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（「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～」に基づく取組

について）

出納局関係の項目に関して、その主な取組内

容をご説明いたします。

出納局におきましては、「会計事務の更なる

システム化」として、契約事務を支援するため、

施行伺いや契約書、入札執行通知書等の出力を

可能にするなど財務会計システムの改修を行い

ました。

引き続き、様式の改善・追加及び操作マニュ

アルの整備等に取り組み、会計事務に係る業務

の標準化やデータ管理の効率化等を図ってまい

ります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

【坂口委員長】 次に、監査事務局長より、所管

事項の説明を求めます。

【上田監査事務局長】監査事務局関係の所管事

項についてご説明いたします。

同じ資料の3ページをお開きください。
（監査の実施について）

今年度の監査の実施に当たりましては、地方

自治法等に基づき、年度初めの監査委員会議に

おいて、監査等の種類、対象、時期、実施体制

等を定める「令和5年度監査計画」を策定してお
り、県の事務や事業について、合規性、正確性、

経済性などの観点から検証に努め、監査の結果

が事務や事業の改善につながるよう、十分留意

して実施することとしております。

また、監査結果に対する是正・改善の取組状

況を継続的にフォローアップすることにより、

監査の実効性を確保するとともに、監査結果等

については、監査事務局のホームページに掲載

するなど、県民にわかりやすく公表することと

しております。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

【坂口委員長】次に、人事委員会事務局長より、

所管事項の説明を求めます。

【田中人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。

資料は、総務委員会関係議案説明資料及び（追

加1）となります。
はじめに、総務委員会関係議案説明資料の「追

加1」の2ページをご覧ください。
令和5年度県職員採用試験についてでありま

すが、今年度の大学卒業程度試験については、

「行政Ｂ」、「教育事務Ｂ」、「農業Ｂ」、「土

木Ｂ」、「建築Ｂ」の試験を実施し、6月19日に
最終合格者を発表いたしました。

また、「行政Ａ」をはじめ、16の大学卒業程
度試験職種の１次試験と、民間企業等職務経験

者が対象の「行政」「社会福祉」、「土木」、

「農業」の選考試験の1次試験を6月18日に実施
いたしました。それぞれ2次試験等の予定につ
きましては、記載のとおりであります。

また、警察官Ⅰ類（男性・女性）Ｂの試験を

実施し、6月19日に最終合格者を発表いたしま
した。その他の職員採用試験の実施予定につき

ましては、それぞれ記載のとおりであります。

次に、恐れ入りますが、もとの総務委員会関

係議案説明資料の4ページをお開きください。
ここで、1点訂正をお願いしたいと思います。

4ページの下から7行目に、「今年度は、『教
育事務Ｂ』試験を新たに設けるともに」と記載
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しておりますが、正しくは、「今年度は、『教

育事務Ｂ』試験を新たに設けるとともに」でご

ざいます。「と」の文字が抜けておりました。

お詫びして訂正させていただきます。

（「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～」に基づく取組

について）でありますが、同プランに掲げる人

事委員会事務局関係の項目に関して、その主な

取組内容をご説明いたします。

人事委員会事務局では、多様で優秀な人材の

確保に向けて、職員採用試験の見直しを実施し

ております。

令和4年度は、大学卒業程度試験の「農業Ｂ」、
「警察官Ⅰ類（男性・女性）Ｂ」試験を新設し、

民間企業で広く利用されているＳＰＩ試験を導

入いたしました。また、大学卒業程度試験の「土

木Ｂ」の試験日程を、「農業Ｂ」と併せて2か月
程度早めて実施いたしました。

さらに、応募者が減少し、採用予定数を確保

できていない「農業」、「農業土木」、「土木」、

「建築」の技術系職種について、追加試験を実

施し、追加試験においてもＳＰＩ試験を導入い

たしました。

今年度は、「教育事務Ｂ」試験を新たに設け

るとともに、警察官採用試験においても、「警

察官Ⅰ類（男性・女性）Ｂ」の試験日程を約2か
月早め、東京、大阪の試験会場を新たに追加し

て実施しております。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【坂口委員長】次に、労働委員会事務局長より、

所管事項の説明を求めます。

【田中労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。

同じ資料の5ページをお開きください。
（調整事件について）

これは、労働組合と使用者との間で生じた紛

争に関する事件でありますが、今年度、現在ま

でに取り扱いました調整事件は1件で、現在、調
整中であります。

（審査事件について）

これは、不当労働行為に関する事件でありま

すが、今年度、現在までに取り扱いました審査

事件は2件で、1件は命令書交付により終結し、
1件は、現在、審査中であります。
（個別的労使紛争について）

これは、労働者個人と使用者との間で生じた

紛争に関する事件でありますが、今年度、現在

までに取り扱いましたあっせん事件は1件で、
現在、調整中であります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【坂口委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【椿谷会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局、各種委員会事務局の資料について

ご説明申し上げます。

資料の2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約について、本年2月から

5月までの実績は、記載のとおり1件となってお
ります。

また、入札結果につきましては、3ページに記
載のとおりでございます。
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以上でございます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はござい

ませんか。

【小林委員】これは会計課長に聞くか、五島の

何とか汽船以来の出会いだね。

これは、皆さん方もよう聞いとってくれ。彼

が、もし答えん時は議会事務局長でも、誰でも

いいから答えてもらいたいが。

「『長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～』に基づく取組

について」と。ここに主語が、「『長崎県行財

政運営プラン2025～挑戦する組織への変革と
デジタル改革～』に基づく取組について」と。

当然、出納局でも同じような、全部、頭はその

出だしだけども、言葉としては語呂がいいけど

も、これは何を言いたいのかね。

「『長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～』」、みんな頭

にこれをつけているけど、何か北朝鮮みたいな、

あたかも感じがするんだけども、これは何を言

いたいのかお答えください。

【椿谷会計課長】会計事務につきましては、予

算執行となる業務の最適化であったり、既存の

業務、財務会計システムを運営しておりますけ

ども、その分について職員の皆様が使いやすか

ったり、また効率よく使えたり、そういったこ

とを視点にしましてデジタル的な改革といった

ところを掲げております。

具体的には、本県においては、予算執行に係

るシステムとして、予算編成システムや財務会

計システムがございますけども、こういった各

種システムにつきまして、互いのデータが連携

されていないという面もございますので、より

効率的に使えるようなことを考えまして、現在、

改修作業について取り組んでいるといったとこ

ろでございます。

【小林委員】全くわからん。挑戦する組織への

変革とデジタル改革に基づく取組についてと、

今のような答弁でいいのか。これは、どこに組

織の変革とかデジタル改革、そういう基づくと

いうような、そういう行財政運営プラン2025～
挑戦する組織への変革、出納局長、何か言えま

すか。

【吉野会計管理者】 長崎県行財政運営プラン

2025につきましては、県政を取り巻く環境が大
きく変化していく中にあっても、施策の質であ

りますとか、行政サービスの向上を図ることで、

県民の皆様に具体的な成果を還元していくとい

うことを目的としております。

その中で3つの基本方針のもと、挑戦する県
庁、持続可能な県庁、スマートな県庁など目指

すべきものを決めておりまして、それを全庁的

に取り組んでいるというところでございます。

先ほど会計課長も言いましたけれども、例え

ば出納局では、スマートな県庁ということで、

デジタル化を進めているというところでござい

ます。

【小林委員】だから、こういう頭で並べるよう

な、こういう標語をみんな同じように使って、

話している内容は全く今までと変わらないわけ

だよ。正直に言って、挑戦する組織への変革と

デジタル改革に基づく取組についてと、こうい
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うような表現になって、今言うように行財政運

営プラン2025と、こんなことを並べてるけども、
何が、どう変わったのかと。

我々に、今回、こうやって所管事項について

の説明をやっているけども、結局それが、この

標語に対してどうなのかと言えば、今までと何

にも変わらない。こんな受け止め方をしている

ということだ。これも、まだいろいろと聞かな

ければならんと思いますけども、取りあえず、

そういう意見を、まず申し上げておきたいと思

います。

さて、人事委員会事務局に質問をしたいんで

すが、いわゆる人材確保ということが、とても

県庁の中では重要であり、大事だと思っている

んです。やっぱり県庁がうまくいくか、いかな

いかということは、知事が誰であるかというこ

とも当然だが、職員の皆様方の優秀な人材を確

保しなければいけないということは言うまでも

ないことです。

どこの組織についても、どこの事業について

も、そこで働いてくださる、そこで働いてくれ

るそういう人たちが、やっぱりきちんと目的に

向かって、まさに一糸乱れない、全員が力合わ

せて頑張っていく、こういう姿勢がなければな

らんと思います。

そのために、県庁をよくするためには、指導

者も大事だけども、その指導を受けると同時に

自分たちで県政をよくしていこうと、こういう

ような働きかけをやってくださる熱心な、優秀

な人材、これをやっぱり確保し、また、それを

育て、立派に県民とともにという気持ちに立っ

ていただかなければいけないだろうと思います。

そういう意味から言って、人材確保というこ

とについては、広く応募を求めるというような

ことが、とても大事になってくるんじゃないか

と思います。

長崎県の場合においては、これまで教養試験

という方式をもって県庁の職員を求める試験を

やってきたけども、今お話があったように令和

3年度からＳＰＩ方式、ＳＰＩという試験をも
って、その見直し、その変革を求めてやってい

こうと。広く人材を集めて、いい人材をきちん

と確保したいという思いが、この受験制度の方

式が変わったというようなことで受け止めてお

るわけでございます。

そうしますと平成30年度、あるいは令和2年
度、今まで教養試験をやっておった状況からＳ

ＰＩ試験に変わって、令和3年度からどう何が
変わったのかと。例えば、受験に応募されるか

れこれが今までとどういうふうに変わったのか、

まず、そこから聞いてみたいと思います。

この受験の制度を見直したことによって、何

が、どう変わったのか、まず教えてください。

【田邑職員課長】大卒程度の応募者数は、長期

的に減少傾向にあります。令和2年度は526人で
ありましたけれども、ＳＰＩ試験を導入した令

和3年度は829人に増加しました。しかし、令和
4年度は753人、令和5年度は652人と減少してい
る状況でございます。

【小林委員】 令和3年度は829と言わなかやっ
たか。今どんな答弁したか、人数は幾つだった

か。

【田邑職員課長】 令和3年度は829人です。
【小林委員】私が見間違っておった。私は知事

部局だけを見ておった。

それで、これは、我々の仲間が試験を受け、

どういう状況になっているかということを調べ

ていただいた。そうしますと、今言ったように

状況が変わっておるわけだね。

今、令和3年度というのが、要するに切り替え
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た時だね、見直しの時期だろう。その前の令和

2年度というのが一歩前の時だよ。その時が、今
の話のように実は526名だったと。この526名が
1年経って、そうやって制度を変えたらば、これ
が今言うように829になったと、こんな状況の
話なんですね。200名ぐらい違うのか、これで。
そういうように相当な変わり方をするわけだ

けども、このＳＰＩと教養試験は、基本的に何

がどう違うのか、この辺のところも教えてくだ

さい。

【田邑職員課長】今までの試験につきましては、

法律や経済などの専門的な分野の勉強が必要で

したけれども、ＳＰＩ試験というものは、民間

企業でも広く採用されている試験方法であり、

民間企業の志望者にも、より一層受験しやすい

試験内容となっております。

【小林委員】そういうことでＳＰＩの効果が出

たと、こういうような200名も数が違うという
ことについては、なかなか見直しただけのこと

はあったじゃないかと、こんな感じなんです。

だから、よっぽど今までの教養試験というん

ですか、こういうようなやり方と比べた時に、

ＳＰＩというような今回の試験の制度をもっと

早くできなかったかなという感じがせんでもな

いわけだよ。しかし、こういうような結果が出

ておるわけだから、これは見直しをして正解だ

ったと、ここはよく判断をしていただいたと思

います。

ただ、今、世の中の動向の中で、じゃ、その

後において人がどうなっていくのかと。令和4
年度、令和5年度というような形になっておる
けれども、恐らく私がちょっと調査したところ

によると、そんなに増えてはないと思うよ。幾

らかまた減ってきているんじゃないかと思うん

です。

この減ってきているというところに、一つの

制度の問題というよりも、やはり何というか、

公務員とか、県庁とか、各市町とか、そういう

ところの公務員に対する評価、この辺が一体ど

うなのかというところ。

世の中が、こうやってスピーディーで、相当

な激しい移り変わりをやってて、もう3年後の
ことはわからんというような格好でもあるし、

そういう中において新しいデジタルが出てきて、

DXというようなものが出てきて、時代はことご
とく変わっていくわけだよ。それに人間がつい

ていけるかどうかという具合なことで、大変な

様変わりをしているわけです。

これから民間の人材確保についても大変だけ

ども、ましてや、こうやって国もそう、あるい

は県も、地方の公務員、国の公務員、みんなそ

れぞれ昔のようにいかないと。ここに昔は、た

くさんの人が集まってきたけども、今は時代が

変わりつつあって、なかなかそうはいかないと

いうことだから、しっかり、やっぱり人が集ま

ってくるような県庁のそういう在り方というも

のを真剣に考えていかなければいけないと思う

わけです。

そうしますと、今のこういう状況の中からつ

くづく考えると、例えばＳＰＩに変えてみたと

か、あるいは試験の日程を約2か月早めてみた
と。

この2か月早めることによって、これがまた
応募にどんなプラスがあっているのかとか、ま

た、試験会場を試験科目によって大阪とか東京

とか、そういうところに追加をして試験をやっ

て、これもやっぱり場所を変えるということに

よっても相当プラスになっているんじゃないか

と、こんな感じがしておるけれども、まず第一

番目に、2か月早めたことによってどういう成
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果が出たのかと。

また、大阪とか、東京とか、そういうものを

加えたことによってどういうような変化が出た

のか、この辺に答えることはできますか。

【田邑職員課長】まず、1点目の試験日程を2か
月早めた点につきましては、就職活動を行う学

生は、公務員、民間企業のいかんを問わず、早

期の内定を強く希望しております。

報道等によりますと、民間企業においても採

用活動の早期化が加速しておりまして、6月の
内定率は7割を超えている状況であります。
本県においても、この時期に合格を発表して、

採用見込みを早く判明させることは、受験生に

とって極めて重要なことであると考えておりま

す。

2点目の試験会場についてですが、今回、東京、
大阪を会場として追加したのは、警察官Ⅰ類Ｂ

の試験となります。その他の大卒程度の試験に

つきましては、長崎会場のほかに東京、大阪会

場で実施を既にしております。

東京、大阪以外の試験会場につきましては、

現時点ではまだ考えておりませんが、今後の受

験者の状況等を見ながら検討してまいりたいと

考えております。

【小林委員】 2か月早めたことによって、取り
巻く環境をきちんとクリアすることができて受

験者が結構増えたと、いい成果につながったと

いうところ。

人が集まるようなシステムは、大いに前向き

にやってもらいたいと思っているんだけれども、

これについては今後も2か月早めるとか、また
もっと早めるのかどうか知らんが、やっぱりい

い方法を考えてもらいたいと思いますが、この

2か月というのは今回きりじゃなくして、これ
からもおやりなるのかどうかということですね。

それから、今、東京とか大阪の会場とか、先

ほどからも言ってるような試験職種によって場

所というものを東京、大阪なんかを考えている

ようだけども、これからのことを考えれば全体

的に、東京とか大阪とか、あるいは福岡とか、

いろんなところを考えて、やはり人を求めてい

かなればいけない、そんな時代になっているん

じゃないかと思うけども、この辺の場所の問題

の今後の見通しは今から検討してみるというこ

とであるけれども、そこのところは局長、何か

考えているのか。

【田中人事委員会事務局長】ただいま試験日程

を早めるという部分につきましてご意見をいた

だいたところでございますが、こちらにつきま

しては、今、一定の成果が出ているところでご

ざいますので、今後もＢ試験の日程につきまし

ては継続を考えているところでございます。

また、試験会場につきましては、受験者の数

などを検証しながら、今後、会場を別の場所へ

設けるといったことが必要かどうかも含めまし

て検討してまいりたいと考えております。

【小林委員】局長、いいことは大いにやってく

ださい。いい人材を見つけてこなければ、いい

人材が県庁の中に入らん、それじゃ困る、県庁

は潰れてしまう。

こういうようなことで、ただ標語ばかり並べ

るよりは、その標語を活かして、本当に県民の

皆さん方の期待に応えられる県庁と、こうなっ

ていただくことを重ねてお願いをしておきたい

と思います。

この問題の最後に考えることは、どうしても

理解ができないのは、辞退組が多いというんだ

よね。こんな県庁の難しい試験をクリアした人

たちが、なんでか辞退している。こういう状態

だけど、まず、辞退がどのくらいの人数になっ
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ているのかお尋ねします。

【田邑職員課長】 まず、令和4年度の大卒程度
の試験では、知事部局においては、採用予定数

が141名に対し156名が合格しております。採用
者数は122名ですので、辞退者数が34名となっ
ております。辞退率は21.8％でございます。
知事部局における過去3年間の辞退率は、令

和4年度が先ほどの21.8％、令和3年度が31.2％、
令和2年度が16.1％となっております。
【小林委員】辞退組のそういう人数になること、

そういうパーセンテージになること、これは何

でだろうと思うわけですね。

だから、何でだろうという前に、辞退組は、

こうやって34名とか29名とかそれぞれ出た場
合において、ここは空席になるのか、いわゆる

合格の順位、例えば1番から10番まで、20番ま
で、30番までと、ずらっと点数によって並んで
いるのかもしれない。そうすると、どこから辞

退するのかと。少なくとも合格組から辞退をす

るわけだから。そうすると、その下に並んでい

る人、次点者が繰上げで合格というシステムに

なるのか、それとも違う方法があるのか、その

点はどうですか。

【田邑職員課長】合格者を繰り上げるというよ

うな方法は取っておりません。過去の辞退者数

の状況を勘案した上で、その数を見込んだ上で

合格者を出しております。

【小林委員】 だから、今、私が言うように県庁

の厳しい、難しい試験を簡単に、簡単かどうか

知らんがクリアされたと、合格。大手振って県

庁マンになられるわけです。ところが、こうい

う厳しい、難しい試験を合格されたにもかかわ

らず、結局は、そこから辞退組が出てきている

と。

それで、私が今言うように、辞退されたなら

ば、その順番待ちの人たちを上に上げて合格に

なるのかと思っておったんだけども、どうもそ

うじゃないみたいだと。どうもそこのところが、

最初どのくらい辞退をするだろうと、こういう

ふうに見込んでおったので、だから、もう辞退

されたら辞退されたままで次の人とか、次点の

人たちが繰り上がるということはないんだとい

うことで、じゃ何名ぐらい辞退が見込めるのか

というのは、何を使って見込んでいるのか、そ

の辺のところがいまひとつよくわからないわけ

です。

だから、あえて言わせていただくならば、こ

んな難しい県庁の試験をクリアした優秀な人材

が、もう辞退するぐらいだったら最初から受け

てくれるなと。つまり何を言いたいかというと、

本気になって長崎県のために、県民の皆様方の

ために働きたいと思う、そういう人たちが受験

されているかもしれない。そういう人たちが、

辞退組のおかげで自分まで落ちてしまう。もし

辞退組がいなかったら、ひょっとしたら合格し

ているかもしれないと。

最初から、何かこうやってにぎわせのために

来ているのか、何のために来ているのかよくわ

からんけども、なるべく辞退組をやっぱり減ら

す、こういうようなところについてももうちょ

っと厳しいそれなりの仕組み、制度、約束事を

つくってもらわないと、今言うところの一番大

事な話、本気で長崎県のために働きたい、こう

いう人たちが、みすみすチャンスを逃してしま

うのではないかと、こんなようなことが言える

と思うから、その辺のところについてはきちん

とした仕組みを、よく皆さん方で話し合ってや

っていただきたいと思います。

いろいろ話したいけども、時間がありません

ので、これで終わりますが、今言ったことを、
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よく今後に活かしていただくことを重ねてお願

いしておきたいと思います。

以上です。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、出納

局及び各種委員会事務局関係の審査結果につい

て、整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ９分 休憩 ―

― 午後 ２時１０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

お疲れさまでした。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、企画部関係の審査を
行います。

― 午後 ２時１１分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年 ６月２３日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時 ７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委 員 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 外間 雅弘 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 大場 博文 君

〃 庭 敦子 君

〃 山村 健志 君

〃 大倉  聡 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 早稲田智仁 君

企画 部政策 監
（IR推進担当）

吉田 慎一 君

企画 部政策 監
（デジタル戦略担当）

三上 建治 君

政策 調整課 長 山下 公誉 君

政策 企画課 長 内田 正樹 君

I R 推 進 課 長 小宮 健志 君

デジタル戦略課長 井手 潤也 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

これより、企画部関係の審査を行います。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

企画部長より報告議案の説明を求めます。

【早稲田企画部長】 企画部関係の議案につい

て、ご説明いたします。予算決算委員会総務分

科会関係議案説明資料をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号知事専決事項報告「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部分
であります。

これは、さきの2月定例会の予算決算委員会
において、専決処分により措置することについ

て、あらかじめご了承をいただいておりました

令和4年度予算の補正を、令和5年3月31日付で
専決処分させていただきましたので、その概要

をご説明いたします。

企画部所管の補正予算額は、歳入予算で18億
5,702万3,000円の増、歳出予算で4,251万7,000
円の減であります。

歳入予算の主な内容は、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金20億4,126万
8,000円の増、地方創生推進交付金1億9,549万
8,000円の減であります。
歳出予算の主な内容は、総務管理費では一般

管理費の24万5,000円の減であります。
企画費では、特定複合観光施設導入推進事業

費の3,127万円の減、政策調整事業費の500万円
の減であります。
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以上をもちまして企画部関係の説明を終わり

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【 庭委員】 おはようございます。

企業版ふるさと納税に係る寄附金ということ

で2,730万円増えています。これまでの令和2年
度、令和3年度、令和4年度とすると、令和4年
度が対前年比では56％ということです。最終的
に補正予算で増えているところですが、減った

要因を教えてください。

【山下政策調整課長】 ご指摘のとおり、令和4
年度の寄附額は4,244万5,000円でありまして、
令和3年度の寄附額7,550万円から減少してお
ります。

これは、令和3年度に1件の大口の寄附があり
当該年度の寄附の合計額が膨らんだことによる

ものでございまして、その結果、令和4年度の
寄附額が相対的に少なく見えておりますが、令

和4年度の寄附額は、平成28年度の制度創設以
来過去2番目に多く、寄附をいただいた企業数
につきましても過去最高の50社となっている
状況でございます。

【 庭委員】大口の分が減っているということ

で理解したいと思います。

今、50社ということだったですけれども、令
和2年とか令和3年とか、何社かわかれば教えて
いただきたいのと、どんどん新しく増えていっ

ているのか、同じ企業の方にずっと寄附をして

いただいているのか、教えてください。

【山下政策調整課長】これまで寄附をいただき

ました企業数の実績でございます。まず、令和

2年度につきましては31社、令和3年度につきま
しては36社、令和4年度につきましては、先ほ
どご答弁申し上げましたように50社といった
推移となっております。

それから、寄附をいただいた企業につきまし

て、新規が多いのか、それとも継続して寄附を

いただいているところが多いのかというところ

でございますが、こちらは両方ございまして、

私どもといたしましても、さらなる寄附額の増

加を図るためには、これまで寄附をいただいた

企業、いわばリピーターだと思いますが、そう

いったところに対してもしっかりとアプローチ

をして、継続して寄附をしていただけるように

取り組んでいかなければならないと考えており

ますし、また、新規に寄附をいただく企業につ

いてもしっかりと開拓をしていかないといけな

いと考えておりますので、その両面で取組を進

めてまいりたいと考えております。

【 庭委員】ぜひ、今後もＰＲを続けながら増

やしていただきたいと思います。

今の中でアプローチをしているということで

したけれども、具体的にどのようなことをして

いるのか、教えてください。

【山下政策調整課長】寄附額の増加に向けまし

ては、企業の経営者の皆様と面談をして直接寄

附のお願いをしているほか、それを補完する意

味で、電話やダイレクトメールでも寄附のお願

いをしているところでございます。

また、本県出身の経営者の皆様に寄附をお願

いするとともに、そういった方々は色々な人脈

をお持ちですので、本県の応援団として情報発

信にご協力をいただく観点から、県人会等にお

いても企業版ふるさと納税についてＰＲを行っ

ております。

このほか、空港や駅、バスターミナル等に企
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業版ふるさと納税のポスター等を掲出するとい

った広報活動にも取り組んでいるところでござ

います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はございません

か。

【大倉委員】関連しまして、大口の企業名とか

金額などは発表できないでしょうか。

【山下政策調整課長】先ほどご答弁申し上げま

した令和3年度の大口の寄附をいただいた企業
から、社名や寄附額の公表は控えてほしいとい

うふうに言われておりますので、大変申し訳ご

ざいませんが、答弁は差し控えさせていただき

ます。

【大倉委員】それは仕方ないと思うんですけれ

ども、これは、法人税、法人事業税、法人住民

税合わせて最大9割の控除で、企業にとっても
非常にメリットが大きいと思います。ポスター

などを掲示する取組もされていると伺いまし

た。見える化はとても大事だと思いますので、

インターネットのホームページなども含めて、

ぜひやっていただきたいと思います。そのあた

りで、もし何か追加がありましたらお願いしま

す。

【山下政策調整課長】ただいま委員からお話が

ありましたように、寄附をいただいた企業につ

いて、県としてしっかりとアピールをしていく

ことは、今後、企業版ふるさと納税による寄附

を増やしていくために非常に重要なことだと考

えております。

これまで本県では、例えば寄附をいただいた

企業の中で社名を公表することにご了解をいた

だいた企業につきましては、例えばパンフレッ

トや駅等に掲出するポスターに社名を掲載した

り、あるいは企業版ふるさと納税のホームペー

ジにも各企業のリンクを設定したりといった活

動を行っておりまして、寄附をいただいた企業

にしっかりと光が当たるような、アピールでき

るような取組を今後も進めてまいりたいと考え

ております。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はございません

か。

【前田委員】データ連携基盤市町負担金がマイ

ナス135万2,000円となっているんですけど、確
認として、そもそもデータ連携基盤ってどうい

うものかと、どうしてこの負担金の減が生じた

のか、ご説明いただきたいと思います。

【井手デジタル戦略課長】データ連携基盤がど

ういったものかというご質問でございます。

国や県民間が持っている様々なデータをデー

タ連携基盤の上で公開をすることで、様々な方

が、そのデータを活用してサービスにつなげる

ことができることを目指して、基盤となる連携

システムをつくっているものでございます。

本県におきましては、令和3年度に開発をし
まして、令和4年度から本格運用をしておりま
す。本県と県内21市町、全ての市町と一緒に取
り組んでいるところでございます。県と全市町

で1対1で負担金を出し合って、その維持管理や
開発を行っているところです。

今回の予算の減額につきましては、API連携
といいまして、例えば民間の事業者が提供して

おりますサービスの中で、データ連携基盤上の

データを活用することができるよう、APIカタ
ログサイトで公開をしているんですけれども、

一定の作業が必要でございまして、外部委託を

して作業をしております。その実績で135万
2,000円の減が出ております。
【前田委員】データの連携基盤についてはそう

いうことだと理解をします。

ちょっと外部の方から耳にしているんですけ
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れども、各市町から負担金を集めながら、基盤

整備なのか、基盤かどうかわかりませんけれど

も、稼働していないものがあるというふうに聞

いているんですが、それは実在する話ですか。

【井手デジタル戦略課長】

21市町からいただいています負担金を使い
まして、1つのデータ連携基盤を運用しており
ます。このデータ連携基盤につきましては稼働

をしておりますので、いただいた負担金は維持

管理に必要な負担金と認識しております。

【前田委員】このデータ連携基盤はそうでしょ

うけれども、それ以外で、市町から負担金を取

りながら、情報システムの中で使えていないも

のがあるのかないのかは、お答えいただきたい

と思います。

【井手デジタル戦略課長】 申し訳ございませ

ん。ちょっと認識はしておりません。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第1号のうち関係部分については、原案
のとおり承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第1号のうち関係部分は、原案

のとおり承認すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

企画部においては、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項についての説明を受けたのち、

陳情審査及び議案外の所管事務一般について質

問を行います。

まず、企画部長より所管事項の説明を求めま

す。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案外の所管

事項についてご説明いたします。お手元の「総

務委員会関係議案説明資料」をお開き願います。

「新しい長崎県づくり」のビジョンの策定に

ついて。

我が国においては、グローバル化の拡大やデ

ジタル化の加速、新型コロナウイルス感染症の

影響等により、人々の意識や行動が変化してお

り、本県においても、まちのたたずまい、産業

構造の変革が進み、その先を見据えるべき大事

な時期を迎えております。

そのため県では、県民の皆様と新しい長崎県

づくりを推進していくためのビジョンを策定し

ているところであり、このたび、県議会でのご

議論や有識者による懇話会のご意見を踏まえ、

骨子を取りまとめたところであります。

ビジョン骨子では、不確実性が増し、依然と

して厳しい社会・経済状況の中において、本県

の大きな変化、変革のほか、課題先進県である

からこそのチャンスや、自然、歴史、文化等の

豊富な地域資源を活用しながら、県全体が先細

りしていく雰囲気を振り払い、県民の皆様が未

来への期待感や本県への誇りを抱き、県内外に

存在感を示す選ばれる長崎県づくりを目指して

まいりたいと考えております。

また、県庁内はもとより、様々な立場の皆様
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が思いを一つにして有機的に連携しながら取組

を進めるための旗印として「未来大国」をコン

セプトに掲げた上で、子どもや交流など、より

重点的に注力してまいりたい主な分野につい

て、概ね10年後のありたい姿をお示ししたいと
考えております。

今後とも、県議会をはじめ県民の皆様のご意

見をお伺いしながら、中・長期的な施策の方向

性を含むビジョンの全体像について、長崎県総

合計画の一部見直しと併せ、検討を深めてまい

ります。

特定複合観光施設（IR）区域整備の推進につ
いて。

IR区域の整備については、去る4月14日、国
において大阪の区域整備計画が認定される一

方、本県の計画は継続して審査が行われており、

県としましては、今後とも一日も早い区域認定

の獲得に向けて、しっかりと審査に対応してま

いります。

こうした中、5月31日に開催された九州地方
知事会議及び九州地域戦略会議において、本県

から継続審査の状況や今後の広域周遊観光の促

進等について報告し、引き続きオール九州で推

進していくこととされております。

また、6月7日には、MICEビジネスに対する
理解促進を図るためのセミナーを開催し、地元

経済界や観光関係の皆様にご参加をいただいた

ところであります。

県としましては、認定後、速やかに各種施策

を進められるよう、交通インフラの整備をはじ

め、MICE誘致支援組織の立ち上げなど、準備
に万全を期してまいります。

デジタル化やDXの推進について。
長崎県版デジタル社会の実現を目指すに当た

っては、行政のみでなく、デジタル関連分野の

第一線で活躍している民間人材の知見、ノウハ

ウを活用することが重要であります。

このため、庁内各部局が取り組むデジタル関

連施策の事業精度向上を図ることを目的に、デ

ジタル化について先進的かつ専門的知見を有す

る民間人材を、デジタルコーディネーターとし

て配置しているところであり、今年度は昨年度

に引き続き3名の方への委嘱を行ったところで
あります。また、新たにサービス産業へのDX
導入、メタバース活用の2分野での公募も開始
しており、専門的知見に基づく具体的な提案や

技術導入へ向けた支援等を行っていただくこと

としております。

今後も、デジタルコーディネーターをはじめ

民間人材の知見等を積極的に活用し、本県にお

けるデジタル化やDXを推進してまいります。
以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口委員長】次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料、及び

政府施策に関する提案・要望の実施結果につい

て、説明を求めます。

【山下政策調整課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして本委員会に提出

しております企画部関係の資料について、ご説

明をいたします。資料の2ページをお願いいた
します。

1,000万円以上の契約案件につきましては、令
和5年2月から5月までの実績は、記載のとおり3
件となっております。

続きまして、政府施策に関する提案・要望の

実施結果についてご説明いたします。資料の1
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ページをお願いいたします。

去る6月6日、7日の両日に実施いたしました
令和6年度政府施策に関する提案・要望につい
て、企画部関係の要望結果をご説明いたします。

企画部関係といたしましては、特定複合観光

施設（IR）区域整備の推進、地方創生・人口減
少対策に必要な財源措置の充実、長崎県版デジ

タル社会の実現（通信基盤・次世代空モビリテ

ィ）など、4項目について要望を実施したとこ
ろでございます。

要望実績といたしましては、内閣府、総務省、

経済産業省、国土交通省などに対しまして、知

事、議長、副議長、企画部長により要望を行い

ました。

以上が企画部関係の要望結果でございます

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向けて、引き続き取組を進めてまいりたいと

考えております。

報告は以上でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

【坂口委員長】次に、政策企画課長より補足説

明を求めます。

【内田政策企画課長】私から、新しい長崎県づ

くりのビジョンの骨子等について、ご説明を申

し上げます。恐れ入りますが、補足説明資料を

お願いいたします。

まず、1ページです。大きな1としまして、ビ
ジョン策定の目的を記載しております。県では、

県内外の多方面から選ばれる「新しい長崎県づ

くり」を県民の皆様と一緒に進めていくため、

概ね10年後のありたい姿とその実現に向けた
施策の方向性をお示しし、県民の皆様と共有を

図るとともに、県外へも発信してまいりたいと

考えております。

下段にビジョンと長崎県総合計画との関係を

記載しております。県の基本計画であります現

在の総合計画につきましては、2025年度までの
期間となっております。新型コロナウイルス感

染症の影響など社会経済状況の変化等を踏まえ

まして、一部見直しをすることとしております。

ビジョンの実現に向けた具体的な施策のう

ち、この期間、2025年度までに実施する短期的
な施策については、この見直しに反映させます

とともに、中期的な施策については次期総合計

画に盛り込んでまいりたいと考えております。

恐れ入ります、2ページをお願いいたします。
資料の左側に、ビジョンの構成イメージを記

載しております。まず、全体を貫く基本的な考

え方としてコンセプトを掲げて、併せてスロー

ガン、あるいはキーワードにより、わかりやす

く発信したいと考えております。

また、重点分野①、重点分野②と記載してお

りますが、分野ごとに概ね10年後のありたい
姿、ありたい姿の具体例、それから施策の方向

性をセットでお示しする予定としておりまし

て、資料の右側にそのイメージを記載しており

のすで、ご参照いただければと思います。

3ページをお願いします。
こちらはビジョンの骨子の説明となります

が、コンセプトを「未来大国」としてはどうか

というふうに考えております。

下から4つ目の丸をご覧いただきたいと存じ
ます。不確実性が増して厳しい社会経済状況の

中、本県の大きな変化や課題先進県であるから

こそのチャンス、あるいは誇れる地域資源等を

活用しながら、県全体が先細りしていく雰囲気

を振り払って、明るい未来を県民の皆様と一緒

につくっていきたいというふうに考えておりま

す。

また、下から3つ目の丸ですが、そのために
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は、これまでの縦割り主体だけではなくて、部

局横断的な取組をより進めますとともに、様々

な関係者が同じ方向に向かって連携を強化して

いくことが重要であるというふうに考えており

ます。

4ページです。ビジョンの実現に向けて、よ
り重点的に注力したい分野をお示ししておりま

す。県政の基軸に位置づけております子ども分

野のほか、本県の特徴、あるいは優位性等を踏

まえまして交流、こども、イノベーション、食、

健康、合計5つの分野としてはどうかというふ
うに考えております。

併せて資料下段のオレンジの部分です。こう

したありたい姿を実現するために、デジタル技

術の活用、戦略的な情報発信、ブランディング、

人材確保・育成を、全体的に共通する視点・ツ

ールとしてはどうかというふうに考えておりま

す。

5ページをお願いいたします。今後の予定、
手順を記載しております。6月定例県議会での
ご議論を踏まえつつ、今後、分野ごとのありた

い姿と施策の方向性について検討を深めまし

て、9月定例県議会には全体像となる素案を、
11月定例県議会には成案をお示ししたいと考
えております。

6ページをお願いします。有識者による懇話
会の状況について記載をしております。これま

でに2月と5月の2回開催をいたしまして、3回目
を8月に予定しております。なお、委員は14名
で構成されておりまして、お名前、役職等は記

載のとおりでございます。

7ページは、冒頭に少し触れました総合計画
の一部見直しについて、少し詳細に記載をして

おります。見直しの趣旨としては2つあります。
ビジョンの実現に向けた施策の追加や充実・強

化を図るということ、もう一つは新型コロナウ

イルス感染症の影響など社会経済状況の変化に

適切に対応することでございます。

また、2の基本的な考え方にありますように、
必要に応じて施策、事業群、取組項目のほか、

指標や目標値の追加、変更を検討してまいりた

いと考えております。

3、今後の予定としましては、ビジョンと同
様に9月定例県議会に計画の一部見直しの素案
をお示しして、そのご議論、ご意見等を踏まえ

て内容を調整して、11月定例県議会に議案とし
て提案したいと考えております。

以上で私からの補足説明を終わります。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情番号は、17番、20番でござい
ます。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保に関

する資料について、ご質問はありませんか。

【小林委員】 1,000万円以上の契約状況で、IR
については2つありますね。令和5年4月3日に契
約をされています、IR関係で4,675万円、4,658
万5,000円、この2つの説明をまず求めます。
【小宮IR推進課長】 今回の契約につきまして

は、契約の相手方が、1件目が弁護士法人ベー



令和5年６月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（６月２３日）

- 66 -

カー＆マッケンジー法律事務所で、契約金額は

記載のとおりでございます。業務委託の内容と

いたしましては、区域整備計画を国へ申請して

以降、現在、継続して審査が行われているとこ

ろでありまして、審査対応における各種法務ア

ドバイザリー支援をいただくということで業務

委託をいたしております。

2件目につきましては、有限責任あずさ監査
法人が契約の相手方でございます。業務委託の

内容といたしましては、1件目と同様、審査対
応における業務支援のほか、区域認定後に発生

いたしますモニタリングの仕組みづくりについ

て支援をいただくという内容でございます。

【小林委員】 今のIRの進展の状況を見て、果
たしてこれだけの契約が、今この時期に必要な

のかと。

区域認定が予定どおり首尾よくいっておけ

ば、この契約は当然ということになります。し

かしながら、今の状況を見た時に、1億円近い
予算、これをこの時期に契約をして、果たして

求める予定どおりの内容が仕事として進捗でき

るかどうかと、こういうことは当然考えざるを

得ないと思います。

これ、半額ぐらいにしてもらったらどうか。

あまり仕事はないだろう、今の状況だったら。

契約は契約だから、こんな状態であってもしよ

うがないわけだけれども。

いずれにしても、この1億円近いお金は、結
局一般財源から拠出しているのか、それとも、

どこか天からお金が降ってきているのか、いか

がですか。

【小宮IR推進課長】 今回契約をいたしており

ます2件で、委員ご指摘のとおり9,300万円、約
1億円に上る契約でございます。今回は県の一
般財源で支出を予定しております。

区域整備計画の認定後に、県とIR事業者で締
結をいたします実施協定の中で、IR開業に向け
て公共インフラ整備、道路、あるいは港湾等の

整備で約147億円をIR事業者にご負担いただく
予定としております。将来的にはこういった財

源を充当しながら事務を進めていくことになり

ますが、今年度の支出については一旦、一般財

源を予定いたしております。

【小林委員】確かに今までの議論の中で、会場

であるハウステンボスの道路整備とか、港湾の

整備とか、そういうものが必要であるというこ

とはお互いに議論をしてきたところでございま

す。この147億円は、本来ならば公共工事の中
でやらなければならないことではないかという

意見もあったわけです。しかしながら、うまく

いってIR事業者と話がついたということで、区
域整備の認定ができましたら、要するに147億
円を事業者から県に返していただくと、そうい

うことになっておったと思うんです。

ただ、その147億円は、果たして港湾が幾ら
かかるのか、道路が幾らかかるのか。今回の契

約の9,300万円も147億円の中から払うという
ことになっておりますが、もし仮に、こんなこ

とを言ったらいかんかもしれんが、区域整備計

画が認定されなかったと、仮に不認定となった

時に、この147億円はどうなっていくんですか。
また、この9,333万5,000円はどうなるのか、こ
の点についてお知らせください。

【小宮IR推進課長】 私どもは、区域認定を獲

得するために、この間、審査の対応等、精いっ

ぱい取り組んできたところであります。

仮定の話でありますけれども、万が一認定を

得られなかったと考えますと、この147億円の
事業者の負担金については、IR事業者と県との
実施協定に基づくものでございますので、この
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実施協定の締結には至らないということにな

り、147億円は県に収納されないので、今年度
の契約の約1億円については一般財源での支出
になるという状況でございます。

【小林委員】 確かに理が通っているご答弁で、

よくわかります。

ただ、この契約は1回だけではないでしょう。
今回はトータルで9,333万5,000円の契約だけ
れども、これまで5～6回ぐらい同じ契約をやっ
てきたんじゃないかと思うんだよ。そうすると、

これを仮に計算しやすく1億円とした時に、6回
やったとすれば、一般財源から6億円ぐらい立
て替えており、そして、不認定であるならばそ

れは水の泡のごとく消えてしまうと、県民の税

金はどこにいってしまったのかと、このような

議論がまかり通るようになりますか。

【小宮IR推進課長】 平成30年に、実施方針の
策定に伴いまして、まず、プロポーザルで入札

を行っております。この際、KPMG FAS・あ
ずさIR推進共同企業体の業務委託が決定しま
して、それ以降、令和元年から、プロポーザル

の結果を踏まえた随意契約を5回実施しており
ます。

今、小林委員からご指摘がありました、これ

までに要した経費は、令和元年度から令和4年
度までの決算ベースでの事業費が約5億6,000
万円ございます。これは、今回の1億円近い業
務の委託を含んだ金額でございます。

この5億6,000万円のうち、平成3年に実施い
たしました区域整備計画の作成に関するIR事
業者の負担金として1億5,800万円を事業者か
ら頂きまして県に収納しております。これを差

し引いたところ、実質の県の負担額としまして

は4億円程度になると把握をいたしておりま
す。

【小林委員】 どんどん明るみに出てきますね、

いろんな内容が。

そうすると、結局はこの4億円、あてにして
おったものが未納になると。一般財源、県民の

税金で立て替えて、区域認定が取れるものとい

う前提に立ってですね。まあ、その時は我々も

固く信じておった。間違いなくIRは絶対に認定
されるものと、何というても九州はひとつ。

大阪は、申し訳ないが、いろいろと土壌の問

題とか区域の土地の問題、いろんな課題が残っ

ておった、こんな状況の中でできるわけはない

と。それよりも、九州が一つになって、政治も

経済も、また県民も市民もみんなで推している

長崎のIRが必ず認定されるものと、それだけ固
く信じ、お互いの気持ちの中でここまで頑張っ

てきたんだから、このところについてはよくわ

かります。

だから、残念ながらもし仮に区域認定ができ

なければ、こういう問題についてもお金を返さ

なければならないと、こういうことが明らかに

なってきているわけですね。

そうしますと、この道路、港湾とかについて、

県のそれなりのお金、予算を使って実現し、そ

して完成後にIRの区域認定がオーケーになっ
て、それなりの収益を上げてから147億円を県
庁に入れていただくと、こういうやり方だから、

147億円を当て込んで、本来ならばIR事業者に
やっていただかなければならないところを、ま

だオープンしてないから、お金がないから県費

で立て替えて、うまくいってから返してくださ

いよと、こういうものがほかにもあったのかど

うか、そこはどうですか。

【小宮IR推進課長】 IR区域認定後に、開業を
目指して各工事を進めまして、IR開業後にカジ
ノの粗収益、GGRの15％にあたる約314億円
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を、県に納入していただくこととしております。

それ以前、開業前までの4年ないし5年の間に
必要となる公共事業が300億円超ございます。
その約半分をIR事業者にご負担いただくとい
うことで、147億円をIR事業者から県に納めて
いただきますけれども、これは仮定の話で恐縮

ですけれども、今年度中に認定を得られて実施

協定を締結できれば、年度内もしくは令和6年
度中には147億円を県に納めていただくという
計画でございます。

このほかは、こういった事業者から納めてい

ただくというものはございません。

【小林委員】大体わかりました。よくわかりま

したが、事は重大ですね。どんなことがあって

も認定をいただかなければ、これは大変なこと

になる。

部長、わかっておるかい。少し君も答えてみ

ろ、手を挙げて。認定をいただかなければ、本

当に大変なことになる。IRについて県費を、一
般財源をこれだけ出しているわけだよ。そうい

う入るべきお金が全然入ってこないと、147億
円、半分だとしても大変な金額だよ。この辺の

ところについて、部長としてどう思っているか。

【早稲田企画部長】 IRに関する区域整備計画
の認定に関しては、現在も審査が国の方で行わ

れているところであります。

これまでに、区域整備計画の作成に当たりま

して、ただいま課長からも申し上げましたけれ

ども、様々な委託等も行いまして策定作業を行

ってきたところであります。

また、認定後の計画としましても、IR事業の
工程表ということで、開業を想定して、様々な

公共事業の整備に関するものを見積もりまし

て、それに対して事業者の負担というものを求

めてきたところであります。

現在、IR区域整備計画の認定に係る審査が行
われております。県としましては引き続き、国

の審査にしっかりと対応して、区域認定の獲得

に努力を続けていくという姿勢は現在も変わっ

ておりません。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【 庭委員】私も同じく、今のところで質問を

させていただきたいと思います。

IRに関しては、4月14日に継続審査になった
と理解しております。その前に契約されている

ということですけれども、この契約は、わから

なくてごめんなさい、随意契約になっているん

ですけれども、いつまでの契約でこの金額にな

っているのか、教えてください。

【小宮IR推進課長】 契約の終期は、3月22日ま
でに成果品を納入するという契約でございま

す。

【 庭委員】 3月22日までということは、令和
6年の3月22日までと理解したらいいんですか。
（発言する者あり）

じゃあ、まだ継続審査でわからない部分はた

くさんあろうかと思うんですけれども、この支

援の内容で、アドバイザリー支援の内容と、下

のあずさ監査法人への普通の支援内容はどのよ

うに違うのか、教えてください。

【小宮IR推進課長】 法律事務所につきまして

は法的な、弁護士としての、審査対応に係る県

の役割、またはリスク等の法務アドバイスを求

める業務内容となっています。これは弁護士の

1件目の方です。
2件目の方は、審査対応として様々、観光庁、
国とのやり取りをしておりますので、その際の

海外のIR事例や、国から求められている資料の
作成等、そういったところの業務支援を行うも

のということで区別をいたしております。
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【 庭委員】国から求められている資料作成と

いうのは、継続審査に係るものかと思うんです

けれども、具体的にはどのような内容で、それ

をいつまでに出すとか、継続審査をどこまで待

っていればいいのか、教えてください。

【小宮IR推進課長】 審査の内容につきまして

は、大変申し訳ございませんが、国が公表して

いる以上のことについて県から発表、説明をす

るのは控えさせていただいているという従来の

姿勢と現在も変わっておりませんので、答弁は

控えさせていただきたいと思っております。

また、いつまでの期限かというお尋ねでござ

いました。4月14日に国土交通大臣が、長崎に
ついては継続して審査を行うと、併せて期限を

区切ることなくというコメントもございますの

で、いつまで継続審査があるかというところは、

私ども県としても承知をしていないということ

でありますので、一応、今契約については、年

度末を当初は予定として契約を締結したという

状況でございます。

【 庭委員】継続審査がいつまでかわからない

という状況で、県としては、国からくるまでそ

れをずっと待っている状況なんですか。県とし

て、いつまでにというわけじゃないですけれど

も、アプローチをしていく方法をとる予定なの

か、教えてください。

【吉田企画部政策監】 4月14日以降、これまで
に6月6日、6月15日、既に2回の審査委員会が開
催をされております。これは観光庁のホームペ

ージで公表されておりますので、その範囲でお

答えいたしますけれども、その2回の中で何が
行われたかというと、これは長崎を対象とした

ものだとお考えいただいてよろしいと思います

けれども、申請された区域整備計画の審査、そ

れから今後の進め方についてということが公表

されております。

ですから、審査への対応として、海外の法務

や海外金融に関する応答のためのアドバイザリ

ーを受けているとご理解を賜ればと思います。

【 庭委員】 では、6月6日と6月15日に審査を
受けて、長崎として審査が少し進んでいるとい

うふうに理解していいんでしょうか。

【吉田企画部政策監】そのように理解していた

だいて結構でございます。

【 庭委員】 では、進んでいるということで、

長崎県も今後も進めていくという姿勢かと思う

んですけれども、どんなところで長崎が選ばれ

なかったかというのは、公表できないんでしょ

うか。

【吉田企画部政策監】選ばれなかったと言われ

るよりは、今も継続審査中でございますので、

まさに今、審査に対応するために全力で取り組

んでいるとご理解賜ればと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】 今、お二人の方から、IRのいろ
いろな質疑があったけれども、私も引き続き、

IRに関してね。
待ってもいいんですよ。それは1年でも2年で
も待っても、結果が大丈夫ならね。

これは現実、大阪に比べると遅れているから、

どう質問していいかということで、さっきから

考えていたんだけど、やり取りはやっていると

いう話だからね。我々の感覚では、1度出した
ら、もう一切接触禁止みたいな空気があったか

らね。そういう感触で審査が進んでいるのかと

思ったら、先ほどは、やり取りはやっていると

いう話だから、何回もやっていると、ある程度

の感触はつかめると思うけどね、やり取りして

いる当事者は。どなたがやり取りしているか知

らんけどさ。そこら辺で、今すぐは返事ができ
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ないだろうから。

観光庁の審査のやり方が、並行してやってい

て、大阪だけがオーケーで、長崎が残されたの

か。先ほど、6月6日、6月15日と2回もやってい
るとなると、大阪だけ先にやって、長崎は、そ

の終わった後に始まったのかというような感触

にもとれるけれども、そこら辺はどうなんです

かね、皆さん方は、やり取りしている感触の中

で。

並行してやったのか、大阪を先にやって長崎

が後にという話だったのか、そこら辺から聞か

せてください。（発言する者あり）それじゃあ、

後にしましょう。

【坂口委員長】 議案外でよろしいですかね。

ほかに政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

政府施策に関する提案・要望の実施結果につい

て、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、質問はありませ

んか。

【田中委員】先ほど言ったとおりですけれども

ね、わかりますか。もう一回、やらなきゃいか

んか。

【吉田企画部政策監】これまでに観光庁のホー

ムページでは、審査委員会を6月15日開催分ま
で含めて29回開催されておりまして、4月14日
までの分については、国土交通大臣から「長崎

についても継続審査」という発言がございまし

たので、並行して進められてきたものとご理解

を賜ればと思います。

【田中委員】そういうことになると、ちょっと

厳しい感じがする。点数がいかなかったという

解釈をせざるを得ないね。

向こうは、何点だったかな、観光庁が出して

いる資料で、1,000点満点で657.9点、だからす
っといったと。これでも物足りないという審査

結果が附則されているという話を私は聞いてい

るけれども、長崎県はこれにいかなかったんじ

ゃないかなという感じが私はせざるを得ない。

もう一つ、長崎県でオーストリアに決めた時

も、もちろん点数で、1,000点満点でやったのよ。
奇しくも697点だったかな、オーストリアがね。
長崎県でやった時の1,000点満点で697点、それ
で選ばれたんですよ、オーストリアがね。我々

は、規模感とか、いろいろなもので大丈夫かな

という話をしたんだ。規模感だけでいうと、3
者の中で一番低い評価だからね。これ、私は、

今はあまり覚えていないけど、一時期は結構覚

えていた、内容まで。

そういうことからすると、やっぱり600いか
なかったのかなと。だから、補足にいろいろな

資料を持ってこいという話になっているのかな

という気がするんですが、やり取りの感触をも

う一回聞かせてください。

【吉田企画部政策監】現在、まさに審査中でご

ざいますので、今お答えできますのは観光庁で

公表されているホームページの範囲内というこ

とで、大変申し訳ないんですが、答弁は差し控

えさせていただきます。

【田中委員】 私は、あまり得意じゃないので、

ホームページとかわからんので、あまり資料を

持たなかったんだけど、この前、一般質問で私

がしたように、地元の30件ぐらいの町内会で、
観光庁のこの資料まで配ったというんだ。これ、

県が配布したのかな、佐世保市が配布したのか

な。家内が、公民館に月に1回の会合に行って、
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この資料をもらってきた。だから私はびっくり

して。

その点数、知っていたけどね、財界九州にち

ゃんと記事として載っていたからね。私は、点

数の内訳の細かなところまで知っていた。

こういうのがわかっているなら、あなたたち

が議員にも配ってくれれば、もっと親切なんだ

けどね。議員として私はわからんで、地元の町

内会から資料をもらって、この話をしているわ

けだ。これ、地元の町内会から持ってきたのよ。

IR区域整備計画の審査の概要、国土交通省、観
光庁、（発言する者あり）わかれば。わからな

いだろうと私は思うんだけれどもね。県は配っ

ていないと言う。（発言する者あり）

それに、この内容によると、大阪の計画は具

体性が出ているね。私はちょっと気にしたんだ

けど、出資の関係でいうと少数株主20％という
のがあるわけです、日本の資本が20％で少数株
主。これにしたって、大阪だとＪＲ西日本、近

鉄、京阪、南海、ＪＴＢ、日通、大林組、大成

建設、ダイワハウス、竹中工務店など20社で
20％と。長崎の場合は、「少数株主、国内企業
20％」と書いてあるだけだ。大きく言うと、大
阪はMGMリゾーツが40％、オリックスが40％
となっているわけだ。長崎の場合はカジノオー

ストリアインターナショナルで80％。
だから、具体的なところの記載がちょっと、

長崎の場合はわかりづらいね。規模感で言うと、

投資規模にしたって大阪の3分の1という感じ
がする。

しかし、大阪は出資と借入が半々だから、こ

れは出資の比率が高い方が安定性はあるよね。

長崎は、約4割が出資で、6割が借入みたいな形
になっている。来訪者数とか、年間売上とか、

自治体への納入とか、大体3分の1かなというよ

うな感じ、観光庁が出している資料だけ見ると

ね。

ちょっと聞かせてください、そこら辺の見解

を。

【吉田企画部政策監】ただいまの田中委員のご

指摘の資料については、後ほど確認をさせてい

ただければと思います。

内容は、4月14日観光庁のホームページに掲
載されている資料と承知しております。

大阪の点数の内訳が付いておりますのは、認

定になった場合に、その採点の内訳などを公表

すると観光庁の方でなっておりますので、長崎

県も、認定がされましたら、そういった点数に

応じた資料が公表されると承知しております。

【田中委員】大阪の点数に我々がどうのこうの

言うこともないんだ、具体的に大阪の内容を知

らないからね。それでも、これを見ると、コン

セプトというところではあまりいい点数じゃな

いし、カジノ施設のデザイン等もあまりよくな

い、6割いっていない。それから、観光への効
果、地域との良好な関係構築のための取組も6
割いっていない。カジノ事業の収益の活用はよ

うやく、50に対して30だから6割かな。依存症
対策だけが150点ということで、これは大きい
ので、これは長崎県は一生懸命やっているから、

評価は高いと思う。それでも、ほかのところの

規模感に準ずるような採点になるのかなと思う

と、ちょっと厳しいなという見解を私は持って

いるんですよね。（発言する者あり）あればど

うぞ。

【小宮IR推進課長】 田中委員から先ほど、大

阪と比較して、規模感や来訪者含めて3分の1程
度というふうなご発言もございましたけれど

も、この評価というのが、あらかじめ定められ

た評価の基準にのっとって絶対評価で審査がさ
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れますので、大阪と比較してどうかとか、そう

いった相対評価ではございませんので、一応、

念のためご答弁させていただきます。

【田中委員】それはそうだろうけれども、基準

というのがあるわけだからね。長崎県の出した

案、大阪の出した案、その内容が各々、点数が

低いような感じがするという話をしているわ

け。別にこれは、そこを追求したって意味がな

いので終わりますけれどもね。

先ほどから、いつまで待つのかという話があ

るけれども、可能性があるなら、私は1年でも2
年でも待ってでもやりたいと思っていますけど

ね、やってほしいと。

ただ、先ほどから言う、県費は相当つぎ込ん

でいる。いつも私は言うんだけれども、皆さん

方が幾らつぎ込んだかというと、人件費は入れ

ないんだからね。

カジノに関して言うと、佐世保の朝長市長が

スタート、言い始めたわけで、彼が16年市長を
やって、もうやめたからね。だから、もう15年
ぐらいの歴史があるのよ、長崎のIRの取組は
ね。正式に県がオーケーしたのは、もうちょっ

と後だけれどもね。

結構なつぎ込みをやっているわけだから、本

当に万全の態勢でやってもらっているのかとい

うのがちょっと、あなたたちは、いやいや、最

大限やっていると言うから、それはそれこそ相

対的なもので、絶対的なものではない。ただ、

見ていて、どうも生ぬるいというかね。本当に

長崎県の命運をかけてやっているのかなという

感じがするので、これは答弁は要りませんが、

ちょっと私は心配しています。

もう一つ、これは確認をしておきたいと思う

んだけれども、県と市と地元協議会で、基本合

意書というのが令和3年7月16日に作られてい

るんですよね。締結されているんです、基本合

意書。これは、令和3年7月16日だから、約2年
前だ。ただし、甲乙丙の、甲の長崎県知事は中

村法道さん、乙の佐世保市長は朝長則男さん、

地元の佐世保市東部地区自治協議会連絡協議会

横石会長、この3名でやられているわけね。毎
年切り替えはせんでもいいけど、確認ぐらいし

なければ。この当事者が代わっていて、今もそ

のままになっているのかどうか。ちゃんと改め

て3者で集まって、もう一回されているのか、
基本合意書、どうですか。

【吉田企画部政策監】 佐世保市のIR周辺7地区
の自治協議会を束ねた、東部地区の自治協議会

との基本合意書でございますが、それは現在も

もちろん生きておりまして、今年度に入りまし

てからも、私も参加する形で、東部自治連との

会合を持ったところでございます。

【田中委員】いや、それを言っているわけでは

ない。やっぱり名前が出ているわけだから、知

事も代わっている、市長も代わっているなら、

改めて基本合意書を作り直すぐらいのこと、慎

重にやらなきゃいかんのじゃないかな。

もう一つは、佐世保市東部地区自治協議会連

絡協議会、私は、地元議員として恥ずかしいけ

れども、こんな組織があると知らなかった。

何かこう、地元の合意は取りつけました、取

りつけましたとあなたたちが言うから、おれは、

地元のああいう空気から見ると、そんな感じで

はないぞと思ったけど、あなたたちは、基本合

意書を持っているから、取りつけたと言う根拠

になっているんですかね。

【吉田企画部政策監】 IRを推進するに当たり
まして、地域の、とりわけIR周辺地域の住民の
皆様の合意が非常に大事でございますので、佐

世保市も交えましたところで、長崎県と佐世保
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市と、それから東部自治連との間で基本合意を

交わして、それに基づいて現在も進めていると。

問題が生じた時には、自治連の方からもご意見

を賜りますし、また私どもも、何か進展があっ

た時には、しっかりと地元にご報告させていた

だくと、そういった形で進めているところでご

ざいます。

【田中委員】それじゃあ、まだ知事とか市長の

名前は変わっていないんだね、このまま。改定

したという返事はないからね。2年たってね。
私が一番問題にしたいのは、東部地区自治協

議会連絡協議会を地元の人は知らない。私は、

90数パーセントの人は知らないと思うよ、こう
いう組織があるということを。

これは、どういう組織になっていて、どうい

う動きをしているんですか。年に1回ぐらい総
会でもやって、ちゃんとしたことをやっている

のかどうか。

というのはね、私の感覚では、町内会、公民

館、支所の公民館関係で、針尾地区、江上、宮、

三川内、それから広田、早岐、日宇だと思って

いるんだ、私は。しかし、その単体の会長でさ

え代わっていっていますよ。江上も代わったし、

広田も代わった。そういう組織の長が代われば、

やっぱり改めて慎重な感じで話し合いをしなけ

れば。

長が代わったのをご存知ですか。この組織の

中の長を横石会長が全部の会長をやっているか

どうかは私も知らないし、三川内が代わったか

どうかも知らない。7地区の合同体として、そ
の上の組織としてつくったんだろうけど、その

組織が、地元の人の認知度がないということだ。

各地区、針尾地区とか江上地区の自治連、これ

はちゃんと活動していますよ。どうですか。

【吉田企画部政策監】この自治協議会の連絡協

議会でございますが、佐世保市でそれぞれの地

区の自治会長さんたちを束ねており、その代表

者の方、今、田中委員がご指摘になった7地区
の会長に集まってもらっておりますので、当然

その交代があったことについても承知しており

ますし、また、横石会長だけとやり取りをして

いるわけではございませんで、先般の私が参加

した会合でも、それぞれの地区の会長が出てき

ておられます。

【田中委員】そういうことを言っているわけで

はなくて、この組織の認知度が、住民の人にあ

まり知られていないと、連絡協議会の認知度が。

単体はあるよ、それは。針尾地区の自治連、江

上の自治連、宮自治連とある。それを束ねた形

のそういう組織があって、事務所はどこにある

んですか。どなたか職員さんでもおられるんで

すか。各自治連にはありますよ、ちゃんと。連

絡協議会という組織、私は初めて認識したので。

わかりますか。

【吉田企画部政策監】それぞれの地区の住民の

皆様の認知がどうかということの詳細までは把

握しておりませんけれども、その会合に佐世保

市の職員のそれぞれの地区の支所長さんにも参

加していただいておりますので、そういったと

ころを通じて、確認したいと思います。

【田中委員】どちらかというと、この協議会は

任意団体的な要素があるんです。正式な組織と

しては、ちょっと認知度が足らない。さっき言

ったように、事務所がどこにあるのか、横石会

長が全部、電話から何から全てやっているのか。

もう一つ、私はいつかの委員会でちょっと聞

いたんだけど、このメンバーの人たちには、1
泊2日、2泊3日で、何か視察まで行ってもらっ
ていると。これは、ちょっと地元で問題になり

かけましたよ。そこまで会長たちはやっている
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のに、何の話もないぞと。

だから、少し絵にかいた組織みたいな感じで、

実体としては、あまり認知度はない組織だと。

ましてや、会長たちが公費を使って視察に行っ

たとか何とか、そんなことは、あまり知らない

よ、地元の人は。びっくりするぐらい。私が聞

いてびっくりしたんだ、そんなことまでやって

いるのかと。何か防犯協か何かの視察に行った

とかという話だったけどね。だから、もうちょ

っと慎重にやってもらわないと。

そして、この合意書も、知事、市長の名前が

替わったら、やっぱり新しいものをつくらなけ

れば。つくっていないでしょう。改定していな

いでしょう、そのままで。ちょっと、慎重とい

うか、ルーズな感じがするんだけれどもね、地

元対策をする割にはね。ちょっと聞かせてくだ

さい。

【吉田企画部政策監】まず、基本合意書につき

ましては、行政の継続性という観点から、結ん

だ当事者が代わったからどうということではな

くて、長崎県として、あるいは佐世保市として、

内容に責任をもって対応しておりますので、市

長が代わった都度に改定するものとは、私とし

ては認識しておりません。

それから視察につきましては、安全・安心ネ

ットワーク協議会という組織を別途立ち上げて

おりまして、住民の皆様が、防犯、地域の安全・

安心に注目度といいますか、関心が非常に高い

ものですから、住民の皆様と話し合ったうえで、

その視察先として埼玉県の戸田市に、防犯等の

安全・安心の対策が非常に先進的であるという

ことで視察に行って、その成果につきましては、

今後、IRが整備された時の周辺の安全・安心に
役立てていきたいと考えているところでござい

ます。

【小林委員】 IRの現況について若干、先ほど
触れたところではございますけれども、どうし

ても残念ながら理解ができにくいところでござ

います。それは、あなた方に対して理解ができ

にくいということもありますが、国の審査の状

況が、いま一つびしっとこないと、こんな感じ

もするわけでございます。その点について、少

し聞かせていただきたいと思います。

まず、冒頭にも申し上げたとおり、今、大阪

だけが認定を受けたと、これについては正直言

って不満です。なぜ不満かというと、これも大

事なところだけれども、人の命に係わるような、

大阪IRの区域においては地盤沈下があります
よと、ここを別枠でね。認定をしておきながら、

この点は大変な問題だからというようなことを

別紙で付けているわけよ。認定をしながら、こ

れを付けておるわけよ。しかも、地盤沈下だけ

じゃなくして液状化、さらに土壌汚染と。

いいですか、地盤沈下・液状化対策、土壌汚

染、こういう大変な課題がきちんと整備されな

いままの状況で、今言ったように区域認定の別

枠に、これらの問題については真剣に取り組み

なさいと、こんなようなことを別紙で、審査委

員会がつけ足しているんだよ。

こんな人の命に関わるような問題がまだ未解

決のままに認定していること自体、私はどうし

ても理解ができないわけだよ。一番大事にしな

ければいけないところではないかと。

長崎県の「九州はひとつ」というところのIR
はどうなのかと。これについては、日本経済新

聞などにも明らかに書かれているので、あそこ

の新聞は、失礼だけれども、内容的に信頼がで

きるのではないかという前提に立って、この内

容を申し上げると、長崎県の場合は、クレディ

スイスの経営不振に伴って、資金がなかなかう
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まくいかないのではないかと、こういうところ

で継続審査になったのではなかろうかと、こん

なようなことが書かれておったと思うんです。

しかし、クレディスイスはその後、倒産した

のかといえば、そうじゃなくして、UBSですか、
ここがちゃんと引き取って、きちんと買収をし

て、長崎IRについても引き続き融資をしますよ
と、支援をいたしますよと、お金は出すという

ようなことがはっきり明確になっているわけで

す。

だから、そういう問題だけが今回の継続審査

という理由であるならば、クレディスイスはも

うUBSがきちっと引き取って、しかも今言うよ
うに長崎IRについてはちゃんと融資をします
よとはっきり言ってあるじゃないですか。本当

にクレディスイスのことだけが問題であるなら

ば、これはクリアしたのではないかと。

大阪はこんな大事な問題が積み残しにされた

まま認定を受けて、うちのクレディスイスにつ

いてはちゃんとした、きちんとした方向性が見

えている、何ら心配することはない。

しかも、いろいろ資金のことをおっしゃって

いるけれども、結局は、区域認定さえいただく

ことができれば、今、コミットメントレターを

出されているところも一気に、ここは全部オー

プンになるのではないかと思うんです。だから、

区域認定のこの「認定」の2文字を頂くことが
できれば、こういう資金の、今いろいろ悩んで

いるところの問題は全部クリアできると。

だから、大阪と長崎県を比べた時に、こうい

う扱いをしてもいいのかと、この辺のことにつ

いては、一体どう思っているのか、県は。

【小宮IR推進課長】 大阪の認定につきまして

は、小林委員ご指摘のとおり、条件付きと観光

庁のホームページに掲載されています。大阪の

IR候補地が「夢洲」という埋立地でございます
ので、地盤沈下対策等の条件が付されていると

いうことについては、私どもも確認をいたして

おります。今回、大阪の認定の結果が公表され

ましたが、他の候補地の内容について、私ども

長崎県として、特にコメントする立場ではない

というふうに認識をいたしております。

新聞報道等で、本県の資金調達は外資が中心

であるということで、クレディスイスの経営破

綻、それからUBSへの買収と、3月以降、状況
が変化してまいりました。去る6月12日にクレ
ディスイスのUBSへの買収が完了したという
報道もあっていますので、資金調達のところは

クリアできているものとは思いますけれども、

どういった理由で審査が継続されているかとい

う点につきましては、観光庁から公表されてお

りませんし、私どもも継続して審査に対応して

いる状況でございますので、その詳細、内容に

ついては答弁を差し控えさせていただきたいと

思います。

【小林委員】とにかく、もう少し問題点を共有

せんといかん。我々議会も、これだけの予算の

承認をしてきたんだよ。県民の皆様方に対して、

我々も全く責任がないとは言えないわけだ。本

当に議会の重みというものを我々県議会議員も

真剣に考えないと、県民の皆さん方に申し訳な

いと思うんだよ。

そういう点からしてみても、あなた方も一生

懸命に頑張ってくれたんだろう、よくわかって

いる、しかし、なんでこうなったのかというの

が今も見えない。先ほどからも言っているよう

に、日本経済新聞が、これだけのことをちゃん

と書いてくれているわけで、この問題は、今も

お互い共有するように、クレディスイスの件は

全部クリアしているのではないかと。こういう
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点からいけば、あとは大阪、ああいう問題を起

こしながらも、まだ解決しないままにしながら、

これが認定。長崎・九州IRは、まさによくわか
らないような状況の中で今、眠っているわけだ

よ。

これは去年の4月に、区域認定を求めて申請
をするということで臨時議会が開かれたわけ

だ。その臨時議会において、総事業費4,383億円
に対して、果たしてどれだけのお金が集まった

のかが見えないと。見えないから、ここについ

てはもっと明らかにしないと、申請しても、そ

れだけの資金調達ができていないということ

で、これがいわゆる不認定になったら大変だと、

ここのところはどうかと言ったら、コミットメ

ントレターで、何と私が質問した、幾ら集まっ

ているのかと。5,000億円以上でありますと。誰
が確認したのかと。知事が確認しました、副知

事が確認しました、間違いありませんと、こう

いう状態の答弁だったと思う。よく覚えている。

この5,000億円について、様子が大体わかって
きて、率直に言って我々の詰めが甘かったなと

実は反省をしているわけだよ。当初の段階にお

いて5,000億円以上、コミットメントレターで集
まっていると、このレターでいいんだという中

において、我々が詰めなければいけなかったこ

とは、その全体の金額の中に海外から幾ら集ま

っているのか、国内から幾ら集まっているのか

と。国内のコミットメントレターの融資の金額

は幾らになっていると、こういうところを海外

と日本に分けて中身を全然聞かなかったわけだ

よ。これが、審査委員会では、いま一つ問題が

あるのではないかというようなことを聞いてい

る。

80対20についても、その時はよくわからなか
った。もうとにかく全体の4,383億円をクリアで

きる、5,000億円以上のコミットメントレターが
届いていると、これだけで舞い上がってしまっ

たのが現実だった。

しかし、この間の一般質問で田中委員が、国

内からの20％は大丈夫なのかと。20％とは何や
ったかなと、こういうところから80対20の問題
が出てきたわけだよ。

この80対20に分けた理由は一体何だったの
か、議会で議論をしなかったけれども。

【小宮IR推進課長】 4,383億円の総事業費に対
しまして、約40％の1,753億円を出資と、残り
2,630億円を融資ということで整理をいたして
おります。出資の1,753億円のうち約8割、80％
が海外からの出資、20％については国内からの
出資ということで、区域整備計画の本編にも記

載をいたしております。

この1,753億円の内訳としては、国内初のIR
という大型のプロジェクトの中で、総額を確保

することが最も重要であると認識をいたしてお

ります。その一方で、一定程度の国内からの出

資が望ましいということから、その目安として

20％を念頭に置いた計画となっています。
この1,753億円を超えるレターを現在も取得

しておりますので、最終的には国内の出資が

20％程度になるように、IR事業者の方で出資者
等と調整を図っていく計画となっています。

【小林委員】日本で初めて行われる最大のプロ

ジェクトだよと、1,753億円の中で日本からの出
資者が少ない状況はいかがなものかというとこ

ろで、海外だけではなくして国内で20％という
形で、海外80、国内20と、これが出資の1,753
億円だね。それから銀行から借り入れる総額が

2,630億円、こういうことになっておったわけだ
ね。

その1,753億円の中の80対20というものは、
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5,000億円以上のコミットメントレターにおい
てはクリアしておったんですか。

【小宮IR推進課長】 4月の臨時議会で議決をい
ただいて、それから国へ提出いたしました。国

へ、このコミットメントレター等については添

付資料として提出しておりますので、出資の

1,753億円の海外80％、国内20％については確
保できて、国へ申請しております。

【小林委員】今、いろんなことがわかってきて、

我々は詰めが甘かったなと、私は詰めが甘かっ

たのではないかと、こういうような反省をして

いるわけだよ。

なぜかというと、コミットメントレターはい

つまで有効期限があるのかどうか。これ、ちょ

っとはたと昨日、考えてみた。こういう紙きれ

一枚のレター、正式に契約も交わしておらん。

ただ一方的に会社の名前で幾ら融資をしますよ

と、こういうようなことが書かれてあるんだろ

うと思うんだよ。

しかも、そういう出資をするということは、

企業でありますから、当然自分の企業を、この

IRの事業の中で活かしていただきたいと、使っ
てもらいたい、活用してもらいたいということ

は、必ずこのレターの中に条件として書かれて

いるのではないかと私は推測をするわけだよ。

だから、当然のことながら、同じ事業内容と

か、同じ規模というような、いわゆる企業同士

で競合するようなところも来ていると思うんで

す。片やＡ企業、小林企業、片や田中企業、仕

事の内容は一緒と。ならば、どっちを生かして、

どっちを削るかと。あるいは、お互い50対50で
100になるんだろうけれども、片や40、片や60
というような調整の仕方もIR事業者がしなく
ちゃいかんとなっていくと、やっぱり削ってい

かんといかん。

5,000億円以上のコミットメントレターが集
まったと言うけれども、削った後にこれが幾ら

になるのか。そういう意味において、国内の

20％は果たして大丈夫なのかどうかと、この辺
のところをしっかり答えてもらいたいと思って

いるわけだ。

【小宮IR推進課長】 コミットメントレターの

有効期限についてのお尋ねがございました。以

前、私どもが、国内のいわゆるメガバンクとい

う大手の金融機関と意見交換をさせていただい

た時には、概ね一般論として、そういったレタ

ーの有効については3か月程度、最長でも6か月
程度というお話がございましたので、当初、4
月末に区域整備計画を国へ提出して以降、認定

の時期は令和4年秋ごろを想定しておりまし
た。これは大阪も同様に令和4年秋で、議決に
至らず申請されませんでした和歌山県において

も、同様に令和4年の秋ぐらいを認定の時期と
想定をしておりました。

今回、国へ添付いたしましたコミットメント

レター等につきましては、その内容についての

ご答弁は差し控えさせていただきたいと思いま

すが、このコミットメントレター等の効力が既

に失われているのではないかといったご懸念も

ございますけれども、その内容については、国

と確認をしている状況ではございませんので、

答弁は差し控えさせていただきたいと思いま

す。

【小林委員】時間がないようだから、最後だけ。

今、3か月、6か月と、ここの一番重要な問題
が出てきたわけだよ。コミットメントレターは、

総事業費の4,383億円以上のものが集まった。
1,753億円以上のものが、いわゆる出資として集
まったと、国内も20％集まったと。
しかし、私が先ほど指摘したように、調整は
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うまくいっているのかと、調整はうまくいった

のかと。企業は、自分たちの会社のプラスにな

るように、そんな前提でそれだけの出資をする

わけだよ。ただで出資する人はいないと思うん

だよ。そこの調整はうまくいっているんですか

と。

それによっては80対20、こういう状況がうま
くいっているんですかということと同時に、果

たして3か月、6か月という有効期限をもう超え
てしまったのではないかと。ただでお金を出し

てもらうというところだから、今。

失礼だけれども、ぼろぼろの状況の中で大阪

が認定を受けて、きちんとしている長崎県が受

けていない中で、果たして一体どういうような

状況かという時に、いろんな指摘を受けるよう

な、そういう隙間はあけてもらいたくないわけ

だよ。

コミットメントレターは5,000億円を超えた
と、しかし、競合する中の調整がうまくいって

いるのかと。それと同時に、この賞味期限の3
か月、6か月という中において、認定が先延ば
しになっている。

しかも、いつまでが期限かというところも全

くない、ただ無期限な継続審査、こんな失礼な

ことがあるかと私は実は個人的には思っている

わけだよ。そういう点から考えてみても、一体

これからどうなっていくのかと。

こうやってコミットメントレターの5,000億
円が、ひょっとしたら2,000億円しかないかもし
れん。あるいは、こんなに遅れてしまって先が

見えないというならば、当然引き上げていくと

ころが出てくるだろうと思うんです。引き上げ

たところがありませんか、どうですか。

【小宮IR推進課長】 先ほどご指摘がありまし

た、IR事業者と出資、融資のコミットメントレ

ターを提出いただいている企業、または金融機

関との継続した協議は、昨今の燃油価格の高騰

や人件費の高騰、資機材の高騰等もありますの

で、今は4,383億円という総事業費ではございま
すけれども、その後、5,000億円を超えるとか、
様々指摘があります。そういった事態にも備え

まして継続して協議は進めております。

また、提出いただいたコミットメントレター

の企業、また金融機関で、撤退したところはな

いのかというところでございますが、今、IR事
業者から報告をいただいている中では、そうい

った企業は確認できておりません。

【坂口委員長】それでは、午前中の会議はこれ

にてとどめ、午後は1時30分から、「長崎県へ
のIR区域認定申請の取り下げ要請を求める請
願」に関する審査から再開いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３３分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

これより請願審査を行います。

第2号請願「長崎県へのIR区域認定申請の取
り下げ要請を求める請願」を議題といたします。

堀江議員から説明をお願いいたします。

【堀江紹介議員】 第2号請願「長崎県へのIR区
域認定申請の取り下げ要請を求める請願」紹介

議員の堀江ひとみです。

本請願は、ストップカジノ長崎県民ネットワ

ークより提出されています。

長崎県議会議会運営委員会申合せ事項によれ

ば、請願人の発言は委員会休憩中の扱いとなり

議事録等に残らないことから、後ほど発言しま

す請願人との重複がありましたら、お許しいた
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だきたいと思います。

本請願は、知事に対し、IR区域認定申請を取
り下げること、IR計画に関連する全ての予算の
執行を停止することを求めています。

その理由については、請願書に記載のとおり

ですが、改めて請願人より趣旨説明を行いたい

と要望があります。お取り計らいをよろしくお

願いいたします。

【坂口委員長】 この際お諮りいたします。

請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますが、これを許可することにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。

なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で、簡明にお願いいたします。
しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３２分 休憩 ―

― 午後 １時３７分 再開 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

これより、請願に対する質疑を行います

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

【外間委員】 ただいま請願人からありました、

「長崎県へのIR区域認定申請の取り下げ要請
を求める請願」について、反対の立場で意見を

申し述べたいと思います。

我が国におけるIR導入の意義は、世界中から

多くの観光客を集め、来訪客を国内各地へ送り

出すことで、国際競争力の高い魅力ある滞在型

観光を実現することであり、アフターコロナに

おける観光活性化を図る上でも大きな役割を果

たすことが期待されております。

IRは、地域経済の活性化に大きく寄与するも
のであり、九州・長崎IRの区域整備計画では、
総投資額は4,383億円、来訪者数は年間673万人、
施設運営費における経済波及効果は年間3,328
億円、区域内の雇用者数は約1万人など、高い
経済効果が期待されております。

加えて、開業5年後には県への納付金として
約391億円が見込まれており、県の財政基盤の
強化にも寄与するものであります。

さらに、IRによる高い経済効果を九州全体に
幅広く波及させることを目的に、九州の経済界

や行政、議会が一体となった九州IR推進協議会
が立ち上げられ、IR事業者からの多様な発注の
受け皿づくりや、事業者間のマッチング、広域

周遊観光の構築に向けた準備が進められてきた

ところであります。

また、九州地方知事会議、九州各県議会議長

会議並びに九州商工会議所連合会においても、

九州・長崎IRの区域認定を求める決議がこれま
でも繰り返し行われるなど、オール九州での取

組が推進されてきました。

加えて、IRを契機として九州各県が連携し、
ギャンブル依存症をはじめ様々な依存症対策の

強化を図るために九州地方依存症対策ネットワ

ーク協議会が発足し、各県の担当部局や医療機

関、相談機関が協力をし、効果的な依存症対策

に係る情報共有のほか、ｅラーニングによる人

材育成プログラムの作成、運用を行うなど、広

域連携による依存症対策も進められているとこ

ろであります。
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なお、本県の計画については、国の審査委員

会において、継続して審査を行うとの国土交通

大臣の発言のとおり、去る6月6日及び15日にも
審査委員会が開催され、現在も審査が行われて

おりますが、一日も早い区域認定を強く期待し

ております。

九州・長崎IRは、高い政策効果を背景として、
九州の官民が一体となって、一丸となって推進

するものであり、その実現は、本県のみならず

九州地域全体の悲願であることから、請願には

反対を表明するものであります。

議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

【坂口委員長】 ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって、討論を終了いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４０分 休憩 ―

― 午後 １時４０分 再開 ―

【坂口委員長】では、委員会を再開いたします。

第2号請願に対する質疑・討論が終了いたし
ましたので、採決を行います。

第2号請願「長崎県へのIR区域認定申請の取
り下げ要請を求める請願」を採択することに賛

成の委員の起立を願います。

（起立者なし）

【坂口委員長】 起立なし。

よって、第2号請願は不採択とすべきものと
決定されました。

以上で請願の審査を終了いたします。

請願人におかれましては、大変お疲れさまで

した。本委員会を代表いたしまして、御礼を申

し上げます。ありがとうございました。

請願人は、ご退出いただいて結構でございま

す。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４１分 休憩 ―

― 午後 １時４３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、審査を行います。

議案外所管事務一般について、ご質問はあり

ませんか。（発言する者あり）

【吉田企画部政策監】午前中に田中委員から示

されました資料につきまして、佐世保市に確認

をいたしましたので、ご報告申し上げます。こ

れは、佐世保市から、観光庁ホームページを印

刷して配布したと確認をいたしました。

なお、同様に佐世保市に確認をいたしました

ところ、佐世保市東部地区自治協議会連絡協議

会、いわゆる東部自治連、これ自体は昭和54年
4月に発足されて、IRを含みます地域の諸課題
について協議、検討をされていると、事務局に

つきましては早岐支所に設置しているというこ

とでございます。

以上、報告でございます。

【坂口委員長】 では、質疑はございませんか。

【 庭委員】では、議案外で何点か質問をさせ

ていただきたいと思います。最初に、新しい長

崎県づくりのビジョンの策定について、前回の

２月定例会にも質問させていただいたところで

ありますが、今回、「未来大国」というコンセ

プトを掲げておられますけれども、なかなかわ

かりづらいのかなというふうに思うんです。な

ぜこういう未来大国ということになったのか、

教えてください。

【内田政策企画課長】新しい長崎県づくりのビ

ジョンについてのお尋ねがございました。部長
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説明でも申し上げましたとおり、不確実性が増

して、依然として厳しい社会経済の中で、県民

の皆様が感じている閉塞感や先細り感、あるい

は不安といったものを少しでも払拭して、明る

い未来への期待感、それから長崎県への誇りに

つなげていただきたいという思いから、未来に

向けて長崎県が誇れる県でありたいという意味

で「未来大国」というものをコンセプトにして

はどうかというふうに考えております。

【 庭委員】明るい未来ということです。では、

この中で長崎に特化している内容といったら、

どのようなことが考えられますか。

【内田政策企画課長】ビジョンの中では、子ど

も以下5つの分野で、ありたい姿をお示しする
ということを考えていまして、例えば子どもで

したら今は県政の基軸となっておりますし、交

流ということであれば、本県の観光、もしくは

外国人を受け入れてきた地域性、特性としてあ

ると思いますので、そういう長崎県が持ってい

るポテンシャル等を加えて、5つのありたい姿
を描いてはどうかというふうに考えております。

【 庭委員】ぜひ、県民の皆さんにわかりやす

く、長崎県に特化して何かできればというふう

に思います。

そして、未来大国とは決まっておりますけれ

ども、ほかにいろんな案が出たのであれば、紹

介していただければと思います。

【内田政策企画課長】三役も含めてコンセプト

を検討していく中で未来大国というのが出てま

いりましたので、そこに幾つか案を持って行っ

たというよりは、話の中で未来大国というふう

になりましたので、今の案として未来大国とい

うことでお示しさせていただいています。

【 庭委員】何かほかにもっといい案があった

かなと思って、ちょっと聞いてみましたが、わ

かりました。

次に、長崎県行政運営プラン2025の中でお尋
ねしたいと思います。ICTを活用した県民サー
ビスの充実というところで、マイナンバー制度

についてお伺いしたいと思うんです。

マイナンバーカードのトラブルは、毎日のよ

うに出ている状況ですけれども、県内では、間

違って紐づけされたというようなトラブルはな

いのか、お伺いします。

【井手デジタル戦略課長】今のご質問でござい

ますが、全国的にトラブルの報道が連日あって

おりますけれども、県内でどの程度のトラブル

が実際にあっているかということにつきまして

は、申し訳ございません、デジタル戦略課では

把握をしておりません。

【 庭委員】把握できていないということです

けれども、今後、マイナンバー制度を推進して

いく立場にあると理解していいんですよね。そ

の場合には、やはりそこを理解しながら各市町

に勧めていくことが必要かと思いますが、いか

がでしょうか。

【井手デジタル戦略課長】もちろんデジタル戦

略課といたしましては、マイナンバーカードの

利活用につきましては推進していく立場でござ

いますので、どういったトラブルが実際に起こ

っているのかというところにつきましては、地

域振興部で一定把握しているところもあろうか

と思いますので、連携しながらしっかりと把握

をして、今後の利活用推進におきましては、そ

ういったところに留意しながら進めてまいる必

要があるかと思っております。

【 庭委員】ぜひ、横でつながって連携をして

いただければと思います。

じゃあ、その中で今、マイナンバーカードを

推進するに当たって、どのように進めようと考
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えておられるのか、お伺いします。

【井手デジタル戦略課長】マイナンバーカード

の利活用推進、もしくは取得促進につきまして

は、先日、議会でも先議をいただき、マイナン

バーカードを活用した生活支援の事業を議決い

ただきましたが、ああいった事業で使うとか、

様々な給付事業につきまして手法としてマイナ

ンバーカードの活用を優先的に考えるとか、そ

ういったことを進めながら、実際にマイナンバ

ーカードという基盤を活用した施策をまずは考

えてみるといったところが、行政にはできると

ころかなと思っております。あとは、市町と連

携いたしまして、取得促進について普及をして

いくというところかなと思っております。

【 庭委員】 どういう形で進めていくのかを、

もうちょっと深く聞きたかったところですけれ

ども。

1点ここに書いてあるAIチャットボット、こ
れで進めていくというふうにも受け取れるんで

すが、これでどのようにしてマイナンバーを持

っていない方にPRしていくのか、教えてくださ
い。

【井手デジタル戦略課長】今、委員がおっしゃ

ったAIチャットボットにつきましては、総務部
の方で今、庁内の業務効率化や県民からのお問

い合わせ対応の効率化ということで検討されて

いるというふうに伺っておりまして、そういっ

たところも進めていくべき部分かなとは思いま

すけれども、総務文書課の部分でございまして、

ご理解いただければと思います。

【早稲田企画部長】マイナンバーカードの交付

に関する普及促進ということですけれども、マ

イナンバーカードの交付率の向上を図るという

ことで、市町と連携して、未取得者に対する申

請の促進策を令和5年度に展開しようと考えて

おります。

こちらは市町村課の施策になります。事業の

概要としましては、未取得者に対するきめ細か

なアプローチが必要であろうということで、現

場であります市町と連携いたしまして、出張の

申請サポート、受付ということで、申請の受付

に必要な機器などを備えた自動車によりまして

県内各地を巡回して、県民に身近な施設、公民

館や各種施設などで申請のサポート、受付を実

施しようと計画がなされているところでありま

す。

また、先ほど、マイナンバーカード絡みのい

ろいろなミスやトラブルの発生ということでご

質問がございました。市町村課で調べた例で申

し上げますと、コンビニ交付で別人の証明書等

が発行された事例がございまして、コンビニ交

付は市町村の独自事業として実施展開されてお

ります。

市町におきましては、そのサービスを実施し

ますベンダーと個別に契約をしておりまして、

今回、誤発行を引き起こしたのは、あるベンダ

ーだったんですけれども、県内の実施市町では

全て、そのベンダー以外と契約していると、問

題は発生していないということが、先日の先議

で議案審査を行っていただいた際の、調査時点

の状況であります。

また、健康保険証の紐づけに関するミスにつ

いては、保険者側が、別人の情報を誤って登録

するミスであるということです。県内の実態に

ついては、保険者それぞれでないと把握できな

いということになっております。

3点目の公金口座登録の紐づけについては、
県内での調査時点では、同様の事例はないとお

伺いしているところでございます。

【 庭委員】県内ではトラブルないということ
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でいいんですね。

じゃあ、県民の皆さんは、安心してこれから

もマイナンバーカードを、必要な方は推進して

いくと理解していいんでしょうか。

【早稲田企画部長】先ほど答弁いたしましたコ

ンビニ交付、それから健康保険証、公金口座登

録の紐づけといった部分に関して、6月補正で
先議いただいた部分について、調査時点ではな

かったということでございます。

それから健康保険証については、保険者によ

るものということで、そこは把握できないとい

うことでありました。したがいまして、公金口

座登録とコンビニ交付の部分では、そこの問題

は発生していなかったということでございます。

また、今から国の方で全体的な調査が行われ

るとお聞きしておりますので、そのような状況

もしっかりと見ながら、県内でも様々な問題が

発生しないかということについて、市町村課、

デジタル戦略課で連携して、また現場の市町と

もよく連絡をとりながら対応したいと考えてお

ります。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【大倉委員】 私からは、デジタル化やDXの推
進について質問をさせてください。

これからの世の中、DXというのは非常に大切
なものだと思っておりますし、県としても力強

く推進していってもらいたいと思っています。

デジタルコーディネーターに関してですが、

新たにサービス産業へのDX導入とメタバース
活用の2分野での公募開始というのは、それぞ
れデジタルコーディネーターの方にどういった

中身を担っていただくのかを教えてください。

【井手デジタル戦略課長】今年度、委員がおっ

しゃったとおり、サービス産業へのDX導入を推
進するアドバイザーと、メタバース活用のアド

バイザーの2分野で募集をしております。
サービス産業へのDX導入推進のアドバイザ

ーにつきましては、産業労働部で行っておりま

す県内サービス産業のDX推進について、事業を
進めるうえでの技術的な助言や、事業者が抱え

る課題の解決ノウハウなどの共有といったとこ

ろを担っていただくことになるということでご

ざいます。

また、メタバース活用のアドバイザーにつき

ましては、最近話題となっております仮想空間

でコミュニケーションがとれるメタバースとい

う技術につきまして、行政の中でどのように活

用していけるのか、アイデア出しや技術的な助

言などをいただきながら、ほかにも様々な民間

メタバースサービスがございますので、そうい

ったところの情報提供を担っていただければと

いうふうに思っております。

【大倉委員】 サービス産業へのDX導入の技術
的な支援と、メタバースに関しては行政の中で

活用するイメージと捉えたんですけれども、DX
導入をサービス産業に特化してというのは、サ

ービス産業でDXが進んでいないと、そういった
背景があるんでしょうか。

【井手デジタル戦略課長】今回、サービス産業

に着目をしたということでございます。県内産

業の中でもサービス産業が非常にシェアといい

ますか、割合が高いところもありまして、中小

企業や観光産業といったところのDXを進める
という意味合いで、そこに着目をして産業労働

部で活用を考えられたというふうに伺っており

ます。

【大倉委員】 DXって、なかなか進んでいない
現状があると思うんですよ、全国的にも、そし

て県内でも。どの程度進んでいるか、そのあた

りは把握されていますか。
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【井手デジタル戦略課長】 DXの進み具合とい
うところにつきましては、比較が難しいところ

があろうかと思います。国でまとめられるデジ

タル田園都市国家総合戦略を見ましても、やは

りデジタル人材は都市部、大都市圏に集中する

とか、地方へのデジタル人材の還流を目指すと

いったところもございますので、やはり地方部、

もちろん本県も含めまして、そういったところ

ではなかなか進んでいない現状がどうしてもあ

るものかというふうに思っております。

【三上企画部政策監】先ほどのサービス産業の

DXについて、産業労働部の経営支援課で、今、
事業を持っているところでございますが、サー

ビス産業は労働集約的でございまして、コロナ

の対応でかなりの人を切ったところが多うござ

います。他方、その人が戻ってきているかとい

うと、戻ってきていないと。こういうサービス

産業の人不足を直ちに解消する必要があると。

これは産業労働部だけで対処するものではあ

りませんで、まさにホテル、観光業を持ってい

る部、それから我々企画部としても、全庁を挙

げてサービス産業を支援しているところでござ

います。

【大倉委員】 DXは、デジタル化と一緒にしが
ちなんですけど、デジタル化とは違ってDXとい
うのは、いわゆるソフトのデジタル化されたも

のをビジネスの分野でしっかりと企業間競争に

つなげていったりとか、生産性を上げていく部

分で非常にこれから求められているものだと思

うんです。ですから、そこはぜひ、県としても

力強く進めていただきたいと思います。

DXレポートというものを経済産業省が2回
にわたってまとめています。それによると、

2025年の壁というものがあって、2025年までに
DXがしっかりと推進できない場合は、全国で

12兆円の経済損失とも言われているんです。こ
れが2025年までにうまくいった場合は、2030
年には、今度は130兆円のGDPの押し上げにな
るというふうに期待されているわけです。です

から、非常にこれは大切なものですので、ぜひ

推進員の方々、コーディネーターの方々ととも

に力強く前に進めていってもらいたいと思って

おります。

そもそも県は、情報戦略アドバイザーという

民間の方を令和2年から登用されていたと思い
ます。その方とともにデジタル分野をサポート

していく、支援していくというようなイメージ

でよろしいんでしょうか。

【井手デジタル戦略課長】 令和2年度から情報
戦略アドバイザーを、デジタル戦略課で雇用し

ています。情報戦略アドバイザーにつきまして

は、庁内や市町における施策のデジタル化に向

けた助言、職員の人材育成など、組織全体とし

てのデジタル化推進を行っているところでござ

います。

他方、今回のデジタルコーディネーターにつ

きましては、個別分野における専門性の高い具

体的な内容につきまして、よりビジネスの現場

に近い副業・兼業人材でありますデジタルコー

ディネーターに担っていただきたいと考えてお

ります。

いずれにしても連携すべき部分はあろうかと

思いますので、必要な連携はしっかり取りなが

ら進めていきたいと思っております。

【大倉委員】 よろしくお願いします。

じゃあ、ちょっと質問を変えます。先ほど、

庭委員からも質問があったんですが、未来大

国に関してです。

総合計画というものが、そもそも長崎県には

ございます。5年間のものがこれまで3回にわた
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ってあると思うんです。今回がその3回目。も
ともと中村知事の時代につくられたもので、残

りがあと2年となっている中で、未来大国とい
う新しい10年後のビジョンができます。
何かちょっとこう、わかりにくいという先ほ

どの 庭委員の指摘もあったとおり、私もそう

思っていまして、ビジョン倒れにならないのか

なと、そこをちょっと危惧しているんです。何

かシンプルに、県民にもっとわかりやすくとい

うことは考えていないんでしょうか。

【内田政策企画課長】お尋ねの件ですが、まず

総合計画は、県政の指針や基本的な考え方を示

すものでございまして、いわば総合行政である

県の全分野を概ね網羅的に所管をしています。

そのうえで、産業や環境であるとか、各分野の

計画、事業立案の基本となる計画でございまし

て、総合計画に関しましては、今後も策定のう

え、推進をしていくと考えています。

一方、今回つくろうと思っていますビジョン

は、計画という位置づけではなくて、先に概ね

10年後のありたい姿と、その実現に向けた政策
の大きな方向性をお示しして、様々な立場の皆

さん方がいらっしゃると思うんですが、その皆

さん方が思いを一つにして有機的に連携してい

く、そのための旗印にしてはどうかと思ってい

ます。

特徴的なことで申し上げますと、このビジョ

ンは、総合計画のような県政全般ということで

はなくて、例えば子どもや交流等のより重点的

に注力していきたい分野に、いわば特化してい

きたいというふうに考えています。

もう一つ特徴的なことで申し上げますと、変

化が激しい現状、状況等を踏まえて、より部局

横断的な取組、それから様々な関係者との連携

の強化、ここが総合計画とは違って、そこに重

点的に力を入れて存在感を示す長崎県をつくっ

ていきたいと思っています。

一方、ビジョン実現に必要な施策は当然出て

きますので、そのうち短期的な施策については

総合計画の一部見直しにも反映をしていくとい

うことで作業をしていきたいというふうに考え

ております。

【大倉委員】総合計画は全体像で、今回の未来

大国は、より重点的に注力したい分野というこ

とですね。何となくわかりましたが。

未来大国を取り巻く5つ、子ども大国とか交
流大国であるとかあるんですが、未来大国があ

って、さらに5つのものも全部「大国」なんで
すね。大国、大国だらけで、逆に未来大国がか

すんじゃうんじゃないかなと、そういう気持ち

もするんです。印象で言うと、とっ散らかると

いうかですね。そのあたりのネーミングはどう

なんでしょうか。

【内田政策企画課長】もとの未来大国につけて

いる大国というのは、県民の皆様方が誇りを持

てるようなもの、場所というようなイメージで

使っていました。

一方、子どもや交流等につけている大国は、

その上で優れていると、長崎県がリードしてい

るというような意味で使うことを考えておりま

した。

ただ、委員からもありましたけれども、実は

5月17日の有識者の懇話会の中でも、ちょっと
わかりにくいんじゃないかと、大国の中に大国

があるのは、かえって誤解を生むんじゃないか

というようなご意見もいただきましたので、例

えば副題をつけるとか、交流や子どもの大国を

別の言葉に置き換えるとか、そのあたりはわか

りやすく工夫する必要があるのではなかろうか

というふうに考えております。
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【大倉委員】ビジョンを持つのは非常にすばら

しいことだと思っております。だけど、県民の

皆さんにわかりやすく伝えるためには、キャッ

チコピーにはインパクトも大事ですけど、わか

りやすさとかイメージがわきやすいものが求め

られると思いますので、この5つの部分の「大
国」を小国にするのはちょっとあれなので、大

国を外すとか、提案として私から言わせてくだ

さい。

懇話会の話が出ましたけど、先月、私もそれ

を傍聴させてもらったんですが、委員の方々か

ら非常に多角的な、専門的なご意見がありまし

た。非常に、何というか多種多様な部分で論じ

ていらっしゃったので、その中身を県民の方に

も知ってほしいと私は思いました。例えば匿名

でもいいので、ホームページ等々に掲載とか、

そのあたりの予定はないんでしょうか。

【内田政策企画課長】実は、総務部が所管して

います「長崎県の審議会」というページがあり

まして、そこには本県が持っている審議会がず

らっと並んで、その中の一つとして本懇話会の

名簿や資料、議事録なども公表はされています。

ちょっと多岐にわたるものですから、ご指摘の

点を踏まえて、例えば企画部に別途、ホームペ

ージで掲載公表できないか、検討していきたい

と考えております。

【大倉委員】 残り1回、8月に懇話会がござい
ますので、ぜひ検討をよろしくお願いいたしま

す。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【山村委員】同じく新しい長崎県づくりのビジ

ョンについてお願いしたいと思います。

すごくいいことだと思っていますし、総合計

画も時点、時点で見直さなきゃいけないだろう

ということはよくわかります。ただ、総合計画

を立てた時点から、かなり社会情勢は変わって

きています。ウクライナの情勢でエネルギーが

高騰したりとか、地球温暖化で気候変動が激し

くなったりだとか、あとは少子化とか人材不足

というのは日々日々表面化してきている中で、

やはり策定に当たっては様々な指針とか、そう

いうところも取り込んでいっていただきたいと

思っています。

6月16日には骨太の方針が公表されて、ちょ
っと面白いなと思って見ていたのが、6月6日に
は水素基本戦略というのも国から出されていま

す。そういった形で、将来像を全体的に見回し

た中で、いろんな指針とかが出ているので、そ

ういったものをぜひ。もういろいろ審議をされ

ていると思うんですけれども、今からでも少し

見ながら取り組んでいただけないかなと思いま

して、質問させていただきます。

【内田政策企画課長】ご指摘ありましたように、

世界の動きとか、国がどういう方針を打ち出し

ているかもしっかり見極める必要があろうかと

思っています。

特に、今ご発言がありました水素についても、

将来的な脱炭素化等を考えた時には、水素エネ

ルギーに限らず洋上風力などクリーンエネルギ

ーの活用は重要な観点であろうかと思います。

５つの重点分野の中では、イノベーションの

中にその要素が入ってくるんじゃなかろうかと

考えられますので、今後のありたい姿の具体的

な検討に際しましては、ご提案の内容を踏まえ

て議論していきたいと考えております。

【山村委員】私も若い世代と話をしますと、地

球環境の問題って、中高生とか大学生とか、我々

の世代よりもすごく真剣に考えているところが

あって、クリーンエネルギーだとか、再生エネ

ルギーだとか、水素だとか、環境にやさしい事
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業がどう取り組まれていくんだと聞かれますの

で、そういったところでですね。

特に水素なんて、今からの分野になってきま

すので、それを県全体として取り組もうという

姿勢があれば、企業であったりとか、学長であ

ったりとか、フィールドで使いたい人たちが集

まってくると思うので、県としてしっかり発信

するのはすごく大事かなと思っています。明る

い未来と言われていますけど、わくわくするよ

うな社会づくりに貢献する未来大国を作り上げ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【小林委員】今、議論が続いております新しい

長崎県づくりのビジョンでありますが、ずっと

聞いておりまして、正直に言って非常にわかり

にくいし、何をやろうとしているかについては

全くもって理解ができにくいというのが率直な

意見です。

なぜならば、今、我々は長崎県議会議員とし

て、県民の皆様方の代表的な立場で県政を一緒

に進めているところでございます。県民の皆様

方の税金が、いかに正しく効果的に長崎県全体

の発展に貢献しているかと、これを二元代表制

という形の中できちんと、我々は我々なりの見

識をもって、それなりに勉強もしながら、県民

の期待に応えていかなければいけない、こうい

う役割を担っていると思うんです。

そういう視点の中で、我々の意識の中で、ま

ず基本的には総合計画、長崎県をどうするかと、

長崎県がどうあらなければならないかというよ

うなことについて、それぞれ理事者の皆さん方

が、相当長い時間をかけてやっていただき、こ

れからの5年後、5年後と、要するに10年間、ス
パンを5年、5年に区切りながら県政の推進、県

民の皆さん方の期待に応えると、そういう視点

で一生懸命やっているわけです。

私も県議会議員になって、総合計画のすばら

しさというか、それぞれの部局で各部ごとに、

何をいつまでにどれだけのことをしなければい

けないということを、ただ口だけではなくして、

きちんと数値目標を出しているんです。数値を

達成しなければならない、この5年間でと。
しかも3年ぐらいになりますと、今やってい

る総合計画はどこまでできているかと、きちん

とチェックをするわけです。そして、できたも

の、できなかったものという中で評価が分かれ

てくるところです。

だから、この総合計画のやり方は、理事者側

にとっては非常に厳しいなと、本当にこれは大

変だと。この厳しい環境、しかも誰も予測しな

かった新型コロナウイルス感染症というものが

出てきた中でも、やっぱり目標を達成しようと

思って必死で頑張っている。

長崎県全体がどうあるべきかということにつ

いては、まず第一に、動かしがたい総合計画が

きちんとある。これを我々は旗印に、目標にし

ながら、いろいろと県政を進めているところで

すよね。

その数値目標が達成できなかった時に、なぜ

数値目標が達成できなかったのか、このやり方

に何か無理があったのか、もっといろいろな角

度から考えてやらなくちゃいかんかったのかと

か、できなかったことについては総合的に見直

しをやりながら、これは継続すべきか、継続す

べきではないかとか、あるいは世の中が変わっ

て、この設定はなかなか難しいのではないかと

か、いろんなことをそこで議論して、長崎県を

前に進めるということをやっているわけです。

では、ちょっとお尋ねするけれども、今回の
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ビジョンは、数値目標があるんですか。どんな

事業をやるか、まだ決まっていないし。数値目

標というのは、つくってビジョンを語ればいい

というような曖昧なものではなくして、ビジョ

ンをつくって長崎県がどれだけ進捗するかと、

前に進むかということでないといかんわけだろ

う。

総合計画と今回のビジョンの違いの基本的な

ことは何ですか。

【内田政策企画課長】お尋ねは、ビジョンにお

いて数値目標、いわゆるKPIを掲げるのかとい
うことかと思います。

ビジョンにおいては、ありたい姿をいわば言

葉でお示しをするというようなことを考えてお

りますので、ビジョンそのものに数値目標を掲

げることは現時点では考えておりません。

ただ、そのうち必要な施策、短期的なもので

あれば今の総合計画、それから中期的なもので

あれば次の総合計画の中に盛り込むことを考え

ておりますので、その中ではKPIを設定して、
その進捗管理をやっていくことになろうかと考

えております。

【小林委員】ビジョンは数値目標はないと、結

局ただ語るだけでいいのかと、ただ夢を語れば

いいのかと。それが実現して、そのビジョンを

もとに長崎県がよくなっていくことが狙いだろ

うと思うんです。そうすると、そのビジョンに

ついて誰が責任を持つのかというところもきち

んとしておかなければ。片や総合計画は、それ

だけの数値目標をきちんと出しなさいと、こう

することによって長崎県が前に進んでいくんだ

と。

今回のビジョンは、要するにビジョンを語る

と、語ればよかというだけのことで、そこをで

きたか、できないかについては、全くもって誰

も責任をとらないということになるのではない

かと思うんだよ。

私は今、ちょっと考えておったんだけれども、

総合計画は、これからの長崎県をどうするかと、

どうやってこれから前に進めていくかという計

画。もう一つは、ビジョンをつくる前に、大石

知事が県民の皆様方に示したマニフェスト、こ

れが一体どこまでできているのかどうかと、こ

ういうような検証も全くできていない感じがす

る。このマニフェストが、まさに大石知事の基

本的な県政に対する考え方、これをひとつきち

んと検証して、ここのところで一体何が問題だ

ったのかとか、何ができないのかとか、こうい

うところをきちんとやらないと、それを積み残

して前に進むのはいかがなものかと。

これについてはどう考えますか。

【坂口委員長】 暫時休憩いたします。

― 午後 ２時２０分 休憩 ―

― 午後 ２時２１分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【早稲田企画部長】県の総合計画、それからこ

のビジョン、マニフェストのお尋ねですけれど

も、マニフェストに掲げられた項目の中で、行

政としてどのような施策で推進していくかとい

うことについては適宜、県側としても把握する

ような形で整理を行っていくところであります。

総合計画というものが、県政全般網羅的に現

在あるわけですけれども、これが令和7年度ま
での対応となっております。その先の部分がま

だ見えていませんので、ビジョンという今後重

点的に取り組む5分野について案ということで
お示しをして、そこから、ありたい姿というこ

とで県の施策としてどのように今後進めていく

かというのを、10年後からバックキャスト的に
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導くような形で施策を置いていこうと考えてお

ります。

その中で、委員ご指摘のマニフェストに掲げ

る施策と、このビジョン、それから総合計画の

一部見直しの反映というものについても適宜、

対応をどのようにするかということについては

検討を行ってまいりたいと考えております。

【小林委員】このマニフェストは、やっぱり大

事にしなければいかんと思うんですよ。ここの

ところをないがしろしにして県政を進めるとい

うわけにいかんでしょう。私は残念ながら大石

さんの応援をしなかったけど、そこを抜きにし

て、県民の皆さん方に約束して、500票差とい
えども当選されたわけだから、ここの県民の期

待にきちんと応えて、結果を一つひとつ出して

いかなければいかんと。

今回の高校生の医療費の支援についても、こ

のマニフェストを忠実にやりたいと、やり方が

ちょっと賛成できないところもあったけれども、

マニフェストを一つの県政を推進する軸に置い

てやっておられるわけよ。

これが今、大体どこまでいっているのかとい

うことが、企画部の審議の中において出てこな

いといけないわけよ。こういうことをきちんと

チェックし、今回の新しいビジョンが必要かど

うかと、きちんと前の川を渡ってやっていくの

が我々の姿勢でなければいかんじゃないかと。

これを、頭ごなしに上からおりてきた爆弾みた

いな受けとめ方の中で、あなたがうろたえよっ

てどうするのか。

こういうところについてはきちんとマニフェ

ストを、総合計画が一つあって、これは数値目

標をもってきちんとやっている。今回、大石知

事がマニフェストを持ってこられた、出された

と。これをやっぱり行政の面と、行政以外で何

があるとか、このマニフェストで。きちんとそ

ういうところについては、マニフェストの何が

できて、何ができないのかということは、企画

の方でちゃんと把握をしているんじゃないのか。

こういうところについて一体どうなのかという

ことをきちんと明らかにしないと、大石知事は

誰から推されて県知事になられて、県のリーダ

ーになって、トップになった。そのマニフェス

トと県の行政と、どういう形できちんと推進さ

れたのかと、こういうところはちゃんとマニフ

ェストの位置づけをもっと昇格させて、できる

もの、できないものを明らかにしながら、でき

るものについては全力を挙げてやるとか、こん

なようなところをもって次の行動に移りたいと。

私は、この新しいビジョンについて、一から

百まで全部反対ということじゃないんだよ。ま

だその前にやることがあるんじゃないかと、こ

ういうことを言っているわけよ。

じゃあ、一つ尋ねるけれども、今回のビジョ

ンについては、全く予算は要らないのか。事業

もやらないのか。ただビジョンを語ればいいと

いうだけで終わるのか。10年先を見通せる人は
今、誰がおるのか。この3年間の新型コロナウ
イルス感染症、誰が予測できたのか。こんな時

代なんだぞ、今は。

10年間のビジョンをと言う前に、やるべきこ
とがあるだろうと。総合計画はきちんとやって

いるから、大石知事のマニフェストは、どこま

でできて、どこまでができないとか、今はどこ

まで進捗しているとか、マニフェストの検証を

やらせてくれよ。そうせんと、県民の皆さん方

に申し訳ないのではないのか、県政のあるべき

姿ではないんじゃないのか、どうですか。

【早稲田企画部長】この新しい長崎県づくりの

ビジョンに関して、委員ご指摘のように、総合
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計画で掲げる施策で短期的に令和7年度までに
取り組むもの、このビジョンの中で中・長期的

な施策、それから短期的に取り組むものについ

ては総合計画の一部見直しと、整合を図りなが

ら対応してまいりたいと考えております。

マニフェストについても企画部の方で適宜、

把握できるものについて関係部局、それから市

町、マニフェストの中で短期、中期、長期取り

組むものについてはこの新しいビジョン、総合

計画の今後の一部見直し、それから次回の総合

計画、そういったものに反映させてまいりたい

と考えております。

【小林委員】何度も言うようで恐縮だけれども、

マニフェストの位置づけをもっと明確にしても

らいたい。やっぱり企画でやらなくちゃだめだ、

この部で。この3年間にきちんと出してもらわ
ないといかん、あなた方のこの審議の時に。そ

ういうところの総合的な判断をしながら。

そして、知事が今、長崎県政が何か先細りし

ているかのようなと、この「先細り」という言

葉を使っている。トップリーダーとして、自分

の県政を先細りなんて、こう表現をすること、

それが正直な言葉なのか、それとも時代認識が

違うのかと、この辺の取り方は様々であろうけ

れども、自分は県政の責任者でありながら、あ

たかも責任者が先細りなんて自分のことを首を

絞めて、リーダーとして果たして何をやってい

るのかと言われても仕方がないくらいの表現を

使うことも実はわからんわけだけれども、先細

りというのは一体何なのか。

【内田政策企画課長】一つは、人口減少等が相

まって、明るい未来が見通せないという意味で

使っております。

【小林委員】そういうこと。それはあなたが使

っているのか、知事が使っているのか。あなた

は知事から聞いたのか。

【内田政策企画課長】三役等とも議論を重ねる

中で、そういう言葉を使っています。

【小林委員】今回のビジョンについては、大体

どのくらいの事業をやって、どれぐらいの予算

が必要になってくるのか。当然事業をやらなく

ちゃいかんわけだろう。ビジョンで語っておけ

ばいいというような、そんな生易しいものでは

ないと思っているんだ。

そのためには、事業の内容とともに、幾らぐ

らいの予算が必要になってくるかと、こういう

ところについては、しっかり事前に我々の前で

明らかにしてもらいたいと思っている。これか

ら回を重ね、議論を重ねることによって、この

内容ももっと明らかになってくるだろうと期待

をしているけれども、本当に今やるべきか、や

らざるべきかというようなところで。

次に企画部長、マニフェストの進捗状況を、

この新しい長崎県づくりのビジョンという中に

組み入れて、今の状況を説明していただくとい

うようなことはやってもらったがいいと思いま

すが、やってくれますか。

【山下政策調整課長】ただいま委員からご指摘

がございましたマニフェストでございますが、

適切に進捗状況を把握いたしまして、ご報告を

させていただきたいというふうに考えておりま

す。

【小林委員】ありがとう。そういうことはぜひ

やってもらって、我々県政に携わる者として、

県知事の姿勢もね。マニフェストとして県民の

前で明らかにされた、それをもって当選された。

その内容をもって我々が今、県政推進を考えて

いると、こういうようなことは、まさに県民の

皆さん方の期待に応えることだから、できるこ

と、できないことがあるだろうけれども、しっ
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かりやっていかなくちゃいかんということを言

っているわけよ。まず、前の川をきちっと渡っ

てから、そういう話を進めていったらどうかと

いうところなんだけれども、ここら辺のところ

がいまいち、ちょっとかみ合わないところです

よ。

大体、この発想は誰が持ってきたのか。大石

知事が、自分から提案された内容なのか、それ

とも違うのか、そこはどうですか。

【内田政策企画課長】新型コロナウイルス感染

症の影響等を踏まえて、総合計画の一部見直し

を進めていく中で、ビジョンの話が出てきたと

いうふうに承知をしております。

【小林委員】そんな簡単なものではなかろうと

思うんだよ。これだけの、10年後どういうふう
にやっていくかと、いろんなことをやるのに、

どんな議論の中でこうなってきたのかというこ

とだ。

大石知事の提案なら提案でいいんですよ。誰

が提案しようとも、それはいいわけよ。ただ、

これが今の状況の中であたふたとやるようなも

のであるかどうかと。先ほども言ったように、

10年後の先の見通しがわかる人がいますかと。
新型コロナウイルス感染症は誰も想像できなか

った、全く想定ができなかった、今の自然災害

だって。どんな災害が起こるやもしれんという

ような状況の中で、誰も見通しが立たないと。

前提が崩れた中において、10年後はこれをやろ
うなんて、いろいろとビジョンを語ることはよ

ろしいけれども、前提はなかなかつけくにいと

ころで、先行き不透明な時代とか、先行き不確

定な時代だと自らもおっしゃっておって、この

時だけは先が見えるのかどうか、なかなかわか

らないところであります。

そういう点からしてみて、これは当然予算が

要ることなんでしょう。今、幾らと言うことが

できるかどうか知らんけれども、予算が伴い、

事業が伴ってくるんでしょう、どうですか。

【内田政策企画課長】ビジョンの実現に向けて

は、総合計画ももちろんですけれども、それに

紐づく事業として、毎年度の予算編成を通じて

事業化が必要になってきます。

【小林委員】私は、ここのところが一番大事だ

と思っているんだけど、事業が当然出てくると、

事業をやるための予算の確保をしなきゃいかん。

今、総合計画で、予算の確保をしながら、そ

の予算を使いながら事業の進捗を図り、数値目

標を達成しようとやっているわけでしょう。

実際、10年後のビジョンというのがどういう
内容になるかわからんから、今こんなことを言

えるか言えないかわからんけれども、一般的に

言わせてもらうと、10年後のビジョンについて
も、それなりの予算を確保しないといかんと思

うんです。どこからそのお金を持ってくるんで

すかと、税金を上げるわけにはいかないだろう。

今回の高校生の医療費を助成する、そういう

マニフェストの実現のために実際的に2～3億
円の金がかかりよるわけだ。どうやってつくっ

たかというと、結局は、その予算がないものだ

から、シーリングを40％やったわけだよ。シー
リングを40％やったところでどういう結果が
出たかというと、本来やらなければならんこと

ができていないと、そういうような形にならざ

るを得なかった。非常に現場は苦労されたと思

うんです。

これからシーリングみたいなことをやりなが

ら、このビジョンの予算を確保していく。別の

ところの本来やるべきことを吹っ飛ばして、新

しいものに予算を変えていく。こんなようなこ

とが、今回みたいなやり方がまかり通るという
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ことで果たしていいのかどうかと、ここはやっ

ぱり考えんばいかんことじゃないのかと。

私は、今回のこのビジョンの提案については

それなりに前向きに検討するけれども、先ほど

から言っているように、やっぱり前の川をきち

んと渡り終える。総合計画の一部見直しという

一部見直しとは何かと、何をどう変えようとす

るのかと。このビジョンは、総合計画の一部を

見直しながら一緒にやっていくと。そんなよう

なことができるのかどうか、予算の確保はどこ

からどうやるのか、何をやるのかというような

ところについてもきちんとした方針が決まって

いないと。

だからこれからは、今日は一応こういうよう

な考え方の中で、これからやっていきたいとい

うところで、第1回目はそういうことでしょう
から、まずは叩いて叩きまくって、こういう事

業が本当に必要かどうかということに対して、

もう少し広く我々の意見をきちんと固めてやっ

ていかなければいかんじゃないかと思っている

んです。

出生率。大石知事の最大の目玉は、出生率を

2に上げるということ、これが大石知事の最高
の願いだと思うんです。

内田課長、今、出生率は幾らか知っているか。

【内田政策企画課長】令和3年度で1.6と承知し
ています。

【小林委員】 当たらずとも遠からずだけど、

1.57だよな。ここがピタッと当たったらすごい
ものだったけれども、今、1.57なんだ。1.57の
状況の中で、ここをまず達成せんといかんよ。

人口減少の中で、少子化対策は今、国はこうや

っている。この辺に一番の力を入れて、まずこ

こから先にやっていくというようなことが、私

がマニフェストを大事にせんといかんと言って

いるゆえんなんです。

そういう意味で、これからはぼちぼち歩いて、

いろいろと意見交換をしながらやっていく、そ

ういうようなことでひとつやってもらいたい。

絶対に出生率を2に確実に上げてもらうことを
心から願っております。時間がないから、以上。

【坂口委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【田中委員】 何しろいま一度、IRについて、
ちょっとお願いをしておかなきゃいかん。（発

言する者あり）次の議会は9月定例会ね、9月定
例会には認定の報告ができれば、本当にありが

たいんだけれども。

本当にIRは、長崎県にとっても救世主だし、
特に県北・佐世保にとっては、IRがなくなると
夢も希望もないという感じなのよ。ここ15年ぐ
らいはずっとIRにかけていたんです。我々は10
年ぐらい、4年ぐらい朝長市政が先行していた。
だから、どうやったら。最後の頑張りをして

ほしい。県は最近、努力します、努力しますと

言うから、努力してほしい、最後の努力をね。

後悔しないように。

それで一つ、再認識というか、お互いの認識

を新たにしておきたいと思うんだけど、最初の

ころは地方創生という言葉が出てきていたんだ。

IRに地方創生という言葉がね。これはやっぱり
もう一回、長崎県案としても押しだろうと思う。

それから、九州・長崎IRと、九州をつけた、
つけたとずっとやってきたんだ。もちろんIRの
中にも、ハウステンボスにお客を呼んで、九州

内の観光の中心になるような企画があるわけだ

から。観光の企画も、あそこに来て、あそこか

ら発信するような企画もあるわけだ。だから九

州・長崎IR、これを何しろ売りに、もう一回、
九州の代表という売りをやっぱり考えてほしい

と思う。
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それから、オープンの時期が、大阪より2年
早いということで、我々も何しろ早い方がいい、

早い方がいいという形でお願いをしてきたんだ。

大阪よりオープンが早かった、計画によって2
年間はね。だから、そこら辺を頭に入れながら、

何しろ最後のひと踏ん張りを長崎県もやって、

絶対にIRを勝ち取ると。
もう一つ私がお願いしたいのは、九州内の国

会議員がおられる。九州の雰囲気をつくるため

には、やっぱり国会議員の協力も必要だと思う

よ。それは知事、議長会だけじゃなくて、国会

議員さんが各々、雰囲気をつくってくれる。九

州の代表として、九州・長崎IRをぜひというよ
うな雰囲気をつくってもらうような機運の醸成

を、ぜひお願いしたいなと。

多分、9月定例会ぐらいに、ある程度決着が
つくような気がする、12月とか来年の3月まで
いかなくてね。だから、本当にもう最後の最後

の最後の努力をね。

努力していると、それは認めるけれども、形

になってあらわれてこないから、ぜひこれはお

願いをしておきたいと思います。終わります。

【小宮IR推進課長】 非常に力強いご支援をい

ただき、ありがとうございます。

地方創生につきましては、九州・長崎IRとし
て、観光先進国や地方創生というビジョンは継

続して掲げておりますので、委員ご指摘のとお

りでございます。

また、九州一丸となった取組につきましても、

先ほどご答弁しましたとおり、知事会、戦略会

議、議長会等オール九州での取組、特に福岡経

済界が中心となりました九州IR推進協議会で
の様々なワーキンググループの活動等もござい

ますので、九州一体となった推進ということも

継続をいたしております。

また、開業時期の問題もご質問がございまし

た。当初は、令和4年秋に区域認定をいただき、
令和9年の秋には開業するという計画でござい
ました。

現実としまして認定をいただけていない状況

を踏まえますと、令和9年の開業の時期につい
ては必然的に見直しをせざるを得ない状況かと

も思いますけれども、大阪が2030年を予定して
いることもありますので、区域認定をいただい

た後にIR事業者、また経済界の皆様とも協議を
しながら、実際に建設期間がどの程度要するの

か、そういった状況も踏まえて改めて検討をし

てまいりたいと考えております。

また最後に、九州選出の国会議員の皆様との

情報共有や機運の盛り上げのご指摘もございま

した。区域認定をいただいた際には、田中委員

ご指摘のような取組も積極的に進めながら、オ

ール九州での機運醸成についても努めてまいり

たいと考えております。

【坂口委員長】 ほかにございませんか。

【外間委員】 新しい長崎県づくりのビジョン、

1ページから7ページまでのビジョンの内容に
ついて、質問ではないんですけれども、意見を

述べさせていただきます。

20年前に初当選いたしました私は佐世保市
出身であり、その頃の長崎県の人口は152万人
でありました。恐らく先輩方、小林委員が初当

選された頃は160万人から170万人の間ぐらい
にあったと思いますが、毎年1万人ずつ減少し
て、今130万人を切り、人口減少に歯止めがか
からない状態がずっと続いていると。

そういった時に、このビジョンをもって、こ

れからの新しい長崎づくりにどう取り組んでい

くかというところに議員も関心があってですね。

そのビジョンどおりに実践をしていけば、必ず
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人口が増えてくる、あるいは経済が潤ってくる。

たとえコロナがあっても、普遍的なものを準備

してさえおけば一定、非常時があっても難局を

乗り越えることができる、そのようなビジョン

であればいいなと思いながら、このビジョンの

内容を見ておりました。

そんな時に、実はある方のお話を聞いてびっ

くりしたんですけれども、大都会の41市町があ
る地域で、10年間人口が増え続けているところ
が実際あるわけです。多分に漏れず全てのまち

が人口減少、しかし、そのまちだけが人口が増

え続けていっている、そんなまちが実際にある

わけです。そのまちのビジョン、コンセプト、

理念、方針、こういうものを見ますと、やっぱ

りわかりやすいものを持っておられるんです。

小林委員がおっしゃったように、「大国」と

いう言葉も使うことによって、わかりにくいよ

と。

そこのまちは、そのまちの誇りを持ったりし

ているんですけど、結局、理念、方針について

は、「子どもにやさしいまち」だったんです。

子どもにやさしいまちと、子どもに全精力を傾

けて、全国から人が集まってくるようなまちに

なっていると考えていった時に、私は、大石知

事が打ち出した「選ばれる長崎県」というのは、

彼の言っているこれからのキーワードとして、

新しい長崎に必要な言葉としては期待をしてい

るわけですが、残念ながら、そういうビジョン

が、知事の思いというものはこういったところ

に載っていないので、もしかしたら皆様方は、

こういったことを学術を集めて操り的につくっ

ておられるのではないかというふうな懸念があ

るわけであります。

県民所得向上対策とか、今まで打ち出してき

た旧知事の思いも含めながら総合計画が続いて

いるわけでありますから、いいものはしっかり

とこの中に落とし込んでいきながら、ビジョン

の中に何かそういうものをしっかりと取り入れ

ていくならば、ごくシンプルで、主役は子ども

で、そしてこの「大国」という言葉が、むしろ

長崎とか、この普遍のまちは21市町にも共通す
る長崎県の長崎ということであります。それと

県のスタンスというものが少し。

私がなんで冒頭に佐世保市と言ったかという

と、私にとって主役は佐世保地域であります。

私は、その地域発展のために、このまちの応援

団として、県議会議員として県や国とパイプを

つないで、豊かなまちづくりに貢献をしていき

たいということで20年近く関わってきている
んです。

長崎県のスタンスというのは、長崎県が主役

ではないと私は思うんです。21市町の応援団に
なるようなスタンス、そういうのがどうも見え

ない時がある。県と市が対向してしまったり、

同じ計画が2つあったり、競争し合わなくてい
いようなところで余計な施設を2つ造ったりと。
本来の県の役割は、こういうビジョンの時に

こそ、各地域の応援団のようなところをもって、

市町と連携してそのまちのために尽くすという

ような、未来大国の実現に向けての長崎づくり

というふうなものをビジョン化していただけれ

ばいいのではないかなと思っております。

10年間人口が増え続けているまちは、子ども
にやさしい。子どもが主役で、そこに住んでい

る全ての人たちも、子どもにやさしい市民にな

っていっていると。これは10年間ででき上がっ
ていることなので、単に無料化だけの政策では

なくて。

総務委員会でもずっとやってまいりましたと

おり、警察の担当である安心・安全なまちとい
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うのが絶対保障なんです。空き巣が入らないと。

まちがきれいで、すきがないまちだから、空き

巣、泥棒がない、火災もあまり起こらない。そ

の地域の安心・安全も必ずセットになっている

と。

ビジョンづくりに真剣に関わっていった時に、

いつもいつも思うんですけれども、そういった

ことが少し足らずに、結局10年後に振り返って
見た時に、また失敗したなと思うんです。今回

も、この調子でいったら、10年後に今を振り返
って、また失敗したなというふうになるのでは

ないかと。そういう先輩方の心配も含めて、私

は、そういったビジョンについてはもっとシン

プルで、スタンスも主役をどこに置くかという

こと、5つの大国も大変結構でございますが、
そこのところにもう少しわかりやすく、もう少

しやさしいキーワードをしっかり入れながら、

総合計画、あるいは事業、予算を立てる際に、

もっと組みやすく結果が出るような、そういう

ビジョンであってほしいとお伝えをしておきた

いと思います。回答は結構です。よろしくお願

いいたします。

【早稲田企画部長】このビジョンの策定におい

ては、県民の皆様が誇りを持って、国内のみな

らず世界に存在感を示す長崎県をつくっていき

たいという思いを持ちまして、皆様と一緒に一

つにして取組を進める旗印として「未来大国」

というものをコンセプトに掲げたうえで、子ど

もや交流など5つを柱に立てて、ありたい姿を
作成してはどうかと考えております。

重点分野ということで今、5つお示しをして
おりますけれども、このありたい姿というもの

について具体的に、ビジョンの構成として、項

目として掲げることになりますので、そこには

わかりやすさや、今後の発展どうあるべきかと

いった要素を盛り込みながら、重点分野ごとに

どのような施策を盛り込んでいくのか、施策の

方向性をどのようにするのかということを考え

ていきたいと思います。

また、その施策の推進に当たりましては、県

内の21の市町ともしっかりと情報共有を図り
ながら、思いを一つにできるような形で施策の

方向性、調整を進めていきたいと思います。

この新しいビジョンについては、現在はコン

セプトまでですけれども、スローガンやキーワ

ード、それから重点分野におけるありたい姿の

具体例や施策の方向性、そういったものをお示

しすることになりますので、引き続き、委員ご

指摘の点も十分に踏まえながら、しっかりと対

応してまいりたいと考えております。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

【小林委員】 IRを最後にきちんと押さえてお
きたいと思います。

今日の議論で一番大事なことは、コミットメ

ントレターは本当にいつまで有効なのかと、こ

れはいつまで使い物になるのかというような質

疑をいたしました。銀行等の一般論として、3
か月ないし6か月ぐらいではないかと。有効期
限、賞味期限が3か月、6か月ぐらいしかないと
いうことになると、現在国に出している、約

5,000億円を超えていると言っているコミット
メントレターは、生きているのか、死んでいる

のか、どうなっているのか、この辺のところは

やっぱりとても大事な話ではなかったかと思い

ますので、ここの点はもう一度はっきり、確認

の意味もこめて、これは一つ大きな大事な問題

ですということを明らかにしておきたいと思い

ます。

それから2つ目は、県としては、長崎IRの開
業を2027年という形で当初考えておられたと
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思います。今の状況になってこうして遅れたら、

2027年というのは大変無理な話になってくる
のではないかと思います。

そうすると、大阪は、現時点で区域認定をい

ただきながら、開業を2030年にやろうと。そう
いう状況であるならば、2027年と言っておった
長崎県、大阪の2030年の間の2029年ぐらいまで
には、ぜひとも開業できるような形で区域認定

をいただければ大変ありがたいと、こういうこ

とです。

そして、その関係者に県の方から明らかに伝

えなければならんことは、区域認定が遅れれば

遅れるほど、非常に大きな問題が出ると。全体

の総事業費4,383億円から、人件費の高騰、資材
の高騰、もうとにかく高騰、高騰だらけで、課

長もはっきり言っておったけれども、これから

の事業は、もう一回点検をし、そういう点から

いけば5,000億円は軽く超えるんじゃないかと、
そういうようなところについても点検が急がれ

ると。したがって、遅れれば遅れるほど、長崎

IRは自滅するしかないわけよ。一体誰が責任を
取るのかと、そういうようなことになってくる。

しかも、何がだめだから区域認定を下すこと

ができないのかということが、いま一つはっき

りしなくなった。

そういう点からしてみて、部長をはじめ皆様

方には大変ご苦労いただいているけれども、観

光庁の委員の皆様方とか、そういう担当の方々

に、何が問題で区域認定が下りないのかと。

何度も言って恐縮だけれども、大阪は、あれ

だけの地盤沈下の問題等々がありながら、それ

を但し書きに新しい項目を付けてオーケーして

いる。長崎県には、そういう但し書きを付けな

ければならんようなものは現在ないではないで

すか。そういうところに、何かいじめられてい

るのか、何がどうなのかという原因がわからん

で、じり貧に向かっているような流れはちょっ

と困りますよと。我々議会からも徹底追及され

ていると、こんな状況は断じてあってはならな

いと、こういうことを、いま一つきちんと言っ

てもらわなくちゃいかんと思います。

そこで一つだけ聞いておくけれども、こうい

う状況になって、大石知事の顔が見えないんだ

よな、こんな非常事態の中において。何も私は

大石知事を攻撃するばかりじゃないんだけれど

も、IRの事業を認定してもらうためには、何と
いっても長崎県の知事、大石さんが、きちんと

行動をとっていただかなければだめだと思うん

だ。何か知らないけれども、その前からもそう

だけれども、IRの区域認定にご本人が全然動か
ないではないかと。

大石知事は、IRの事業認定のために、また、
継続審査になって、何回東京に上ったのか、関

係者に会っているのか、そこをお尋ねしておき

たいと思います。

【小宮IR推進課長】 まず、コミットメントレ

ターの有効期限についてのお尋ねがございまし

た。

一般論として3か月、最長でも6か月とご答弁
を申し上げましたけれども、国へ添付いたして

おりますコミットメントレター等につきまして

は、国の審査委員会での認定の可否の判断が行

われるまでは有効であると認識をいたしており

ます。

2点目に、開業の時期のお尋ねがございまし
た。先ほど、田中委員からもご質問がありまし

たけれども、2027年、令和9年の秋の開業と予
定いたしておりましたけれども、区域認定をい

ただいた後に速やかに事業費の再積算を含めて、

開業の時期についても、詳細の設計、検討を行
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っていきたいと考えております。

それから、認定が遅れることによって様々な

いろんな悪い影響が出てくるところもございま

す。資機材の高騰や燃油価格の高騰を踏まえて、

大阪万博の様々な入札も、資機材の高騰等で不

落というニュースも聞いておりますので、こう

いったことを私たちも念頭に置きながら、一日

も早く認定をいただけるように、審査の対応を

行ってまいりたいと考えております。

それから最後に、大石知事がIRの認定に関連
して何回上京等を行っているかというところに

つきましては、令和3年7月20日に、国、観光庁
から接触ルールが示されておりまして、この内

容を申し上げますと、「区域整備計画の申請者

は、自らまたは第三者を用いて、本事業に関す

る情報収集及び審査等に影響を与えること等の

目的をもって、審査委員会の委員及び事務局に

接触を図ってはならない」と、こう規定をされ

ております。

大石知事就任直後に、4月の臨時議会で議決
をいただいて以降、すぐ国へ申請をした状況を

踏まえると、このIRに関して大石知事は、上京
し要望や様々な情報収集等は行っていないもの

と認識をいたしております。

【小林委員】大石知事の顔がなかなか見えない

と、我々は東京で見張っているわけではないけ

れども、このIRについて大変だというような雰
囲気が、この県庁の中にもあまりないのではな

いかと、そんな感じがしてならないわけです。

このIRからもたらされる経済効果は、長崎県
のこれからを担っていると。それは10年後のビ
ジョンも大事だけど、現時点では一番身近な問

題としてIRを、いかにして実現に向けていただ
けるかということが、当面の一番の課題だと思

うんです。だから、ある意味で顔が引きつって

おらねばいかんぐらい、何か緊張感が走ってお

かなければいかんぐらいな状況だと私は思うん

です。これだけの経済効果、長崎県のまさに一

番求めているものは全部、このIRの中に入って
いる。

そういう点から考えていけば、今、どんなこ

とで長崎県は区域認定をいただくことができな

いのかすら明確にわからんような状況の中にお

いて、どんどんどんどん延びてきている。しか

も無期限でということになっているわけだ。こ

んなでたらめな状況の中で、顔が引きつって、

毎日でも国に行って。

接触ルールなんてことは、わかっているわけ

だよ。自民党本部に行って幹事長に会う、菅元

総理に会う。いろんな関係者、今回のIRをまさ
に裏で動かしている人がいっぱいいらっしゃる

じゃないか。そんなところに1回も行かない。
これから本気になって長崎県を盛り上げていく

ためには、まずIRを何としても勝ち取らなけれ
ばいかん。この上において長崎県の将来を夢の

あるものに、山積する課題を乗り越えていこう

としているわけです。

そういう意味からは、この際やっぱり大石知

事が先頭を切って、一番ご苦労いただかなけれ

ばいけない。この問題にもっともっと真剣にや

ってもらわないと。

結局、クレディスイスがひっくり返ったから

今回はだめでしたみたいな、そんな情けない、

県民に対して申し訳ない、しかも県民の税金を

幾ら使っていると思うかと、こんなようなこと

を考えていけば、これはもうどんなことがあっ

ても、これを実現していただかなきゃいかん。

この辺のところを企画部長、あなたからも言

っておきなさい。ということでお願いしたいと

思います。以上。
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【早稲田企画部長】 IR区域の整備計画に関す
る認定ですけれども、九州・長崎IRが目指す姿
というものは、国際的なMICEビジネスの展開、
あるいは観光客を集め国内各地に送り出すゲー

トウェイ機能の強化、また、持続可能な社会実

現の貢献ということを掲げて取り組んでいると

ころであります。

その経済効果も非常に大きいものであります

ので、現在、国において審査中ということで、

県としましては、引き続き十分な審査が行われ

ているものと認識しておりまして、一日も早い

区域整備計画の認定に向けて、努力を引き続き

重ねてまいりたいと考えております。（発言す

る者あり）

【坂口委員長】それでは、ほかに質問がないよ

うですので、企画部関係の審査結果について整

理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ６分 休憩 ―

― 午後 ３時 ６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、6月26日月曜
日は午前10時から委員会を再開し、地域振興部
関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ７分 散会 ―



第 ３ 日 目



令和５年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２６日）

- 99 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年 ６月２６日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ２時５７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委   員 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 外間 雅広 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 大場 博文 君

〃 庭 敦子 君

〃 山村 健志 君

〃 大倉  聡 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

地域 振興部 長 小川 雅純 君

地域振興部政策監
(離島・半島・過疎対策担当)

渡辺 大祐 君

次長兼交通政策課長 鳥居 祐輔 君

地域振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当)

坂田 昌平 君

地域づくり推進課長 宮本浩次郎 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

坂本 敬作 君

市 町 村 課 長 大塚 英樹 君

土地 対策室 長 吉田 良則 君

新幹線対策課長 川口 正剛 君

県庁舎跡地活用室長 松島 勝久 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開議 ―

【坂口委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

これより、地域振興部関係の審査を行います。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

地域振興部長より、予算議案及び報告議案の

説明を求めます。

【小川地域振興部長】 おはようございます。

地域振興部関係の議案について、ご説明いた

します。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

2ページをお開き願います。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第52号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分、報告第1号「知
事専決事項報告『令和4年度長崎県一般会計補
正予算（第16号）』」のうち関係部分でありま
す。

はじめに、第52号議案「令和5年度長崎県一
般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分に
ついてご説明いたします。

補正予算は、歳入予算で、合計2億6,120万
3,000円の増、歳出予算で、合計2億6,120万
3,000円の増となっております。
これは、衆議院議員補欠選挙の執行並びにこ
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れらの啓発に要する経費について、緊急に実施

する必要があるため、ご審議をお願いするもの

であります。

次に、報告第1号「知事専決事項報告『令和4
年度長崎県一般会計補正予算（第16号）』」の
うち関係部分についてご説明いたします。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に
おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました、令和

4年度予算の補正を、令和5年3月31日付けで専
決処分させていただいたもので、関係部分につ

いて、その概要をご説明いたします。

歳入予算は、合計で4億6,365万4,000円の減、
歳出予算は、合計で11億3,226万7,000円の減と
なっております。

歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

国庫支出金の主なものは、特定有人国境離島

地域社会維持推進交付金3億8,693万円の減で
あります。

歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

総務管理費の主なものは、跡地活用検討経費

2,124万9,000円の減であります。
企画費の主なものは、国境離島創業・事業拡

大等支援事業費3億930万3,000円の減、生活航
路改善対策事業費3億221万1,000円の減、国境
離島航路運賃軽減事業1億702万1,000円の減で
あります。

市町村振興費の主なものは、長崎県市町財政

資金貸付費2,002万9,000円の減であります。
選挙費の主なものは、参議院議員通常選挙市

町村交付金6,783万1,000円の減であります。
以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】次に、市町村課長より補足説

明を求めます。

【大塚市町村課長】 おはようございます。

私から、衆議院議員補欠選挙費について、補

足説明をさせていただきます。

分科会補足説明資料、差し替えの資料をご覧

願います。

こちらの資料の2番のところでございます
が、今回予算計上しております衆議院議員補欠

選挙につきましては、衆議院小選挙区長崎県第

4区選出の北村誠吾議員のご逝去に伴い、補欠
選挙を執行するものでございます。

なお、令和4年に行われた衆議院小選挙区の
区割りの改定は、次回総選挙の執行までは適用

されず、それ以前に行われる補欠選挙は改定前

の区割りにより執行されることになります。

恐れ入りますが、添付した選挙区割変更地図

の資料をご覧願います。

こちらの資料の1ページ目の左側が区割り改
定前、現行の区割り図でございますが、この緑

色の部分が改定前の4区であり、この選挙区で
選挙を執行することになります。

なお、右側の図が区割り改定後のものであり、

今後、総選挙が執行される場合、この新区割り

にて選挙が執行されることになります。

恐れ入ります、分科会補足説明資料、差し替

えの資料にお戻り願います。

選挙の期日につきましては、国会議員の補欠

選挙の日程は公職選挙法により定められてお

り、告示日が令和5年10月10日（火曜日）、選
挙期日が令和5年10月22日（日曜日）の日程で
執行される予定となっております。

予算額につきましては、3番のところをご覧
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ください。総額2億6,120万3,000円を計上して
おり、内訳として、①投票用紙、公営物資、選

挙公報等の作成費、選挙公営費などの県分事務

費として9,737万2,000円、②市町選管における
投票所、開票所経費などの市町村交付金として

1億5,353万1,000円、③選挙の周知啓発に係る
臨時啓発費として800万円、④職員の時間外勤
務に係る職員給与費として230万円を計上いた
しております。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【田中委員】今お聞きした選挙の関係ですけれ

ども、補欠選挙になるのか、総選挙になるのか

の条件。解散がいつになると一緒になるんだと

かいうのは大体想定できないのかというのが 1
つ。解散が何日までにあれば一緒になる可能性

とか、それが 1つと、もう一つは、これは私の
感覚だけれども、無投票になる可能性が高いと

思っているんだけれども、無投票の時には、ど

のくらいの経費節減ができるのか、その 2点を
聞かせてもらいます。

【大塚市町村課長】 お答えします。

解散がどのタイミングでというところなんで

すけれども、既に補欠選挙が告示をされていた

としても、衆議院が解散された場合は、もうそ

の時点で補欠選挙の執行が中止されることにな

ります。ですから、極端な話、補欠選挙が執行

されるまでの間に解散をされれば、もうその時

点で補欠選挙の執行が中止されるということに

なります。

2 点目でございます。無投票の時の経費でご

ざいますが、選挙の準備がどこまで進んでいた

かということで変わってくると思いますけれど

も、ポスター掲示場であったり、投票用紙、あ

と市町の方で用意いたします各種の物資それか

ら会場とかの手配もございますので、具体的に

幾らぐらいというのは今の時点で申し上げられ

ませんが、実際に停止されるのがいつになるの

か、その時までに、どれだけ準備が進んでいた

かによって変わってくるかと思っております。

【田中委員】あえて一言言っておきたいんだけ

れども、補欠選挙なら 4区なんだよね。総選挙
になると新 3区だから。私は今まで一番犠牲者
だった。私、自宅は 4区なんです。事務所の配
置は 3区なんだ。それと、期日前投票が、同じ
佐世保市内のこの線で期日前投票ができないん

だ。針尾島の人が早岐に買物なんかに行って、

早岐でやろうとしたってできない。その弊害は

本当に私の選挙にも影響したぐらいで、今度改

めてちゃんとなるので、やっぱり市内を分断す

るというのはあまりよくない。素人の人では、

境界がどこなのかもわからないわけだ。支所管

内で分けたんだけれどもね。早岐支所管内とか

三川内、宮ですね。あえて大変だったというこ

とだけ言って、終わりたいと思います。

【坂口分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。
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第52号議案のうち関係部分、報告第1号のう
ち関係部分については、原案のとおり可決・承

認することに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決・承認すべきもの

と決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

地域振興部においては、委員会付託議案がな

いことから、所管事項についての説明を受けた

後、陳情審査及び議案外の所管事務一般につい

て質問を行います。

まず、地域振興部長より所管事項の説明を求

めます。

【小川地域振興部長】地域振興部関係の議案外

の所管事項についてご説明いたします。

お手元の総務委員会関係議案説明資料をお開

き願います。

（UIターンの促進等について）
UIターンの促進については、市町と連携しな

がら地域の魅力発信や、丁寧な相談対応などに

努めてきております。こうした中、令和 4年度
の移住者数は、県総合計画及び第 2期総合戦略
に掲げる目標の 2,400人には及ばなかったもの
の、過去最高となる 1,876人となり、令和 3年
度の 1,740人から 136人の増加となっておりま
す。

今年度においては、UIターンの更なる促進の
ため、UIターン別のターゲットに応じた情報発
信を充実させるほか、市町と連携して移住相談

会や移住関連情報の発信などを集中的に行う

「UIターン促進キャンペーン」を秋ごろに実施
することとしております。

また、関係人口の創出や拡大を図るため、去

る 3 月 24 日に、ワーケーションの促進や多様
な交流の促進等を内容とした連携協定を、本県

と三菱地所株式会社、一般社団法人大丸有環境

共生型まちづくり推進協会との 3者により、締
結したところであります。

今後、都市部人材の離島におけるワーケーシ

ョン等について、3 者で協働しながら企画・実
施するなど、関係人口創出につながる様々な取

組を進めてまいります。

（国境離島地域の振興について）

国境離島地域の振興については、平成 29 年
の有人国境離島法の施行以来、雇用機会の拡充

をはじめ、航路・航空路の運賃低廉化、輸送費

用の負担軽減、滞在型観光の促進等に関係市町

と一体となって積極的に取り組んでまいりまし

た。

特に、人口減少対策として重要な雇用機会拡

充事業については、これまでの6年間で約1,400
人の新たな雇用の場が創出され、今年度におい

ても、各市町による第 1回目の事業採択におい
て、109人の雇用が見込まれております。
一方で、島内事業者による事業活用が一定進

んだことから、経済団体や本県出身者の会との

連携の強化に加え、県外でのイベント開催など

島外事業者への積極的なアプローチを展開する

とともに、ビジネスコンテストの開催等を通じ

てしまの魅力を発信し、島外からの人材確保の

強化を図ってまいります。

今後とも、国の関連施策を最大限に活用しな

がら、新たなチャレンジができるしまづくりを

目指して、関係市町と一体となって国境離島地

域の更なる活性化に向けた施策を推進してまい

ります。

（長崎県離島振興計画について）
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本年 4月 1日の改正離島振興法の施行に伴い、
これまで県議会や離島市町をはじめ、広く県民

の皆様からいただいたご意見を踏まえ、新たな

「長崎県離島振興計画」を策定いたしました。

計画期間は令和 5年 4月から令和 15年 3月
末の 10年間で、「ながさき しまの創生 ～し

まの人口減少に歯どめをかける～」を基本理念

とし、しまの地域資源を最大限に活かした産業

活性化と交流人口拡大など、3 つの基本的な方
向性に沿って各施策に取り組んでまいります。

計画においては、生活環境・産業基盤の整備、

離島の医療・介護・教育のさらなる充実や離島

航路・航空路をはじめとする総合的な交通体系

の整備などの施策に加え、デジタル基盤の整備

や再生可能エネルギーの導入、ジェットフォイ

ルを含む船舶の更新等に対する支援、小規模離

島に対する支援の充実など、改正離島振興法に

新たに明記された施策についても盛り込んでお

ります。

本県の離島地域が、自然的制約に由来する不

利条件を克服し、持続可能な地域社会を維持で

きるよう、引き続き関係市町などと一体となっ

て、離島地域のさらなる振興に力を注いでまい

ります。

（長崎空港の運用時間延長・24時間化に向けた
取組について）

長崎空港の運用時間延長に向けては、これま

で継続的に国と協議を重ねてきた結果、昨年 3
月に航空管制業務の一部リモート運用が開始さ

れ、航空需要に応じた弾力的な運用が可能とな

ったところであります。

県としましては、今年度、運用時間外におけ

る臨時便等の実証運航の実現に向け、現在、航

空会社や関係機関と調整を進めております。

また、去る 5 月 23 日には、令和元年以来 3

年半ぶりとなる長崎空港 24 時間化推進委員会
を開催し、県内経済団体や航空会社などの関係

者出席のもと、この間の県の取組や 24 時間化
に向けた課題等について、意見交換を行ったと

ころであります。

今後は、臨時便等の実証運航を定期便の運航

に繋げ、段階的な運用時間の延長を図りながら、

長崎空港の 24 時間化が実現するよう、引き続
き、官民が連携して取り組んでまいります。

（離島航空路線の維持・確保について）

本土と離島を結ぶ航空路線については、運航

するオリエンタルエアブリッジにおいて、39人
乗りの現行機材から、48人乗りの ATRへ、機
材の更新が進められております。

このうち、ATRの 1号機は、本年 7月 1日か
ら、長崎空港と離島を結ぶ一部路線に定期便と

して就航を開始する予定となっております。

なお、今年度購入予定の 2 号機については、
到着後、速やかに乗員訓練を行い、令和 7年度
からは、ATR2 機体制での運航を目指しており
ます。

ATRは、現行機材よりも座席数が2割増加し、
機体の性能向上による更なる安定運航も期待さ

れることから、住民の利便性向上や交流人口の

拡大に寄与するものであり、県としましては、

引き続き、関係市町と連携しながら、路線の維

持・確保に努めてまいります。

（九州新幹線西九州ルートについて）

西九州新幹線（長崎～武雄温泉間）について

は、開業後半年間の利用者数が 119万 4,000人
に上り、5 月の大型連休期間においても 8 万
4,000人と、いずれもコロナ禍以前の 2018年度
の在来線特急とほぼ同水準で推移しており、JR
九州においては、「九州新幹線鹿児島ルートと比

較しても好調である」と評価されております。
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また、5月 31日には、関西方面から 200名を
超える中学校の修学旅行について、開業後初と

なる臨時列車でお迎えをしたところであり、

徐々にコロナ禍以前の日常を取り戻しつつある

中、西九州新幹線の利用が県内に賑わいをもた

らしているものと感じております。

本年秋には、新しい長崎駅ビルも開業が予定

されており、今後の賑わいもさらに期待が高ま

るところでありますが、県としましては、こう

した開業効果を持続させ、さらに県内各地へ波

及させていくことが重要であると考えておりま

す。

そのため、市町や関係事業者としっかりと連

携し、新幹線と二次交通の利用を組み合わせた

旅行商品や県内周遊のためのフリー切符の造成

を支援するなど、利用促進と周遊対策に取り組

んでまいります。

一方、新鳥栖～武雄温泉間の整備のあり方に

ついては、現在、国土交通省と佐賀県との幅広

い協議や、与党整備新幹線建設推進プロジェク

トチーム「九州新幹線（西九州ルート）検討委

員会」などでの議論がなされております。

去る 6月 7日には、令和 6年度政府施策に関
する提案・要望として、政府・与党に対して、

整備方式が決定していない新鳥栖～武雄温泉間

の整備の早期実現などについて要望したところ

であります。

県といたしましては、幅広い協議や政府・与

党の議論を注視しながら、関係者と様々な議論

を積み重ねるなど、引き続き、全線フル規格に

よる整備の実現に向けて取り組んでまいります。

（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎跡地の活用については、県庁舎跡地整

備基本構想に基づき、オープンスペース等を暫

定供用し、利用状況などを検証のうえ、その後

の整備内容を検討することとしており、昨年 10
月末から、旧県庁正面玄関前などの供用を開始

し、基本構想の具体化と賑わいづくりに取り組

んでいるところであります。

供用開始後は、職員が現地に常駐し、来場者

に対して基本構想や跡地の歴史などの説明を行

うとともに、整備する広場、情報発信、交流支

援の各機能を具体化するためのアンケート調査

をはじめ、ワークショップの開催やプレーヤー

が行う催しの支援などによる検証作業を行いま

した。

令和 4 年度における主な検証結果としては、
天候に左右されない屋内空間の必要性のほか、

県内各地への周遊やまちなかへの回遊を促す情

報発信の在り方などを確認できたところであり

ます。

また、3 月からは、本館跡地の整地工事を進
めており、8 月には敷地全体をオープンスペー
スとして暫定供用を行う予定としております。

工事完了後には、利活用の幅も大きく広がるこ

とから、関係皆様方との連携をより一層深め、

更なる利活用を促進し、賑わいの創出や基本構

想の具体化に向けた検討を進めてまいります。

（「長崎県行財政運営プラン 2025～挑戦する組
織への変革とデジタル改革～」に基づく取組に

ついて）

「長崎県行財政運営プラン 2025～挑戦する組
織への変革とデジタル改革～」に掲げる地域振

興部関係の具体的項目に関して、その主な取組

内容をご説明いたします。

「市町との連携・補完・支援」については、

「県・市町連携会議」において、「U ターン促

進キャンペーン」に関し、県・市町両方の広報

ツールの積極的な活用等について意見交換を行

いました。
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また、「人口減少社会に適応した行政サービス

の提供のあり方研究会」を実施し将来の行政サ

ービスの安定的な提供に向けた研究を行いまし

た。

さらに、県及び市町職員の双方の人材育成の

観点から、幅広い分野において市町との相互人

事交流を実施いたしました。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

す。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」及

び「政府施策に関する提案・要望の実施結果」

について、説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】 では、「政策等決

定過程の透明性等の確保及び県議会・議員との

協議等の拡充に関する決議」に基づき本委員会

に提出しております地域振興部関係の資料につ

いて、ご説明いたします。

資料の 2ページをご覧ください。
2月から 5月までの 1,000万円以上の契約状

況の一覧になります。

内容は、記載のとおり、令和 5年度長崎県し
まの産品ステップアップ推進業務委託などの 5
件となっております。

3ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

2月から 5月までに県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、全日本海員組合などか

らの要望となっており、3ページから 9ページ

目までにお示ししているとおりでございます。

次に、10ページから、附属機関等会議結果報
告でございます。2月から 5月までの実績は、
長崎県国土利用計画審議会など、計 2件でござ
いまして、その議事概要につきましては、11ペ
ージから 12ページにお示しをしております。
次に、決議、意見書に対する処理状況につき

ましては、別資料になりますけれども、離島・

半島地域振興特別委員会分など、3 件について
報告しております。

以上で、この資料の説明につきましては終わ

らせていただきます。

次に、去る 6月上旬に実施しました令和 6年
度政府施策に関する提案・要望について、地域

振興部関係の要望結果をご説明いたします。

地域振興部関係におきましては、九州新幹線

西九州ルートの整備促進、有人国境離島地域の

保全及び地域社会の維持、離島振興対策の充実、

離島と本土間を結ぶジェットフォイルの更新な

どの項目について、要望を実施いたしました。

要望実績といたしましては、自由民主党、公

明党、内閣府、総務省、国土交通省に対し、知

事、議長（副議長）、地域振興部長、地域振興部

政策監により要望を行いました。

このうち、九州新幹線西九州ルートの整備促

進については、本県としては、全線をフル規格

で整備することが必要であり、整備方式に係る

関係者間の協議を進展させ、早期に整備を実現

するよう国土交通省に対して強く要望を行いま

した。

また、有人国境離島地域の保全及び地域社会

の維持については、国境離島交付金について、

引き続き、必要な予算の確保や対象事業の拡充

を図るよう、谷内閣府特命担当大臣に対して強

く要望を行いました。
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離島振興対策の充実については、新たな離島

振興法に盛り込まれた項目について、施策の早

期具現化や、さらなる充実・強化を図るよう自

由民主党及び公明党並びに国土交通省に対して、

強く要望を行いました。

このほか、地域振興部独自の要望活動として、

国土交通省の幹部職員等 21 名に対し、九州新
幹線西九州ルートの整備促進、離島と本土間を

結ぶジェットフォイルの更新、長崎空港の国際

線新ターミナルビル建設及び 24 時間化の 3 項
目の最重点項目について、部長、地域振興部次

長より要望を行っております。

以上が地域振興部関係の要望結果であります

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【坂口委員長】 次に、補足説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】補足説明の方に移

ります。

お手元の「移住者数の推移（H28 年度～R4
年度）」という資料をご覧ください。

棒グラフで、平成 28 年度を左側、令和 4 年
度を右側で、だんだん背が高くなってきている

というところで、令和 4年度は 1,876人、内訳
としましては、1,094 人が U ターン、I ターン
が 782人となっております。この数字は、県と
市町の相談窓口を通して移住した人の人数とな

っております。

続きまして、2ページをご覧ください。
では、その 1,876人がどういう年代なのかと

いうことで、円グラフが 3つありますけれども、
一番左の合計のもので見ますと、10 代以下が、
これはいわゆる移住された方のお子様になる感

じでございますけれども、429人、20代が 397
人。青い部分である 40 代以下が 81.6％と、近

年、大体このような動きでございます。若い世

代が多いのかなというふうには思っております。

真ん中のグラフ、右側のグラフは、それぞれ

U ターンで見た場合、I ターンで見た場合を抜
き出しておりますけれども、大体 40 代以下が
81％で、同じような傾向になっております。

3ページでございます。
ここに円グラフが 3つありますけれども、長
崎県に来る前にどの県に住んでいたかというも

のでございまして、一番左で、福岡が 479人で
25.5％、次が東京、神奈川といったことで、こ
れも真ん中と右側の円グラフは、それぞれUと
I で見た時にどうなのかというところでござい
ます。いずれも福岡県が一番多いというような

内容になっております。

4ページをご覧ください。
市町ごとの内訳になっておりまして、3 か年
を比較しております。ご覧のとおりですけれど

も、長崎市でありますと、去年の 418人に対し
まして 487 人で 69 人増加、佐世保市ですと、
239 人から 199 人で 40 人減っているというよ
うなところ、凸凹、増減がありまして、全体と

しては 1,876人で 136人増えているといったよ
うなところでございます。

下の方に、目標と実績ということで、一番右

の方で、部長説明にもありましたけれども、令

和 4 年度、2,400 人に対しては、1,876 人と目
標には届いておりませんが、過去最高となって

いると、こういった状況でございます。

私の方からは以上でございます。

【川口新幹線対策課長】私からは、新幹線開業

効果を継続・波及させる各種施策の展開につい

て、ご説明いたします。

今年度は開業 1周年を迎えますことから、開
業効果を県内全体に波及させるため、新幹線と
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二次交通を活用した周遊促進対策や、子ども向

けの新幹線利用体験、広報プロモーションなど

を実施することとしております。主な取組内容

と現在の進捗状況についてご説明いたしますと、

まず県内を周遊する旅行商品の造成支援でござ

いますが、これは県の観光連盟を通じて旅行会

社に今、造成を働きかけているところでござい

ます。そして、進捗でございますが、個人向け

の旅行商品は、7 月の催行を目指して準備を進
めているところでございます。そして、団体向

けの旅行商品につきましては、一定募集期間を

要するということでございますので、9 月以降
の催行に向けて準備を進めているところでござ

います。

次に、県内周遊のためのフリー切符の造成支

援でございますが、JR九州それから松浦鉄道、
島原鉄道に対して、県の観光振興課と連携して

働きかけを行っているところでございます。こ

ちらのフリー切符の造成については、下半期以

降の販売を予定しておりまして、新幹線対策課

といたしましては、それに対する広告支援を実

施することとしております。

次に、開業 1周年を記念しました子ども向け
乗車会の開催でございますが、これは現在、JR
九州と具体的な日程について調整をしておりま

す。当初、開業日を想定していたのですが、開

業日はいろいろなイベントが重複するというこ

ともございまして、現在は、9月、10月の週末
のいずれかで調整をしようということで、予算

といたしましても、3 往復分予定をしておりま
すので、これをうまい形で配分して、県内各地

の子ども、それとご家族に向けて利用いただけ

るような準備を進めているところでございます。

次に、県内小中学校の修学旅行における新幹

線利用への支援ということで、これは具体的に

は、運賃と特急料金があるのですが、特急料金

の部分を県の方で支援するというスキームを構

えまして、今、申込みを受けているところでご

ざいます。現状の受付状況でございますが、26
校から申込みがございまして、利用者数といた

しましては、約 840人の申込みを受けていると
ころでございます。引き続き申込みを受け、多

くの方が利用できるように広報周知をしてまい

りたいと考えております。

最後になりますが、広報プロモーションでご

ざいます。こちらは西九州新幹線長崎県広報大

使を活用した広報プロモーションを実施すると

いうことで、今、委託事業者の選定手続を進め

ているところでございます。プロモーションと

いたしましては、やはり 1周年を記念して、重
要なターゲットでございます福岡を中心にした

広告展開というのを検討しておりまして、内容

につきましては、業者からの企画提案をもって

実施したいと考えておりますが、駅であるとか、

福岡県内のテレビ、マスメディアを活用したプ

ロモーションというのを想定しているところで

ございます。

私からの説明は以上になります。

【松島県庁舎跡地活用室長】私の方から、県庁

舎跡地の活用について、ご説明いたします。

県庁舎の跡地活用につきましては、県議会の

皆様、県民、市民の皆様のご意見を伺いながら、

昨年 7月に、県庁舎跡地整備基本構想として取
りまとめを行いました。現在、その基本構想に

沿って、旧県庁正面玄関前と第二別館跡地を暫

定供用という形で開放し、基本構想に掲げる広

場などの機能の検証作業を実施しているところ

でございます。

昨年 10 月末から先月末までの来場者数につ
きましては、1、暫定供用開始後の取組状況等
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（1）に記載のとおり、約 9,000 名となってお
ります。

現在、旧県庁正面玄関前のスペースにつきま

しては、職員が常駐しており、敷地の安全管理

ですとか、来場者アンケート、プレーヤーとの

意見交換などを実施しております。

また、県における主な取組といたしましては、

ワークショップの開催ですとか、情報発信、プ

レーヤーとのネットワーク構築のほか、プレー

ヤーが県庁舎跡地でイベントを開催する際の備

品の貸出しなどを行って、活動支援を実施して

おります。

また、プレーヤーと連携し、跡地活用の参考

となるテーマを設定したトークイベントの開催

のほか、ながさき若者会議や大学生による新歓

イベントを跡地で開催し、今後の跡地活用の参

考といたしております。

県庁舎跡地の一般貸出し日数につきましては、

昨年 10 月末から先月末までに、ハタあげやキ
ャンプイベントなどで 70 日間の利用があって
おります。

次に、2ページ目をご覧ください。
調査検証の状況についてですが、昨年度から

の暫定供用を通しまして、広場や情報発信、交

流支援機能に関する検証を進めており、その結

果といたしまして、天候に左右されない屋内空

間の必要性ですとか、芝生や椅子などによる滞

留効果などを確認しております。引き続き、検

証を進めてまいります。

最後に、3、暫定整備工事の状況をご覧くだ
さい。

現在、旧第一別館を含みます旧県庁舎本館跡

の整地工事を進めているところでございます。

先週になりまして、県庁坂に沿って建てられて

おりました仮囲いも撤去されまして、県庁坂か

ら出島が見渡せるような状況にもなっておりま

す。この工事が完成後、8 月には、本庁舎跡も
含めて、全体をオープンスペースとして暫定供

用を予定しております。

私からの説明は以上です。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象番号は、17、19、20、21 となって
おります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料」について、ご質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

「政府施策に関する提案・要望の実施結果」に

ついて、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【 庭委員】 おはようございます。

議案外について、幾つか質問をさせていただ

きたいと思います。

まず最初に、新幹線の二次交通利用なんです

けれども、今後また進めていくということでご

ざいましたけれども、開業の時も、二次交通利
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用を進めていくというお話だったかと思うんで

す。開業後の二次交通の利用状況を教えてくだ

さい。

【川口新幹線対策課長】開業後の二次交通の利

用状況というご質問でございます。開業後に、

県として支援した項目がございまして、これは

JR 九州と、先ほど申し上げた松浦鉄道、島原
鉄道が 3 者合同でフリー切符、「長崎スローラ
インきっぷ」を販売されております。これは自

主的に造成されたものではございますが、県の

働きかけでできたということで、県として、一

定広告支援をしております。

これらの実績なんですけれども、開業後、今

年 3月末までの販売期間ということでございま
して、この期間の販売実績が 409枚になってお
ります。

それ以外の二次交通もございますが、それに

関しましては、各事業者の方で自主的にやられ

ているということで、大変申し訳ございません

が、その全てについては把握していないという

状況でございます。

【 庭委員】 この二次交通をすることにより、

長崎県に、より観光客に来ていただきたいとい

うことだったかと思うんです。その時に、今の

把握されている 409枚、ほかのところは把握さ
れていないということですけれども、この効果

が、最初に新幹線開業に向けてした時より、思

った以上に伸びていないんじゃないかというふ

うに感じるんですけれども、そのあたりはいか

がでしょうか。

【川口新幹線対策課長】効果についてのご質問

でございます。おっしゃられるとおり、409 枚
という実績に関しては、私どもも、まだまだ伸

ばせる余地があるというふうに認識しておりま

す。

この件につきましては、事業者である JR 九
州とも協議をしておりまして、前回のフリー切

符については、松浦鉄道、島原鉄道全て乗り放

題、そして期間も 3日間ということで、より広
く、長く周遊できるような商品設定をされてい

たんですけれども、実際のご利用状況を見てま

いりますと、2 日間とか、土日の方の利用が多
いということで、そのあたりを今年度は工夫し

て販売されると伺っておりますので、そうした

ことを含めて、また今後、利用を増やしていき

たいと考えております。

【 庭委員】ぜひこの二次交通も含めて利用を

促進していただきたいと思います。

もう一点、新幹線で、新鳥栖～武雄温泉間の

整備早期実現で要望したということでございま

して、その間にも、今後、佐賀県との対話も進

めていきますという状況だったかと思うのです

が、今後の予定がわかれば教えてください。

【川口新幹線対策課長】佐賀県との今後の対話

に関するご質問でございます。現在、佐賀県は、

国と幅広い協議を継続している状況でございま

す。これが直近で申し上げますと、今年 2月に
第 7回の幅広い協議が行われておりまして、そ
の中では、3 つのルート、佐賀県が示してほし
いと言われました空港ルートあるいは駅のルー

ト、それから北側を通るルートについての検証

が行われておりまして、その検証結果を国土交

通省の方からご説明されて、それを受けて、ま

た佐賀県の方から、そうしたルートの細かい話

ではなく、大きな視点で、中長期的なメリット

を指し示してほしいというような協議がなされ

ている現状でございます。

これに対しまして、長崎県としての動きでご

ざいますが、大石知事が機会を捉えて山口知事

との対話を重ねているという状況でございます。
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例えば、昨年で申し上げますと、共通 IC カ
ードの利用が佐世保の方まで拡大されるのです

が、その時の記者会見の時であるとか、あるい

は、先般行われました九州地方知事会議におき

ましてもお会いしたので、そうした機会を捉え

て協議を重ねているところです。私ども事務方

といたしましても、佐賀県の地域交流部とは定

期的に会う機会がございますので、そうした際

に、意見交換という形で協議を重ねているとい

う状況でございます。

【 庭委員】なかなか具体的に佐賀県との協議

は決まっていないという状況かというふうに理

解しましたが、この佐賀県との協議がいつも進

んでいないなというふうに感じるんです。そう

した時に、長崎県として、大石知事が何か対策

を取っていかないといけないのではないかと思

うんですけれども、佐賀県知事との対話ができ

るような何か対策を考えて進めていった方がい

いと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

【川口新幹線対策課長】山口知事との向き合い

方というご質問です。現在、大石知事におかれ

ましても、西九州全体の発展のために、両県で

取り組めることをしっかり進めていこうという

ことが基本的な考えです。

例えば、先ほど申し上げた IC カードにして
もそうですし、佐賀・長崎デスティネーション

キャンペーンというのも昨年度、やらせていた

だきましたけれども、両県でメリットがあるよ

うなことについては連携して取り組んでいく、

そうした中で、両県の関係を構築していきたい

ということで、いわゆるメリットが享受できる

ような環境づくりというのをまず構築していく

のが大事ではないかという認識の下、知事含め、

関係部局、私どもも佐賀県に対して、対話であ

ったり、関係者を通じた働きかけというのを行

っているところでございます。

【 庭委員】やはり全線フル規格というのが県

民の皆さんの願いでもあると思いますので、ぜ

ひ積極的に、早めに進めていただければという

ふうに思います。

次に、長崎空港の 24 時間化に向けた取組に
ついて、お伺いしたいと思います。

ご説明の中に、24時間化に向けた課題等で意
見交換を行ったということですけれども、どの

ような課題があるのか、教えてください。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】長崎空

港の 24 時間化に関する先日の委員会での議論
のご質問かと思います。先日の委員会では、コ

ロナがあったことにより、令和元年以来の開催

となったところでございまして、会の中では、

主に現状の報告をさせていただいたというとこ

ろでございます。

現状の報告といたしましては、今年度の取組、

これまでの初日の出フライトですとか、対馬へ

の時間外での運用、臨時便の飛行ですとか、あ

るいは今年度の予算を活用した臨時便やチャー

ター便の誘致に向けた取組といったことを報告

させていただいたところでございます。

委員会の中では、全体としては、まず 24 時
間化に向けて、このリモート化を活かしてこの

取組を進めていくと。そういった中で、今年の

予算でありますけれども、まず臨時便から始め

てみるということで、実績をつくっていくこと

は非常に大事だろうというようなご意見をいた

だいているところでございます。

一方で、需要をつくるといったところで、ま

ず長崎に来ていただく需要も大事ですし、逆に、

長崎から出ていく需要も大事だということで、

そういった需要をいかにつくっていくかという

ご意見もあったところでございます。
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また、国際線に関して、今、運航されていな

い状況でございますけれども、国内線の、東京

あるいはその他の地域から入ってこられる方も

インバウンドとして捉えて、そういった方をど

ういうふうに拡大していくかということに的を

絞って、国際線にこだわらず、国内線の需要も

インバウンドとして捉えて、需要を広げていこ

うというような考え方をしたらどうかといった

意見があったところでございまして、引き続き、

そういった課題も踏まえ、まずはこういった県

の取組を進めて、24時間化に結びつけていこう
というところが大枠の議論だったというふうに

認識をしております。

【 庭委員】その中で、何が課題になっている

のかというのをお伺いしたいところと、需要が

本当にどれくらいあるのかなと。24時間化に向
けて、今、長崎県で、結構航空路線も減ってい

たりしている状況かと思うんですけれども、そ

の中で、どんなところに需要があって、どこを

伸ばそうとして 24時間化を目指しているのか、
教えてください。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】どうい

った課題があって、そこをどういうふうに解決

して伸ばしていこうかというところでございま

すが、すみません、先ほど答弁漏れがありまし

て、需要の面に加え、二次交通の課題もしっか

りと解決していく必要があるだろうという意見

もあったところでございます。

まず、需要が実際どれぐらいあるかというと

ころに関しては、これは本当にやってみないと

分からないというところがあります。鶏か卵か

的な議論になってしまう部分はありますけれど

も、現時点で、経済界の方からも、例えば長崎

空港を夜遅い時間に出発する、あるいは朝早く

出発するというような形で東京での滞在時間を

増やすといったような需要は、ビジネスあるい

は観光においても非常にあるだろうという期待

をされているところでございまして、これを実

際飛ばしてみて、どれぐらい実際乗っていただ

けるかは、まだやってみないと分からないとこ

ろがございますので、まさに今回の臨時便等を

使って、その課題も含めて検証していきたいと

いうふうに考えております。

それから、二次交通の課題につきましても、

当然、遅い到着便、あるいは朝早く出発するよ

うな便に関して、空港にアクセスする手段がな

いと進みませんので、バス事業者、鉄道事業者

あるいはタクシー事業者といった様々な交通事

業者が考えられますけれども、そういったとこ

ろにも協力を求めて、しっかりと空港に到着さ

れたお客様、あるいは空港から出発されるお客

様のアクセスというのを併せて対応していきた

いというふうに考えているところでございます。

【 庭委員】 一定理解したいと思います。

次に、UIターンの促進について、お伺いした
いと思います。

UI ターンの方が増えているということは非
常に評価できるというところでございます。

その中で、目標値が 2,400人で、実績が 1,876
人というところで、この目標値が達成しなかっ

た要因はどのように考えるのか、お伺いします。

【宮本地域づくり推進課長】 UIターンの中で
武器になるものが、我々がつくっているホーム

ページ、あるいは市町がつくっている情報のペ

ージ、それと我々と市町が連携して、様々な移

住相談会等の取組をやっております。そういっ

た中で、伸びてはきているんですけれども届か

なかったところは、いわゆるホームページの滞

在時間とか、そういうふうなものが、ぱっと見

られて、ぱっと離れているというようなデータ
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もあるものですから、もう少し見やすくしたり、

そういったところをさらに改修していって、ま

た市町との連携を強化することで、どうにか目

標にたどり着ければというところでございます。

【 庭委員】 その中で、先ほど、福岡が一番多

いので、今後も福岡に向けて PRをしていくと
いうようなお話だったですけれども、こちらに

UIターンで来られていない県にも、もっと PR
が必要ではないかと思いますが、そのあたりは

どのようにお考えでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】確かにメリハリを

つけて全国に PRしていくことが必要かと思っ
ておりまして、基本的に、例えば、先ほど言い

ました私どものながさき移住ナビという基礎に

なるホームページについては、ホームページで

すので、当たり前ですけれども、誰でも見られ

るというところでございます。それをある時期

に、ウェブ広告といいまして、より見せるよう

なウェブ広告というのも取り組んでいるんです

けれども、それについて、例えば福岡地域によ

り届くようにとか、それ以外の県にも、この実

績を見ながら、全体には届くようにしていきた

いと、メリハリをつけながら、地域ごとにもや

っていきたいと考えているところでございます。

【 庭委員】ぜひ進めていきながら、すみませ

ん、令和 5年度の目標値は何になっているのか、
教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】 2,700人でござい
ます。

【 庭委員】 前回達していない中で、2,700人
という目標に向けて、どうして 2,700人にした
のかというのと、どのように、より促進してい

くのか、教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】目標の設定につき

ましては、これが総合計画及び第 2期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の目標になりますので、

今年度 2,700人、来年度 3,000人、そして再来
年度、最終年度でございますけれども、3,200
人というところを目標にしております。その

3,200 人という数字は、長崎県のいわゆる自然
減、社会減がある中で、これまで概ね社会減の

方が大体マイナス 6,000人という数字がござい
まして、その半分をどうにか移住の施策で、市

町とさらなる連携を図ってやっていこうという

ところで目標にしたのが 3,200人、それを一気
にはいかないのでということで、だんだん上げ

ていくような目標になっているというところで

ございます。

いずれにしましても、それに向けましては、

やはり市町との連携、あるいは市町の方が一定

体制を充実してきている、この 5年ぐらいでだ
んだん例えば長崎市、佐世保市の体制が、そう

いったところで上がってきているところもござ

いますので、体制のところがいま一歩と思われ

るようなところには、私どもの方で、体制を充

実させたところは移住者数が伸びてきています

というのを市町に示しながら目標達成を目指し

てまいりたいと思っております。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【大倉委員】 おはようございます。

私の方からは、UIターン促進に関して、まず
ご質問をします。

この移住実績の表なんですけれども、移住者

数に関して、前年度と比べて増えている市町も

もちろんあるんですけれども、その一方で、減

っている市町も結構あるんです。率だけで見ま

すと、例えば減っているところで、時津町と佐

世保市が結構顕著なんです。これはどうしてな

んだろうなと、単純に私はまずこれが不思議に

思いました。
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よく見ると、佐世保は令和 3年度は令和 2年
度と比べて増えているんです。でも、令和 4年
度に減少に転じました。時津町は年々減少して

いっているんです。

増加しているところとか、ほぼ横ばいの市町

は、これはすばらしいことだと思います。PR
もうまくいっているんだと思うんですけれども、

せっかく増えたのに、減ったという佐世保、あ

るいは時津のようなずっと減り続けている町、

こういったところは、やっぱり何か理由がある

と考えて対策を打つべきだと思うんですけれど

も、そのあたりのご見解を教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】 1つ目、時津につ
きましてでございます。委員ご指摘のとおり、

確かに 2年前 16人、10人、6人というふうに、
もともとの数ももう一つのところはございます

が、確かに減ってきております。時津に聞き取

りしたところ、今回 10 人が 6 人に減ってマイ
ナス 4 人減ったというところに関しましては、
世帯持ちが来る場合、夫婦が子ども連れで来る

場合というようなところがあるんですけれども、

1 世帯当たりの人数が減ったのかなというとこ
ろが時津の分析でございました。

時津に関しては、今後の取組として、時津だ

けではなくて、長崎市、長与、1市 2町の取組
ということで移住にも力を入れているようなと

ころがありまして、そういったところに、今ま

でもちょっとやっているんですけれども、さら

に力を入れていきたいというようなところがご

ざいました。あと、首都圏での広告ももう少し

打っていければなというようなところで、増加

を目指したいというところでございました。

佐世保についてでございますが、佐世保の方

がマイナス 40 人というふうに大きな減になっ
ておりまして、佐世保の分析としましては、佐

世保市移住支援金とか、周知がなぜうまくいか

なかったかはよくわからないということなんで

すけれども、そういったところが令和 3年度と
比較して伸び悩んでいるというようなところで

ございます。その周知について、どういうとこ

ろだったかなというところが明確には佐世保と

しても押さえ切れていないということでござい

ましたけれども、補助金等の周知に力を入れて

いきたいというのと、その周知の時に、県と市

町で連携してやっていった方が効果が増すとい

うようなところはありますので、私ども、また

秋頃に、佐世保市だけではないんですけれども、

県内市町と、UIターン促進キャンペーンという
ことで、いろんなイベントとかを集中的にやっ

て、県は県で、それを全体広報するし、市町は

市町でそれぞれ広報するというようなところが

一つまた大きな取組といいますか、広報、周知

にはつながっていくものですから、佐世保の方

もそういったもので対応していきたいというと

ころでございます。

【大倉委員】周知の在り方は、ぜひ検討を加え

ていっていただきたいと思います。

人口規模でいけば、五島は非常にいい数字だ

と思うんです。逆に、そういう人口規模でいく

と、長崎市はまだまだと言えると思うんです。

いいところでいくと、島原、諫早、雲仙、年々

大きく増え続けているこういった自治体もある。

ですから、こういった頑張っている自治体から

聞き取りをするなど、ぜひ、いい事例をどんど

ん長崎県として吸収し、それこそ周知、少なく

なっている自治体に情報提供してもらいたいと

思っているわけでございます。

例えば、移住した後の暮らしに関してのご家

族の方にアンケートとか、そういった取組は行

っているのでしょうか。
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【宮本地域づくり推進課長】移住した後に関し

ましては、例えば、移住した方に、半年経過し

たぐらいで移住者アンケートというものを取っ

ております。

【大倉委員】 ぜひ、暮らしが今、満足かどうか

というのをしっかりアンケートを取っていただ

いて、結局は、移住者の方が定住してもらって

初めて意味があると思いますので、そこはしっ

かりと取り組んでいただきたいと思います。

移住者数の推移の棒グラフに関しても追加で

質問したいのですが、この棒グラフは、移住者

の方がきちんと長崎県に住み続けているという、

そういう意味合いの数字で右肩上がりと考えて

いいのでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】そこは違いまして、

この数字は、例えば令和 4年度の 1,876人とい
うのは、令和 4年度によその県から長崎県内に
移住しましたという数字でございまして、例え

ば 4 月 1 日に移住してきた方がいるとすれば、
令和４年度末までの最大１年間住んでいるとい

うことになります。

【大倉委員】ということは、せっかく移住して

きたのに、また他県に行っちゃったという、そ

ういった方もいらっしゃると考えていいのです

か。何かそういった調査はされていますか。

【宮本地域づくり推進課長】理論的には、例え

ば、さっき私が申し上げました、4月 1日に移
住したけれども、半年で移動したということで

あれば、これは 1,876人に入っております。
今、委員ご質問の定住率といいますか、これ

はなかなか個人情報等々の問題がございまして、

全部を把握するというのは非常に難しいところ

ではあったんですけれども、我々として、3 年
度前に移住した人たちがどれくらい住んでいる

かというところで、アンケートを取ることに個

人情報的な問題がない人たちに、先般、アンケ

ート調査を行いました。3 年前に移住してきた
人です。結果としては、70世帯、156人からの
回答ではございましたが、92.3％ということで、
3年間いらっしゃるのは92％ぐらいかなという
数字は持っているところでございます。

【大倉委員】 3 年間で 92％の方はいていただ
いていると。それは高いか低いかはわかりませ

んけれども、ただ、個人情報の壁は当然あるの

はわかるのですが、やっぱり移住者の方にしっ

かり継続的に調査をするということは、結局、

移住者の方は、長崎県というのは私たちの声を

ちゃんと聞いてくれているんだなという、そう

いう意識につながると私は思いますので、ぜひ

細かい聞き取りができる範囲でやっていただき

たいと思います。やっぱり移住者の方からの

SNS の口コミなんかは相当の拡散力がありま
すので、そこはよろしくお願いします。

あと、円グラフの UI ターンのところで、移
住者の前住所、福岡県が 1位という話がありま
したけれども、これは福岡が 1 位というのは、
やっぱり福岡に何か取組として力を入れている

という理解でいいのでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】 2つあろうかと思
います。1 つは、長崎県からだと、福岡に転出
している人数が一番多いものですから、Uター
ンで考えた時に、本県から福岡へ流出している

人数が多いというところで、もともとそういう

母数があるということ、それと確かに福岡に関

しては、先ほど 庭委員にも申し上げました、

プロモーションとかの、メリハリをつける中で、

博多駅とか、あるいは港、そういったところに

はプラスアルファで力を入れている、そういっ

たところが相まって、福岡が多いのかなという

ふうに思っております。
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【大倉委員】ターゲットを決めてやるというの

は非常に大事なことだと思いますし、しかも、

これは結果が出ているという数字だと思います

ので、引き続き、そこは取組をお願いしたいと

思います。

それから、離島振興計画について、これは私

の思いなんですが、長崎市の高島は、私も取材

等々で非常にお世話になったしまで、300 人ほ
どしかいない、とても小さな、いいしまなんで

す。ただ、本当に産業が少なくて、今、とまと

一択しかないというような現状です。ちょっと

寂しさがあるんです。そのしまには以前、寄り

合い所があったんですけれども、長崎市が運営

していたのですが、その寄り合い所も撤去され

てしまうというところで、どんどん憩いの場も

なくなっていくと、そんな状況です。

島民の方がおっしゃっていた言葉で印象的だ

ったのが、長崎市は、このしまを取り残してい

るんじゃないかと、私たちは取り残されたしま

なんだというような言葉をおっしゃっていて、

こんな悲しい言葉はないなと私は思いました。

そういう中でも、さっきの移住の話じゃない

ですけれども、福島県から移住してきたアーテ

ィストの方が非常に頑張っていまして、レイン

ボーミュージックというんですけれども、いろ

いろ自主的に企画をやって、取組をやっていま

す。夏の海岸沿いでのサンゴのイベント、コン

サートとか、自主的にやっています。これもそ

のメンバーから聞いた話なんですけれども、学

校が廃校になっている、そのプールを活用して、

今後、そこをスケボーパークにしたいんだ、み

たいな夢を語ってくれました

高島というのは、寂しいんですけれども、ポ

テンシャルは高いところなんです。高島を取り

残されたしまにしてはいけないと思うので、長

崎市にもハッパをかけていただいて、ぜひ離島

振興、取り組んでいただきたいと思っておりま

すが、何か県からのご意見ありましたら、お願

いします。

【坂本地域づくり推進課企画監】長崎市の高島

地区の振興に関する件でございます。今回、離

島振興法が改正をいただきまして、令和 5年 4
月から改正離島振興法が施行されているところ

でございます。今回の改正離島振興法につきま

しては、本県からも強く要望してきた施策を数

多く盛り込んでいただきまして、小規模離島の

振興等も含めて盛り込んでいただいたところで

ございます。

その改正離島振興法に基づく県の新たな離島

振興計画を令和 5 年度から令和 14 年度までの
10 か年を計画期間として策定したところでご
ざいます。

この中で、各地域別の計画につきましても策

定をしておりまして、長崎市高島地域の振興に

つきましては、これも各離島市町、一部離島の

市町も含めて、高島地域であれば、長崎市と連

携をしまして、高島地域振興計画というものを

策定しております。

その中でも、高島地域の振興につきましては、

基本理念として、海や軍艦島等の近代化産業遺

産群をはじめとする資源を活用した観光レクリ

エーションの振興、航路の維持・確保及び高齢

者が安心して暮らせる体制整備を図ることによ

り、交流人口、定住人口の増加に努めることと

しております。

その中でも、今、海のイベントのお話もござ

いましたけれども、具体的に、海水浴場や磯釣

り公園など、アウトドアを楽しむ施設を活用し

て、イベントや海をテーマとしたスポーツレク

リエーションを開催し、交流人口の拡大を図る
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でありますとか、たかしまフルーティトマトな

ど、地域の特産品について、品質の安定化を通

したブランド力の向上や安定経営と島内雇用の

確保に努めるといった施策を記載しているとこ

ろでございます。

いずれにしましても、小規模離島につきまし

ては、文字どおりコミュニティーの規模が小さ

いことから、移住者の方を含めた地域活性化に

取り組まれる住民の方、あるいはそのプレーヤ

ーの方お一人お一人の存在が相対的に大きくな

ると考えておりまして、丁寧な対応が求められ

るものと認識しております。地元市町の取組や

方向性を踏まえて、しっかりと連携、支援をし

てまいりたいと考えております。

【大倉委員】本土と高島を結ぶ船も今後、新調

されるという話も聞いております。そのあたり

も島民の方にとっては非常にいいことだと思い

ます。

それで、先ほどのスケボーパークの話に戻る

のですが、要は、何でそこがすばらしいかと言

っていたかというと、スケボーの世界的に有名

な方が実は視察に来たそうなんです。何でいい

かというと、軍艦島が見えるというところがや

っぱりすばらしいと。そこが高島の強みでもあ

るわけです。世界遺産が目の前にある。ですか

ら、世界から人が集う要素は十分にあるしまな

んです。ぜひ、高島振興を本気で取り組んでい

ただきたいというふうに、今後ともお願いいた

します。

それから、県庁舎の跡地活用について、ご質

問いたします。

暫定供用を開始して、続いていたことは私は

知っていたんですけれども、これはニュースな

んかでわかったこと、あるいは番組なんかをご

覧になった方はわかっていると思うのですが、

あの場所だけ見ても、暫定供用が行われている

というのはちょっとわかりにくいんですよね。

どうしても工事していましたから、白い壁で囲

われていたと。そういう中で、県民の方は、ど

こまでこの暫定供用を知っていたのか、私はち

ょっと疑問に感じているんです。

その周知の仕方が果たしてよかったのかどう

か。来場者数は 8,647人というこの数字は、利
用者のサンプリング数としては、果たして多い

のか、少ないのか、適切なのかどうなのかよく

わかりませんが、もっと多くの方に来場してい

ただけるような周知の在り方があったのではな

いか、ちょっと疑問に感じているのですが、そ

のご見解をよろしくお願いします。

【松島県庁舎跡地活用室長】県庁舎の暫定供用

につきましては、昨年 10 月末の開始に合わせ
まして、県政番組ですとか、プレスリリース、

公式ツイッター、そういったところで周知を進

めていたところです。

来場者数の約 9,000人について、多いか少な
いかという評価なんですけれども、ここにつき

ましては、もっと増やす余地がなかったのかと

いうところはあろうかと思います。なので、私

どもといたしましては、今、整地作業を進めて

おりまして、この整地作業が一定終わりますと、

使い勝手が上がりますので、そういった機会も

利用しながら、県の広報媒体ですとか、メディ

ア、そういったところも使いながら、さらなる

周知を図ってまいりたいと思っております。

【大倉委員】そういう中で、中身としては充実

したものになったと信じております。

ただ、職員の方が現地にずっと一日中いたと

いうのは、これは私は大変だったと想像するん

ですけれども、そういった職員の方々の配置と

いうのは負担にはなりませんでしたか。大丈夫
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でしたか。

【松島県庁舎跡地活用室長】確かに日中、テン

トの下にいるといった中で、全くきつくないか

と言われますと、そうではないんですけれども、

やはりいらっしゃった方に県庁舎跡地の歴史を

伝えるだとか、ご意見を伺うというのは、私ど

もの業務として必要なことだと思っております

ので、そこにつきましては職員の健康状況を当

然把握しながら進めてまいりたいというふうに

思っております。

【大倉委員】県民の声を聞くため、本当にご苦

労さまでございました。そこはねぎらわせてく

ださい。

今後なんですけれども、敷地全体の供用開始

は 8月頃からということなんですが、これまで
の暫定供用の時と比べて、何か利用者の方にと

っての利便性なんかは違いはありますか。

【松島県庁舎跡地活用室長】今回の整備に合わ

せまして、今まで県庁舎跡地は電源とかがなか

ったんですけれども、電源、それと水道、下水

についてはございませんが、そういったイベン

トをするに当たって、より使い勝手のいいよう

な形で暫定供用を進めてまいりたいというふう

に思っております。

【大倉委員】 電気、水道が通るということは、

昼夜問わず、夜なんかもできるのかなという部

分で、一日を通して利用しやすくなればいいの

かなと思います。今後の周知の在り方、PR の
仕方は、さらに工夫しながら取り組んでいただ

きたいと思います。

それから、関連して、旧第三別館なんですけ

れども、これは今、議論はどのあたりまで進ん

でいるか教えてください。

【松島県庁舎跡地活用室長】旧第三別館に関す

るお尋ねでございます。旧第三別館を含みます

県庁舎跡地の整備につきましては、昨年 7月の
跡地整備基本構想という形で取りまとめを行っ

ております。

お尋ねの旧第三別館は、大正 12 年に建てら
れました鉄筋コンクリート、それとレンガを合

わせた造りになっておりまして、もともと警察

署として建てられた建物でございます。現在、

耐震性に問題がありまして、外壁等の劣化もか

なり進んでいる状況にございます。そのため、

基本構想の中では、利活用のニーズですとか、

耐震改修を行う場合の課題、費用、さらには県

庁舎跡地の機能配置を総合的に勘案して方向性

を決定することとしておりまして、現在、そう

いった判断材料を集めているところでございま

す。

【大倉委員】利活用というのはまだ決まってい

ない中で、今後、建物をどう維持管理していく

のか、そういった費用面というのもまだ全く決

まっていないということでしょうか。トイレも

エレベーターもないところで利活用するとなる

と、相当な費用がかかると思うんですけれども、

そのあたりだけ教えてください。

【松島県庁舎跡地活用室長】実際どういった形

での利用になるかにもよるかと思うんですけれ

ども、先ほど委員からお話のありましたとおり、

旧第三別館につきましては、トイレ、それとエ

レベーター、そういったものもございませんの

で、ここを活用するには、それなりの費用がか

かるのではないかというふうに考えております。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【小林委員】 まず、空港の 24時間化に向けて
の取組についての質問をいたしたいと思います。

新聞等でも報道されておりましたが、空港の

24 時間化に向けてのいわゆる具体的な取組が、
3 年半ぶりに推進委員会が開かれ、その中で、
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いろいろと出ております。非常に重要なことだ

と思いますので、お尋ねをいたしたいと思って

おります。

まず、私が考えておりますことは、地元でも

ありますので、大村市にこういう世界初の海上

空港が 1975年、これは昭和 50年です、5月 1
日に開港をいたしたわけであります。

世界初の海上空港でありながら、率直に言っ

て、一ローカル空港に終わってしまって今日に

至っていると、こういうようなことについては、

非常に大きな不満を持っております。こんな立

派な空港、世界初の海上空港と、こういう状況

の中から、滑走路が 3,000 メートル、幅が 60
メートル。福岡空港は滑走路は 2,800メートル
しかないんじゃないか。そこよりも長いわけだ。

そういうところでありながら、しかも、非常に

就航率が高い、あるいは騒音が少ないとか、パ

イロットの皆さん方にはとても運航しやすいと

いうことで、人気が一番高いと、こんなような

ことが言われて、これだけの強みを持っている

長崎空港を、一ローカル空港で終わって、厳格

に言えば 48年間、約 50年間このままの状況で
過ごしているということ、非常に長崎県自体の

損失でもあるし、また全体的に見ても、やっぱ

り大きな損失だと思うんです。

これを活かすためには、24時間空港化という
のがずっと言われてきて、それなりの取組をや

ってきたところでありましたが、なかなか現実

は厳しかった。しかしながら、最近において、

リモート化という新しい取組を考えていただい

て、それが現実に、昨年の 3月からリモート化
が具体的になっていると、こういうことなんで

す。

そういうところから見た時に、今回、こうい

う取組の中において、どういう内容がこれから

展開していくのかと、非常に期待をいたしてお

りますけれども、新聞等の報道によりますと、

例えば、運用時間外の早朝便あるいは深夜便、

こういうものを実は臨時便として運航させ、そ

してリモート化によって段階的に利用時間を延

ばしていくと、こういうようなやり方をもって

24時間化に近づけていこうと、こういう取組を
やっていただいているということ、またこれを

これからやろうとしているということ、私は大

変有意義なことじゃないかと思っております。

そこで、今、推進委員会でいろいろ具体的に

出ておりますけれども、この 24 時間化に向け
て、早朝便あるいは深夜便を羽田空港線でこれ

を結ぶ、これを運航させるとか、こういうよう

なことがありますけれども、もう少し具体的な

内容、今の取組の進捗状況、まずこういうこと

についてお尋ねをしたいと思います。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】長崎空

港の 24 時間化に向けた現在の進捗状況でござ
います。先ほど 庭委員のご質問の中でも少し

答弁をいたしましたけれども、今年度の予算と

して、今の時間外での臨時便の運航というもの

を進めるための予算を確保しております。

実証運航ということになるんですけれども、

まずは臨時便ということで、現在既に定期便が

就航している路線を対象に、その定期便につい

て、その時間外、7時から 10時の外側の時間を
使うような便を臨時便という形で設定できない

かという形で航空事業者さんの方と今、調整を

させていただいているところでございます。

これもまだ調整中の段階ではございますけれ

ども、路線については、一番利用者が多く想定

される、需要も見込まれる羽田線が、まずやっ

てみるべき路線になるだろうということで、航

空会社それから関係機関、実際便を飛ばすとな
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りますと、エアラインにまず飛ばしていただか

なければいけないということもございますし、

リモート化にはなったものの、実際管制の面で

国の方にも対応していただく必要があるという

ことで、こういった調整をまさに進めている最

中でございまして、まだ調整中ではございます

けれども、まず羽田線を想定して進めていきた

いという状況でございます。

【小林委員】その辺までは大体新聞等でよく報

道されているわけです。もうちょっと具体的に

聞きたいというのは、例えば、運用時間外、7
時間から 22 時までのこれ以外の時間帯で、要
するに、早朝便とか深夜便、そして長崎から羽

田の方に飛ばす、あるいは羽田から長崎空港の

方に飛ばすと、こういうような形で段階的にリ

モート化をしながら 24 時間に近づけていこう
と、こういうことなんですね。

では、ちょっと尋ねるけれども、まだこれは

構想の段階ではあろうが、具体的なことがどこ

まで決まっているかわからんけれども、本当は

もうちょっと具体的なことが聞きたいわけです。

例えば、何時台を考えているのかと。早朝便の

長崎から羽田まで、大体何時ぐらいで考えてい

るのか。あるいはまた反対に、羽田から長崎空

港の深夜便、これは何時ぐらいを考えているの

かと。それを誘致するための引き受けてくれる

航空会社、JAL なのか、ANA なのか、またそ
れ以外のところなのか、そういうようなところ

とどこまで話が詰まっているのか、そういうよ

うなところについて、誘致の見通しとか、時間

帯、もう少しそういうところでもし話ができる

ようであれば、決まっているような状況があれ

ば、教えてもらいたいと思います。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】今の調

整状況でございますけれども、まだ調整中とい

うことでございますので、具体的な時間とか、

あるいはこの会社というところを今の段階でな

かなか申し上げるのは難しいところでございま

すけれども、あくまで県の想定として申し上げ

ますと、今、運用時間が朝の 7 時から夜の 10
時までというところでございます。幾ら時間外

といったところで飛ばしても、本当の真夜中で

すと、なかなか需要も考えられないというとこ

ろでございますので、まずは 7時よりも少し前
の時間帯、6 時半とか、45 分とか、30 分ぐら
い前の時間帯で長崎から東京に行くような便が

設定できないかというようなところ、あるいは

夜が 10 時までの運用になっておりますので、
それよりももう少し遅い時間 10 時を少し過ぎ
るような時間、10時半ぐらいまでの時間帯のイ
メージで長崎に羽田から到着するような便とい

ったところがもし設定できれば、夜、東京を出

ていただいて、長崎に到着して、翌朝から、す

ぐ長崎の滞在を楽しめるというようなことも想

定できますし、あるいは長崎を 7時より前に出
るような便が設定できれば、東京での滞在時間

というのも増えていくと思いますので、そうい

った運用時間の枠の少し外側の時間帯でできれ

ばいいなというところを考えているところでご

ざいます。

【小林委員】 今、話を聞いただけでも、基本的

にわくわくするような話なんですよ。結局、24
時間空港化に向けての行動だけれども、これは

やっぱり経済的な背景とか、こういう空港を活

用したところの最大の経済基盤だと、こう言っ

ているところの内容が、今回のこのような取組

の中で、長崎の空港から早くから羽田の方に向

かう、また最終的に羽田から長崎空港に来ると、

そういう点を考えただけでも、相当な経済的な

プラス面が出てくると思うんです。
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これは構想に終わらないで、ぜひひとつやっ

ていただきたいと、ぜひ実現いただきたいと思

うわけだけれども、例えば６時台、あるいは 10
時台だとか、具体的な話が出てきているけれど

も、これはいつ頃実行に移ると、これが現実に

24時間空港化に向けての第一歩だけれども、こ
のリモート化を段階的に引き上げていくと、こ

れは本当にすばらしいことだと思うんです。管

制業務をリモート化しながら、管制官の皆さん

方が大村に来ずに、要するに、福岡空港からリ

モートしていくと、こういうような非常にあり

がたいやり方、これは大体いつ頃こういうよう

な管制をして、これが実行に移るのかと。ただ

絵に描いた餅は困るわけだから、いつ頃を考え

ての行動を起こしているのか、ここはどうです

か。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】管制の

リモート化の時間外での運用に関して、いつ頃

の想定なのかというところでございますけれど

も、現時点で、定期便が飛んでいるわけではな

いというところで、具体的に県の方で、いつ頃

までにというところを持ち合わせてはございま

せんけれども、管制がリモート化をしていると

いうことで、先ほど委員おっしゃられたように、

人員を増やすことなく、福岡の方から管制をし

ていただけるということ、それは時間外であっ

ても、実際に長崎空港に管制官が来ていただい

て管制をするというよりも簡単に運用時間外で

の運用ができるということになりますので、そ

こをまさに今回の臨時便の設定で実績をつくっ

ていきたいと。今回、臨時便がもしうまくいけ

ば、そういった管制官の調整というのは福岡か

らできますので、リモート化により時間外での

対応というのはしやすくなっているところでご

ざいますので、実績づくりをして、定期便につ

なげていければ、今の 7 時から 22 時の外側の
時間帯で福岡からリモートで管制をしていただ

けるような常時的な体制が出来上がるというと

ころでございますけれども、現時点で、具体的

にいつまでにというところは持ち合わせていな

いという状況でございます。

【小林委員】だから、非常にいい構想だという

ことを我々は腹いっぱい言っているわけだ。な

かなかそこから先の話が、そこから言葉が濁っ

てくるわけだ。そうやって全然言わない。この

くらいは実は新聞に載せたり、早朝便とか深夜

便を枠外で飛ばすんだよと。そして、24時間に
段階的につなげていくんだよと。このリモート

化を実現させているわけだから、そういう点か

らいけば、もう少し我々に期待を持たせるよう

な話にしないと、ただ今の段階では構想、構想

と言いながら、さっき言っているように、航空

会社は見つかったのかと、どんな機材で飛ばす

のかとか、そしてそれを具体的に時間帯と同時

に、いつ頃これが就航するかと、これが実現で

きるかと、こんな話をしないで、何か入り口の

そんな話ばかり。部長、あなたが詳しいから話

してください。

【小川地域振興部長】長崎空港の運用時間の延

長に向けた臨時便等の運航、また今後の運用時

間の延長、24時間化に向けた取組ということで
ございますが、先ほど次長の方からも答弁させ

ていただいたように、今年度、まずは運用時間

外での臨時便の運航をぜひやりたいということ

で、航空会社は別といたしましても、私も東京

の方に出向きまして、各航空会社の担当部長と

もお会いして、具体的な話について、進めさせ

ていただいております。

そういう中で、できれば、早ければ今年の夏

場以降には、実際にそういう臨時便が運航でき
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るようにということで今、調整を進めさせてい

ただいております。具体的には、例えば先ほど

もお話ありましたように、長崎～羽田線でまい

りますと、朝の 7時より以前、例えば 6時半と
か 6 時 45 分、そういう時間帯に長崎から出発
することができないか、また羽田からは、今は、

多分 7 時 20 分前後が最終便になってこようか
と思いますが、それを例えば 8 時半以降とか、
8 時半前後とか、そういう形での運航ができな
いかというのを私どもの方から航空会社の方に

提案させていただいているところでございます。

ただし、当然航空会社は機材の回しとか、人の

回しというのもございますので、そういうもの

について、いつであれば、どの時間帯であれば

できるのかというのを今、調整をさせていただ

いているということでございますので、それが

決まり次第、県議会議員の皆様にもご報告をさ

せていただいて、また多くの県民の皆様にご利

用いただけるのが一番でございますので、そう

いう周知についてもぜひ図ってまいりたいと思

っております。

それと併せまして、今後、1年 2年こういう
実証運航という形で実際の臨時便とか、もしく

はチャーター便と申しまして、今就航していな

い飛行場とのチャーター便を運航することによ

って、航空ネットワークを拡充していくと。そ

れと、今年度からの取組でございますが、県産

品の販路拡大という形で、当然、航空路線につ

いては、旅客需要も必要ですが、そこに貨物需

要が加わることで、さらに航空路線の安定化が

図れると思っておりますので、そういうものも

併せながら、実証的な取組を進めて、数年後に

は、ぜひ運用時間を延ばしていただけるような

ことで、今、国土交通省の方とも協議を進めて

おりますので、そのあたりの状況が明確になり

ましたら、またさらに一歩進んだことがご報告

できようかと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。

【小林委員】次長、このくらい言えばいいじゃ

ないか。このくらい言ってもらうと、本当に議

会、委員会の権威がちゃんと保たれる。あんな

ふうに言われると、これは一体議会とは何かと、

こういう格好になってしまう。だから、最近は

しゃべらん人が多いけれども、きちっと答弁を

せんばいかん。

そこで、今、部長が言ってくれました。夏場

ぐらい、夏場が大体そういうようなことで実現

する可能性があるかもしれないと、こういうこ

とで夏場ということでありますね。だから要は、

これはさっきからも言っているように、経済的

な背景が相当ウエートがあると思います。24時
間というのをリモート化して段階的に引き上げ

ていく、この考え方は本当にありがたい。上等。

一番頭が痛かった CIQ あたりを年中こっちに
連れてくるという、そこの取組がなかなか関係

者からは大変だったんだけれども、これをリモ

ート化して、福岡の空港からそれをちゃんとや

っていると、そういう管制業務をリモート化す

ると、ここは本当に高い評価をしなければいけ

ない。

そして、それを宝の持ち腐れにしないで、朝

7 時から 10 時、ここの時間外から、最初は 40
分なのか、１時間内なのかよくわからんけれど

も、こういうようなところで時間帯を進めて、

そこから東京の羽田線、羽田線というのは、あ

る意味では需要が、利用客が一番多い羽田～長

崎、この路線を大事にするというようなところ

から今考えていただいていると思います。

ぜひ、そのような形の中で、今、特に福岡の

空港が、この間からも話題になっているように、
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時間外だと、門限がもう過ぎたと、だからとい

うことで福岡空港で降ろせないと、また引き返

した、こういうようなこともあったような状況

の中で、大変な動きになっているわけですよ。

だから、24時間空港、これは北九州空港が非常
に大きなプラスになって、先ほど部長から言わ

れた貨物のそこのところに大きなプラスが出て

きているというようなことでございますから、

北九州市よりも、長崎のこの空港が本当は先ん

じてやらなければならなかったのではないかと、

こういうふうに考えておりますけれども、後れ

ばせながら、こういう方向づけが若干でも出て

きたというところで、大変ありがとうございま

す。

それで、最後ですが、さっき言われたように、

これから本当に長崎空港を活かすためには、ま

だ未就航地というか、全然飛行機が通っていな

いところの例えば北海道とか、東北あるいは四

国、そういうところに飛行機は長崎空港から飛

んでない。これを飛ばしてもらうというような

取組については、これもただ話だけじゃなくし

て、具体的にできる可能性があるのかどうか。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】力強い

答弁ができず大変申し訳ございません。

先ほど部長からもありましたように、チャー

ター便に関しても、臨時便に加えてしっかりと、

これは時間外というところだけでなくて、日中

の時間帯も、羽田以外へもしっかりと路線、ネ

ットワークを張り巡らせていくということは非

常に重要だというふうに思っておりますので、

ぜひこちらのチャーター便についても、しっか

りと進めていきたいというふうに思っておりま

す。

それに向けて、今年度の予算としても確保し

ておりまして、先ほど委員がおっしゃいました

ように、今、国内線に関しては、長崎から成田

空港が一番北側になっております。そういう意

味で、成田空港よりも北側のエリア、まさに委

員おっしゃっていただいたように、東北地方で

すとか、あるいは北海道といったところの便が

今ない状況でございますので、こういったとこ

ろを双方向でチャーター便を飛ばす、あるいは

これも委員におっしゃっていただきましたけれ

ども、四国地方についても、今、長崎と便がな

いという状況でございますので、そういったと

ころ、いずれは定期便といったところが目指す

ところかもしれませんけれども、まずはチャー

ター便という形で、これも需要がどれぐらいあ

るのかを見極めていくというところも含めて、

今年度確保しました予算を有効に活用しながら、

航空事業者とも調整を進めて、実現できるよう

にしたいというふうに考えております。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【田中委員】新幹線についてお聞きしておきた

いと思います。

我々県北、佐世保は、武雄から先を期待して、

新幹線に期待してずっと来たわけです。あんな

ルートになったから、仕方なく武雄から先、博

多までどうやって時間短縮するかと。これが今

の時点では、どうしようもない。

今聞いていると、国土交通省と佐賀県のやり

取りに期待していると。それから、与党整備新

幹線のプロジェクト検討委員会の森山委員長に

期待していると。そしてあとは、早期要望、全

線フル規格ということで、年に一回、知事が要

望に行くと。大きな報告は大体 3つだった。毎
年これを繰り返すんですか。去年も大体そんな

ものだった。だから、長崎県が中心になって頑

張れることはなくなったんだと、もう佐賀県次

第なんだというような感じに聞こえてくるので
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残念だけれどもね。

この前、私は、当時の高田知事との話なんか

を残っているものを見ると、長崎県が地元案を

決めなければ上に行かないんだというような当

時の話です。長崎県が決めなきゃだめなんだと。

たまたま長崎～武雄間は決まったけれどもね。

そうなると、今の姿勢みたいに、佐賀県と国

とのやり取りなんかを聞いていても、佐賀県が

決めて、国にお願いするならまだしも、国がど

うしてくれるんだ、どうしてくれるんだ、ばっ

かりという、極端に言うと、そんな感じがする。

フリーゲージが駄目になった責任をどうするん

だという感じでね。

だから、もう若干新たな視点というか、考え

なければ、このままずっと行ってしまうような

気がする。令和 5年から令和 7 年の 3年間で、
まだ新幹線予算は残っているからね。鉄道・運

輸機構整備も福岡に残っていると思うけれども、

令和 7年以降になると、私は、縮小すると思う
よ。建設はないわけだから。いろいろな修理と

いうか、そういうものが残ってはいると思うけ

れどもね。だから、この 3年間、令和 5年、令
和 6年、令和 7年で方針だけでも決めなければ、
私は、先に進まないと思う。そのためには、固

定観念にとらわれずに、もう少し長崎県もね。

私は一般質問で言ったけれども。

佐賀県が山側、海側、最初の案とかいうのは

あるけれども、最初の案にしたって、佐賀駅を

通るだけで、並行在来線じゃないのよ。ほとん

どね。佐賀駅を通るだけで、今の線路を使って

なんていう話じゃない。だから、佐賀駅までは

行ったとしても、佐賀駅～鳥栖というのは、必

ずしもこれに固執する必要がないと思う。佐賀

駅には固執するかもわからないけれどもね。だ

から、佐賀駅から山側、海側ぐらいだって考え

られるわけだ。そうすると、佐賀駅までをどう

するかというと、いろいろやり方もあるので、

これは今は乗換え方式になっているけれども、

やろうと思えば、在来線に線路を一本プラスす

れば、乗換えなしにでも行けるのだから。それ

は山形新幹線だって、秋田新幹線だって、そう

いう形になる。幅を広げれば。線路をもう一本

増やす。そうすると、新幹線で乗換えなしで行

けるんだ。だから、いろいろな検討をしてもら

わないと、何か佐賀県次第だというようなこと

で、議論が進まないような気がするんだけれど

も、これは今後のためもあるので、見解だけ聞

かせてください。

【川口新幹線対策課長】佐賀と国土交通省で今、

幅広い協議をなされているのですが、その中で、

委員がご指摘されているのは、新たな見解とか、

そういったことを考えるべきではないかという

ことだと理解しております。

その点につきまして、まず幅広い協議をする

前に、この経緯といたしまして、フリーゲージ

トレインを当初導入する予定だったのが、様々

な要因がございまして、長崎～武雄温泉間では

フリーゲージトレインを断念するという事実が

ございます。

それを受けて、佐賀、長崎両県で会談をいた

しまして、そして両県で一致した点がございま

す。それは、フリーゲージトレインの導入断念

が原因であり、国の責任において今後しっかり

協議を進めていただきたいこと、そして国にお

いて具体的な整備の方向性を示してほしいとい

うことを、断念した時点、平成 31 年でござい
ますが、佐賀、長崎両県知事で共通した認識で

ございます。

これらを受けまして、国において協議を進め

られ、与党ＰＴにおいても今後の在り方につい
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て協議された結果、こうした国と佐賀県との幅

広い協議において、国から佐賀県に対して様々

な提案をなされているというような背景がござ

います。

したがいまして、現状については、国が提案

をする立場で、今、真摯に協議をなされている

状況で、長崎県におきましても、これを踏まえ

て、しっかり協議の状況を注視しながら、関係

者と、どのようなやり方ができるのか対話を重

ねている状況でございます。

そうした中で、新たな提案に関してでござい

ますが、今の協議の状況を見ますと、まだ 3つ
のルートについても、いろいろなご意見がある

ということで、具体的な話に入っていないと認

識しております。こういう状況の中におきまし

ては、本県は、まだ状況を注視していく必要が

あると考えております。ただし、見守るだけで

はなくて、JR九州であるとか、ほかの関係者、
これは佐賀県も含めてでございますが、それぞ

れの立場の意見というのをお聞きしながら、西

九州地域全体を含めて、県としてどうしたこと

ができるのか検討を重ねてまいりたいと考えて

おります。

【田中委員】長崎県の課長としては立派な見解

だよね。国から来た次長、あなたもフリーゲー

ジ原因論で、全て国の責任だということで同調

できますか。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】フリー

ゲージトレインの断念の経緯につきましては、

先ほど新幹線対策課長が申し上げましたように、

国の方で実際進められるということで、長崎県、

佐賀県ともに、フリーゲージトレインで進める

ということになったわけですけれども、結果、

断念をするということになりまして、それに関

しては国の方でも、斉藤国土交通大臣からも、

そこについては責任を感じているといったよう

な答弁が昨年の国会でもなされているというと

ころでございます。

そうした意味で、やはりフリーゲージトレイ

ンの導入断念の経緯というところを踏まえれば、

国の方でしっかりとそういった経緯を踏まえて

対応していただきたいというところが、これは

長崎県も佐賀県も共通の認識でございますので、

まずは今の状況としては、先ほど申し上げたよ

うに、佐賀県内の区間の問題でございますので、

一義的には、まず佐賀県と国の間で、どういっ

た整備方式があるのかを含め、幅広く協議をし

たいということで、幅広い協議が設定されてい

るわけでございますので、まずはそこの状況を

見守るというのが今の状況かというふうに認識

しております。

【田中委員】次長もそういう認識に立つという

ことならば、私は、ありがたいなと思う。フリ

ーゲージ原因論で国に対して物が言えるという

話でね。

ただ、それを言って、それじゃ、何ができる

かというと、できるのは、財源負担をもう少し

どうにか国がする。50％しか出さないのを 70％
出すことだけでも結構なものだ。それだけでも

大きな。ただし、北陸新幹線も、若干、敦賀以

降は玉虫色だった。米原にフリーゲージで結ぶ

というのは大体想定された案だった。敦賀～米

原間をフリーゲージで。それを今、向こうは敦

賀から京都を通して大阪までという話が進んで

いるでしょう。それに長崎県も乗りたいという

話なんだから。長崎県も、ある程度、新線に乗

って一緒になって財源確保しようという流れに

なっているわけだから。しかし、向こうはフリ

ーゲージにそんなにこだわってないという空気

も私は聞いている。フリーゲージも、最初の案
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はスーパー特急だったんだから。途中でフリー

ゲージ的なものも開発しようと。それに乗っか

ろうということになった。私は若干、国の 100％
責任じゃなくて、長崎県も乗っかった、国もそ

れを利用したと、半分半分ぐらいの責任でフリ

ーゲージは捉えているんだけれどもね。長崎は、

それだけ佐賀県と協調して、次長もそれだけは

っきり国に対して物申すという答弁なら、私は、

本当にこれはありがたい話だ。ぜひ国土交通省

に帰って、鉄道局長あたりに、フリーゲージが

責任だから、もうちょっと国が責任を持ってや

るべきじゃないかということを、あなたが進退

かけてぐらい、ぜひやってもらえればありがた

い。終わります。

【坂口委員長】 それでは、午前中の審査はこれ

にてとどめ、午後は、1時 30分から委員会を再開

いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き審査を行います。

ほかに、質問はありませんか。

【山村委員】 質問をさせていただきます。

まず、移住の件で、参考資料で移住実績を配

っていただいていまして、大倉委員は、市町別

で、悪かった、あまり進んでなかったところと

いう話があったのですが、私の方は、よかった

ところ、うまくいっていると思われるようなと

ころの、どういった要因でうまくいっているの

かとかを県の方で把握していれば、まず教えて

いただきたいというふうに思いまして、お願い

いたします。

【宮本地域づくり推進課長】それでは、私の方

から幾つか把握している分を申し上げたいと思

います。

まず、長崎市が人数的には一番多いんですけ

れども、長崎市に聞きますと、長崎市は令和元

年度から、子育て世帯ウエルカム補助金という

ことで、これは市の単独事業で、令和元年度か

らですので昨年度でもう 4年目でございますが、
そういったものがだんだん周知効果が効いてき

ているというようなところの分析をしておりま

す。また、テレワーク関係の移住者も、コロナ

禍があって、少し落ち着いてきたところがあっ

て、テレワークの方も増えているのではないか

というのが長崎市でございます。

それから、諫早市でございますけれども、対

前年度 30 人増えているのですが、令和 4 年度
に、移住定住推進課という課を新設して、きめ

細かな対応とか、そういったところで力を入れ

ているところが結果として現れてきたというよ

うなところでございます。

そして、次は壱岐が多いですけれども、壱岐

市は、都市部における移住相談イベント、我々

と一緒にやっている分もあるし、恐らく、単独

でやられている分もあるのかなと思います。そ

れから、空き家バンクを少し充実させることに

よって、移住者が増えている感じがあるといっ

たようなところでございます。

主な 3つについては、以上でございます。
【山村委員】 ありがとうございます。

うまくいっている事例というのは、多分ほか

の自治体でも参考になるものがたくさんあると

思いますので、県として、上手にほかの市町に

対して情報発信とか、取組強化というのを進め

ていっていただければと思います。

続きまして、年代別の Uターン、Iターンの
グラフですけれども、40代以下が約 8割ぐらい
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来ていただいているということでいけば、まだ

まだ働き盛りの世代の方々がたくさん移住して

きていただいているという中で、どういった仕

事に就かれて来ているのかというのが把握でき

ていれば、教えていただきたいと思います。

【宮本地域づくり推進課長】こちらの方につき

ましては、午前中もちょっと議論がありました

移住者アンケートの方で、こっちに来られて、

どういった仕事に就かれていますかというとこ

ろでお尋ねしている分がございまして、一番多

いのは医療・福祉関係が 15％で、その次は、官
公庁とか団体が 12％、そしてサービス業 10％
というような感じになっておりまして、それ以

外が 5％、3％とか、それなりに散らばっている
ような印象を受けているところでございます。

【山村委員】 40 代以下ということで、本当に
働き手になっていただける方が移住していただ

くということは、今、産業界の中でもかなり労

働者不足というのが叫ばれてきていますので、

特に子育て世代も含めてなんですが、どういっ

た会社に移住して就職できるのかというのがも

しかしたらキーポイントになってくるのかなと

個人的には思っていまして、先ほどの見解でい

くと、医療関係 15％とかあるんですが、産業界、
工業界とか、生産の現場にもやはりきちっとし

た人材が行き渡るようなやり方、アプローチと

いうか、そういったところも大事じゃないかと

思うんですけれども、今、移住相談会とか、移

住の取組の中で、仕事の面、そういったところ

をどういう取組をされているかというのがあれ

ば、教えていただければと思います。

【宮本地域づくり推進課長】 一つは、県、市町

合同でやる大きな移住相談会というのもござい

ます。それは例えば福岡、東京でやったりと、

年に 1回ずつぐらいなんですけれども、そうい

った時に市町と一緒に行きますと同時に、県内

企業の求人の関係であったり、市町のブースが

あると同時に、県庁の農林のブース、水産のブ

ース、あるいは希望者がいれば福祉のブース、

そういったような形でやっているのが 1 点と、
もう一つは、大きなものじゃなくて、もともと

何月何日で福岡で、あるいは大阪で、名古屋で、

一般的な移住相談とは違いまして、転職に特化

したような相談会もやっております。そういっ

たものは少人数になるんですけれども、こちら

側も行く人数も少ないですし、事前に、どうい

う仕事が関心ありますかというのを一定聞いた

上で、現地で相談する、そういったようなとこ

ろで県内の産業界とのマッチングなどを図って

いるところでございます。

【山村委員】 ありがとうございます。

移住イコール独立というわけじゃなくて、や

っぱり仕事があって来るというところがあるで

しょうし、産業界としては、県外の方にも来て

ほしいというところがあると思いますので、そ

こは庁内でも連携をしていただいて、移住の中

で取り組んでいただきたいという部分が 1つあ
ります。

それと、たまたま昨日、私、東京と鳥取から

新入社員として諫早に来ていただいた方々とお

話をした際に言われたのは、何でこの企業を選

んだのか、長崎にわざわざ就職をすると決めた

のかという最終的な決め手は、そこの企業のホ

ームページだったそうなんです。というのが、

やはり安心して働ける職場かどうかと、すごく

大事なポイントになっているみたいで、遠くか

ら来ていただける方々というのは、その企業が

どういう会社かというのはわからない状態で仕

事を決めて来るという中でいけば、午前中もお

話がありましたけれども、移住場所のホームペ
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ージというのはすごく大事かもしれないんです

けれども、そこに関連して、どういう仕事があ

るかとか、その企業そのもののホームページの

充実というのも移住にとってはすごく大事なポ

イントになってくるかなというふうに思いまし

たので、今後どうされるかというのは見解は特

に求めませんけれども、ご提案として、お話を

させていただきたいと思います。

続きまして、県庁跡地のお話をさせていただ

きたいと思います。

参考資料の方で配っていただきました入場者

数、8,647 人になっていると思うんですけれど
も、概ねのどういった年齢層が来ているかとい

うのがわかれば、教えていただきたいと思いま

す。

【松島県庁舎跡地活用室長】県庁舎を訪れてい

ただきました方にアンケートを実施しておりま

して、その中から見えてくる属性からいたしま

すと、まず市内の方が 75％ほどいらっしゃって、
あとは市外も含め県外の方で、年齢層で言いま

すと、50代、60代、70代がそれぞれ 2割程度
ということで、50 代以上がほぼほぼというか、
そういった状況にございます。

アンケートをしている中で、広場に関するこ

とですとか、跡地に求める情報、そういった内

容も含めてお伺いしているのですが、例えば、

広場に求める空間とか設備、どういったもので

すかという問いに対しては、日常的な憩いの場

とか、くつろげるようなテーブルとか椅子の配

置があった方がいい、そういったご意見をいた

だいているところでございます。

【山村委員】 恐らく、今、場所が工事中みたい

な感じになっていたというところもあるでしょ

うし、なかなか入っていいかどうか知らないと

いうところもあったと思うんですけれども、ア

ンケート結果だけで判断してほしくないなとい

うのが一つありまして、正直、あれだけの町な

かに、かなり広い空間が創出されますので、子

どもさんたちの遊び場だとか、中高生の集まる

場所というところで考えていけば、すごく有効

な場所になってくるはずなんですよね。そうい

った意味でいきますと、現状トイレもないよう

な状況の中で、来た人に一生懸命アンケートを

取っていただいているんですけれども、そこに

まだ来れない世代層というのがたくさんいると

思っています。私もいろんなところで講演とか、

いろんなところの話をさせていただく時に、や

っぱり欲しいものというのは、きれいなトイレ

とか、おしめが交換できる場所だったり、授乳

できる場所が欲しいという声がたくさんありま

す。こういった場所が実はなくて行けないとい

う状況の世帯層がかなりいらっしゃるというこ

とですので、今後いろんな検討を進める上でお

願いしたいのは、来た人に対するアンケートと

いうことも大事なんでしょうけれども、それ以

外で、その場所に何を期待するかという、来て

いない方への取組というのをぜひお願いしたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】今おっしゃられた

内容につきましては、基本構想の中でも、今回、

3 つの主な機能の中に、広場という機能がござ
いますけれども、そちらの目的としては、県民、

市民の方に日常的な憩いの場を提供すること、

それとイベント等でにぎわいの場をつくること

ということで広場の整備を予定しています。

そういった中で、一番最初に「憩いの場」を

つくるに当たって、先ほど委員がおっしゃられ

たような、きれいなトイレですとか、おしめを

交換できるスペース、そういったものというの

は今の時代に当たり前に必要な要件だと思いま
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すので、おっしゃるように、アンケート以外に

も、いろんな方のご意見を踏まえながら、より

よい施設になるように整備に努めてまいりたい

と考えております。

【山村委員】ぜひよろしくお願いします。子育

て中のお母さん方が、おむつ交換とか、授乳室、

あとは集まれる場所、カフェだとか、しゃべる

場所、本当にそういうものが今、町なかにない

というので悩んでいる方もいらっしゃいます。

せっかく県庁跡になりますので、リピーターだ

とか、子どもたちが、ここ、よかったねと思え

るような場所に変えていってほしいと思ってい

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。

続きまして、新幹線の関係でお願いをしたい

のですが、まず 1周年の記念乗車の件なんです
が、多分、新幹線に記念乗車させるには周年イ

ベントというのはすごく大事じゃないかという

ふうに思っていますが、もう 9月 23日ですか、
その辺に 1周年が迫っているのですが、そこに
対するアクションというか、イベントというの

はどういうふうに考えているのかを教えてくだ

さい。

【川口新幹線対策課長】 1周年記念イベントに
ついてのお尋ねでございます。県といたしまし

ては、1周年を記念して、長崎駅周辺で県内 21
市町に集まっていただき、観光物産を PRする
ようなイベントを企画しております。

併せまして、先ほどの補足資料にもございま

すけれども、1 周年を記念した子ども向けの乗
車会というのを 9 月 23 日前後で行おうとして
おります。

また、県内外の方々に 1周年を周知する必要
があると考えておりますので、プロモーション

につきましても、福岡を中心としたプロモーシ

ョンを展開したいと考えております。

【山村委員】 1周年の記念行事というのが、開
業の時は、恐らく、諫早とか、大村、各地で記

念行事をやっていただけたと思いますし、諫早

でいけば、駅前の商店街の皆さんは、独自で何

かしようかということで今、取組をされている

ところもあって、官民の連携とか、民間がやろ

うとしている情報もぜひ取り込んでいただいて、

1 周年イベント、どんなものがあるよというの
をチラシを県として作っていくとか、そういう

ものでもいいので、やはり県内全体が何か 1周
年でお祝いをしているというか、活性化しよう

としているという姿を見せていただければと思

いますが、いかがでしょうか。

【川口新幹線対策課長】委員がご指摘の民間の

動きというのは、まだまだ私どもも捉えていな

い部分がございますので、そうしたことにつき

まして、各市町でありますとか、あるいは JR
様とも情報を共有しながら、発信につきまして、

私どもが持っているウェブサイト、あるいは JR
九州が持っているウェブサイト、様々な媒体を

使って、広く広報してまいりたいと考えており

ます。

【山村委員】新幹線の件でもう一点ですが、フ

ル規格に向けた取組について、ご質問させてい

ただきたいと思います。

佐賀県の方から 3ルートの案が提示されたり、
国土交通省から 3ルートの案の比較とかが出て
きていると思います。そういった中で、コスト

でいけば現行の案が一番安いというのは、それ

は最初から出ているから当たり前の話なんです

が、佐賀県の方が言われている、広い意味で検

討してほしいというのは、経済効果であったり、

開業の時期、長崎県としては、多分、開業が遅

れれば遅れるほど損失が大きいということにな

ってくるんじゃないのかなというふうに思って
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います。建設コストが多少前後しようが、総体

的に出来上がる時期が変わるだけでも損失とか

便益というのは全く変わってくるものですから、

そういった中でも、積極的に長崎県としても、

西九州全体としてどうあるべきかというところ

を踏まえて、いろんな連携を佐賀県とやってい

くべきじゃないかと思っています。そうしない

となかなか進まないというのが 1つと、もう一
つ、国土交通省がこの前、発表した中でいけば、

鉄道局だけじゃなくて、省庁全体で取り組んで

いきますよという話がありました。これは私も

もともと国土交通省出身なので、中身をどうい

うことかなと推測しますと、鉄道局というのは、

できるところに路線を引くというのが彼らの仕

事です。なので、無理なところには路線は引き

ません。一番適切な場所に引く。道路局とか河

川局というのは、必要なところに引きますので、

例えば有明海の潟土の地域でも、有明海沿岸道

路を造らなければいけなかったら造っていきま

すし、技術的に難しいところでもやっていかな

ければいけないという職種の人たちです。そう

いったところが省庁全体で取り組みましょうと

言った中では、そこが一つキーワードになって

くるのかなという思いもありますので、ぜひそ

ういったところを踏まえて、佐賀県との連携も

考えながら、国と佐賀県の動向を見守るだけじ

ゃなくて、長崎県としても、佐賀県の意向を踏

まえて、どう動くかというのをぜひ考えていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【川口新幹線対策課長】佐賀県との向き合い方

と、併せまして、技術的なお話だと認識してお

ります。

まず、技術的な面に関しましては、やはりこ

れは委員おっしゃるとおり、国土交通省全体で

検討なさっているというところでございますの

で、そこについてはしっかり注視してまいりま

して、どういった検討をなさっているか等につ

いては、私どもも十分理解をして、今後の進め

方については考えていきたいと思っております。

その上で、佐賀県との今後の進め方でござい

ますが、これまでも佐賀県の方では、様々な課

題があるということで、ルートであるとか、地

方負担、それから在来線、課題として申し上げ

られてはいるのですが、実際にどの程度、何を

具体的に課題になさっているのか等については、

まだまだ意見交換が不足している部分があると

思っておりますので、まずは佐賀県がどういっ

たことを今、問題視されているのかについて、

しっかり協議をさせていただくのと併せまして、

先ほど答弁をさせていただきましたが、西九州

地域全体で取り組めるようなメリットが何かと

いうことも一緒に協議をしながら、前を向いて

進めていけるように今後も取り組んでまいりた

いと考えております。

【山口委員】 質問させてもらいます。

この委員会には離島出身の委員さんがいらっ

しゃらないので、国境離島の関係のいろんな施

策について少しだけお尋ねしますが、ここに記

載されていますように、それぞれ長崎県として

の最大の課題は、皆さん、誰でも十分わかって

いる人口減少ですね。これをいかに、どう食い

止めていくかというのが我々であり、県の大き

な指針であり、方針であろうと思っています。

そういう中で、その一端の離島についても、

人口減少、どうしても厳しい状況にあると思い

ますけれども、この議案書の中に書いてある雇

用創出の関係で、6 年間で 1,400 人増やしまし
たよということです。これは非常に喜ばしい状

況です。

ちなみに、この 6年間の 1,400人のいわゆる
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増えた地域、企業等々を教えていただければと

思っています。そのことによって、次の手も打

てるんじゃないかと思いますので、よろしくお

願いします。

【坂本地域づくり推進課企画監】国境離島にお

ける雇用機会拡充事業の実績についてのお尋ね

でございます。平成 29 年度から、いわゆる国
境離島交付金を活用して雇用機会拡充事業を始

めたところでございまして、平成 29 年から令
和 4年度までの 6年間で、約 1,400人の新たな
雇用の場を創出したということでご報告してい

るとおりでございます。

この内訳につきましては、市町別に申し上げ

ますと、対馬市が 262名、壱岐市が 310名、五
島市 580 名、新上五島町 180 名、小値賀町 41
名、佐世保市 20名、西海市 1名、合わせて 1,394
名となりまして、約 1,400人というご報告をし
ているところでございます。

【山口委員】 市町別にはわかりました。

それぞれの企業含めて、いろんな業種に就か

れていると思うんです。その特徴的なものを教

えていただけますか。

【坂本地域づくり推進課企画監】業種別でござ

います。業種別に申し上げますと、令和 4年度
で申し上げますと、宿泊、飲食、生活関連など、

観光と深い分野での申請が多かった傾向にござ

います。これは市町別ではございませんけれど

も、宿泊業、飲食サービス業で 28 事業者でご
ざいます。生活関連サービス業は、娯楽業で 25
事業者、農林業 11業者、製造業 10業者、その
他サービス 8業者などと、少し分散したような
状況になっております。

【山口委員】状況としてはわかりますが、後で

結構ですから、最初の市町別と今の部分を一覧

表にしていただけませんでしょうか。

それから、もう一点お尋ねしますが、今年度

の事業採択を109人と見込んでいるということ
で記載がされていますが、同じように、市町含

めて、どういう業種、業態のところに今回、人

を入れようとされているのか、そこのところに

ついてご説明いただきたいと思います。

【坂本地域づくり推進課企画監】 令和 5 年度
の採択に係る業種等のお尋ねでございます。令

和 5年度の第 1回の採択が 4月に行われており
まして、その中では、すみません、ちょっと概

略でございますが、令和 4年度の実績に比べて、
もう少し幅広の事業者、もう少し幅広い業種か

ら申請があっておりまして、業種別に申し上げ

ますと、宿泊業、飲食サービス業が 17 業者、
生活関連サービス業、娯楽事業が 11 業者、卸
小売業が 8業者、その他サービス 8業者、農林
業 7業者、製造業が 5業者といった形で、先ほ
ど令和 4年度の実績について申し上げましたけ
れども、それよりも少し少ない件数で、情報通

信業 4業者とか、より幅広い事業者から申請が
あっているというような状況でございます。

【山口委員】今おっしゃっていただいているの

は、いわゆる国境離島、基本的には離島の市町

の関係ですよね。そういうことで、今年度も 100
人を超える方が入っていただけるという見込み、

もくろみであるわけですね。

それは入ってくる方なんですが、最大の課題

は、やっぱり転出が多いということで人口減少

につながっているわけですね。そういう意味で、

まず移住者の推移については、それぞれ平成 28
年から令和 4年度まで、きちっとした数値をい
ただいているのですが、これはプラスですね。

いわゆるマイナスが多いゆえに、長崎県の人口

減少対策というのは極めて難しい状況にあるわ

けなんですが、数値だけで結構ですから、平成
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28年から令和 4年度までの転出者数、移住者と
の兼ね合いで、減少数でも構いません、それも

差引きすればわかりますので。わかる数字を教

えていただけますか。

【宮本地域づくり推進課長】私の方で、まず移

住者の数字については、今回の資料で出させて

おります。県全体でどうかとなりますと、今手

元に、これは年度じゃなくて暦年の統計になり

ますけれども、一番新しいものが令和 4年なん
ですけれども、令和 4年で、県外から入ってく
る人全体、転入が県計で 2万 7,213人、そして
県外に出ていった人が 3 万 276 人です。合計、
これを引き算しますと、マイナス 3,063人とい
うのが令和 4年、暦年で見た時の社会減となっ
ております。その中身は、今、詳細にわからな

くて恐縮なんですけれども、全体としては、そ

ういうことでございます。その 1年前を今持っ
ておりませんで、ただ差引きの数字は、令和 3
年はマイナス 6,000人台でございました。
午前中に申し上げましたように、大体マイナ

ス 6,000人というのが長崎県の大体の近年の社
会減の数字でございまして、その約半分を移住

者のプラス 3,200人で減少させることを目指そ
うといったところで今やっているところでござ

います。

【山口委員】数値だけ聞いても、きちっと覚え

られませんので、後でこれも紙でください。

いずれにしても、我が長崎県は年間、人口減

少が 1万人を超える状況で今、推移していると。
ここをどう止めるかというのが行政の課題であ

ると思っています。そういう面では、我々も一

定の協力といいますか、知恵を出していかなけ

ればいけない部分がそこにあるというふうに思

っていますので、後で結構ですから頂きたいと

思います。

そういう状況の中で、離島をいかに住みやす

くするか、離島との行き来をうまくやるかとい

うことで、議案書の中にも一部触れていますが、

ORCが 20年ぶりに新型機を導入するというこ
とで、席数も 9席増やすということで、48席の
飛行機が 7月から飛ぶようになるということに
なっています。そういうことで、これは 1機分
について記載されているのですが、2 機導入予
定というふうに言われています。そういうこと

で、2 機目の導入というのはどういう状況に今
あるのかをお聞きしたいと思います。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】 ORC
の ATR の導入のスケジュールに関してのお尋
ねでございます。

まず、ATRの 1号機は、昨年の 12月にフラ
ンスの方から到着をいたしまして、今、7 月 1
日から定期便への就航を目指して、ORCにおい
てパイロット等の訓練を重ねているというとこ

ろで、7月 1日から本県の長崎空港と離島を結
ぶ路線に投入される予定となっております。

2号機ですけれども、こちらは 7月の初旬に
長崎県の方に到着する予定となっております。

到着したら、すぐ使えるというわけではござい

ませんで、これも同じように、2 号機にも乗せ
られる乗員の訓練というのを進めていく必要が

ございます。令和 6年度 1年かけて少しずつ稼
働を増やしていって、令和 7年度から、完全な
2 機体制のフルでの運用というような形になっ
ていく予定でございます。

【山口委員】新聞報道だけのあれでいくと、今

後、2 機目の導入を予定しているというのは、
そうしますと令和 7年度という理解でいいので
すか。そこのところをもう少しわかりやすく教

えてください。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】先ほど
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申し上げました令和 7 年度からというのは、2
機を完全にフル稼働させるのが令和 7年度から
ということになります。機材の到着自体は 7月
の初旬を予定しておりますけれども、今年度、

機材到着後、訓練を重ねて、令和 6年度から実
際に 2機目も飛ばし始めます。ただ、いきなり
フル稼働、フルで飛べるわけではなくて、そこ

は既存の機材も使いながら、乗員を少しずつ訓

練して、稼働できる時間を増やしていくという

形で、それを令和 6年度中 1年かけて行うとい
うことになりまして、フルの 2機体制になるの
が令和 7 年度からということになりますので、
令和 7年度になって初めて 2機になるわけでは
なくて、令和 6年度から徐々に増えていくとい
うふうにご理解いただければと思います。

【小川地域振興部長】若干補足をさせていただ

きますが、オリエンタルエアブリッジの離島航

空路線に投入する ATRの機材と申しますのは、
令和 3年度、令和 4年度に議会の方にもご説明
をさせていただいているのですが、令和 4年度、
令和5年度に1機ずつ、合計2機を購入します。
その購入した後に、飛行機の到着後に、乗員の

訓練等をいたしまして、先ほど次長の方からご

説明があったように、今年の 7月から 1機目を、
令和 7年度からは 2機目を入れまして、全体を
2 機体制で運航していくということで、そうい
う予算のスキームだったり、もしくは訓練に係

る離島市町と連携をしたスキームなどについて

もご説明させていただきながら、私どもはこれ

まで取り組んできたというところでございます。

【山口委員】 ありがとうございました。

いずれにしても、離島を元気にする、離島と

の交流を円滑にしていくということによって、

離島の人口減少も一定止まっていくというふう

に判断しますので、ぜひ離島の皆さんに利便性、

快適性を感じてもらって、定住化もどんどん進

めていけるように、そこには一定、先ほどの話

があっております働く場所をきちっと提供して

やるということが大事になってくると思います

ので、その辺をよろしくお願いしていきたいと

思います。

長崎市も諫早市も、それほど人口が増えてい

るわけではございませんので、どの地域も頑張

らないかんのですが、特に、底支えをするため

には離島地域の皆さんに頑張っていただかなけ

ればいけないと。そのためには、離島の快適さ

ということを県としてもしっかりサポートして

いただいて、我々もサポートしていくというこ

とにしていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【外間委員】新幹線について、質問させていた

だきます。

午前中の質問で、去年の 9月に武雄温泉～長
崎間のフル規格の新幹線が開通をいたし、延べ

120 万人の利用客があったということで、期待
どおりの効果が出ていると。やっぱり新幹線を

通してよかったと、さらには今後は、武雄温泉

から一定新鳥栖に向けてのフル規格に向けた、

これから道半ばのこの計画を何としてでも長崎

県の悲願としてつないでいくことが大切なこと

であるということでの午前中の質問の中に、佐

賀県民と長崎県民の唯一の共通は、フリーゲー

ジトレインの断念による応分の国の責任をどう

表現してくれるかということで、与党ＰＴと JR、
国土交通省との今後の話の進め方によっては、

しっかりとその負担軽減策を打ち出していただ

きたい旨、先ほどの答弁でも、大臣からも、責

任の一端を感じているということで、一定その

辺の期待が膨らむようなご答弁をいただいたと
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ころでありますが、その前に、気になることと

して 2つほどあるんですけれども、1つは、今
回の 120 万人に上るお客様が、どの地域から、
どれだけ入ってきているかということで、やは

りこれはフル規格を想定する場合に、例えば関

西圏からの多くの入り込み客を終点長崎まで引

っ張っていくということの効果が私たちの狙い

であり、期待であるわけでありますけれども、

この 120万人のお客様の、特に関西を中心とし
て、どれくらいの利用客があったのか、もし数

値をつかんでおられたら、お示しをしていただ

ければと思います。

【川口新幹線対策課長】120万人のお客様の内
訳でございますが、残念ながら、今の段階で、

どこから来られているかというのは JR 九州か
ら明らかにされてはおりません。

これに関しましては、旅客地域流動調査とい

う統計がございまして、翌年度以降に、各県間

でどれくらい移動したかということが明らかに

なります。その中におきまして、例えば、委員

ご指摘の関西圏から長崎にどれだけの人の行き

来があったというのは統計上明らかになってま

いりますので、今すぐはお答えはできかねるの

ですが、いずれ統計が出たら、発表させていた

だきたいと考えております。

【外間委員】 ありがとうございました。じゃ、

その統計の結果を聞いた上で、フル規格の必要

性がさらに数字で見えてくるかと思いますので、

気になることの 1点については、一定了とした
いと存じます。

もう一点気になることとして、これはタイム

スケジュールでありますが、最終的にフル規格

が、佐賀県の 3ルートの落ち着くところが見え
てきて、アセスも含めて建設、着工、完成まで、

大体どのくらいの期間で見えてくるのか。これ

は北陸ルートと併せ持って、乗り遅れては大変

なことでありますので、北陸ルートの進捗がや

っぱり気になるところでありまして、2 点目の
気になるところは、現在における北陸ルートの

建設の着工状況、進捗をわかる範囲でお聞かせ

ください。

【川口新幹線対策課長】北陸新幹線の整備状況

について、お答えいたします。北陸新幹線につ

きましては、今、敦賀までの開業に向けての工

事が進められておりまして、来年春頃、令和 6
年 3月ぐらいの開業で今、準備を進められてい
るところでございます。

問題となりますのは、それ以降の話でござい

まして、敦賀から新大阪間について、今どのよ

うな状況になっているかご報告申し上げますと、

まず環境アセスが想定よりも遅れているという

ことで、なかなか前に進んでいないということ

が国土交通省から発表されております。

具体的には、環境アセスの中で、京都ですと

か新大阪については、地下の駅を整備新幹線の

中で初めて造るということで、それに関しては、

さらなる検討が必要だということと、あと地下

水の保全についても、もう少し検討しなければ

いけないということで、環境アセスについては

大幅に遅れているという報告を伺っております。

一方で、それを前倒しする動きもございまし

て、事前には行ってこなかった、これまでは認

可後でないと行われてこなかった調査というの

が前倒しで認可前にも行われているという状況

もありまして、しっかりその状況は見極めてい

かなければいけないと考えております。

【外間委員】 ありがとうございました。

ということは、アセスも含めて、国が打ち出

した 5整備新幹線の計画というものは、まだま
だ期間的には時間がかかるということであれば、
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当初、西九州新幹線長崎ルートにつきましては、

乗り遅れてはならないということで、北陸に合

わせてこの事業を一体となって進めてもらうべ

く、今の状況でいけば、敦賀～京都間が遅れて

いるということであれば、まだまだその間に、

しっかりと佐賀県民に寄り添ってこのルート案

を固めていくことによって、決して乗り遅れの

ないフル規格の計画を進めることは可能である

というふうに判断してよろしいのでしょうか。

【川口新幹線対策課長】 現状でございますが、

乗り遅れるか、乗り遅れないかというのは、ま

さに佐賀と国の協議の状況いかんによるものと

思っております。比較になって恐縮ではござい

ますが、佐賀と国の協議の中においては、アセ

スといった議論まで至っていないという状況で

ございます。先ほどご答弁申し上げましたよう

に、北陸新幹線は、遅れていると言いながらも

アセスは進んでいる。こうした状況を比較する

と、当然遅れているというのは否めません。そ

して、どこまで追いつけるのかというのも、ま

さに今後の協議の状況と北陸の状況いかんによ

りますので、いずれにしましても、県といたし

ましては、早期のフル規格の整備を最大の目標

と掲げておりますので、しっかりとそこに遅れ

ることがないよう、国土交通省に対して、どう

いったことができるかということを一緒に話し

合っていきながら、検討を進めてまいりたいと

考えております。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【小林委員】 今の外間委員のご質問、ご意見、

とても重要であります。私もかねてから、そう

いう考え方の下において、実は全く外間委員と

意見を同じにしているところでございます。

とにかく財源をどこから持ってくるかという

ことが一番の課題でありますから、北陸新幹線

と西九州ルート、ここを一緒に並べて予算の獲

得をすると、これがずっと一つの大きな方針で

あります。この方針が崩れてしまうと、これは

どんなこんな言うても、なかなか新幹線、完成

に向かう、あるいはフル規格に向かう、そうい

うところが全くもってできないのではないかと、

残念ながら、こういうようなことに至ってしま

うわけです。

確かに今お話があったように、敦賀から新大

阪までの間が、要するに、少しいろいろとアセ

スが遅れていると。遅れていると言うけれども、

先ほど新幹線対策課長がいみじくもおっしゃっ

た。遅れている、遅れていないとか言うよりも、

とにかくアセスを今やっているんだよと、それ

から整備方式も決まっているんですよと。とこ

ろが、残念ながら我々の西九州ルートは、整備

方式も決まっていない、それからアセスも決ま

っていない。こんな状況の中で、北陸新幹線と

肩を並べて財源を確保することが本当に可能な

のかと。現実を言えば、率直に言って、大変厳

しいのではないかと、こう感じます。

国土交通省と幅広い意見の交換をやっていた

だいておりますが、令和 2年から、もう 7回や
っているんだよね。全くもって、いつまで、ど

こまでで結論を出さなければいけないという、

これは IR と一緒だけれども、全く期限がつい
ていない状況の中で、手探りでやっていると。

ああ言えばこう言う、こう言えばああ言うと、

こういうようなことがずっと続いて、全くもっ

て今の問題は、本当に我々がしっかりしておか

ないと、北陸新幹線と肩を並べて本当にアセス、

それからルート、いろんな 3つの要件をきちん
とクリアしなければいけないと。これがいつも

今、国から来ている次長さんに、大丈夫ですか、

大丈夫ですかと言うけれども、さっきはフリー
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ゲージでしっかりおっしゃっておったけれども、

この辺になってくると、ちょっと迫力が足りな

いみたいな、なかなか厳しい環境であるという

ことをはっきり言えないものだから、若干その

辺のところになっていきよるわけです。

私は、北陸新幹線の状況と西九州ルート、こ

れに乗り遅れて財源が確保できなかったら、も

うしばらくは新幹線のフル規格の夢は遠のいて

しまうんじゃないかと、こういうような受け止

め方をいたしております。その辺のところにつ

いては、しっかり北陸新幹線と肩を並べていた

だけるような今後の取組については一体どのよ

うになっているのか、この辺のところも少し意

見を聞いておきたいと思います。

【川口新幹線対策課長】今の検討状況というと

ころでございます。先ほどからご答弁申し上げ

ておりますとおり、佐賀と国との協議の中にお

きましては、アセスといったところの議論には

至っておりません。現状を申し上げますと、ど

ういったルートがあるのか、そしてそのルート

に関して、どういう中長期的なメリットがある

のかを示してくれということが佐賀県から示さ

れておりまして、それに対して、国土交通省が

省全体で検討しているというところでございま

す。

今申し上げましたように、省全体でどういっ

たご検討がなされているかというところが今後

の大きな流れになってこようかと思います。そ

れによって、今後示されるメリットというのが、

私どもも含めまして、西九州地域全体のメリッ

トになるようなものが示されましたら、また佐

賀県といたしましても、将来に向けた佐賀県と

しての考え方というのが示されてくると思いま

すし、そこに向けて、どういったルートになる

のかというのも、より具体に話が進んでいくん

だろうと期待をしているところでございます。

そして、先ほどから申されております、乗り

遅れないようにということにつきましては、い

わゆる財源問題をどうするか、財源スキームを

どうするかということと認識しております。財

源スキームをどうするかにつきまして、実は、

国土交通省からはっきりと、こういう段階まで

進めば財源スキームを始めます、といったこと

は明らかになさっておりません。ですから、ア

セスに関しましても、アセスが完了するのか、

どの段階まで進めば財源問題、財源スキームを

検討するのかというのははっきり示されており

ませんので、今後の進め方によろうかと思いま

すけれども、佐賀の方の新鳥栖～武雄温泉間に

ついての協議が一定前進すれば、そこは財源問

題についても議論できる余地があるのではない

かと考えておりますので、そういった点につき

ましても、改めて国土交通省に考えをお聞きし

ながら、また併せまして、西九州地域全体のメ

リットというのを佐賀県が求められております

ので、そのあたりについても、佐賀県あるいは

関係者と協議を重ねて、少しでも議論が前進す

るように努力してまいりたいと考えております。

【小林委員】 新幹線対策課長は、この 4 月に
そこのポストに就いたんですね。えらいしっか

りした発言をするじゃないか。全くもって、し

っかりとした答弁をいただいているわけです。

我々がまさに考えているところの、整備方式

も決まっていない、ルートも決まっていない、

アセスもできてないと。じゃ、この 3つの中で、
今何を一番急がんといかんのかと、こういうふ

うなことをあえて尋ねれば、アセスを先にやっ

てくれと。それからルート、そして財源とか、

そういう問題が出てくるわけです。だから、と

にかくアセスを急ぐために、どうしなければな



令和５年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２６日）

- 136 -

らないのかと。そういうところから、これから

本当に詰めをしっかりやっていかなければいけ

ないと。さっきも言いましたように、北陸新幹

線と肩を並べるためには、本当にアセス、ルー

ト、それから整備方式、こういうところをきち

んとやって、いつまでにこれを決定しなければ、

本当に北陸新幹線と肩を並べることができない

のかと、この辺のところはまだ明らかにされて

いないわけです。いつまでもいつまでも西九州

ルートを北陸新幹線が待ってくれるというよう

な、そういう担保はないんじゃないかと思うん

です。

だから、その辺のところで、本当に外間委員

からご指摘のあったことは我々県議会も真剣に

受け止めて、中央陳情をこれからもずっと繰り

返すとともに、幅広い協議の中の国土交通省と

佐賀県のいろいろ話合い、協議を本当に現実の

ものにしていただきたいと思うんです。

私はちょっと余計なことを言うかもしれない

が、国土交通省は本当に我慢していただいてい

ると思いますよ。昔のやり方だったら、自民党

本部とか、あるいは国土交通省が、もう佐賀県

の予算がとか、佐賀県のいろんな陳情、要望は

なかなか聞き入れられないとか、こんなような

ことを明らかにしながら、どちらかと言うと国

策なんだから、そういうものに協力をしてもら

いたいと、こういうようなことをにおわせてお

ったんだけれども、最近は、今回のこの問題は、

なかなかそういうわけにはいかないというよう

なことの中で、本当に国土交通省は我慢してい

る。長崎県も、長崎県としての行動をしっかり

やっていかないと、佐賀県の手玉に乗ってしま

うと、こういうようなことになっては絶対なら

ないということを強調しておきたいと思います。

それでは質問させてもらいますけれども、今、

長崎県の西九州ルートの新幹線は、開業半年後

に、先ほどからもお話があったように、約 120
万人の乗客、これが確保されてきて、やっぱり

この数字から見ましても、JR 九州が熊本～博
多間の新幹線のこの間の乗客、コロナ前の乗客

と比べてみた時に、8 割方しか博多～熊本がな
いところを、長崎県は、よくぞ 120万人ぐらい
まで乗客を乗せてくれていると。本当に西九州

ルートはすばらしいと、こういう評価をしてい

ただいていることは間違いない事実であります。

そうしますと、非常に好調であるということ

であるけれども、一番大事なことは、新幹線の

いわゆる開業効果、これが一番大事であると思

うんですけれども、今、あれから 8か月たちま
した。8 か月たった状況の中で、乗客数が現在
どのくらいになっているのかと、この辺のとこ

ろがいま一つはっきりしないというようなとこ

ろでございますので、現在、JR 九州は明らか
になされているのですか。8か月たっていると。
どのくらいの乗客数になって、開業効果が現れ

ているのか、お尋ねをしたいと思います。

【川口新幹線対策課長】今の利用状況というご

質問でございます。JR 九州に確認しましたと
ころ、8か月の利用実績、8か月というのは、5
月 22 日までの利用実績でございますが、利用
者数が 161万 6,000人ということで、一日当た
りの利用者数にしますと、約 6,700人のご利用
となっております。

【小林委員】こういうような数字を聞いており

ますと、半年で 119万 4,000人、そしてこの 8
か月で今言われた 161万 6,000人と、こういう
状況になっているということは、確実に乗客を

確保できているわけですね。ここは大したもの

だと思うわけです。

それで、我々は開業効果を当然求めますけれ
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ども、その開業効果の中でも、一番求めて期待

しているのがやっぱり経済効果と、こういうこ

とではないかと思うわけです。そうすると、今

現実に、県内のまちづくりについて、いろいろ

地区ごとに取り組んでいただいておりますけれ

ども、どのような開業効果が今生じているのか、

その開業効果について調べる、あるいはわかる

ような何か手だてがあって、答弁ができますか。

【川口新幹線対策課長】沿線各市における開業

効果というお尋ねだと認識しております。

まず、まちづくりの状況ということでご質問

がありましたので、市町への聞き取りも含めて

ご答弁しますと、長崎市におきましては、令和

5 年の秋に、見えますように、新駅ビルがオー
プンし、翌令和 6年の初旬には、ホテルマリオ
ットがオープンするという状況だと伺っており

ます。

諫早市におかれましては、駅をリニューアル

されております。そして、駅に併設されており

ますマンションでございますが、これも早々に

完売をされたということと、併せまして、聞き

取りによりますと、駅周辺でも民間事業者によ

るマンションの開発が盛んであると伺っており

ます。

大村市におかれましては、新しい駅、新大村

駅を新設されまして、その駅の前で、市の再開

発事業により商業施設とマンションを今、建設

中でございまして、令和 6年にオープンすると
伺っているところでございます。

それ以外に、開業効果といたしまして、私ど

も、新幹線に関する効果としては、やはり交流

人口の拡大というのが一番の目標だというふう

に認識しております。その一つの指標といたし

まして、公益財団法人九州経済調査会が毎月、

宿泊稼働指数とおでかけ指数というものを公表

されております。宿泊稼働指数といいますのは、

旅館、ホテルの稼働状況、一番いい時を 100と
した場合に、どれくらい稼働しているかという

ものを示すもの、それからおでかけ指数といい

ますのは、20キロ以上の中距離以上の移動をさ
れる方で、通勤通学ではない方をおでかけと定

義されて、そういうおでかけがどれぐらい動い

ているかというのを指し示すものでございます。

これが毎月発表されている最新の情報でいきま

すと、令和 5年 5月になりますが、宿泊稼働指
数が本県は 74.7 ということで、これが全国 3
位の実績、それからおでかけ指数でございます

が、85.3 ということで、全国 13 位ということ
で、かなり上位にあるというところでございま

す。これを分析するに当たりましては、実は新

幹線だけではなくて、ほかの公共交通機関ある

いはマイカーを利用された方というのもこの指

数の中に含まれてはいるのですが、それでもや

はり新幹線の開業効果が一定あってのこの結果

ではないかと考えているところでございます。

【小林委員】大体こういう調査がこうやって明

らかになってくるということ、それぞれの沿線

地、長崎市、諫早市、大村市、こういうところ

の取組、そしてどのくらいの利用客となって、

いわゆるおでかけをどういうところに行ってい

るかと、ずっと広げていく。そういうことの中

で、いわゆる開業効果、経済効果を測っていた

だくというようなこと、こんな取組、非常にあ

りがたいと思っております。

ただ、私は、小川部長にもお話をしたことも

あるし、またほかの方にもお願いをしておりま

すけれども、JR九州が、先ほど、8か月で 161
万人ぐらいというようなことを明らかにされて

いると。そうすると、161万人の乗客がいれば、
長崎市でどのくらい、諫早、大村市でどのくら



令和５年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２６日）

- 138 -

いと、こういうことをなぜ明らかにしていただ

くことができないのかと。やっぱりこれを何だ

かんだ言うても、総事業費は 6,200億円ですよ。
その 6,200億円の事業費、ここからどのくらい
の経済効果が生まれているかと。これは県民み

んな、当然関心事ですよ。6,200 億円、それだ
けの投資をして、これがどういうような形で開

業効果、それから経済効果につながっているか

と。大村ではどう、それから諫早ではどう、長

崎ではどうと、こういうようなところの沿線市

でも、いわゆる新幹線駅があるところ、こうい

うところのいわゆる効果を明らかにすることに

よって、新幹線というのはこんなにすごい効果

があるのかと。できれば、経済効果がどのくら

いありますよと、経済的な波及効果がこれくら

いありますよと、こういうところまで具体的に

数字を出してもらうと、やっぱり県民の皆様方

の関心度がもっともっと変わってくると思うん

です。そうすると、やっぱりフル規格にすれば、

もっと大きな効果を生むのではなかろうかと、

こういうふうな関心を持っていただくというこ

と、これが大きな、我々は一番大事なことだと

思うんですよ。

ですから、現時点において、乗客数は 8か月
間の数字が出てきたけれども、各地区ごとのそ

れぞれのいわゆる効果がどうなのかということ

を JR 九州は調査でいろいろやってもらってい
るんだろうけれども、それがなかなか明らかに

されないと。そうなれば、これは長崎県独自な

りで、そういう効果をきちんと調査にかけると

いうふうな形で明らかにすることも、率直に言

って、その結果が、フル規格は必要なんだと、

やっぱり新幹線はすごいと、こういうような形

につながっていけば最高だと思うんだけれども、

部長、長崎県でそういう調査などは考えている

のか、川口新幹線対策課長が一生懸命頑張って

おられますけれども、こういうところは一体ど

うなのか、ぜひお願いしたいと思います。

【小川地域振興部長】ご指摘いただきましたよ

うに、私ども、全線フル規格が必要だというこ

とで、これまでも政府・与党にもお願いしてき

ておりますので、まずはそのためには、今の開

業いたしました西九州新幹線の開業効果という

ものについて、さらに拡大をしていくというこ

とも当然必要だと思いますし、それがその先の

フル規格につながっていくものだと考えており

ます。

そういう中で、今お問合せありました開業効

果につきまして、私の方からも先日、JR 九州
本社の方に出向きまして、ぜひ何らかの形で数

字として、長崎県調査というよりは、長崎県と

JR 九州で調整をした形で県民の皆さんにきち
っとお伝えできるようなものが見せられないか

というお願いはさせていただいております。そ

ういう中で、どういう形の見せ方というのがで

きるのかというのもございますが、委員ご指摘

のように、開業効果というものについて、やは

り私どもとして、一定対外的な説明は必要にな

ってまいりますので、JR 九州との協力も必要
ですし、それ以外の調査会社への委託等も含め

て、基本的には、開業 1年の状況について、ご
報告ができるような調査を、今後進めていきた

いと思っております。ご報告としては、1 年過
ぎたところの開業効果がこういうような形で一

定示すことができます、というようなものとな

り、期間的には年度末にご報告できればと考え

ております。

【小林委員】今、部長から明確なご答弁をいた

だきました。

それを受けて今考えたことは、もう調査する
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ということ、今年度末ぐらいまでにその結果を

明らかにすることができるかもしれないと、こ

うおっしゃっているわけです。ということは、

裏を返せば、そのコンサルに頼むところの予算

あたりは、もうちゃんと確保していただいてい

るんじゃないかと。JR 九州と長崎県が合同で
一体となって、幾らぐらいかかるかわからんけ

れども、そのコンサル会社に調査を依頼すると。

それをもって多くの長崎県民、また同時に、佐

賀県の方も知っていただかなければいかんじゃ

ないかと思うんだけれども、新幹線の醍醐味は

こうだと、佐賀県も、新幹線によって、どれだ

けのメリットができるのかと。新幹線ができる

と、何かマイナス要因ばっかりが大きいみたい

なことを長崎県の総務部長をやっておった今の

佐賀県の知事、総務部長の時はこんなことはあ

まり言ってなかったと思うんだけれども、なぜ

か最近はこのことについては後ろ向いたことば

かり言っている。本当に同じ人だろうかと思う

ぐらいありますけれども、それは横に置いてお

って、この調査は絶対やってもらわなければい

けない。川口新幹線対策課長、予算を取ってい

るようで、あなたがひとつ、いつやりますか、

答弁してください。

【川口新幹線対策課長】調査の時期でございま

すが、やはり開業 1年間というのが非常にわか
りやすい期間かと思っております。ですので、

まず 9月 23日が 1周年でございますので、そ
こを起点として調査を行い、また県内外の皆様

にわかりやすいような形で効果をお示しできる

ような調査にしたいと思っておりますので、今

後も、調査会社と検討を進めてまいりたいと考

えております。

【小川地域振興部長】補足してご説明させてい

ただきます。

先ほど私の方から、そういうコンサル会社、

調査会社等に委託をして、一定の開業効果につ

いてはお示しできるようにしたいとお話しさせ

ていただいたのは、あくまで県単独としての調

査でございまして、JR 九州には、何らかの形
で数字についての協力を要請させていただいて

いるというところでございますので、できるだ

け私たちとしても、県民皆さんにわかりやすい

ような出し方について配慮をしながら進めてま

いりたいと思っております。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【大倉委員】午前中に引き続き、県庁舎跡地の

活用について、もう少し伺いたいので質問しま

す。

旧第 3別館に関してなんですけれども、午前
中は、どのあたりまで議論が進んでいますかと

いうことを伺いまして、今は、材料集めの段階

であると。耐震性にも課題があるということも

よくわかっております。改修費用も相当かかり

そうだというところまで答弁いただいたんです

けれども、その改修費用も、どういった中身で

改修するかによって費用が変わってくると思っ

ております。

例えば、今のあの建物内にはトイレもありま

せん、エレベーターもありません。じゃ、トイ

レをつけるのか、つけないのか、エレベーター

をつけるのか、つけないのか、どの程度まで補

強材を使うのか、そういったところによって費

用は変わってくると思いますので、その改修工

事の規模によって費用は変わってくると思いま

す。そのあたりの、例えば建物を残す方向で考

えた場合なんですが、その場合、どれぐらいの

規模で、改修工事はどれぐらい予算がかかるの

かと、そのあたりは想定されているのでしょう

か。
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【松島県庁舎跡地活用室長】 第 3 別館の改修
費用のお尋ねなんですけれども、そこにつきま

しては委員がおっしゃるように、もし利用とい

う形になった時にどれほどの費用がかかるとい

うのは、内容によってかなり違ってくるものだ

というふうに思っておりまして、今この段階で、

金額というのはお示しは難しいと思っておりま

す。

【大倉委員】市民団体の方からの保存の申入れ

等もあっていると思うんです。ですから、長崎

市民にとっては親しみのある建物だとは思いま

す。県の熱量としてはどうなんでしょう。これ

も検討段階なんでしょうけれども、今後、利活

用していくのか、いかないのか、その辺の熱量

を教えてもらっていいですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】 第 3 別館につき
ましては、私も実際県庁舎跡地での常駐でいろ

んな方とお話をするんですけれども、ここの部

分の利活用については、いろんな方がいらっし

ゃいます。本当に残してほしいという方、それ

とそうじゃない方、振れ幅があって、いろんな

ご意見があると。そういった中で、当然利活用

する上でも、お金の面ですとか、耐震化の面と

いうのは逃げられない部分でございますので、

そこら辺も加味しながら、皆さんの意見を聞き

ながら、ここではっきり申し上げられなくてす

みません、そういったご意見も踏まえながら、

県庁舎の跡地全体の配置、そういったところも

見ながら最終的に判断をしていければと考えて

おります。

【大倉委員】町の皆さんの声、特に文化関係の

方々の声なんかもあるのも存じておりますし、

賛否両論あるのもわかっております。ただ、第

3 別館というのは被爆遺構でもあります。3 キ
ロのところにあった建物です。どうしても長崎

市内はそういったものがどんどん壊されていく

というようなイメージを持っていらっしゃる市

民の方は少なくないんです。そういった中で、

様々な観点から、あらゆる観点からこれはぜひ

検証していただきたい。もちろん、耐震化によ

っての維持管理費のことも含めて、いろいろな

面で、様々な人が納得できるような回答に結び

つけていってもらいたいんですけれども、例え

ば、壊すのか、あるいは維持していくのかの方

向性というのは、いつぐらいをめどにというの

は、その辺の時期というのは決めていらっしゃ

いますか。

【松島県庁舎跡地活用室長】 第 3 別館の利活
用に対する決断の時期というお尋ねだったと思

うんですけれども、すみません、ここの部分に

ついても、今現在、はっきりいつまでにという

ところにつきましては、ちょっとお答えができ

ない状況でございます。そういった時期になり

ましたら、当然ながら、県議会の皆様方にもお

諮りをしたいと考えております。

【大倉委員】どの程度の改修費用なら、県民の

皆さんが納得できるのかとか、そういった部分

も含めて様々に議論が必要だと思います。例え

ば、外観は残っていても、内観は耐震材だらけ

になって、果たしてそれでいいのかどうか、そ

れで情緒はあるのかどうなのかとかも含めて、

様々な幅広い議論でもって、幅広い方々が納得

できるような結論に結びつけていっていただき

たいと思っております。

それから、新幹線開業効果の継続波及につい

ての展開、二次交通で、この質問は違う部局の

案件かもしれないんですけれども、二次交通、

本県の観光にとっては、持続的に波及効果を続

けると、観光客の皆さんを持続的に長崎に交流

人口を増やしていってという部分でも重要だと
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認識しております。

そういう中で、去年の 8月から、MaaSの取
組を県内で始めていると思うんですけれども、

様々な公共交通事業者との連携、その部分のブ

ラッシュアップ等は今どのようになっているの

か、そのあたりをもしもご答弁できましたらお

願いしたいのですが。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】去年の

MaaS の検討状況についてのお尋ねでございま
す。委員ご指摘のとおり、MaaS に関しては企
画部の方で主に担当しているところでございま

すけれども、交通の所管ということで、私の方

から答弁させていただければと思います。

委員ご指摘の県内のMaaSの動きにつきまし
ては、企画部の方を中心として、令和 2年度に、
県が主導して協議会を立ち上げておりまして、

MaaS を導入しようということで動き出してお
りました。

その後、実は民間の動きが早く、令和 4年度
に、今度は民間主導でMaaS実行委員会という
のが立ち上げられました。こうした動きがある

中、令和 4年度から、ストローカルというもの
も導入をされております。これは長崎市内です

とか、あるいは佐世保地区、それから五島地区

のバスの一日乗車券ですとか、あるいは観光施

設のチケットの販売とかも含むということで、

MaaS というのは、モビリティー・アズ・ア・
サービスということで、移動手段の検索、予約、

決済、それから情報発信といったところまで一

連のサービスとして提供されて、利用者が利用

できるというようなものでございますけれども、

そこには観光も含んで今、長崎県内では運用が

されているというところでございます。

あとそれに加えて、九州全体の動きといたし

まして、九州地方知事会それから経済界が参加

をします九州地域戦略会議というものがござい

ますけれども、そちらの方でも、九州MaaSと
いうものを導入しようということで戦略会議の

方で決定をいたしまして、来年度の夏から導入

をしようということで話が進んでいるところで

ございます。

一方で、システムを管理運用していく上で、

採算性の問題等もあるということで、そこをど

ういうふうに費用負担していくのかというとこ

ろは、官民共同で継続的にやっていかなければ

いけないといった課題も指摘されているところ

でございますが、九州全体でも、そういった動

きが進んでいるところでございます。

加えて、県内の民間によるMaaS実行委員会
の動きでございますけれども、my routeという
ものがありまして、トヨタ自動車を中心に、西

鉄さんとか、JR 九州さんが福岡とか北九州エ
リアを中心に、そういったMaaSも展開をして
いるというところでございまして、こちらでは、

長崎県内でも JR の切符について、ＱＲコード
の切符が買えるようなシステムも入っていると

ころでございます。

こういった形で、いろんな事業者が今、取組

を進めていただいているところでございまして、

どんなプラットフォームにしても、多くの事業

者が参画をしていただくということが利用者の

使い勝手の面でも非常に重要になってくるかと

いうふうに思いますので、県としても、MaaS
も含めて、そういったデジタル化の動きという

のはしっかりと注視をしていかなければいけな

いと考えております。また、その関連になりま

すけれども、もう少しMaaSを広げて、デジタ
ル化という意味では、スマートバス停ですとか、

バスロケーションシステムもございます。こち

らに関しては、導入を促進しようということで、
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今回の議会でも先議でご審議をいただいて、1
億 1,000万円ほど交通事業者のデジタル化の促
進の補助金をご承認いただいたというところで

ございますので、こういったものも活用しなが

ら、そして MaaS も併せながら、デジタル化、
システム化を進めて、利用者の利便性の向上を

図り、新幹線の二次交通としての役割も果たし

ていけるような取組につなげていきたいと考え

ております。

【大倉委員】ご丁寧な答弁、ありがとうござい

ます。

観光客の皆さんがストレスなく長崎で楽しん

でいただくという部分では、二次交通というの

は非常に重要だと思うんです。そういう意味で、

MaaS、そしてmy routeというアプリの話も今、
ご答弁いただきましたけれども、そういったと

ころをしっかりと、わかりやすく使っていただ

いて、また来たいと思ってもらえるということ

は本当に大事だと思っています。

バスロケーションシステムの話もちょっと今

いただきましたけれども、そういったいわゆる

公共交通機関の遅延なんかも含めて、リアルタ

イムでわかるようなシステムというのは今どこ

ら辺まで進んでいるのでしょうか。

【鳥居地域振興部次長兼交通政策課長】バスロ

ケーションシステムの導入状況でございますけ

れども、県内の状況を申し上げますと、昨年、

西肥バスがバスロケーションシステムを導入し

て、佐世保地区では今、バスロケ、アプリを使

って、自分の乗りたいバスが今どこを走ってい

るかというような位置情報をつかむことができ

ます。

一方で、長崎市内のエリア、長崎市周辺のエ

リアでは、県営バスも長崎バスもまだ導入はし

ていないという状況でございまして、まさに今、

導入できるかどうかという検討を進めていただ

いているという状況でございますので、先ほど

申し上げました補助等も活用しながら、各事業

者に、そういったバスロケあるいはスマートバ

ス停の導入というのを進めていっていただきた

いと県としても考えているところでございます。

【大倉委員】 ありがとうございます。

なかなか技術的にも予算的にもまだまだ難し

い部分はあるのかもしれませんが、MaaS に参
画している公共交通事業者の方とか、あと市町

と連携して、ぜひ前向きに、さらにこれからも

進めていっていただきたいと思います。やっぱ

りストレスがない旅というものがリピーターを

生むということにつながると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

【小林委員】 最後に 1 つお尋ねをします。実
は、この 6 月 15 日、佐賀県の県議会で山口知
事が、これまでとちょっと角度が違う、そうい

う答弁をいたしているわけです。その中が各地

で報道されておりますけれども、実は、こうい

う内容です。暫定開業した西九州新幹線の未整

備区間に言及し、この区間の鉄道環境は悪くな

いと強調、フル規格の整備については、この鉄

道環境を壊すリスクを大きく上回るメリットが

あるかどうか、全く新たな発想で県の発展や九

州の将来展望にどうつながるかなど、大きな視

点で幅広く、骨太に議論していくと、率直に言

って、今までこういう話を聞いたことがない、

何をお考えなんだろうというような本当にそう

いう内容が多かったのですが、今回は、かなり

思い切った内容が出てきております。

これについては、小川部長、長崎県側として

は、どのような受け止め方をしているかと。い

わゆる前向きな前進と見るのか、相変わらずの

やり方なのか、ここについての受け止め方の見
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解をお答えいただければと思います。

【小川地域振興部長】 お答えいたします。

委員ご指摘の 6 月 15 日の佐賀県知事の発言
については、私も報道等によって目にしており

ます。私どもとして今感じているのは、一つは、

そういう形で骨太に議論するというものについ

ては、私どもとしても、今後さらにいろんな意

見交換を積み重ねていくというところの 1点に
なろうかと思いますが、もう一方では、佐賀駅

を中心とした区間のいわゆる今の鉄道環境がい

いと。それを壊すおそれがあるというのは、基

本的には、特急等がかなり通っておって、仮に

新幹線のフル規格になった場合については、基

本的には並行在来線ということで、その特急あ

たりが全部なくなってしまうということの懸念

もお示しのことだと思っておりますので、そう

いうものの主張においては今までと、在来線問

題というところについてはあまり変わっていな

いのかなと思っております。

しかしながら、今回のこういうご発言をいた

だいたというところでございますので、私も、

4 月以降、佐賀の担当部長のところにも出向き
まして意見交換もさせていただいておりますし、

あと JR 九州の担当部長、常務等ともお話をさ
せていただいております。また、先ほど来、い

ろんなお話があっております国土交通省の鉄道

局にも 4月以降、複数回出かけまして情報交換
を行っておりますので、委員ご指摘のように、

いわゆるアンテナを高くしながら、いろんな情

報共有を国とも図りながら、そこのタイミング

で乗り遅れることがないように、また効果的な

対応ができるように、私としても精いっぱい、

また知事の方ともご相談しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

【小林委員】 今、小川部長は、早速佐賀県の方

に行って担当部長と意見の交換をしましたと。

国土交通省にも行ってきましたと。本当にさっ

さっと行動を取っていただいて、大変ありがた

いと思う。また、行動を取っていただくに足る

だけのこういうこれまでとは違ういわゆるスタ

ンスで山口知事が発言をされていると、こうい

う受け止め方をしているわけです。

要は、なかなかこれは手厳しい内容ですよね。

今の状況は、フル規格をやるよりも、環境は非

常によろしいんだと、佐賀県は今のままでいい

んだと。しかし、これを壊すと、こう書いてい

るから、フル規格を導入することによって、こ

の環境整備を壊してしまうと。果たしてフル規

格は、それを上回るプラスがあるのかどうかと、

こういうようなところを見ながらと、こう言っ

ているわけですよね。

だから、先ほどから言っているように、佐賀

県が、反対だとか、あるいは後ろめいた発言を

これまでされてきた。新幹線は佐賀県にとって

本当にマイナスかとか、我々は当然のことなが

ら、関西あるいは大消費地からフル規格をもっ

て、佐賀県も長崎県も、西九州全体の将来、や

っぱりよくなってもらいたいと。そのために、

きちんとしたいわゆる反対なら反対に足るだけ

のその根拠とか、やるに足るだけの根拠とか、

こういうところを具体的に明らかにしながら、

今やがて 1 年になろうとしているこの新幹線、
これだけの成果出ているわけですよ。やっぱり

新幹線は捨てたもんじゃないわけです。こんな

に目的地までたくさんの人を運び、短時間で連

れていくことができる時間短縮効果は最高では

ありませんか。こういうことを考えていけば、

もうちょっと佐賀県には、こういう具体的な話

を、本当にプラスかマイナスかと。フル規格を

やった時に、佐賀県にとって、どれだけのプラ
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スが生じるのか、あるいははたまたやっぱりこ

こで書いてあるような環境整備を壊してしまう

というようなことが本当なのか、この辺のとこ

ろを JR 九州とも話をしていただき、国土交通
省とも話をしていただき、やっぱりプラスが多

いんだと、こういうところを山口知事に、また

佐賀県の県民の皆様方にわかっていただけるよ

うな対策を取るべきではないかと、こんな感じ

がいたしますので、ぜひご検討いただいて、こ

ういう発言が出た機会に、大いに前向きになっ

ていただくようにひとつお願いをしたいと思い

ます。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

地域振興部関係の審査結果について、整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時５６分 休憩 ―

― 午後 ２時５６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、秘書・広報戦略部、
総務部及び危機管理部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時５７分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年６月２７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時２７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 坂口 慎一 君

副委員長（副会長） 中村 一三 君

委 員 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 外間 雅弘 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 大場 博文 君

〃 庭 敦子 君

〃 山村 健志 君

〃 大倉  聡 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

瀬川 光之 君

５、県側出席者の氏名

秘書・広報戦略部長 大瀬良 潤 君

秘書・広報戦略部次長 中原 康博 君

秘 書 課 長 黒島  航 君

ながさきＰＲ戦略課長 小川 昭博 君

広 報 課 長 松浦 浩二 君

総 務 部 長 大田  圭 君

総務文書課長（参事監） 鳥谷 寿彦 君

県民センター長 桒原  恵 君

人 事 課 長 永峯 裕一 君

新行政推進室長 徳永 真一 君

職員 厚生課 長 浦田 浩次 君

財 政 課 長 苑田 弘継 君

財政 課企画 監 鴨川  司 君

管 財 課 長 山道  繁 君

管財 課企画 監 森  祐子 君

税 務 課 長 山口 俊也 君

税務 課企画 監 田端 健二 君

債権 管理室 長 太田 昌徳 君

スマート県庁推進課長 吉村 邦裕 君

スマート県庁推進課企画監 永川 慎吾 君

総務事務センター長 小林 陽子 君

危機 管理部 長 今冨 洋祐 君

危機管理対策監 池田  聡 君

防災 企画課 長 飛永 琢也 君

基地対策・国民保護課長 庄司 貴繁 君

消防 保安室 長 松尾 健自 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】 皆さん、おはようございます。

それでは、委員会を再開いたします。

これより、秘書・広報戦略部、総務部及び危機

管理部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、今回、

新たに出席している新任幹部職員の紹介があり

ますので、これを受けることといたします。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】おはようござい

ます。

秘書・広報戦略部長の大瀬良でございます。
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よろしくお願いいたします。

それでは、今回新たに出席しております秘書・

広報戦略部の幹部職員をご紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【坂口委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

秘書・広報戦略部長より、報告議案の説明を

求めます。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略

部関係の議案について、ご説明いたします。

秘書・広報戦略部の「予算決算委員会総務分

科会関係議案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、報

告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部分
であります。

報告第1号「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第16号）」のうち関係部分について、これ
らは、年間執行額が確定したことなどに伴うも

のであります。

歳出予算は、2,456万7,000円の減となってお
ります。

歳出予算の補正の主な内容は、県公式ウェブ

サイトの運営・保守管理等に要する経費の減、

新型コロナウイルス感染症対策に係る情報発信

に要する経費の減であります。

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】 次に、総務部長より、報告議

案の説明を求めます。

【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明申し上げます。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の総務部をお開きいただければと存じます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部
分、報告第9号 知事専決事項報告「令和4年度
長崎県庁用管理特別会計補正予算（第2号）」、
報告第12号 知事専決事項報告「令和4年度長
崎県公債管理特別会計補正予算（第2号）」でご
ざいます。

先の2月定例会の予算決算委員会におきまし
て、専決処分により措置することについてあら

かじめご了承いただいておりました、令和4年
度予算の補正につきまして、令和5年3月31日付
けをもって専決処分させていただきましたの

で、その概要をご説明申し上げます。

まず、報告第1号「令和4年度長崎県一般会計
補正予算（第16号）」のうち関係部分について
でございますが、これらは年間執行額が確定し

たことなどに伴うものでございます。

歳入予算は38億8,104万3,000円の減、歳出予
算は103億6,597万1,000円の増となってござい
ます。

この歳出予算の補正の主なものといたしまし

ては、県債管理基金積立金等の増、県税の過誤

納還付金・還付加算金の減でございます。

次に、報告第9号「令和4年度長崎県庁用管理
特別会計補正予算（第2号）」についてでござい
ますが、庁舎管理、自動車管理、文書管理に要

する経費の年間執行額画定に伴いまして、歳入・

歳出予算ともに1,707万7,000円の減となって
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おります。

この主な内容といたしましては、文書集中収

受発送費の減でございます。

最後に報告第12号「令和4年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第2号）」についてでござ
いますが、歳入予算・歳出予算ともに2,000円の
減となっております。この補正予算は、基金積

立金の減によるものでございます。

以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口分科会長】次に、危機管理部長より報告

議案の説明を求めます。

【今冨危機管理部長】危機管理部関係の議案に

ついてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係部
分であります。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いて、あらかじめご了承いただいておりました

令和4年度予算の補正を3月31日付けで専決処
分させていただいたもので、関係部分について

その概要をご報告いたします。

歳入予算は、合計で231万3,000円の減、歳出
予算は8,764万8,000円の減を計上いたしてお
ります。

これらは、歳入における国庫支出金、及び歳

出における年間の執行額が確定したことに伴

い、所要の調整を行ったものであります。

この補正予算の主な内容は、原子力災害対策

整備事業費5,335万8,000円の減及び防災ヘリ
コプター運航費1,971万2,000円の減でありま
す。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算に係る報告議案に対する質疑

を行います。

質疑はありませんか。

【 庭委員】おはようございます。質問させて

いただきたいと思います。

総務部の議案の中で、県税の過誤納還付金が

減になっていますけれども、この内容を教えて

ください。

【山口税務課長】県税の過誤納還付金の主なも

のは法人関係税（法人県民税、法人事業税）の

過誤納還付金でございます。

法人は、中間で一回、予定申告という形で前

年度の半分の額を納めていただき、法人の決算

で確定申告をしていただくということで、その

時に差が出たら還付するというような制度にな

っております。

今回、想定より法人の還付金が少なかったこ

とから減額をしているということでございま

す。

【 庭委員】その中で、法人が何件あるのかと

いうのもわかるんですか。もう法人全体でその

ように途中でするから、還付金がこれぐらいと

いうふうになるのか、教えてください。

【山口税務課長】手元に還付金の件数というの

は持っておりません。合計が、今上がっている

額ということでございます。

【 庭委員】できれば、後ほど資料をいただけ



令和５年６月定例会総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２７日）

- 148 -

ればと思います。

もう一点、電算管理運営費の県の事務の電子

化推進等に要する経費が減になっているんです

けれども、電子化を推進している状況でこれだ

けの減が出たのはどんな理由か教えてくださ

い。

【吉村スマート県庁推進課長】電算管理運営費

の減についてのお尋ねでございます。

9,112万3,000円の減を計上させていただい
ておりますけれども、その中で大きなものとし

て情報基盤整備費が6,200万円減になっており
ます。情報基盤整備費といいますのは、県庁の

ネットワークやパソコンの整備といったハード

ウエア関係が主になりますけれども、その中で

さらに大きなものとしましては、Office365とい
うオフィスソフト、これのライセンスの入札減

がかなり大きくありまして、約1,700万円でご
ざいます。

そのほかにメールシステムの移行構築費、こ

れも契約実績に伴う、いわゆる入札執行に伴う

減でございますけれども、1,400万円とか、ほと
んどがそういった入札執行減によるものの積み

上げになっております。

【坂口分科会長】 ほかにございませんか。

【前田委員】インターネット広報促進事業費が

600万円近く減になっていますけれども、これ
はどうして減になっているのかということで

す。そもそもの予算額の設定というのはどうや

ってしているんですか。

【松浦広報課長】インターネット広報促進事業

費についてのお尋ねでございます。

予算額につきましては、長崎県公式ウェブサ

イトのシステム及びサーバーの保守管理等につ

いて、業者の方から見積もりをいただきまして、

それを基に積算をさせていただいているところ

でございます。

【前田委員】これは県の方で積算できるという

ものじゃなくて、多分業者側の方から見積もり

を出してもらい、それを精査しながら予算立て

していると思うんですね。そうした時に、どう

してその600万円が、見積もりどおりやってい
るのに減になっているのかを説明してください

という質問です。

【松浦広報課長】大変失礼いたしました。今回

の減額補正につきましては、システムの不具合

やサイバー攻撃等、突発的な事案への対応に要

する経費を確保しておりましたが、そうした事

案が発生しなかったため、300万円程度減額を
させていただいております。

併せまして備品購入費でございますが、耐用

年数を迎えるサーバーが2台ほどございました
けれども、サーバーが問題なく稼働しているこ

と、併せてバックアップサーバーを用意してお

り、万が一の場合にもウェブサイトの運営に支

障が出ないと見込まれること等の理由から、更

新時期を1年延長して予算を減額させていただ
いたものでございます。

【坂口分科会長】 ほかにございませんか。

【山口委員】 危機管理部にお尋ねします。

防災ヘリコプターの関係ですが、今回は

1,971万2,000円の減額ということになってい
ますが、それぞれ防災ヘリコプターの役割とい

うのは住民の皆さん方の安心・安全、それをス

ピーディーに解決することにあるんだろうと思

っています。定期的に出動をすること、あるい

は緊急、突発的な出動というのがあると思いま

すけれども、全体的に年間の出動回数を含めて

要点を教えていただけますか。

【飛永防災企画課長】まず、専決予算における

減についてでございますが、今回1,900万円ほ
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どの減となっております。こちらにつきまして

は、例年、定期的に行われます防災ヘリコプタ

ーの定期点検・整備というのがございます。令

和4年度につきましては、この点検の際に交換
を予定いたしておりましたメインローターシャ

フト、回転の軸になる部分でございますが、こ

ちらがウクライナ等々、国際情勢の影響により

まして入手が昨年度できなかったことから、翌

年度に先送りとなってございます。こうした関

係での減でございます。

それから、防災ヘリコプターの出動回数でご

ざいますが、昨年度、令和4年度につきましては
合計で223件でございます。そのうち、緊急の運
航につきましては、救急で42件、救助で14件、
それから火災出動で1件、合計57件となってお
ります。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はございません

か。

【田中委員】 県債管理基金積立金というのが

115億円ありますね。115億円の積立てを知事専
決でやった、これはいいけれども、わかるけれ

ども、大体県債管理積立金のトータルは現在で

どれくらいになっているのか。

もう一つは、少し内容を知りたいんだけれど

も、3月末で県債残がどのくらいあって、毎年の
返済額、令和5年度の返済額はこのくらいと計
画はちゃんとできていますからね、そのうち金

利分がどのくらいあるのかというところまで知

りたいんです。

【苑田財政課長】まず、お尋ねにございました

財源調整のための3基金の残額の状況でござい
ますけれども、令和4年度末でトータル433億円
となっております。

続きまして、県債残高の状況でございますが、

令和4年度末で1兆2,359億円でございます。

毎年度の返済の公債費でございますが、大体

900億円程度なのでございますが、先ほどちょ
っとお話がありました元金と利子については確

認いたしますので、後ほど改めて回答させてい

ただきたいと思います。申し訳ございません。

【田中委員】 後でもらえばいいです。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はございません

か。

【苑田財政課長】公債費の状況でございますけ

れども、大体900億円と申し上げましたけれど
も、全体で元金が919億円、利子で55億円とい
った状況でございます。申し訳ございません。

【田中委員】 計算すればわかるんだけれども、

利子で55億円というと、1日当たりにするとど
のくらいになるのかな。

【苑田財政課長】 約1,500万円になります。
【田中委員】 終わります。

【山口税務課長】 過誤納還付金の還付の件数

は、法人県民税の課税件数が3万6,238件に対し
まして還付件数が2,024件、法人事業税の課税
件数1万8,921件に対しまして還付件数が2,145
件という状況でございます。

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第1号のうち関係部分、報告第9号、報告
第12号については、原案のとおり、承認するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



令和５年６月定例会総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２７日）

- 150 -

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算に係る報告議案は、原案のとお

り、それぞれ承認すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、総務部長より総括説明を求めます。

【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明申し上げます。

総務部の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第53号議案「一般職員の特殊勤務手当に関する
条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分、

第61号議案、第62号議案「権利の放棄につい
て」、報告第17号 知事専決事項報告「長崎県

税条例の一部を改正する条例」でございます。

はじめに、条例議案についてご説明申し上げ

ます。

第53号議案「一般職員の特殊勤務手当に関す
る条例等の一部を改正する条例」のうち関係部

分。

この条例は、「人事院規則」の改正によりま

して、国において、新型コロナウイルス感染症

により生じた事態に対処するための防疫等作業

手当の特例が廃止されたこと及び「新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法」が改正されたこと

を踏まえ、所要の改正をするものであります。

なお、この議案に関しましては、後ほど人事課

長から補足説明をさせていただきたいと存じま

す。

次に、事件議案についてご説明申し上げます。

第61号議案「権利の放棄について」
この議案は、林業改善資金貸付金におきまし

て、債務者が死亡し、連帯保証人2名のうち1名

が唯一の相続人となりましたが、破産免責し、

また充当可能な財産もなく、もう一人の連帯保

証人の消滅時効援用によりまして、債権の回収

が不能であることから、権利を放棄しようとす

るものでございます。

第62号議案「権利の放棄について」
この議案は、比田勝港（舟志地区）野積場の

使用に伴う不当利得返還金につきまして、債務

者である法人が解散し、将来再開の見込みがな

く、その無限責任社員が破産免責をし、また充

当可能な財産もないため、債権回収が不能であ

ることから、権利を放棄しようとするものでご

ざいます。なお、これらの議案に関しましても、

後ほど、債権管理室長から補足説明を申し上げ

たいと存じます。

次に、報告議案についてご説明いたします。

報告第17号 知事専決事項報告「長崎県税条

例の一部を改正する条例」

この条例は、令和5年度税制改正による地方
税法の改正に伴いまして、自動車税種別割のグ

リーン化特例の延長・見直しなど令和5年4月1
日から施行すべきものにつきまして、本県税条

例の所要の改正をしたものでございます。

次に、議案外の報告事項についてご説明申し

上げます。

権利の放棄についてでございますが、1件50
万円以下である県営住宅使用料2件の権利の放
棄につきまして、地方自治法第180条の規定に
基づく軽易な事項として専決処分させていただ

いたものでございます。

次に、議案外の所管事項についてご説明申し

上げます。

今回、ご報告いたしますのは、「長崎県行財

政運営プラン2025」に基づく取組について、県
南振興局庁舎の整備について、職員の不祥事に



令和５年６月定例会総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２７日）

- 151 -

ついてでございます。

まず、「長崎県行財政運営プラン2025」に基
づく取組についてでございますが、令和3年3月
に策定いたしました「長崎県行財政運営プラン

2025～挑戦する組織への変革とデジタル改革
～」に掲げます総務部関係の項目に関しまして、

その主な取組内容をご説明いたします。

本プランは、「挑戦と持続を両立する行財政

運営」、「行政のデジタル改革と働き方改革」、

「多様な主体との連携と人材育成」を3本柱と
いたしまして、35の個別項目を掲げておりまし
て、令和5年4月現在の進捗状況といたしまして
は、5年間の取組実績で達成状況を判断する項
目も多数あることから、現時点で目標を達成し

た項目はございませんが、目標の達成に向けま

して様々な取組を推進しております。

主な取組の実績といたしましては、夏の働き

方改革におきまして、管理職自ら、業務改善に

つながる具体的な取組内容を明言し、所属内で

の業務改善等の機運醸成と具体的な取組を推進

する「管理職による働き方改革宣言」を実施し

ますとともに、組織内のコミュニケーションの

活性化を図るため、チャットやWeb会議、ファ
イルの共同編集が可能なツールである

「Teams」を活用した情報共有や会議の開催等
の推進によりまして、業務の効率化、省力化に

取り組んでおります。

加えまして、職員の業務や組織への貢献に対

する意欲や満足度を把握し、各種施策の改善に

つなげることを目的として、エンゲージメント

調査を実施したところでございまして、今後は

調査で得られた結果につきまして職員研修など

の機会を通して理解を深めるとともに、多様で

柔軟な働き方の取組強化についても検討を進め

てまいります。

また、行政手続のオンライン化に向けて、そ

の前提となります押印の見直しを令和3年度末
までに完了したところでございますが、令和4
年度におきましては、キャッシュレス決済にも

対応した新しい電子申請システムを導入いたし

まして、目標を上回る60の所属でオンラインに
よる手続が可能となるなど、県民の利便性向上

や申請データ処理などの効率化に繋がったとこ

ろでございます。

さらに、戦略的にデジタル人材育成を推進す

るための方針の策定に着手いたしまして、先月、

「長崎県デジタル人材育成方針」として取りま

とめたところでございます。今後はこの方針に

基づいた人材育成に取り組んでまいりたいと考

えております。

このほか、業務の効率化の推進といたしまし

て、プログラミングなしで職員自ら業務システ

ムを構築できますノーコード開発ツールの試験

的導入ですとか、予算編成及び財務会計システ

ム等の再構築に合わせまして、執行管理や決算

業務等の処理手順の見直し等にも着手したとこ

ろでございます。

今後も、本プランの実現に向けて取り組み、

積極的に県政の改革に努めてまいりますので、

引き続き委員の皆様のご理解とご協力を賜わり

ますようお願い申し上げます。

次に、県南振興局庁舎の整備についてでござ

いますが、県南振興局庁舎の整備につきまして

は、基本設計を終えまして、現在、実施設計を

進めているところでございます。

基本設計では、令和3年12月に策定いたしま
した「県南振興局庁舎整備基本計画」に掲げた

基本方針の実現を目指し、導入すべき機能の具

現化に向けた検討を進めてまいりました。

来年1月までに実施設計を完了する予定とし
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ておりまして、その後発注手続を行い、工事に

着手する予定としております。

最後に、「総務委員会関係議案説明資料（追

加１）」をお開きいただければと存じます。

職員の不祥事についてでございますが、去る

令和5年6月13日に、土木部の職員が、長崎市平
和公園におきまして、供えられた千羽鶴にライ

ターで点火して焼損させたとして、器物損壊の

現行犯で逮捕されるという事案が発生いたしま

した。

職員がこのような不祥事件を起こしたこと、

また、その内容が多くの方の平和への祈りが込

められた千羽鶴に火を付けるという行為であっ

たことにつきまして、大変重く受け止めており

まして、深くお詫び申し上げます。

今後、経過等を確認のうえ、厳正に対処する

とともに、職員の綱紀の保持に全力を尽くして

まいりたいと考えております。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終り

ます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口委員長】次に、秘書・広報戦略部長より、

所管事項の説明を求めます。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略

部関係議案外の所管事項について、ご説明いた

します。

秘書・広報戦略部の「総務委員会関係議案説

明資料」をお開きください。

私から2点ご説明したいと思います。
まず、1点目、戦略的な情報発信及びブランデ

ィングの推進について。

県においては、国内外の多方面の皆様から、

「長崎だったら、新しいものが生まれる」とい

う期待を広く、強く持っていただける「選ばれ

る長崎県」の実現を図っていくこととしており

ます。

そのため、分野横断的視点やマーケティング

の視点を踏まえた戦略的な情報発信の展開や本

県の多様な分野における魅力が総体的なイメー

ジ向上につながる本県のブランディングに取り

組んでまいります。

さらに、本年6月1日付で民間から人材を派遣
していただき、秘書・広報戦略部次長として採

用しており、今後は、民間の知見等も活用しな

がら、これらの取組の実効性向上や加速化を図

ってまいります。

次に、「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦
する組織への変革とデジタル改革～」に基づく

取組について。

「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する組
織への変革とデジタル改革～」に掲げる秘書・

広報戦略部関係の項目に関して、その取組内容

をご説明いたします。

秘書・広報戦略部におきましては、全世帯広

報誌やテレビ等の各媒体の特性を活かしなが

ら、県政情報のわかりやすい発信に取り組んで

おります。

令和4年度の実績につきましては、全世帯広
報誌のアンケートにおいて、「わかりやすい」

と答えた人の割合が96.4％、長崎県における広
報の認知度等アンケートでは、県事業の内容が

「伝わっている」と答えた人の割合が50％とな
り、それぞれの指標において目標値を達成でき

ました。

令和5年度におきましては、「選ばれる長崎
県」の実現に向け、分野横断的視点やマーケテ

ィングの考え方も活用しながら、戦略的な県政

情報の発信に努めてまいります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取
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り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口委員長】次に、危機管理部長より所管事

項の説明を求めます。

【今冨危機管理部長】危機管理部関係の議案外

の所管事項についてご説明いたします。

今回ご報告いたしますのは、令和5年度長崎
県総合防災訓練の実施について、令和5年度長
崎県防災会議の開催について、令和5年度長崎
県消防団大会について、長崎県国民保護計画の

変更についてでございます。

お配りしております「総務委員会関係議案説

明資料」の2ページをお開きください。
まず、令和5年度長崎県総合防災訓練の実施

についてですが、去る5月28日、対馬市峰町の峰
港用地において、風水害や地震・津波災害等を

想定した令和5年度長崎県総合防災訓練を実施
いたしました。

この訓練は、防災体制のさらなる強化を図る

とともに、県民皆様の防災意識の高揚を目指し

て毎年実施しており、本年は、自衛隊、長崎県

警察、対馬市消防、海上保安部などが参加いた

しました。

具体的な内容としましては、倒壊家屋や埋没

車両からの救出訓練など、実際の災害対応を想

定した実践的な訓練となるよう努めるととも

に、航空自衛隊ヘリと対馬市消防による孤立地

区からの救急搬送など、地域の特性を踏まえた

訓練を行いました。

今回の訓練により、それぞれの防災関係機関

における対処能力の向上や連携の強化、地域住

民の防災意識の高揚などが図られたものと考え

ており、今後とも、様々な訓練や機会を通じて、

防災体制の強化に取り組んでまいります。

次に、令和5年度長崎県防災会議の開催につ
いてですが、去る6月5日、令和5年度長崎県防災
会議を開催し、長崎県地域防災計画の修正につ

いてご審議いただき、盛土による災害防止に向

けた対応や原子力災害対策における避難先拡大

などの修正を行いました。

また、近年の気象や防災気象情報などについ

ての講演と令和4年の台風14号による停電の復
旧の取り組みについての報告が行われ、災害の

危険性が高まる時期を迎えるにあたり、各機関

が防災体制の強化について思いを新たにしたと

ころであります。

今後とも、地域の安全安心確保のため、各関

係機関と連携を密にしながら、地域防災計画の

推進に取り組んでまいります。

次に、別途お配りしております「総務委員会

関係議案説明資料（追加１）」の2ページをお開
きください。

令和5年度長崎県消防団大会についてです
が、去る6月10日、雲仙市において第76回長崎
県消防団大会が開催されました。

この大会は、消防団員の士気の高揚と消防防

災意識の一層の啓発を図るため、県内の消防団

員等約630名の参加のもと、消防功労者や消防
団協力事業所に対する表彰や郷土を災害から守

っていく大会宣言、消防職団員による活動報告

が行われました。

今後とも、消防団活動の充実強化を図り、地

域における防災力の向上に取り組んでまいりま

す。

最後に、当初お配りしております「総務委員
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会関係議案説明資料」の3ページをお開きくだ
さい。

長崎県国民保護計画の変更についてご説明し

ます。

これは、国民保護法第34条に基づきご報告す
るもので、昨年7月に厚生労働省から「大規模災
害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備につ

いて」の検討要請を受け、長崎県国民保護協議

会へ計画の変更案を諮問し、異議がない旨の答

申があり、その後、内閣総理大臣に対し協議を

行い、令和5年4月18日に計画の変更について異
議がない旨、閣議決定されました。

変更の主な内容としましては、医療系及び保

健・福祉系活動チームの被災地派遣調整や受援

調整、被災地・避難所での保健医療福祉活動に

関する情報連携等について、全体をマネジメン

トする調整本部を設置したことなどでありま

す。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口委員長】 次に、補足説明を求めます。

【永峯人事課長】 私からは第53号議案につき
まして、補足してご説明を申し上げます。

資料については、Ａ4縦の「一般職員の特殊勤
務手当に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて」といった表題を振っております資料を

ご覧ください。

まず、今回の条例改正についてでございます

が、要旨の欄にも記載いたしております。国に

おいて「人事院規則」、あるいは「新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法」、こういったもの

が改正されたことに伴いまして、所要の改正を

行うものでございます。

内容につきましては、第3の欄に記載をいた
しております。

まず、（1）の部分でございますが、一般職員
の特殊勤務手当に関する条例について、新型コ

ロナウイルス感染症により生じた事態に対処す

るための防疫等作業手当の特例、これが国にお

いても廃止をされたということがございますの

で、この国の取扱いに準じて廃止をしようとす

るものでございます。

これまでの支給の内容につきましては、括弧

の中に記載いたしております。手当額につきま

しては日額3,000円、身体接触等がある場合は
4,000円、対象作業については記載のとおりで
ございます。支給実績、知事部局の分を上段に

記載いたしておりますが、令和3年度が件数が
最も多かったという状況で、令和5年度につき
ましては実績がないということでございます。

続いて（2）の部分でございます。こちらは国
の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の

改正にあわせまして、災害派遣手当等に関する

条例、この中でこの法律の条項等を引用いたし

ておりますので、そういった条項、さらには手

当名を変更しようとするものでございます。

施行日については、一番下の第4のところに
記載のとおりでございます。

以上で補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【太田債権管理室長】権利の放棄について、補

足してご説明をいたします。

権利の放棄に係る議案の概要をお開きくださ

い。

今回、第61号議案及び第62号議案の2件の権
利の放棄の議案を上程させていただいておりま

す。議案ごとに債権放棄しようとする理由等に
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ついてご説明をいたします。

まず、第61号議案は、林政課所管の林業改善
資金貸付金の未納額及び違約金でございます。

債務者は、立木購入のため、平成14年度に490
万円の貸付けを受けましたが、償還開始の予定

時期から支払がなされず、その後、平成18年か
ら令和2年までの間に連帯保証人2名のうちの1
名から合計103万5,000円の償還がなされ、未納
額につきましては、資料記載の386万5,000円、
違約金は846万5,904円でございます。
債務者は、令和2年1月に死亡いたしまして、

償還を行っておりました連帯保証人が相続人と

なっております。この方が令和5年4月に破産免
責決定が確定をいたしまして、法的に債務の支

払義務がなくなっております。

なお、債権管理室におきまして、債務者の配

偶者、子及び兄弟姉妹など、相続人となるべき

方19名全員に確認をいたしましたところ、相続
を放棄していること、また、もう一方の連帯保

証人が消滅時効を援用したということを確認し

ておりまして、本債権について法的に支払い義

務のある者が不在となり、また、充当可能な財

産もないことから、債権の回収が不能となって

いるものでございます。

続きまして、第62号議案でございます。
この議案は、港湾課所管の比田勝港（舟志地

区）野積場使用に伴う不当利得返還金でござい

ます。

債務者が許可を得ず野積場を使用した期間約

2年3か月に対する使用料相当額174万3,000円
に対する未納金、資料記載の165万3,000円及び
遅延損害金125万9,416円であります。
債務者である法人は平成18年に解散済みで、

事業再開の見込みがなく、その無限責任社員は

令和5年4月に破産免責決定が確定し、本債権に

ついて、法的に支払い義務のある者が不在とな

り、また、充当可能な財産もないことから、債

権の回収が不能となっております。

なお、第61号議案と第62号議案の違約金並び
に遅延損害金につきましては、本来、元金が完

済された時点でその額を計算し、調定のうえ債

務者に請求するものであることから、県の収入

未済額に計上されているものではございませ

ん。なお、金額は、本定例会閉会日現在で計算

をいたしております。

以上の理由によりまして、今回2件について、
地方自治法第96条第1項第10号の規定により、
議会の議決をいただいたうえで権利の放棄を行

おうとするものです。

以上で補足説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

【 庭委員】 第53号議案について質問させて
いただきます。

この特殊勤務手当に関する条例の一部を今回

廃止するということは、国において行われたと

いうことで十分理解しております。この新型コ

ロナウイルス感染症も5類になっている状況で
はありますけれども、今また第9波がきている
と。今後、いろんなウイルスでまたこういうこ

とが起こるかと思います。その場合には、前回

は未知のことで手当が遅れて出たと思うんです

けれども、次にそういうことが発生した場合に、

すぐ条例ができるようにしていただければと思

いますが、どのように進めていくか教えてくだ

さい。

【永峯人事課長】まず、前回の対応の部分から
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少しご説明をさせていただきますが、令和2年2
月に国の方でこの新型コロナウイルス感染症が

指定感染症に指定をされました。その後、国に

おいては、速やかに3月に規則が改正されて、こ
ういった手当の特例が支給されるという状況に

なっております。

ただ、本県の場合は、この特殊勤務手当につ

きましては条例で規定をしているといった状況

がございますので、直近の6月定例会に条例議
案をかけさせていただいてこの特例を設けたと

いうことでございます。その際には、2月1日に
遡って支給ができるように、そういった規定を

設けて対応させていただいたところでございま

すので、2月以降発生した業務については、この
手当については支給がなされたというところが

ございます。

今後、また、同様の新たな感染症等が発生す

るといったようなことも当然考えられますの

で、そういった場合には職員の負担に対する手

当ということは当然また必要になってこようか

と思います。国の取扱いでございますとか、ほ

かの都道府県の取扱い、そういったところも見

ながらに、速やかに対応してまいりたいと考え

ております。

【 庭委員】遡って支給されているということ

で理解したいと思います。そして、今後も何か

あった場合にはすぐできるということで理解し

ます。

1点だけ、令和5年は実績なしということだっ
たですけれども、そういう対応する必要がなか

ったと理解していいんでしょうか。

【永峯人事課長】そういった対象となるような

業務が発生してないということでございます。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第53号議案のうち関係部分、第61号議案、第
62号議案及び報告第17号については、原案のと
おり可決、承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決、

承認すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策

に関する提案・要望の実施結果」について、説

明を求めます。

【黒島秘書課長】私から「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき、本委員会に提出し

ております秘書・広報戦略部関係の資料につい

てご説明させていただきます。

資料の2ページをお願いいたします。
1,000万円以上の契約案件につきまして、令

和5年2月から令和5年5月までの実績は、記載の
とおりの2件となっております。
資料の説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【鳥谷総務文書課長】 私からは、まず、「政策

等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員
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との協議等の拡充に関する決議」に基づき本委

員会に提出しております総務部関係の資料につ

いてご説明させていただきます。

2ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況一覧でございま

す。令和5年2月から令和5年5月までの実績は計
7件であり、各契約の内容は資料に記載のとお
りであります。また、3ページから5ページにつ
きましては、入札結果一覧表を添付いたしてお

ります。

6ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございますが、令

和5年2月から令和5年5月までの実績は、長崎県
行政不服審査会が2件、長崎県公益認定等審議
会が1件、長崎県個人情報保護審査会が3件、長
崎県情報公開審査会が4件、長崎県出資団体点
検評価委員会が1件の計11件となっておりま
す。それぞれの会議の結果につきましては、7ペ
ージから18ページにお示ししております。
続きまして、去る6月上旬に実施いたしまし

た令和6年度政府施策に関する提案・要望につ
いて、総務部関係の要望結果をご説明いたしま

す。

令和6年度政府施策に関する提案・要望につ
いて、総務部関係をご覧ください。

総務部関係におきましては、「地方創生・人

口減少対策に必要な財源措置の充実」について、

「離島地区における次期総合行政ネットワーク

（LGWAN）の整備」についての2項目について
要望を実施いたしました。

要望実績といたしましては、総務省に対し、

知事、副議長、総務部長により要望を行いまし

た。このうち「地方創生・人口減少対策に必要

な財源措置の充実」については、新型コロナウ

イルス感染症収束後、地方財政の平時化に伴い

地方交付税を削減することのないよう十分な財

源確保を図ることや、地方財政計画における「地

方創生推進費」等の継続及び離島・半島を多く

有することなど、本県の実情を説明のうえ、本

県など条件不利地域への配慮について強く要望

を行いました。

これに対し、松本総務大臣からは「地方財政

が平時化する中においても、安定的な行政運営

ができるよう引き続き一般財源総額の確保に取

り組んでまいりたい。また、「地方創生推進費」

等についても、条件不利地域に配慮しながら対

応していきたい」とのご意見をいただきました。

以上が総務部関係の要望結果でありますが、

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に向

け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【飛永防災企画課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出いたし

ました危機管理部関係の本年2月から5月まで
の実績に関する政策等決議資料についてご説明

いたします。

県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町並びに直接・間接の補助事業者に対し

内示を行った補助金については、該当ありませ

ん。

1,000万円以上の契約案件につきましては、
資料2ページに記載のとおり、長崎県消防学校
給食業務委託、令和5年度長崎県防災行政無線
施設保守業務、長崎県防災情報システム運用保

守業務委託、令和5年度長崎県防災ヘリコプタ
ー運航管理業務委託の4件でございます。
決議、意見書に対する処理状況については該
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当ありません。

続きまして、知事及び部局長等に対する陳情・

要望のうち、本年2月から5月に県議会議長宛に
も同様の要望が行われたものにつきましては、

松浦市からの要望が1件あり、それらに対する
県の取扱いにつきましては、資料5ページから6
ページに記載のとおりです。

附属機関等会議結果報告並びに県参与の委嘱

については、該当ありません。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

次に、去る6月7日に実施いたしました令和6
年度政府施策に関する提案・要望につきまして、

政府施策提案・要望（差替）の資料に基づき、

危機管理部関係の要望結果をご説明いたしま

す。

危機管理部関係におきましては、「佐世保港

におけるすみ分けの早期実現等」「自衛隊に係

る防衛施設整備等の推進」「原子力災害対策」

「雲仙砂防管理センター及び九州大学地震火山

観測研究センターの充実強化」の4項目につい
て要望を実施いたしました。

要望実績といたしましては、防衛省、内閣府、

文部科学省に対し、知事、副議長、危機管理部

長により要望を行いました。

このうち、佐世保港におけるすみ分けの早期

実現等、自衛隊に係る防衛施設整備等の推進に

ついては、井野防衛副大臣から「前畑弾薬庫の

移転・返還については米軍との調整に時間がか

かっていることは重々認識しており、早期に話

を進めていきたい」とのご意見をいただきまし

た。

また、6月20日には、危機管理部長が九州防衛

局に出向き、要望活動を行ったところでござい

ます。

以上が危機管理部関係の要望結果であります

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終ります。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。審査対象の陳情番号は、15番、17番、
19番、20番でございます。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。

【大倉委員】 秘書・広報戦略部関係の1,000万
円以上の契約状況の広報テレビ番組に関して質

問いたします。

KTNとNIBで契約金が合わせて6,000万円ほ
どなんですけれども、この「みジカなナガサキ」

という番組が県民の方にどこまで浸透している

のかという部分を伺いたいと思っております。

世帯視聴率など、もちろん放送局とか時間帯で

も違うと思うんですけれども、平均で出ている

でしょうか、教えてください。

【松浦広報課長】 再放送を除きまして、令和4
年度1年間の平均視聴率、民放大手4社の平均視
聴率は9.8％でございます。
【大倉委員】 9.8％は、結構驚きました。相当
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高い数字です。正直、私が以前「Pint」という
番組のキャスターをしていた時よりも高いで

す。すごいですね。これは、言える範囲でいい

んですが、例えば一つの局が15％、一つの局が
5％とか、そんなに違って平均9.8％なのか、押
しなべて9％ぐらいとっているのか、その辺は
どうなんでしょうか。

【松浦広報課長】最も高いところで11.2％、最
も低いところで9.2％ですので、押しなべて9％、
10％前後になるかと思います。
【大倉委員】わかりました。この数字を見れば

一定県民の皆さんに浸透しているということが

理解できました。

ただ、テレビの視聴時間というのが、平日、

土日、祝日も含めてインターネットに負けてい

るというニュースもこの間出ました。ですから、

この6,000万円をかけるというのは、やっぱり
必要性をきちんと説明できなければいけない。

ちゃんとそれが必要だと思うんです。だけれど

も、今伺った視聴率でいきますと、テレビとい

うのはまだまだコンテンツとしては十分PR力
があるという認識でよろしいんでしょうか。

【小川ながさきＰＲ戦略課長】今、委員からご

指摘いただきましたテレビの広報番組ですけれ

ども、県としましては、テレビをはじめとしま

して紙媒体の全世帯広報誌ですとか、県のホー

ムページですとか、SNS等々での情報発信を今
やってきているという状況でございます。

それらの中で、引き続き、効果的な情報発信

には努めていきたいと考えているところでござ

います。

【大倉委員】県政を県民に届ける効果がしっか

りとあるなら、私は何も問題がないと思ってお

ります。ただ、放送局出身の私の肌感覚で言わ

せていただければ、正直、行政の仕事というの

は結構お金が高いんですよね、あえて言わせて

もらいます。でも、それだけの効果を生む媒体

にはしっかりと広告費を投入すればいいと思う

んですけれども、そうじゃないところの税金は

やっぱり省いていかなければいけないという、

無駄をしっかり省いていくべきところは省いて

いくというところは必要だと思うんですが、そ

のあたりのご見解がもしもあればお願いしま

す。

【松浦広報課長】委員ご指摘のとおり、無駄を

省いていくという視点は大変重要であると考え

ております。

そのため、私どもといたしましては、テレビ

番組につきましては、まず、今回で言えばKTN
に番組の制作と放送をお願いしております。昨

年度の状況で申しますと、それ以外の民放の大

手3局につきましては、放送の方をお願いいた
しておりました。

そうした状況であったんですけれども、昨年

度まで放送のみの契約につきましては、相手方

が特定されるということで随意契約で契約をさ

せていただいておりましたが、県の取組の発信

につきまして、より効果的、かつ多様化させる

ことが必要との考えから、今年度の契約分から

各放送局の取組をご提案いただくプロポーザル

方式を採用させていただいております。

その結果、各社に企画内容の競争をしていた

だきまして、提案が優良であった2者と契約を
締結させていただきました。

その結果でございますけれども、今年度の契

約内容につきましては、全体として昨年度より

番組の放送回数が増加いたしております。加え

て、CМやSNSを活用した番組宣伝、自社制作の
情報番組内での県政情報の発信等、より効果的

で多様な取組になったものと受け止めていると
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ころでございます。

【大倉委員】こういった広報番組が、事例でも

しもあればなんですけれども、県民の方にしっ

かり届いているなという、それがしっかりと実

例としてわかるような、そういったものという

のがあれば教えてもらいたいんですが、どうで

しょうか。

【松浦広報課長】行動変容につながっているか

どうかというところかと思いますけれども、行

動変容で申し上げますと、先日、私どもにとり

まして大変喜ばしいといいますか、広報魂が震

えるようなお話をお聞きしましたのでご紹介さ

せていただきます。

県政テレビ番組の今年1月の放送分にまつわ
るお話でございます。この週は、消防団に入ろ

うということでご紹介させていただいたところ

でございます。その番組の中で、新しく消防団

に入られた方のインタビュー等をお撮りしまし

た。その方は現役の大学生だったんですが、お

話をお聞きしたところ、オンエアはしませんで

したが、その方が消防団に入ったきっかけは、

実は昨年の県政番組を見て消防団に入ろうと、

地域貢献をしたいということで、それがきっか

けだったということでございました。また、そ

の番組を見て消防団に入られた方が、今度は次

の年の消防団の番組の方でご協力をいただけた

ということで、大変私どもとしても喜ばしく思

ったところでございます。

併せまして、テレビにつきましては終わった

コンテンツ、「オワコン」だというご批判をさ

れる方もいらっしゃいますけれども、まだまだ

十分効果があるものだというふうに受け止めて

いるところでございます。

【大倉委員】ほっとしました。やっぱりちゃん

と伝わって届いて、そして行動変容につながる

と、理想的な形だと思います。実は、正直、広

報番組の費用対効果というのを私は心配してい

たんですけれども、安心しましたので、引き続

き県民の皆さんにしっかりと広報が届くような

番組づくりを、そして、ちゃんと充当するとこ

ろは充当するというところを引き続きよろしく

お願いいたします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】今の話なんですけれども、入札そ

のものについてお聞きしますが、予定価格、入

札書比較価格とか、その後の総合評価、この関

係をもう少し理解できるように説明してもらえ

ないでしょうか。

それから、今の答弁の中で2者落札的な言葉
がちょっと出てきたんだけれども、これによる

とあれでしょう。第1回、高い方が落札している
わけね。それは総合評価の関係で逆転したとい

う理解はするけれども、総合評価そのものの技

術評価点等がこれだけ差が出たとか、価格評価

点にこれだけ差が出たとかというそこら辺を含

めてご答弁願います。

【松浦広報課長】 まず、1番の総合評価の方に
つきましては、制作と放送を委託したものでご

ざいます。予定価格につきましては、入札結果

一覧表に記載のとおり5,100万円程度の予定価
格でございました。その結果、1者が落札をした
ものでございます。

技術評価点は300点です。価格評価点は100点
という割合で評価をさせていただいたものでご

ざいます。

それと2番の「みジカなナガサキ」の放送等業
務委託、こちらにつきましては、先ほど2者とご
契約をさせていただいたと申し上げましたけれ

ども、1者についてはこちらに記載のとおりな
んですが、もう1者につきましては、契約金額が
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1,000万円以下になっておりますので、ここに
は記載をしていないという状況でございます。

【田中委員】ちょっと私は理解できないんだけ

ど、予定価格は5,131万円、それから入札書比較
価格4,664万円というのが出てくる。この入札
書比較価格というのが、私は初めての経験なの

でね、こういうのは。

それと、入札金額が逆転しているのは総合評

価だと思うけれども、1点についてどのくらい
の逆転があってこうなったのか。そういうこと

でしょう。普通は、落札は低い方が取るわけで

しょう。高い方が取っている。それは総合評価

でひっくり返ったんだという理解はできるけれ

ども、点数が五十何点か開いているから、その

点数が1点どのくらいの関係でひっくり返った
というようなところまで説明してもらえません

かという話です。

【松浦広報課長】 大変失礼いたしました。

予定価格と入札書比較価格でございますが、

入札書比較価格の方は税抜きで記載をさせてい

ただいております。その下の入札結果につきま

しても、これは税抜きの金額になります。です

ので、1,000万円以上の契約状況一覧の方につ
きましては税込みの金額ですので、少し契約金

額の方が消費税分増えているという状況になっ

ております。

【坂口委員長】それと総合評価の逆転について

は。

【松浦広報課長】逆転につきましては、記載の

とおり技術評価点で大分差がつきましたので、

価格の差を覆したことによって、落札者の方と

契約をさせていただいたということでございま

す。

【田中委員】だから、おのおの違ってはくるけ

れども、この場合は1点でどのくらいの金額が

逆転していくかと。50点あればどのくらいで逆
転するんですよというそこら辺まで参考までに

聞かせてもらえたらという話です。

【松浦広報課長】確認をいたしまして、後ほど

ご説明させていただきたいと思います。

【田中委員】その件は後で聞くけれども、本格

的にこういうテレビ広報を県がやるようになっ

た歴史はどのくらいありましたかね。まだそん

なにはないと思うんだ。

【松浦広報課長】大変申し訳ありません、併せ

まして確認をさせていただければと考えており

ます。

【田中委員】あえて私が質問したのは、私の一

般質問で、県がそれを適用してくれて本格的な

テレビ広報を始めてくれたなという自負がある

もんだから改めて聞いたんだけれども、それは

結構です。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】総務部管財課の県庁舎の清掃業務

の入札についてお尋ねしたいと思います。

まずもって、県内の企業を育成する立場で、

できるだけ県内で発注したいという方針と思っ

ているんですが、この10者の中で県外も入って
いますけれども、なぜ県内に絞らないのかとい

うのをまず1点お答えください。
【山道管財課長】当入札、清掃の入札につきま

しては、金額によってWTOの対象案件となって
おります。これにつきましては、地場を優先す

るというような地域要件をつけられない契約内

容となっておりますので、このような結果とな

っております。

【前田委員】 WTOは、金額は幾ら以上になっ
ているのか、まずそれを一つお聞きしたいのと、

そうは言いながらも、入札の条件の中で資格者

のところが多分ありますよね。それは県内資格
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者とかに限定されていないんですか。

【山道管財課長】WTOにつきましては3,000万
円がその基準となっております。当該契約につ

きましては、複数年の契約であります。1億
3,400万円の契約となっておりますが、単年度
で申し上げますと、3,000万円の金額基準とな
っております。

併せまして、地域要件がつけられないという

のは、外国企業の参入等がございますので、公

告の中でもそこの条件というのは付していない

という状況でございます。

【前田委員】 そうしたら、この無効が3つ入っ
ている。この無効というのはどういうことでし

ょうか。

【山道管財課長】この無効につきましては、10
件の応札のうちに3件が無効ということとなっ
ております。そのうち2件につきましては、入札
をする際に入札保証保険という保険契約を結ん

でおりますが、その保険契約を超える応札をし

たということで、それを無効としております。

もう一つの無効の件数につきましては、最低

制限価格が設けられないWTOの案件でござい
ますが、低入札価格調査制度の対象としている

ことから、この際に価格の根拠、応札された金

額の根拠を確認したところ、その調査に応じて

いただけなかったということで無効といたした

ものでございます。

【前田委員】わかりました。一番聞きたかった

ことを今から質問するんですけれども、その最

低制限を引けないという中で、一定多分県の方

は予定価格を引いて、認識が違っていたらご指

導いただきたいんですけれども、予定価格を引

いて、それ以下の場合だったら多分低入札価格

調査、本当に十分な質を担保して施工できるの

かという調査に入ると思っていて、その中で4

者失格になっています。落札者と一番そこに近

いところで言えば300万円ぐらいしかその差が
ないわけですよね。その中で、本当に低入札価

格調査をまず誰がやったのかということと、そ

こに専門的な方がいらっしゃったのかというこ

とを含めて、この300万円の幅の中で、低入札価
格調査で失格するというのがあまりイメージが

わかないんですね。そこに大きく差があったら、

要は仕様というか、施工のあれが違うから、こ

れじゃ十分な清掃ができないですよねというこ

とでの判断というのは利くと思うんだけれど

も、こんな4者もあって、その差もわずかな中で
低入札価格調査による失格というのが、相手方

が納得されるのかということも含めて疑問を感

じているんですけれども、このあたりはご説明

できる範囲でご答弁いただきたいと思います。

【山道管財課長】まず、低入札価格調査制度で

ございますが、これは委員ご指摘のとおり、履

行がなされないおそれがあると認められる場

合、金額によって認められないおそれがあると

いうことでこの調査を行ったところではござい

ますが、この調査につきましては管財課職員の

方で調査をいたしてヒアリングを実施しており

ます。

内容といたしましては、その価格で入札した

理由及び積算の内訳、それと業務員の確保の見

通し、次に、清掃器具の確保の見通し、また、

契約履行実績等を調査いたしました。

今回、金額のご指摘ではあるんですが、この

失格となった要素としましては、応札した額と

その根拠となる内訳書が、違算等がありそれが

一致しなかったと。応札した内訳をお尋ねして

いるにもかかわらず、その根拠となる資料の提

出がなかったというものでございます。それで、

ヒアリング等も行いましたが、そのご説明はい
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ただけなかったという状況でございましたの

で、これを失格という判断をいたしました。

【前田委員】今の最後の説明のところは、これ

は全者そうだったということですか、4者とも。
【山道管財課長】 そのとおりでございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に「政府施策に関する提案・要望の実施

結果」について、ご質問はありませんか。

【外間委員】 危機管理部関係の令和6年度政府
施策に関する提案・要望の実施結果について確

認です。

要望項目について、佐世保港のすみ分けの早

期実現、自衛隊に係る防衛施設整備等の推進も

含めて危機管理部で4項目要望に行かれたとい
うことですけれども、一つ確認したいのは、新

しく組織として「基地対策・国民保護課」とい

う課を設置されて、それでその課の機能と役割

を基に港のすみ分けと自衛隊に係る装備品等の

整備の推進の要望に初めて今回行かれたのか。

あるいは、もっと前からずっとこういった要望

は危機管理部としてやってきたよということな

のか、その確認をさせてください。

【今冨危機管理部長】 要望項目としましては、

今年度、この基地関係について新たにというわ

けではございませんで、これについては引き続

きということで継続しての要望項目となってお

ります。

【外間委員】 わかりました。では、こういった

防衛関係に関する要望は継続してやってきてお

られるということですが、この2番目の自衛隊
に係る防衛施設整備等の推進ということで、今

回の要望については、特に防衛費が増額になっ

ているということで、増額に伴う装備品等のメ

ニューも増額して、基地を抱える本県としては、

相当な増額メニューをもって臨まれたと思いま

すけれども、本県として、今回の要望が防衛費

増額に伴うさらなるメニューの追加ということ

がお示しできますでしょうか。

【庄司基地対策・国民保護課長】地元企業の受

注拡大についてですけれども、私どもで要望を

してまいりました。

防衛省において、担当の局長の方から、整備

計画では契約額が2.5倍、施設整備が4.6倍、修
理費が2倍になるというお話をいただきまし
た。整備数、予算額が増額されておりますので、

防衛省といたしましても、地元の企業にご協力

をいただきたいというお言葉をいただきました

ので、地元企業の受注拡大が期待できるものと

受け止めております。

【外間委員】そのことをお聞きしたかったので

あります。期待できるようでありますので、ぜ

ひとも、引き続き、国に対する働きかけを行っ

ていただきたいと思います。

以上です。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に、議案外所管事務一般についてご質問

はありませんか。

【 庭委員】では、議案外について何点か質問

をさせていただきたいと思います。

最初に、総務部の職員の不祥事についてお伺

いしたいと思います。

やはり平和を願う県民の皆さんが大変この事

件でショックを受けておられるということもご

ざいまして、それが県職員の方であったという

ことにもすごくショックであるというふうに言

われております。
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なぜということはわからないかとは思うんで

すけれども、このようなことになった職員の方

の状況がわかれば教えてください。

【永峯人事課長】先ほど総務部長説明の中でも

申し上げましたが、まずもって県の職員がそう

いった全国にも報道されるような、そしてまた、

全国の皆様に衝撃を与えるような事態を引き起

こしてしまったということに対しまして、改め

てお詫びを申し上げる次第でございます。

私どものところにも、通常不祥事があった場

合には県民の方々から様々なご意見をいただく

ということが多いわけでございますが、今回の

事案に関しましては、県外の方も含めて様々な

ご意見を頂戴しているということで、改めて事

案の重大さというところを受け止めているとこ

ろでございます。

本人の状況でございますけれども、これも先

般、不祥事が起きた際に記者会見で申し上げた

ところでございますが、まだ入庁3年目の若い
職員で、今の職場には今年の4月から転勤をし
て勤務しているということでございまして、な

かなかまだ業務に十分慣れているという状況で

はなかったというところはございます。ただ、

しっかり自分の担当業務については処理をして

いたということではあったんですけれども、5
月23日から精神的な疾患で病気休暇を取得し
て、その病気休暇の期間中に今回の事案が発生

したという状況でございます。

まだ、本人については、警察署の方に留置さ

れている状況でございまして、所属も含めて県

側としてはまだ接触ができていないという状況

でございます。したがって、どういった動機、

気持ちで今回のような事案を引き起こしたのか

といったようなところについて、まだ確認がと

れていないというところではございますが、記

者会見の際にも報道機関の方々から、特定の信

条でありますとか、そういった要素というのは

なかったのかというようなこともご質問があっ

たわけでございますが、職場も含めて偏った信

条、そういったものが本人にあったということ

は、少なくとも外見からは見受けられなかった

ということでございまして、今後、本人とも話

をする中で、どういった経過でこういった事案

になったのかというところは確認してまいりた

いと考えております。

【 庭委員】まだ、本人に確認はできていない

ということで理解したいと思います。

この方が5月23日から休職をされているとい
うことですので、その方に対して人事課として

どのようなフォローをしてこられたのか、お伺

いします。

【永峯人事課長】まず、少し制度的な部分を申

し上げますと、5月23日からは、まず休職に入る
前の段階の病気休暇という状況、これはいわゆ

る特別休暇というものでございまして、この病

気休暇でなかなか療養がかなわなかった場合に

病気休職処分に入っていくというような流れで

ございます。具体的に日数で申し上げますと、

基本的な病気の場合は90日取得が可能で、今回
のような精神疾患といった、少し長期療養が必

要な病気につきましては180日間の休暇が認め
られているところでございます。その後の休職

については、制度上は3年間まで療養ができる
というような状況でございます。

今回のケースにつきましては、その病気休暇

に入ったばかりというところでございました。

これまで、所属の方からは本人に対しまして、

病状がどうであるかとか、復帰に向けてどうい

った状況かというところにつきましては、一定

のタイミングで確認をしていたということでご



令和５年６月定例会総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２７日）

- 165 -

ざいまして、私ども人事課の方から直接アプロ

ーチをするということはなかったんですけれど

も、所属の方からは、必要に応じて状況につい

て確認をしていたという状況でございます。

【 庭委員】所属の方からフォローをしていた

ということかと思うんですけれども、やはり休

職された、特に精神疾患の方はいろんなところ

で不安とかも抱えておられるので、最初の方に

かなりフォローすることが必要かなというふう

に思っているんですね。

その中で、今現在、休職中の方が何人ぐらい

いらっしゃるのか、教えてください。

【永峯人事課長】 令和4年度の数字で申し上げ
ますが、精神疾患による病気休職者につきまし

ては32名という状況でございます。その前の
年、令和3年度につきましては33名、さらにその
前の年、令和2年度につきましては34名という
ことでございますので、数としてはほぼ横ばい

というところで推移している状況でございま

す。

【 庭委員】せっかく県庁に入られて、意欲が

あって入られたことと思うんですが、休職され

ている方もずっと横ばいで、なかなか減ってい

かないというところでは、もっと対策が必要か

なと思います。

その中で、退職された方もいらっしゃるのか

教えてください。

【永峯人事課長】 令和4年度の状況でございま
すけれども、休職の状態のまま退職に至ったと

いう職員については7名の職員がございます。
ただ、先ほど申し上げました休職期間はもと

もと3年というところが設けられております
が、その3年間治療された結果、なかなか回復が
難しくて、その期間が間近に迫って退職をされ

たという職員については一人という状況でござ

いまして、その他の職員につきましては、まだ

期間に少し余裕がある中で、それぞれご家庭の

事情ですとか、それぞれのご判断がある中で退

職に至ったという状況と認識をいたしておりま

す。

【 庭委員】そうですね、せっかく入った職場

でもありますので、皆さんでそれぞれ支援をし

ながら、休職に至らないのが一番いいんですけ

れども、そういうことを努めていただければと

思います。

その中で、今、長時間労働とかもあり、職員

が不足している状況が続いておられるかと思う

んですけれども、職員の欠員というのは何名に

なるのか、教えてください。

【徳永新行政推進室長】職員の欠員の状況でご

ざいますが、令和5年4月現在で66名の欠員が生
じている状況でございまして、職種別に見ます

と、獣医師が16名、一般事務が14名、農業職が
11名などでございます。
欠員が生じている所属におきましては、代替

の職員といたしまして臨時的任用職員、あるい

は会計年度任用職員を雇用するなどの対応を行

っているところでございます。

【 庭委員】特に、獣医師の方が全国的にも不

足しているという状況かと思いますけれども、

この欠員を、代替職員も入っておられるという

ことですけれども、その分やはりほかの職員に

も負担がかかっているかと思いますが、今後、

どうやってこの欠員を減らしていくというか、

欠員のところに職員として雇用するというのは

どのようにして進めていくのか、教えてくださ

い。

【徳永新行政推進室長】まず、欠員が生じてい

る理由として大きく2つございまして、業務上
の主な理由といたしまして、例えば年度当初に
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なかなか見込めなかった業務が発生するみたい

なところがございまして、一つは新型コロナウ

イルス感染症への継続的な対応がどのくらい必

要なのかというところがなかなか見通せなかっ

たこと、あるいは、例えば昨年9月中旬に本県開
催が決定いたしましたＧ７保健大臣会合への臨

時的な対応とか、そういったところがあります

ので、こういった所属の方に優先的に人員配置

を行ったことが一つございます。

もう一つは、獣医師をはじめ一部の職種につ

いては、昨年度実施いたしました職員採用試験

において、必要な採用数が確保できなかったと

いうこととか、あとは年度末に自己都合退職と

か、再任用の方が満了前に辞めてしまうとか、

そういったところの状況かと考えております。

業務の見通しみたいなところは、なるべく見

通しの精度を上げていく、職員の採用数の確保

につきましては、関係部局とも協力いたしまし

て、必要数の確保について様々な対応を行って

いるところでございます。

【 庭委員】欠員をなるべく減らしていただけ

ればと思います。

次に、秘書・広報戦略部関係の議案外の分で

「選ばれる長崎県」の実現をということですが、

片や、この間から長崎県の「未来大国」という

ことを出しておられるかと思うんです。その中

でどのようにそこと関連性を持ってつくってい

かれるのか、教えてください。

【小川ながさきＰＲ戦略課長】「選ばれる長崎

県」ということでございますけれども、県とし

ましては、情報の流通ですとか、地域間競争が

非常に厳しくなっていく中で、いろんな分野で

長崎を選んでいただくためには、どのような情

報を、どのような方に、どうやってお伝えして

いくかということが非常に重要な視点だと考え

ております。

その中で、今お尋ねがございましたビジョン、

「未来大国」ということでございますけれども、

その部分につきましても、それぞれの分野での

県としての魅力とか強みといったところを県内

外の皆様方にお伝えをしていくということにな

っていきますので、そのビジョンにつきまして

も、全体的な「選ばれる長崎県」の広報といっ

た中で位置づけしながらしっかりと取り組んで

いきたいと考えているところでございます。

【 庭委員】 その中で、「選ばれる長崎県」と

して今作られているイメージ、どんなふうにし

て皆さんにPRしたら、本当にいいところはたく
さんあると思うんですが、どこをPRしていこう
と考えておられるのかお伺いします。

【小川ながさきＰＲ戦略課長】今、「未来大国」

といったところで大きな柱を立てておりますけ

れども、それをベースにしまして、そのほかの

部分でもマーケティングという視点もございま

す。情報を受けられる皆さんがどのような情報

を欲していて、我々がどのような情報をお伝え

することによって共感していただいて長崎に目

を向けていただけるかという考えを持っており

ますので、そういった視点を持ちながら情報発

信に努めてまいりたいと考えております。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 庭委員のご質

問にお答えします。今のながさきＰＲ戦略課長

の話に補足でございます。

「選ばれる長崎県」、このイメージづくりを

どうしていくか、非常に重要なことだと認識を

しております。そういった中におきまして、こ

のビジョン、先般からご議論いただいておりま

すし、今後も議論をしていただく。

今ながさきＰＲ戦略課長が申し上げましたけ

れども、どうやってこれを伝えていくか、選ん
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でいただけるかということに関しましては、当

然ながら人口減少の問題、交流人口拡大の問題、

企業誘致の問題、あらゆる分野におきまして、

まずは長崎県民に誇りを持っていただく。さら

に、県外、国外におきましては、やはり長崎は

いいところだと、ここに行ってみたい、住んで

みたい、そういったことになるようにしていく

必要があるかと思います。

ただ、この部分につきましては、非常にやは

り難しい課題だと思っていますので、現在、先

ほど申し上げましたけれども、マーケティング

の観点であるとか、庁内でもいろんな議論を始

めているところでございますので、この点につ

きましてしっかりと取り組んでいけるよう議論

を進めてまいりたいと考えております。

【 庭委員】夢を言っていただいているんです

けれども、やはりするからには本当にどんなと

ころをというのが必要かと思うんですよね。だ

から、全般的なことはここにも書いてあるので、

今考えているところで、こういうところから進

めていこうというのがあれば、再度教えてくだ

さい。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】大変申し訳ござ

いませんが、今、まさにそこを議論していく過

程にありますので具体的なところを申し上げる

ことはできません。

ただ、マーケティングをしようといった時に、

まずは長崎県の魅力がどこにあるのかといった

ことの問題であったり、情報の収集、それから

分析というのをまずは始めて行こうと思ってい

ます。具体の分野につきましては、大変恐縮で

ございますが、今、お答えができないことはご

理解いただければと思います。

【 庭委員】 では、今後、具体的なところが出

たらお示しをいただければと思います。

もう一点、危機管理部のところでお尋ねをし

ます。

令和5年度長崎総合防災訓練を実施された後
に、「この結果、防災関係機関における対応能

力の向上や連携の強化、地域住民の防災意識の

高揚などが図られたと考えております」と記載

されておりますけれども、これからまた7.23大
水害が起きた7月もきますし、台風とかも来る
ので、今後想定しない災害が起こるかと思いま

すが、これを基にどのようなことがこの防災意

識として皆さんと共有できたのか、お伺いしま

す。

【飛永防災企画課長】 今年5月に開催いたしま
した消防防災訓練でございますが、こちらは対

馬市峰港において開催をさせていただいたもの

でございました。

この対馬の特徴といたしまして、まず災害が

起きた場合には、まず島内にいる勢力、いわゆ

る救助勢力だけで対応しなければならないとい

う特徴がございます。そこでいかに応急的な対

応ができるか否かということが、まず訓練の大

きな目的の一つでございました。

その次に、対馬において必要になりますのは、

島外からいかにして救援部隊を派遣していくの

か。これを行うに当たりましては、海上自衛隊

や県警、あるいはDMAT、こういった方々との
連携が必要になります。輸送部隊と応援部隊の

連携というものが必要になります。これも今回

の訓練において大きなテーマでございました。

さらにもう一点ございますのは、小さな集落

が点在をしている地形でございますので、道路

が寸断されることによりまして、それぞれの集

落が孤立をいたします。こうした集落にいらっ

しゃる負傷者等々を、いかにして救援・救助し

ていくかということ、この大きな3点が対馬に
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おいて重要なテーマでございまして、訓練にお

きしては、所期のテーマに基づきまして訓練が

行われまして、それぞれにおきまして成果を上

げることができたと考えております。

今後、こうした今回の離島における総合防災

訓練の結果を踏まえ、これを活かしながら今後

の県内の防災においても活用、横展開させてい

く必要があるだろうと考えております。

【坂口委員長】 庭委員、お時間がきておりま

すので、最後にお願いします。

【 庭委員】私がお聞きしたかったのは、その

中で地域住民の共通認識がどこまで高まったの

かなと。やはり地域住民がそれぞれ防災意識を

持つことが非常に大事だと思っておりますの

で、その点をお願いします。

【飛永防災企画課長】委員ご指摘のとおり、地

元の住民の方における防災意識の向上というも

のは大変重要であると考えております。特に、

大災害時におきましては、最も人の命を救った

のは自助であり共助であるという調査結果も出

ておりますので、いわゆる自主防災組織等々の

組織力の向上といったものは重要であると考え

ております。

今回の対馬の防災訓練におきまして、直接的

に自主防災活動への影響が必ずしも明確にあっ

たということではないかもしれませんが、より

多くの方、今回、小さな集落、峰町でございま

したけれども、対馬市の方がバスを仕立ててい

ただきまして、地域の方がたくさん会場の方に

見えていただきました。その中で救助部隊の訓

練等々をご覧いただいておりますので、こうい

った意味での防災意識の向上ということには一

定程度つながっているのではないかと思ってお

ります。

【小林委員】大瀬良部長、あなたに質問をした

いんだけれども、まず、今の関連です。今回こ

ういう新たな部として秘書課と広報ですか、こ

の戦略チームを作られたと。改めて確認をした

いと思うけれども、この目的を明快に部長が答

弁してください。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】私が認識してお

りますこの部の設置目的ということでございま

すけれども、基本的には県の魅力発信等を、知

事のトップセールスといったものを分野横断的

に進めていくに当たって戦略的に実施していく

体制の強化、そのために今回の組織を立ち上げ

たと。それを受けまして、私といたしまして、

この効果をどう発現していくのか、秘書課、広

報課、さらにながさきＰＲ戦略課というのを新

たに設けていますので、それを有機的にどうつ

なげていくかということで、それが私の職分で

あると認識しております。

【小林委員】要するに、あなたは調整役みたい

なことを言っているんだな。今、あなたが言っ

ていることは調整役だよ、あそことあそこをく

っつけるとか。要は、あなたも新聞に書いてい

たけれども、そういう県の魅力の発信、それか

ら知事のトップセールスを推進すると。こうい

うところで各部とか課をつなげていくとか、こ

んなことを言っているわけだ。実際、あなたの

言葉から、自分たちがこういう部をつくって、

そしてここで何をやるのかという中で、その「選

ばれる長崎県」になる、長崎県の魅力を発信す

る、知事のトップセールスができやすいように

やるとか、こういうところの目的はわかるけれ

ども、その目的をどういうふうにしてするかと

いうことを今日ここで語らんと、そういうこと

から考えてみた時に、もうちょっと中身の濃い

答弁をせんと、あなたは一番今脚光を浴びてい

るんだぞ。一番あなたは県庁で選ばれる人にな
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るかならんかの瀬戸際だよ。だから、そういう

ことからして、もうちょっと具体的な中身を語

ることができないといけない。

では、まず聞くけれども、このブランディン

グの推進、ブランディングとは一体何ですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】ブランディング、

私が物の本等で今勉強している中で、自分自身

の中で煮詰めていっていることでございます。

まずは、長崎県の地位というもののイメージ

をどう上げていくかと、そこのところがまずブ

ランディングの基本だと思っております。ただ

し、今、小林委員からご指摘ありましたけれど

も、私の答弁がより具体的になっていないとい

うことでございます。その点は確かにご指摘の

とおりで、今検討中でございますので、なかな

か詳しいことは言えませんけれども、より長崎

県が全国の中でも、長崎ってこういうところだ、

例えば具体例の一つでいきますと、全国の中に

おきまして長崎というイメージ、言葉を聞いた

時に多く出てくるのが、やはり「カステラ」、

「ちゃんぽん・皿うどん」、それから「原爆」

といった言葉が出てきます。そういった意味で

は、知名度は長崎県というのは高いと思ってお

ります。ただ、委員の皆様、我々県民としまし

て、長崎の良さというものはそれだけじゃない

んだと考えております。ですから、そこにつき

まして、ブランディングというのは、最終的に

このいろんなイメージの中で、長崎に行けばと

か、長崎というのはこんないいところだという

ことの全国的な地位、そのイメージを上げると

いうふうに認識しております。

ただ、具体的なことに関しましては、もっと

戦略的に民間の知識等も借りながらやっていき

たいというふうに認識しております。

【小林委員】今言うようにブランディング、と

ても大事な表現ですよ。今、いろんなトップ企

業はブランディングをやっているんです。ブラ

ンドをどうやってつくるかと。他と比べて、こ

こはやっぱり長崎県として、他が超えることが

できない、これは長崎県の最高のブランドだと、

こういうものをつくらんばいかんと。だから、

カステラだとか、ちゃんぽんだとか、そういう

ところのブランドというのは、ずっと代々やっ

てきたんだけれども、県庁として、長崎県とし

て、全国に長崎県をどうやって知らしめて、そ

して移住だ、あるいは定住だ、そういう長崎県

のプラスになるような行動をとっていただかな

ければいけない。そんなような中身を、今日あ

なたからここで聞ければ非常にありがたいと思

ったが、昨日、懇親会であなたの顔を見たら聞

けないだろうなと思ったけど、やっぱり聞けな

かった。もうちょっと勉強しなさいよ。

それから、今もお話があったけれども、アサ

ヒビールかどこか知らんが、いわゆる民間から

こうやって次長職で参画していただいている、

この目的は何ですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】やはりこれまで

概念的に私が申し上げてきましたが、私もこれ

まで過去に広報課の担当者であったということ

で、広報、PRに関して携わってきたところでご
ざいます。そういった中におきまして、過去に

おきましても民間の知恵等をお借りしながらと

いうのはありましたけれども、やはり我々行政

主体の職員、しっかり勉強して取り組んでいか

ないといけないと思っております。さらに努力

は必要でございますけれども、やはり我々がよ

り弱いというか、視点の中でマーケティングで

あったり、これまで我々も例えばターゲットと

いう観点のマーケティング視点の中でやってき

ているところでございますが、ここがやっぱり
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今弱いという中で、今回、次長を採用しており

ます。ですから、そこのマーケティング等の具

体の戦略等をつくっていくところについて、私

は今回次長に期待しているところでございま

す。

【小林委員】民間から、今回そうやって次長を

呼んだという発想はあなたが出したことか。そ

れともほかから出てきたのか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】これにつきまし

ては、私は昨年度の段階では秘書課長でござい

ましたけれども、庁内の中で広報分野の中から

も、もともとございましたので、これは私とい

うことではございません。

【小林委員】そうすると、あなたを中心として

他の県庁職員の中からもそういう話があったん

だということを言っているわけだね。そうだね。

ちゃんと私の言うことを聞いておきなさいよ。

何を考えているのか。知事の顔が見えるか。知

事は関係ないのか。もう一回はっきり、そこだ

け。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 今、小林委員か

ら2点ご指摘があったかと思います。
まず、1点目、私を中心にということではござ

いません。庁内の広報分野等の中で出てきたと

いうのがまず1点目のご質問のお答えになりま
す。

それから、2点目、知事はどうなんだというこ
とでございますが、当然採用等、組織を動かす

に当たっては、知事に限らず三役の中でも議論

があっているとお聞きしています。

【小林委員】なぜ民間からの話をするかという

と、あなたも県庁マンでいらっしゃったからわ

かると思いますが、たしか金子県政の時に、民

間から3人、しかも交通公社とか、いろんなとこ
ろから3人、民間から県庁に来てもらった。しか

も、驚くなかれ、3人とも部長職だよ、一番大事
なところの。これも率直に言って、県庁の方々

に頭下げてきていた人が、いきなり県庁マンに

なって県庁の部長だよ、3人とも。それに対して
県庁の職員の方々が、我々が信頼する県庁の

方々が、何か知らんが組織の縦割りというのが

非常に厳しいのかどうかわからんけれども、そ

んな人にみんな頭ぺこぺこ下げてね、なんかね、

全くもって経験のないのが県庁に来てそのまま

指示を出して、それに黙々と従うような、頭を

下げっぱなしみたいな県庁の職員の姿を見てき

て、結果的によかったかと言えば全然よくなか

ったんだよ。

しかも、部長に3人だから、次は部長ではない
かと待っておったのに、3人も部長がぽんと民
間から来て、いきなり何の下積みもしないで、

いきなり部長職に就任し、いわゆる次は部長じ

ゃないかと思って期待をしていた人たちがそこ

で夢破れる。遅れる。こういうことで全体的に

見た時にこの結果が、3人民間から連れてきて、
結果的に何が残ったのか、何がよかったのかと、

こういうようなことであると思うんです。

あなたは今、県庁の中の一番の弱み、こうい

うところを民間からやってもらうんだと、こう

いう話をしているけれども、ここのところはよ

く注意して物を言わないと、県庁のどこが悪い

のか。どこが弱いのか。あなたが弱いんじゃな

いのか。大体あなたが部長に就任される。横の

中原次長さん、この方には何の罪もない、来て

くれと言われるから来たわけでしょうから。こ

れは大体年間幾らぐらいの給料ですか。

【永峯人事課長】中原次長の受入れに関しまし

ては、アサヒビールの方と協定を結び、負担金

としてお支払いをするような形態になってござ

いまして、社会保険料を除きの金額になります
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が、約1,200万円という状況でございます。
【小林委員】社会保険も給料やろうもん。社会

保険も、要するに県庁が負担せんばいかん2分
の1のことを言っているのか。
【永峯人事課長】おっしゃるとおり、事業主と

して負担すべきものでございまして、それを含

めますと約1,600万円という金額になります。
【小林委員】 1,600万円、要するに、こうやっ
て総支給額でいつも言っておきながら、1,200
万円というのは手取りのことか。普通で言う手

取りのこと。1,600万円が通常言うところの総
支給額。これは税金と、それから福利厚生等を

入れたこの金額をもって総支給額というが、こ

れが1,600万円。そして税金と福利厚生の2分の
1を引いた時の金額が1,200万円になりますと。
総支給額1,600万円、400万円がそういう税金と
福利厚生の2分の1の持ち出しと、こういうこと
で解釈してよろしいんですか。

【永峯人事課長】手取りという表現でまいりま

すと、アサヒビールの方から本人に支給されて

いる金額というのは私ども把握いたしてござい

ませんが、社会保険料を含めまして県として負

担している金額は1,600万円ということでござ
います。

【小林委員】 1,600万円というのは安くないで
すよ。ひょっとしてよ、何もあなたにいじわる

するわけじゃないけれども、県庁の職員で全部

やれるんじゃないかと、こう思っているんだけ

どもね。しかも、この中原さんはえらい迷惑し

ているんじゃないか。そのくらいのことが県庁

でできんとかと、言わんけれども内心で思って

おるかもしれん。いつまでおるんですか。そし

て、どんな役割を果たすんですか。これをもう

一回明確に言っていただきたい。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 まず、任期につ

いてでございますが、今年の6月1日から来年度
の3月末で今のところ出向元のアサヒビールと
の協定があります。

それから、ミッションにつきましては、先ほ

ど少し申し上げましたけれども、次長には広報

の戦略等の具体的な戦略づくり、それから各種

助言といったところでございます。

【小林委員】部長、やっぱり成果を出さんばい

かんよ。1,600万円も一般財源から出すんだろ
う。県民の税金だろう。あえて県庁職員じゃな

くして、別枠から連れてきて、かつて経験して、

さっき言ったようにいろんな意味であんまりプ

ラスにならなかった。何も具体的に事が進んだ

かと言えば、残念ながら事が進まなかったと。

何のために民間を県庁の中に入れて、その成果

をと。こういうところで成果が全く出ない。や

る気をなくすような県庁マンのやり方ではどう

にもならん。だから、3月までというのも、来年
の3月まででしょう。今年度ということでしょ
う。そういうような形でやってもらう。

ならば、あなたが、部長がしっかりして、や

っぱりこの次長は来てもらってよかったと。し

かし、その後ろにいらっしゃる課長さんたち、

みんないい人ばっかりじゃないか。さっき何と

言ったかな。広報魂が震えたみたいな、あんな

ことを言えるような人がおるじゃないか。だか

ら、この1,600万円、これは総トータルすると相
当な金額になる。何のために来たかということ

がわからなくなるようなことではなくして、さ

すがやっぱり呼んだだけあると、大瀬良部長は

大したもんだと、こう言われるような形でやっ

てもらわんと、他の皆さん方に申し訳ないと思

うんだよ。

時間がないからちょっと急ぐけれども、この

県政情報のわかりやすい発信に取り組んでおり
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ます。令和4年度の実績を見ましたら、全世帯広
報誌のアンケートにおいて「わかりやすい」と

答えた人の割合が96.4％と。こんな96.4％、こ
れは何の数字か、どこからもってきた96.4％よ。
何名にこのアンケートをし、これで答えた人が

どのくらいで96.4％になったのか。このアンケ
ートに幾ら金をかけたのか。

【松浦広報課長】ご指摘のアンケートにつきま

しては、全世帯広報誌、県内で49万部配布をし
ておりますが、そちらの方に記載しているアン

ケートについてお答えをいただいたものでござ

います。

令和4年度の数字で申し上げますと、全体で2
万2,511名の方からアンケートにお答えをいた
だきまして、その結果、2万1,700名の方から「わ
かりやすい」というお答えをいただいたという

状況でございます。（発言する者あり）

広報誌発行全体で申し上げますと、今年度の

数字で8,800万円程度でございます。
【小林委員】

それで、この96.4％は49万部いつも発行して
いるわけ、49万部。そして大体8,800万円くらい
かかるわけ。そして、この中から2万2,000人が
いわゆるアンケートに答えていただいたと。こ

れをもって96.4％と。ただ96.4％だけ書いてあ
るもんだから、そんなにたくさんの方が「わか

りやすい」という形で答えてくれるんだろうか

と。私は見てそうは思わんけどね、字が小さい

し。もうちょっときちんとやってもらったらい

いんじゃないかと。そういう状況から、この2万
2,000人の96.4％をもってあなた方は合格と思
っているんですか、どうですか。

【松浦広報課長】毎月49万部に対して、年間で
2万2,000ですので、母数としては十分ではない
かもしれませんけれども、私どもが行っている

アンケートとしては、最も幅広に行っているも

のだと受け止めております。

【小林委員】 それでは、時間がないから、また

午後に回します。大瀬良さんとは今日はしっか

り意見の交換をさせてもらいたいと思ってい

る。だから、そういうことで次々に後半に、今

日はぎりぎりまでやらせていただきたいと思っ

ているけれども。

そこで、今のような、もうちょっと我々に正

しい情報を教えてもらわんと、やっぱり96.4％
なんていうのは、これは何というか、天文学的

な数字だよ、この種のアンケートで。もうちょ

っと正確に、正直に、適正に、やっぱり議会を

なめないでいただきたい。みんな寝ているばっ

かりじゃないんだから、しっかり頑張ろうとし

ているんだ、県民のために。そういう点をもう

ちょっと謙虚に受け止めて、もうちょっと正し

い報告をきちんとしていただきたいと、このこ

とを特にお願いして、また午後にお会いしまし

ょう。

【永峯人事課長】先ほど、アサヒビールへの負

担金1,600万円と申し上げましたが、申し訳ご
ざいません、私、当初の概算の金額で把握して

いたものでございまして、最終的に締結をした

金額といたしましては1,380万円ということで
ございますので訂正をさせていただきます。社

会保険料込みの金額を1,600万円と申し上げて
いた数字は1,380万円ということでございま
す。申し訳ございません。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 零時 １分 再開 ―

【坂口委員長】 再開いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
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30分より委員会を再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 １時３２分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

まず、冒頭で、午前中の小林委員の発言の中

で一部不適切な部分がございましたので、議事

録を修正させていただきますのでご了承願いま

す。

では、質疑を再開いたします。

質問のある方、いらっしゃいませんか。

【山村委員】県南振興局庁舎整備について質問

させていただきたいと思います。

諫早駅前の方に県南振興局を整備するという

計画があって、議案外所管事項の中でも、今、

実施設計中と書かれておりますが、令和8年度
の完成だったと思っています。現在の進捗状況

と完成に向けてのスケジュールを簡単に教えて

いただければと思います。

【森管財課企画監】 現在は、基本設計を終え、

諫早市における駅周辺整備事業との調整を図り

ながら、来年1月末の完成を目指し、営繕課にて
実施設計を行っているところです。

その後、工事発注の手続きを行い、令和7年か
ら工事に着手する予定としており、令和8年度
頃の庁舎完成を目指してまいります。

【山村委員】 令和8年度完成に向けて、今進め
ていただいていると思います。諫早駅の駅周辺

整備事業との絡みの中でやっていただいている

ものと思っておりますが、地元が諫早駅前でい

ろいろさせていただいている関係でお話を聞く

ところによると、なかなか整備の状況が見えて

こないとか、将来どうなっていくかというのが、

諫早市ともうまく話がついて地元ともやってな

いという中で、これだけ大きなものができてき

ますし、周辺の地域の方々も期待しています。

500人を超えるぐらいの方々が駅周辺で働いて
いただけるということになってきますので、ま

ちづくりにとってはすごくインパクトのある事

業だと思っています。

そこで、諫早市と県ときちんと、せっかく県

の事業としてこれだけの投資をしていくわけで

すから、駅周辺も含めて諫早市全体、県央地区

全体が活性化するような事業になってほしいと

いう思いも込めて発言させていただきたいんで

す。やはり地元なり諫早市なりと県が協議をし

ながら、まちづくりをやっていくんだというと

ころでお話を進めていただけないかなと思って

おりますが、いかがでしょうか。

【森管財課企画監】委員ご指摘のとおり、諫早

市との協力は不可欠であると私どもも思ってお

ります。現在、県南振興局建設予定地周辺に、

諫早駅北側地域と諫早駅を結ぶ主要な幹線道路

といたしまして市道永昌東栄田線の道路の詳細

設計が諫早市において進められており、これに

伴い敷地境界や排水計画など、様々な課題を諫

早市とともに協議中でございます。今後も引き

続き、諫早市との連携を図りながら、計画に沿

った庁舎整備を進めてまいりたいと思っており

ます。

【山村委員】 ぜひよろしくお願いします。

今、地域の地元の方々、永昌東町商店街の皆

さんとか、商売をやっている方々もたくさんい

て、すごくまちづくりには熱い地域でございま

すので、ぜひ官民の連携というのも視野に入れ

ながら諫早市との調整を行っていただければと

思います。どうぞよろしくお願いします。

以上です。

【坂口委員長】ほかに質疑のある方はいらっし
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ゃいませんか。

【前田委員】新たに秘書・広報戦略部ができた

ということで、中原次長、民間から来られてい

るのでお尋ねしたいと思っているんです。通告

もしてなくて恐縮なんですけれども、午前中の

質疑の中で部長の方から、ちゃんぽん、カステ

ラ、原爆みたいなお話も出てきましたけれども、

着任されてどういうふうに長崎の魅力を今感じ

られているのかということが一つと、もう一つ

は民間から来た中の知見とかを活かしていく中

で、今後、具体に今の行政の情報発信のあり方

を見た時に、民間と比べてどういう点が少し足

らざるところがあるのか、もしくは自分として

こういう視点でやってみたいということがあっ

たら少しお考えを、この際ですから聞かせてく

ださい。

【中原秘書・広報戦略部次長】ご質問ありがと

うございます。

まず、長崎の魅力というものをどう感じてい

るかというご質問でした。

私、長崎に、引っ越しなどをすませ赴任して

から約2週間でございます。その2週間の間、も
ちろん県庁の方々との打合せや、マスコミの

方々へのご挨拶回わりをしてご意見をいただい

たりしてきました。あとは自分で歩けるだけ街

を歩いたりなど、その程度の範囲で、まだ十分

に色々見知ったとは思えませんが、まず、長崎

は非常にいろいろなモノがございます。モノと

いうのは食べ物もそうですし、自然や風景もそ

うです。私の住んでいるマンションの窓から、

海も山も見えます。こうした変化に富んだ自然

や風景、おいしい食べ物、何よりも長崎の方々

は、優しい方が多く、他所から入ってきた人に

も優しく接していただけるものがあります。

あと、これは知事に挨拶させていただいて話

した中で、やはり知事はじめ県庁の皆さんには、

長崎県には現在いろいろな課題があるのだが、

そうした中でもチャレンジしていきたいという

強い気持ちがあるというところ、こうした県の

考えている、チャレンジしていく、新しいこと

にも挑戦しよりよく変えていきたいという気持

ち、こうしたところに魅力を感じます。それか

ら、先ほども言いましたけれども、まだ、もし

かしたら十分県外には伝えきれてないかもしれ

ませんけれども、自然や風景、文化、風土、歴

史などに非常に多様性とその寛容性をもった県

ではないかという点に魅力を感じております。

それから、民間から来て、そうしたことでど

ういうふうにやっていくのかというご質問があ

りました。これにつきましては、なかなか自分

の考え方を自己分析するというのも難しくはご

ざいますが、ざっくり申し上げますと、やはり

民間企業は営利を中心に動いている組織でござ

います。営利を中心というと、それではお金だ

けかということではなくて、営利を継続して得

ていくためには、どういう方々に、どのような

我々の独自性を持った商品を、どのように届け

ていくかというのを考えて、それを継続して続

けられなければビジネスに負けてしまいます。

また、近年は、SDGs的な取り組みも満たさなく
ては継続してビジネスすることはできません。

一方、県など地方自治体の組織では、非常に

幅広い県民の方々、県外の方々、様々なステー

クホルダーの方々に、多様な行政サービスを範

囲を広く提供していますので、どうしても誰に

向けて、誰がお客様かというのが漠然としがち

になるとは思います。それぞれのサービスの提

供する相手先について、誰に届けるべきなのか、

誰にわかっていただくべきなのかというのを

常々考えて、情報のマーケティングをやってい
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けるよう、今、我々広報の2課の課長といろいろ
協議して、やり方を考えているところでござい

ます。

【前田委員】とても大事な視点だと思うので、

ぜひご自身の知見も活かして存分にご活躍いた

だきたいと思います。まずもって、長崎市だけ

が長崎じゃありませんので、県内くまなく、離

島も含めて、まずは足を運んでいただきたいと

思います。

人事課長に1点だけ質問したいと思いますが、
こういった形で、今回、中原次長が民間から来

ていますけれども、各企業と連携協定を結ぶ中

で人事の交流、いわゆるそういったことに対し

ても結構活発にやっていると思っているんです

けれども、こうやって企業から人が入ってくる

というのは今どのくらいあるのかということと、

逆に県の方から企業側に出ていっているという

のは、現状どんなふうな活動状況なのか、少し

わかれば教えてください。

【永峯人事課長】まず、民間企業からの職員の

受入れの状況でございますが、様々な形態がご

ざいますということは午前中少し申し上げまし

た。企業との協定に基づく派遣であったり、あ

るいは相互交流という形で、お互いに人事交流

という形で職員を交流し合うというケースもご

ざいます。あるいは、民間企業から研修派遣と

いう形で来ていただくような状況もございます

が、現状申し上げますと、民間企業から人事交

流という形で受入れているところが1社でござ
います。それから、協定書の中で受入れを行っ

ているものが2社ございます。それから、任期付
きの職員として、県の職員として採用するとい

ったケースもございますが、ここの部分につい

ても2社ございまして、そのうち1社につきまし
ては、先日報道でも、5月1日付の辞令交付をオ

ープンでさせていただきましたけれども、企業

版ふるさと納税といった形の中で生命保険会社

の方に任期付きの職員として来ていただいてい

るといったケースがございます。それと、研修

という形で企業からの一方通行のような形で来

ていただいているところが全部で6名いらっし
ゃいます。

一方で、県から企業への出向でございますが、

これも研修派遣、それから相互交流を含めまし

て、今現在16名の職員が民間企業の方で勤務し
ているという状況でございます。

【前田委員】 数字ありがとうございました。

民間の知見を活かして、県政の中で頑張って

いただくというのは非常にありがたいと思うん

ですけれども、そもそも県政自体の仕事の質の

スキルが高くないと、学びたいと思って民間か

ら来ることはありませんので、そういう意味で

は研修が6名というお話でしたから、どんどん
民間からも長崎県政の中で学びたいんだと、若

い人たちを研修させてくれというような、庁舎

全体がそういうふうになるように、県政の実務

も含めてスキルを上げていただきたいというこ

とを要望しておきますし、活発に交流をやって

ほしいということを申し添えておきたいと思い

ます。

以上です。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【外間委員】 広報課にお尋ねいたします。

午前中に小林委員から広報誌49万部の配布
物8,800万円の予算について、アンケートの結
果、わかりやすくていいという回答が96.4％あ
った件について、そのお話を聞きながら、改め

てその8,800万円の予算の49万部、この内訳を
紹介してください。

【松浦広報課長】 8,800万円の契約状況の内訳
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につきましては、まず広報誌のデザイン、こち

らが950万円程度になっております。併せまし
て印刷代、これが一番高うございまして約

5,000万円、配送及び仕分け作業に2,000万円か
かっております。あと点字・音訳の方も契約し

てございまして、そちらが400万円かかってお
ります。

【外間委員】実は、18年ほど町内会長をやって
いまして、定例会で毎回この県民だより、広報

誌を皆様方にお配りをするお役をいただいてお

りまして、着実にうちの町の150世帯全ての
方々に配付されていると。これが佐世保市には

700町ぐらいあって、恐らく町内会長がそれぞ
れの定例会でこれらの広報誌をお配りするとい

うことで、間違いなく県民に行き届いていると

いう広報誌でありますので、この広報媒体は非

常に有効であると思っております。

ですから、毎月定例会のたびに送るものであ

りますので、もう一度49万部掛ける12回、今お
話があったデザイン、配送、全て8,800万円で年
間賄っているという数字なのかどうかお伺いし

ます。

【松浦広報課長】委員がおっしゃったとおりで

ございます。

【外間委員】そのようなことで、地域に住む人

たちのボランティアによって県の広報誌がくま

なく行き届いているということを、自分も町内

会の一員としてご報告しておきたいと思います。

それから、広報課にお尋ねですけれども、も

う一つ県が発信している県のホームページです

ね。これも情報発信としては大変重要なツール

であると私も認識をしております。ただ、この

使い勝手が、本当に自分が見たい、知りたいと

ころに行き着くには、なかなか届かないところ

が非常に多いと。私以外にも、見たい、聞きた

いという人が県のホームページに入る時に、な

かなか目的達成できないという人が結構いるん

ですよ。何とかこの辺を改善できないものなの

か、ホームページについて広報課長の見解があ

ればお願いいたします。

【松浦広報課長】まず、県のホームページの現

状につきましてご説明をさせていただきたいと

思います。

県の公式ホームページにつきましては、運営

システムがもう制作から10年を経過しており
まして、今後、操作性の低下とか、セキュリテ

ィ上の問題も懸念されているところでございま

す。このため、抜本的なリニューアルが必要と

私どもは考えておりまして、抜本的なリニュー

アルとなりますと、通常3年から5年程度の期間
が必要とは言われておりますが、昨年度、専門

業者のお力をお借りしまして、まず課題の洗い

出しを行ったところでございます。その中で、

コンテンツが多く情報を探しづらいとか、情報

を探すための入り口がわかりづらいなど、委員

のご指摘と同様の課題を指摘されている状況で

ございます。ウェブサイトの使いやすさ、情報

の探しやすさの向上を今後求めていかなければ

ならないと考えております。

こうした課題を解消するべく、今後はアクセ

ス数の少ないページなど不要なページを削除す

るとともに、見たいページにたどり着きやすい

構造に設計をしまして、令和7年度中を目標に
抜本的なリニューアルに取り組んでまいりたい

と考えております。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【大倉委員】私も秘書・広報戦略部関連の質問

がございます。午前中の小林委員の質問に関連

するんですけれども、この広報誌のアンケート

です。この文章がよくわからないので教えても
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らいたいんですけれども、96％以上が「わかり
やすい」と回答したと。ただ、県の事業の目的

や内容が「伝わっている」と回答した人の割合

が50％と。ということは、裏を返せば半分の人
には県の事業や目的、内容が伝わっていないと

私は思うんですね。非常に相反する結果としか

思えなくて、「わかりやすい」のが96％、でも、
事業は「伝わらない」のが半分、これはどうい

うことなのか、教えてください。

【松浦広報課長】 最初に95％のお話をさせて
いただきます。こちらにつきましては、午前中

も答弁させていただきましたけれども、全世帯

広報誌のアンケートということでご回答いただ

いているところでございます。このため、広報

誌を一度ご覧になった上でご回答いただいてい

ますので、少し高めに出る部分もあるのかなと

いうふうには受け止めているところでございま

す。

一方で50％の方ですが、こちらの方につきま
しては、県政モニターとしてご登録いただいて

いる皆様にWebでアンケートをおとりしたも
のでございます。95％まではいっておりません
が、この目標を設定する際に、直近の5年間の平
均が43％程度でございました。ですので、これ
を少しずつでも上げていきたいということで、

まずは50％を目標に取り組んでいきたいと考
えているところでございます。

【大倉委員】そもそも、アンケートが別ものな

んですね。一緒だと思っていました。この50％
の方はWebのアンケートということですね。
じゃ、例えばアンケートの中身、具体的にど

んな人が対象者だったのか、年齢とかサンプリ

ングの場所とか、そういったことというのは詳

しく教えていただけませんか。

【桒原県民センター長】 長崎Web県政アンケ

ートは、県民の皆様の声をお聞きする広聴の手

法の一つとして、その枠組みを県民センターで

所管しておりますので、私の方からお答えさせ

ていただきます。

Web県政アンケートは、公募でモニターとし
て登録していただいた県民の方を対象に、イン

ターネット上でアンケートを実施する調査方法

でございます。

お尋ねのありました、どういった方がモニタ

ーになっているのかということでございますけ

れども、この県政モニター登録は公募で行って

おりまして、現在のモニターは県内在住の満18
歳以上の方338人でございます。人口比率を反
映した地域バランスから300人を目安に公募を
行いまして、約500人近くの応募をいただきま
した。地域バランス、それから男女比、年代の

構成を人口比率に合わせまして調整を行い、

338人の方にモニターとしてご協力をいただい
ております。

現在のモニターの方の任期は2年となってお
りまして、昨年度、今年度ご協力をいただいて

いる状況でございます。

【大倉委員】 18歳以上の338人の方を対象に
Webアンケートを行ったということで、その
338人の半分の県民は事業内容がわからないと、
伝わってないという回答だということだと思う

んですが、これは情報発信に大きな課題がある

と私は思うんですね。結局、伝えたというのと

伝わったは全然別問題です。伝わってないわけ

です。伝わってないんだったら行動変容にもつ

ながらないわけですから、半分の人に伝わって

ないというのは、これはどういう事業内容が伝

わってないのか、その辺の分析はされています

か。

【松浦広報課長】アンケートの伝わっていない
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方につきまして、どういった点が伝わっていな

いかということで、さらに回答を求める選択肢

を用意しております。その中で個別の事業をい

ろいろ並べてはいるんですけれども、それぞれ

に満遍なく伝わっていないというご回答をいた

だいている状況でございます。

ですので、今年度の実施につきましては、設

問の仕方を変えて、しっかりと回答いただける

ような内容にして、もう一度やってみたいと考

えております。

【大倉委員】それぞれに満遍なく伝わってない

のは問題ですよね。県の事業は様々ありますね。

それは、自由記述とかがなかったということな

んですか。具体的に何もわからないんですか。

【松浦広報課長】自由記述ではなくて、例えば

諫早湾干拓事業とか石木ダム関係とか産業振興

とか、そういった県の事業をそれぞれ選択肢と

して並べまして、そこに丸をつけていただくよ

うな形のアンケートになっております。

【大倉委員】 例えば、石木ダム事業とあって、

石木ダム事業に対して丸をつけるんですか。石

木ダム事業が理解できている人は丸ということ

なんですか。よくわからないので教えてくださ

い。

【松浦広報課長】大変失礼しました。まず、「伝

わっていますか」という設問がございます。そ

れで「伝わっていない」と答えた方々に対しま

して、「どういったものが伝わっていませんか」

というお尋ねの仕方をしております。

【大倉委員】わかりました。多分アンケートの

質問の仕方にこれは大きな課題があると思いま

すので、ぜひ今年度はそこは変えてください。

それから、そもそも広報でいろいろ、テレビ

とかラジオとかWebとか、いろんな媒体でやっ
ていると思うんですけれども、それぞれの媒体

によっての伝わり方が多分違うと思うんですよ。

ですから、PR予算なんかも多分傾斜をつけてい
るのは当然だと思うんですが、テレビだと視聴

率、ラジオだと聴取率、Webだとリーチ数とか、
そういったものでわかりやすく結果が出てくる

と思うんですが、そのあたりの分析はそもそも

されているんでしょうか。

【小川ながさきＰＲ戦略課長】今、ご指摘いた

だきました、それぞれの媒体ごとのリーチ数で

すとか検証というところですけれども、今日、

午前中の答弁でも少しさせていただきましたが、

テレビの視聴率につきましては9％程度とれて
いる部分ですとか、SNSについてはインスタグ
ラムやツイッターといったところの数値はとれ

ているんですけれども、その他のラジオや紙の

広報誌あたりについての細かいところはなかな

かとれてないという状況がございましたので、

先ほど申しました県政アンケートの中で、その

あたりも今後はしっかり分析できるような形の

設問をすることで、検証と見直しといったこと

につなげていきたいと考えております。

【大倉委員】検証、見直しをぜひ続けていって

ください。

それと、この50％の方で、しつこくてごめん
なさい。次年度の目標が52％以上という、52％
以上というのは非常に低いと思うんですけれど

も、この根拠は何でしょうか。

【松浦広報課長】 まず、全体の目標、真ん中あ

たりに記載があります目標ですけれども、この

2つ目のところで「伝わっている」と答えた方の
割合は、令和3年度から令和7年度の5か年で、平
均で50％以上と、これを今のところ目標とさせ
ていただいております。

右側の欄に記載しておりますが、令和3年度
と4年度の平均が46.55％ですので、5か年で
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50％を達成するためには、残された3か年でそ
れぞれ50％以上を達成していかなければいけ
ないような状況になっております。このため、

今年度の目標につきましては52％以上という
ことで設定をさせていただいております。

【大倉委員】現実的な数字ということで目標設

定をしているということですね。ぜひ52％と言
わずに、どんどん高い目標に向かってPRしてい
ただきたいと思います。

それと別の部署で総務部関連でもご質問があ

ります。

これも「長崎県行財政運営プラン2025」に掲
げる項目のうち、職員の働き方改革、長時間労

働の是正に向けた取組に関してなんですが、こ

れは時間外勤務、月45時間超の職員数に関して
なんですけれども、これも目標だった令和元年

度比10％減と。これは全くもって逆行している
んですね。増加率がどんどんではないですけれ

ども、非常に増えていると。これはどうしてこ

んなに逆行しているんでしょうか。

【永峯人事課長】 月45時間超の時間外勤務者
の状況でございますが、この長時間労働の是正、

時間外勤務の縮減といったところにつきまして

は、この間、随分前から取組を進めてきたとこ

ろでございます。やはり働きやすい職場環境づ

くりといった視点でまいりますと、非常に重要

なポイントであろうかということで、私どもも

これまで様々な取組を進めてきたところでござ

いまして、この令和元年度までは時間外勤務も

含めました年間総労働時間といったところにつ

きましては、徐々にではございますが、減少傾

向にあったというところでございます。この元

年度の数値を基本といたしまして、この行財政

運営プランの中では目標を掲げたわけでござい

ますが、令和2年度以降については、やはり新型

コロナウイルス感染症への対応、感染症対策そ

のものといったところもございますし、経済対

策として度重なる補正予算の編成といったとこ

ろもございました。

そしてまた、令和2年、令和3年の夏場には、
大雨による豪雨災害もございまして、そういっ

たところへの対応が発生をし、目標値からは少

しかけ離れた数値になってございます。

ただ、今後の状況を少し展望というところで

お話をさせていただきますと、令和5年度、今年
度の4月、5月の同じ45時間超の時間外勤務を行
った職員数を調べてみたところでまいりますと、

昨年度が4月、5月合わせて347名という数字で
したが、今年度につきましては213名というこ
とで134名の減少、率で申し上げますと40％近
く減ってきているところでございますので、や

はりコロナ禍が少し落ち着きを見せている中で、

この数字につきましても徐々に落ち着いていく

のではなかろうかとは考えているところでござ

います。

【大倉委員】 コロナも5類におさまってきたわ
けですから、時間外勤務はなるべく少なくなる

ような取組をよろしくお願いいたします。

それと、令和4年度の取組として、部下の職員
が所属長なんかにフィードバックする制度、こ

の取組はいわゆる逆評価制度だと思うんですけ

れども、画期的ではあると思うんですが、要す

るに部下が上司にフィードバックする、評価す

るというのはなかなか難しい面があると思うん

ですね。忖度があるんじゃないかとか、逆に職

場の風通しが悪くなるんじゃないかとか、その

あたりの懸念とかは大丈夫なんでしょうか。

【永峯人事課長】この時間外労働の縮減に向け

ては、様々な取組を進めているところでござい

まして、ご指摘の職員によるマネジメントチェ
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ックも、これは新たな取組として昨年度から始

めたところでございます。

初年度ということで試行という形で取組を進

めているところでございますが、ご指摘がござ

いましたとおり、いわゆる逆評価的なそういっ

た位置づけになりますと、やはり職場の中も少

し雰囲気がどうなるんだというような懸念もご

ざいます。なので、今のやり方といたしまして

は、例えば所属の課長でありますとか、所長で

ありますとか、そこの個人がどうかというのを

見るというやり方ではなくて、所属のマネジメ

ントというものは、その所属長がトップではあ

りますけれども、ほかの例えば課長補佐の職員

であったり、班長の職員であったり、そういっ

た様々な職員の中でマネジメントがなされてい

るというところがございますので、その部下職

員には所属全体がどういう運営がなされている

かというような視点で意見を出してくれという

形でやっております。なので、まだ1回の実施で
はございますけれども、そのことによって何か

職場の雰囲気が悪くなったであるとか、そうい

った声というのは私どものところには届いてお

りませんし、逆に評価の項目と申しますか、点

数をつける項目が、組織の目標とかが職場の中

で共有されているかということであったり、働

きやすい環境づくりがなされているかというよ

うなところでございますので、そういった項目

が点数化されて、見える化されてフィードバッ

クされるといったところについては、所属の管

理職についても気づきが得られるという声もい

ただいているような状況でございます。

【大倉委員】時間外労働の縮減に向けてという

取組の一つで、職場の空気は悪くなってないと

いうことですから、これが職場の空気が悪いか

ら早く帰るというのは本末転倒ですので、そう

ではない形で、互いに尊重し合いながら健全な

職場環境づくり、働き方改革へつなげていって

ください。

また別の項目ですけれども、エンゲージメン

トに関する意識調査に関するものですが、エン

ゲージメントをちょっと調べたら、仲間意識で

あるとか愛社精神などという言葉で置き換えら

れるものということがわかりました。エンゲー

ジメントというのは、民間企業で言いますと、

非常に営業利益の伸びにつながると言われてい

るそうなんですが、エンゲージメントを行政で

取り入れる、営業利益の民間企業とは違う行政

で取り入れるというのはしっくりこないんです

けれども、どうしてこのエンゲージメントを入

れるんでしょうか。

【徳永新行政推進室長】まず、エンゲージメン

ト調査を実施するきっかけは、この行財政運営

プランを策定する際に、民間の有識者の方から

そういう取組があるというご紹介をいただきま

して、ちょうど挑戦する県庁に変革していくと

いう目標を掲げている中で、そういった職員の

エンゲージメントの状態の把握とか向上を計画

的に進めてみてはどうかということでこの取組

を始めたところでございまして、確かにエンゲ

ージメント調査は、民間企業の方で導入が始め

られているような段階でありまして、公務員、

公務の分野ではまだまだ一般的ではない新しい

取組だと思っております。ただ、一般的にエン

ゲージメントが高い組織は、収益性、民間で言

うと営利の部分ですね、それにとどまらず、生

産性とか質の高いサービスを提供できるとか、

イノベーションに強いなどともされております

ので、必ずしも民間だけに適用するものではな

いと思っていますが、公務の分野についてはま

だまだ一般的ではありませんので、そういった
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得られた成果などの研究を進めながら、具体的

な対応など、そういったところを引き続きやっ

てまいりたいと考えております。

【大倉委員】エンゲージメントの調査のどうい

うところと県庁は比べて、例えば民間企業と行

政機関、全部含めて、県庁は今こういう状況で

すよという調査なんですか。これはどんな調査

なんですか。

【徳永新行政推進室長】 こちらは民間の組織・

人事のコンサルティング会社の方に委託をした

ものでございまして、その会社が開発したモチ

ベーションクラウドというデジタル診断サービ

スというのを利用させていただいております。

こちらにつきましては、委託業者において、こ

れまで過去数十年間で約1万社以上の国内のデ
ータベースを有しておりまして、そのうち、今

回1,000人から5,000人規模の他企業と比較し
たというような調査でございます。

【大倉委員】 1万社のデータをもとに、民間も
行政機関も含めた中で長崎県庁との比較的なも

のと考えたらいいんですかね。

【徳永新行政推進室長】もともと、ほぼ民間企

業のデータベースだというふうには我々は理解

しておりまして、一部の基礎自治体の調査は行

っているということはお聞きしておりますが、

そこのデータベースの蓄積はほとんど民間企業

だと理解をしております。

【坂口委員長】大倉委員、時間がきていますの

で、まとめをお願いします。

【大倉委員】ほぼ民間企業と比較するというと

ころで、それがどれだけ行政機関と比較して意

味があるのかどうかちょっとわからないんです

けれども、そこは民間の大事なところを行政が

取り入れるというのも確かに必要ですので、そ

こはいいと思います。

ただ、全体スコアよりも平均が低いのが気に

なるので心配なんです。大丈夫なんでしょうか。

【徳永新行政推進室長】 確かに平均が50ポイ
ントで47.3ということで、平均より低いという
状況でございます。

こちらにつきましては、調査結果をさらに深

掘りいたしまして、専門業者の聞き取りなどを

通じて調査結果の検証と活用策についてという

のは、関係課でワーキングとかつくっています

ので、そういったところで研究を深めてまいり

たいと思いますし、単純にスコアだけじゃなく

て、組織上の強み・弱みというのも得られる調

査でございまして、例えば調査で得られました

結果として、強みとして、上司が気楽に相談で

きるオープンなフランクな対応とか、職場にお

いてメンバー同士がうまく連携しながら仕事を

することということについては、組織上の強み

だということが出ております。

逆に弱みとして、役所全体のまとまり感や一

体感というところ、横の連携が弱いというよう

なところが出ております。

それ以外で職場環境みたいなところで、弱み

ということで、例えばICT環境については本庁
舎においてはWi-Fi環境などの整備を図られて
いるところであるんですが、一方、地方機関で

はそこの期待度に対する満足度が低いという結

果が出てきておりますので、そういった結果も

研究しながら、今後の活用とか研究を深めてま

いりたいと考えております。

【大倉委員】県庁の仕事は、基本的には縦割り

のイメージがありますので、やはり横断的にと

いうその部分が弱みというのが見えてきたんだ

ったら、やっぱり意味があると思いますので、

ぜひ横断的な部分の弱みをつぶしていけるよう

な仕事にかえていってください。ありがとうご
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ざいます。

【坂口委員長】 ほかにありませんか。

【田中委員】私の一般質問の延長になるかもわ

からないけれども、特別職、知事、副知事に関

してちょっとお聞きしたいと思います。

一つは私自身の常識というか、今までずっと

政治活動してきた、議員活動してきました。そ

の中で首長、知事、市長もあったけれども、こ

の首長のイメージが私は本当変わってしまった、

従来のイメージとね。首長のイメージがね。そ

ういう観点で大石知事のイメージも、個人のイ

メージも変わったし、長崎県政の今の知事のイ

メージも変わってしまった。

この三役特別職は非常勤という扱いになるの

かな。私は、若干常勤的な扱いだと思うんだけ

れども、そこら辺のことからちょっと聞かせて

ください。

【永峯人事課長】特別職という身分はそういっ

た状況でございまして、常勤か非常勤かという

ことでまいりますと、知事、副知事につきまし

ては勤務時間といった概念が基本的にはござい

ませんので、そういう意味で常勤、非常勤とい

う区別はないんですが、一方で、やはり職員の

勤務時間に基本的には合わせて出勤していると

いうことでございますので、勤務時間という概

念はございませんが、非常勤ということも少し

概念としては合わないのかなと感じております。

【田中委員】我々も一種の特別職なんだ、議員

もね。だけれども、議員の時のイメージと、例

えば議長、副議長になった時のイメージは、働

き方というか、勤務体系というか、変わってい

きます。議長の時は、やっぱりある程度常勤的

な考えで私はやらせてもらった。だから、朝で

いうと10時から5時までくらいが私の勤務時間
かと思っていたんです、当時ね。なぜ10時かと

いうと、8時半に家を出ても10時にしか県庁に
着かないわけだからね。5時に帰っても6時半し
か帰れんわけだからね。だから、6時間ぐらいで
も9時間ぐらい働いているような感じになった
んだけれどもね。

特に知事、副知事はまた別ですかね、知事と

副知事は。送り迎えはしてないんですか、三役

の送り迎えは。聞かせてください。

【永峯人事課長】特別職という位置づけにおき

ましては、知事と副知事に違いはございません

ので、先ほど申し上げた勤務時間の適用がない

というところは同じでございます。

送り迎えにつきましては、三役につきまして

は現状実施しているという状況がございます。

【田中委員】 土曜、日曜の問題も出てくるね。

しかし、土曜、日曜でも公務となればちゃんと

対応する。大体私は秘書課に聞きたかったんだ

けれども、そっちの方の法的な問題とか何とか

じゃなくて、通常の今までのイメージからする

とね、向こうの方に聞きたいんだけれども、ど

うなんですか。土曜、日曜でも公務と政務とい

う使い分けをされると、どこまでが公務で、ど

こから政務なのかという感じもするし。私ごと

の時には一切我々も関与するつもりはないけれ

どもね。

ただ、何というかな、通常、皆さん方の概念

からすると、9時から5時までくらいは拘束され
るというか、役所に出てきても寝ているわけい

かんわけでしょうから、三役だってね。自由だ

というわけにもいかん。そういうことからする

と、土曜、日曜の関係と勤務実態的なものを若

干報告願えないかな。特に、今年の3月、4月、
お聞かせください。

【黒島秘書課長】ご質問にございましたスケジ

ュール関係につきましてですが、私どもも平日
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でございますと職員の勤務時間ということがご

ざいますので、9時から5時45分、18時ぐらいま
でを前提にスケジュール等の調整をさせていた

だいているところでございます。

また、土曜、日曜、祝日等につきましても、

行事の関係でご案内があった場合につきまして

は、県内外を問わず、行政機関でありますとか、

各種団体から数多くのご依頼があっているとこ

ろでございますので、この公務については全て

の依頼に対応することはなかなか難しい状況で

はございますが、行事の目的等勘案いたしまし

て、ご出席、対応について調整をさせていただ

いているところでございます。

また、3月、4月につきましても同様の形で、
私どもは公務の部分について、まずは調整をさ

せていただいているという状況でございます。

【田中委員】そこら辺の境界というかね、公務

と政務。

もう一つは、例えば知事が県庁にいる時間は、

秘書課も大体放って帰れないだろう、知事が私

ごとで残っていたとしてもね。秘書課は定刻で

すからと言って帰ってしまうわけにもいかんだ

ろうからね。送り迎えの関係もあるだろうから。

そこら辺でやっぱりある程度のけじめは必要な

んだよ、けじめは。幾ら知事といえども。そこ

ら辺の関係をちゃんと秘書課は話ができるよう

な体制になっているのかどうか。言われるだけ

なのか。こちらからもちゃんと、いや、こうい

うことで困りますよということを言えるかどう

か。そこら辺の雰囲気も含めてちょっと聞かせ

てもらえないかな。こんな質問をするのは、私

も初めてだ、45年議員しているけど。
【黒島秘書課長】秘書課におきましては、公職

としての知事の秘書業務を所管しているところ

でございますので、公務以外の部分については

私どもといたしましても詳細等については把握

してないという状況でございます。

私どもといたしましては、先ほどもご答弁さ

せていただきましたが、公務の関係、いろいろ

ご案内等あっている、また関係各課と会議等調

整、そうしたところをまずは調整をさせていた

だきまして、スケジュール等を決めていってい

るという状況でございます。

【田中委員】ちょっとイメージがわかないんだ

けれども、要は、知事が私ごとといえども、知

事室におられる以上は、やっぱりあなたたちも

対応しなきゃいかん。逆もあるかなと思う。知

事が早く帰るからといって、それじゃもう何も

言わんでいいんですかと。「明日休むよ」と言

えばそれでいいのかという話。

ある程度の時間、知事として県庁におっても

らわにゃいかん、あなたたちはレクチャーの時

間とか何とかもあるだろうから、用事がなくっ

たって。

私も議長の時に、出席のランプがつくと、当

局からいろいろなレクチャーで来るからね。県

庁に行けば、議会に行けば、もう時間もないぐ

らいにある。

知事も若干、失礼だけれども、まだそう経験

ないわけだから、いろいろな勉強もしてもらわ

ないといかん。そういう感じであなたたち秘書

課として、ある程度知事をコントロールすると

いう言い方は悪いけれども、大体何時から何時

までぐらいはひとつ応対してくださいというよ

うなことでやっているのかどうか。知事が自分

勝手にどうでもできるのかと、何でもできるの

かと、そこら辺の感触を聞いているんです。

【黒島秘書課長】まず、公務の私どもが所管し

ております部分につきましては、公職としての

知事の秘書業務の部分でございますが、そうし
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た部分につきましては、行事等、また会議等、

常に先のスケジュール等が入ってきている状況

でございますので、そうしたところを優先的に

私どももスケジュールとして調整をさせていた

だきまして、知事の方にはあらかじめお渡しす

るというようなことをやっているところでござ

います。

したがいまして、公務としての業務というと

ころで、私どもも提示をさせていただいており

まして、そうしたところで、それ以外の部分に

ついては私ども把握してないところはあろうか

と思っております。

【田中委員】ちょっとニュアンス的に難しい感

じで、いろいろ質問も気を使わなきゃいかんの

だけれども。

我々もそうだけど、知事もやっぱり365日、24
時間知事なのよ。土曜、日曜もない。だから、

その範疇で、長崎県の知事としてふさわしい、

「選ばれる長崎県」とか出たけれども、そうい

う概念で考えるならば、やっぱり行動は慎重に

しなきゃいかん。

それから、今日はちょっと用があるからと言

って簡単に昼から帰ってもらったりなんかする

のも、本当はあなたたちももうちょっと、斟酌

というとおかしいけど、ちょっと時間つくって

くださいとかいう話にね。少しルーズになって

いるような感じがする、あの2月、3月の行動を
聞くとね。現実、あちこちに行かれているわけ

だから。

それについて、あなたたちは、県庁から知事

が出ていかれれば、あとは知りませんと言う。

しかし、これは問題があるのよ、知事はやっば

り。なぜならば、警察だって、警護とは言わん

けれども、ある程度知事、公職に対するものは

持っておられると思いますよ。私の議長の時も

あれっと思うぐらいに、家の近くを警察の駐在

のパトロールなんかちょこちょこ来てくれてい

た。やっぱり公職としてちゃんとやるようなシ

ステムになっているのよ。あんまり私ばっかり

やってもらったら本当困る、私ごとばっかり。

公務のあり方というものについて、やっぱり

もうちょっと私は慎重であるべきだと思うんだ

けれどもね。公務と政務の扱い、これは部長に

ちょっと見解を聞いておこうかな。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】ただいまご指摘

のことでございますが、我々、先ほど秘書課長

が申しましたとおり、公務についてまずはしっ

かりと対応しているところでございます。

その上で、先ほどけじめをということでござ

いますが、我々秘書課の職員含めまして、知事

含めまして、公務に対するけじめというのはつ

けているつもりでございます。

【田中委員】ところが、知事は、政務と言って、

一切県が関係ないと言うわけにはいかないと思

うぞ、政務といえど。どこが政務なのかという

のが私はわからない。どこが政務なのか。

今まで、私の常識の範疇の知事、市長だった

から、こんな疑問を持ったことないけれども、

初めてこの知事は、長崎県の知事は、私の感覚

からすると変わっているなと。私のイメージか

ら全然。やっぱり知事ですよ、長崎県の。一番

偉いんですよ、極端に言うと。

例えば、議会が終わった後でも、我々の会派

室にちょっと顔を出される時だって、議員は全

部立って迎えるような雰囲気よ。やっぱり知事

にはちゃんと対応している人は多いんだよ。そ

れに対して知事も、もう少しやっぱり公という

ものを考えてもらわないと。政務とはどういう

ことを言うんですか。帰られた後が政務だから、

そのことについては一切わかりませんと言うの
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なら、それはそれで構わんけれども、見解を聞

かせてください。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】政務については、

大変申し訳ございませんが、私はコメントする

立場にございません。

【田中委員】 そうかな。もう少し、あなたたち

も、知事といえども悪いものは悪い、悪いとい

うのはおかしいけれども、「それはちょっと、

あんまり無理せん方がいいですよ」とか、その

くらい言えるような雰囲気でやらないと、秘書

課もたまらないだろう。

議会は、議会事務局があって、正副議長の行

動にしたってちゃんと把握するし、そんな個人

的にどうのということはあんまりない。道筋に

したって、簡単に今日はちょっとあそこに遊び

に行こうやなんて言うわけいかんわけだから。

公用車使っているわけだから、公用車を。公用

車の使い方についても、あなたたちは一切問題

ないと言うから、それ以上は詮索しないけれど

も、「えっ、そうなのか」「どこで乗り換えて

いるのか」という話までね。やっぱり信頼関係

が崩れると、そこまで頭がいってしまうんだ、

信頼関係。だから、質問をしても、あなたたち

は答弁がしづらいような範疇でもあるから、ひ

とまず終わるけれども、要は長崎県のプライド

というのがあるんだ、やっぱり長崎県の。我々

は持っている、議会としても議員としても。

だから、今、大石知事の考えている知事職と

言うイメージと、我々が今までずっと、高田さ

んも含めてね、高田、金子、中村とこうきた知

事のイメージとちょっと違う、今度の知事は。

私の感触では全然違う。言葉は悪いけど、困っ

たもんだなという感覚ですよ。困ったもんだな

と。だから、あなたたちが言う「選ばれる長崎

県」と、本当に選ばれる長崎県になるかなと。

それから、知事の仕事ってもっとあるはずだ

よ、いろんな懸案事項を抱えているわけだから。

選挙にかまけてと言うわけじゃないけれども、

選挙にそんな介入する時間なんかあんまりない

はずだ。そうでしょう。

私が一般質問でやったように、新幹線だって

動かない。これもやっぱり知事が頑張らなきゃ

いかん。IRだって動かない。石木ダムだって動
かない。懸案事項は、やっぱり知事になる前か

らわかっているわけだから、勉強して、知事に

なったらこうやるぞと。もう1年以上経過すれ
ばね、やっぱり長崎県知事大石賢吾としてのイ

メージをアップできるような仕事をしてもらわ

ないと。そういう陳情とか何とか、通り一遍で

やるもんじゃないですよ、この懸案事項を抱え

ているのは。特別、目的を持ったら、毎日でも

あちこちに回って、お願いして回るとか、いろ

いろな方法はあるわけだ。それが行われている

のかなと。

だから、秘書課は決められた仕事を消化する

だけでいいのかとなると、私はそうじゃなくて、

もう少し知事に対しても、こういう懸案事項を

抱えているんだから、むしろ各課に話をしなが

ら、要望をどんどん増やして、他県にも国の方

にも要望に行くような、そういう長崎県の力が

上がるようなことをやってもらわないと。

最後にしますが、知事が、首長が二元代表制

の地方議会において、議決権を持っている県議

会の議員に対して、あまり介入するというのは

道義的にはよくない。法的には私も知らない。

しかし、議決権があるのに、知事にお世話にな

れば、やっぱり、そういうことはないとは思う

よ、一般質問でも言ったように。議員はそんな

ことで左右されることはないと思うけれども、

そういうところまで、議決権まであるような県
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議会に対してやっぱり介入すべきじゃないし、

もう一つは知事、長崎県知事が県下の首長選挙

に介入するのはあんまりよくない。自分が知事

でしょう。直接長崎市、佐世保市以下あるわけ

だ、町までね。そこに知事が介入すると、やっ

ぱり民意があんまり反映できないようなことだ

ってあり得る、私の頭では。そこら辺まで含め

て、まとめて部長の見解を聞いておきたい。そ

の地方議会の選挙への介入、首長への介入。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】公務につきまし

ては、知事は、私どもも同じでございますが、

しっかり対応させていただいているものと、ま

ずは認識しております。

政務につきましては、繰り返しになりますが、

私がコメントする立場にはございません。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】 総務部長、あなたは6月16日に総
務部長名で「敷地内禁煙について」という通知

を職員各位にあててやりましたか。それをやっ

たならば何回やったんですか。

【大田総務部長】敷地内禁煙に関する通知、日

付は心もとないところでありますが、通知させ

ていただいております。1回だと承知をしてお
ります。

【小林委員】 1回だけですか。
【大田総務部長】 通知としては1回でございま
して、メールもその前に送らせていただいてお

りますので、周知という意味では2回という形
だろうと思います。

【小林委員】 正確に話してくれよ。2回こうや
って周知を徹底するために出しているわけだ

ね。

このいわゆる敷地内禁煙について、2回通知
を出したと。本来ならば1回ぐらいでいいんだ
ろうけれども、2回出したと。これはどういうこ

とで2回になっているんですか。
【大田総務部長】経過としましては、私のとこ

ろに敷地内禁煙、議会棟の喫煙室になりますけ

れども、そちらにおきまして職員が喫煙をして

いるといった情報が寄せられておりましたの

で、私としては、まずは寄せられたところのす

ぐの対応としまして、メールで改めて周知を徹

底するとともに、文書におきましても同様の内

容でございますけれども、後日送付をさせてい

ただいたというところでございます。

【小林委員】つまり議会や県民からも、そうい

うことで指摘があっていると。だから、2度こう
いうことで通知をしたと、こういうことになっ

ておりますね。

大体「敷地内禁煙について」ということにつ

いては、この議会棟の喫煙所、これは県議会議

員だけが利用できて、職員はどんな肩書であろ

うとも、それはできない。そういうようなこと

で県議会議員だけができる場所ですか。

【大田総務部長】私が職員あてに通知をさせた

趣旨としましては、議会棟というのは議員の皆

様がご利用されるということで、議員の皆様と

そのお客様といいますか、議会の関係の方々が

ご利用なされるというのが、もともとのこの議

会棟の喫煙室の趣旨だということがございます

ので、そういったところにおきまして、県職員

がそういった利用をすべきでないということの

趣旨で通知を差し上げました。

【小林委員】そうすれば、県の職員はそこを使

ったらだめなんだね。今言ったけどね。そうい

う確認をいたします。

ところが、あなたのところに、県民からも指

摘があっているが、いわゆる議会棟喫煙所を職

員が利用しておるとかいうような、あなたに対

してこの辺の指摘というか、そういう情報が届
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いたわけだね、もう一回確認しておく。

【大田総務部長】私のところにいただいており

ます。

【小林委員】そうすると、実は私のところにも

連絡がきたんだよ。県庁の幹部が、このいわゆ

る敷地内禁煙、これをこの場所で喫煙をしてい

ると。そのやり方がいいかどうかということは

別問題、今日は。

ただ、そういうことで職員はそこを使っては

だめだと、こういうことがきちんと連絡をされ

ているにもかかわらず、実は職員のある者がこ

れをやっていると。こういうのは基本的には通

知違反ということになるんですか。

【大田総務部長】 具体の例は、私、承知をして

なくて恐縮でございますけれども、6月16、すみ
ません、ちょっと日付は。私の通知より以前の

時にもそういったことのお話はしておりました

けれども、なかなか周知が行き届いてなかった

という反省を踏まえまして、そういった通知を

改めてさせていただいたということでございま

す。

仮にそこで吸っていたという事実があります

と、その通知は守っていただけてないというこ

とになると思いますけれども、それが即ち、例

えば処分ですとか服務上の問題になるかという

ところにつきましては、例えば継続性ですとか、

あるいはどういった認識でおったのかとかいっ

た個別の事情をお聞きする必要があるというふ

うに考えております。

【小林委員】 まず、私が問題にしたいのは、や

っぱりあれじゃないのか、そういう職員の方に

総務部長名で通知をしても、それが守られない

というところについてはどう思っているのか。

【大田総務部長】通知後に仮に守られていない

ということがございますと、それはひとえに私

の力不足ということになると思いますので、そ

こがしっかり守られるような工夫というのを改

めて検討したいと思っています。

【小林委員】 その私の力不足とかいうよりも、

そんなふうに君は捉えているのか、本当に、ま

ともに捉えているのか、そんなふうに。自分の

力不足だと。県庁はそんなに、そうやって通知

が届かないところなのか。そんな県庁なのかと

いうことを君は言っているんだぞ。それでいい

のか。

【大田総務部長】通知を受け取った方の認識と

いうのは、私もなかなか踏み込めない部分でご

ざいます。基本的には、我々行政マンでござい

ますので、通知といったものにつきましてはし

っかりと理解した上でそれを遵守していくとい

うことだと思っておりますけれども、それが徹

底されてないと、周知が仮に徹底されてなくて、

認識のところに届いていないということがある

とすれば、私の力不足ということで申し上げた

ものであります。

【小林委員】やっぱりこれは職務上の通知違反

だよな。職務上の通知違反に当たると、こう私

は思うんだけど、どうか。

【大田総務部長】先ほどの若干繰り返しになっ

てしまいますけれども、通知の状況が守られて

ないということがございますと、それは通知が

守られていない状態だというふうに思っており

ますけれども、それが即ち処分ですとか、そう

いったことにつながるかどうかというのは個別

の事情をよく聞いてみる必要があると思ってお

ります。

【小林委員】 個別の事情が何かあるわけか。

要するに2度にわたって、この場所でたばこ
を吸ったらだめですよと、こういうことを県庁

の職員の皆さん方に、いい、悪いは別として、
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一応あなた方がそういう方向を出したわけだか

ら、それを通知するというようなことだから、

それはやっぱり遵守していただかなければいか

んじゃないのかと、こう思うんだけどどうです

か。

【大田総務部長】私も県民に対する姿勢という

ところもございますので、私名で出させていた

だきました通知につきましては、ぜひ遵守をい

ただきたいと思っております。

【小林委員】 だから、事情を聞かないと、いや

大体行政の状況は、行政のシステムということ

は、やっぱりこうやって通知違反、職務上の通

知違反に当たるとすれば、これは処分というも

のが出てくる可能性はあるわけだろう。そんな

処分の可能性がないようなそういうものが、要

するに職務上の通知違反と、こういうようなこ

とに、大体通知をしてそれを守らなければ通知

違反ということは、いとも簡単じゃないか、行

政のこの流れの中で。

それを処分につながるかどうかということ

は、まだそういう背景を聞きながらということ

だけれども、基本的に通知に違反したらいかん

わけで、それは内容をよく聞いてからのことで

あるかもしれないが、基本的にはこうやって、

流れは通知違反されたら処分の対象になるとい

うこれが一般的じゃないのか。

【大田総務部長】一般論によってしまって恐縮

ですけれども、通知というもの自体は、趣旨と

してそれを遵守いただきたいというもので当然

お出しをしますけれども、先ほど少し申し上げ

ましたとおり、それが当人にとってどのような

理解を得ているかというところも一方あると思

っております。それは一般の行政行為について

もそうだと思っております。

そういった意味で、個別の事情をよくお聞き

して、それがどういうことで仮にそういうこと

が、通知以降、私のところでお聞きしたもので

すから、仮にそういうことがあるとすれば、ど

ういった経緯でそれに至ったのかということを

よく聞いてみる必要があると思います。

【小林委員】もう一回言うけどね、あなたは頭

が悪くないんだから、ちゃんと伝えていること

は伝わっていると思うんだけども。

通知が徹底しない、通知を破るということは、

職務上の通知違反に当たるんでしょう。

【大田総務部長】個別の事情がどうあったかは

別として、その通知が守られていない状態だと

いうのは間違いないと思います。

【小林委員】あんまりね、言葉を遠回しにせん

とね、違反は違反じゃないか。そんなようこと

は当たり前のことで、職務上のこういうことは

普通あることだよ。やっぱり違反したら、ちゃ

んときちんと注意をするとか、それなりの処分

も辞さないということだってあるじゃないか。

だから、そういうことで、きちんとしたあなた

の2度にわたる通知に違反するということは、
やっぱりよろしくないと。

こういうことをまず押さえて次の質問に移り

たいんだけれども、実は私のところに連絡があ

ったのは、いわゆる県庁の何というかな、幹部

職員、ある程度の立場にある人がこういう通知

違反を起こしていると、こういうことの連絡が

きて、名前まで出ておるわけだよ。

そこでね、大瀬良部長、あなたの名前が私の

ところに届いているんだけれども、率直な話、

「敷地内禁煙について」という通知がありなが

ら、そのいわゆる場所で、あなたがたばこをこ

うやって喫煙されたというか、そういうことが

ありましたか、ありませんでしたか、お尋ねし

ます。
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【大瀬良秘書・広報戦略部長】以前行ったこと

はある記憶があります。ただし、2度目の通知と
いうような話の後等ではございません。

【小林委員】以前行ったことがあるということ

は、1回でもそこでたばこを吸ったということ
を認めたということでありますか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】時間外に行った

ことがございます。

【小林委員】もうちょっとストレートに言って

くれんかな。行ったということは認めているわ

けで。時間外であろうが時間内であろうが、こ

れは24時間入れるのかどうか、行ったことがな
いから私もわからんけども。

そこでたばこを吸ったということについて

は、事実関係を認められますか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】事実があったこ

とは認めます。

【小林委員】そういうふうに正直に話した方が

いいんですよ。もうちゃんと見た人もおるし、

これをあなたがもし仮に否定されとったら大変

なことになるぞ。

1回目だけ、行った時にたばこは吸ったと。2
回目は行ったけれども、たばこは吸わなかった

と、こういう解釈でよろしいんですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】入った記憶はご

ざいません。

【小林委員】ちょっと委員長、今の発言さっき

は1回は入ったことがあるというような答弁を
しとって、今は行ったことがないとか、おっし

ゃるから。

【小林委員】 ちょっと休憩をお願いします。

【坂口委員長】 一旦休憩いたします。

― 午後 ２時４５分 休憩 ―

― 午後 ２時４６分 再開 ―

【坂口委員長】 再開いたします。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 6月16日通知以
降、最初の通知以降は行ったことはありません。

それ以前の話としまして、4月の時には行った
ことが、そういったことはあります。

【小林委員】 1回目行ってよくて、2回目の通知
の後によくないとか、そんなことを言っている

んじゃないんだぞ。

要は、1回目であろうが2回目であろうが、基
本的にはそこに行くなという通知がきているわ

けだから、そういう点からしてあなたは1回行
って、そこでたばこを吸ったと、こういう状況

でありますね。違うんですか。また変わるんで

すか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】答弁が変わると

いうことではなくて、先ほど総務部長の方から

6月16日が1回目というふうに話がありました
けれども、そういう観点でいきますと6月16日
以降は、私は記憶ございません。1回目の通知以
降は、記憶はございません。（発言する者あり）

【坂口委員長】 一旦休憩いたします。

― 午後 ２時４７分 休憩 ―

― 午後 ２時４９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【小林委員】 そうすると、そういうように1回
目はそういうことで4月。4月は忙しかったわ
な、本当にいろいろと。そういう点から考えて、

その時に行ったわけだ。それでたばこを吸った

わけだよ。その時には、大体行くなというよう

なことは、きちんとそういうことの行くなとい

う、そこで吸ってもらっては困るという通知は

人事課長名できているわけだよ。そこはあなた

の立場としても知らんというわけにはいかんた

い。
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そういうことで、結局2回目は総務部長名で
出すということは、いわゆる遵守されてないと

いうことであるからということで、先ほど言っ

たようにやったわけだよ。

だから、この2回目に行ってなくても、2回目
に行ってないから1回目行ったことは何も関係
ないということではないんだな。

だから、そういう点から考えてみて、これは

総務部長が、秘書課長であった、あるいは今そ

うやって秘書・広報戦略部長のこういう立場の

人が、こういうような形で明らかになり、それ

も本人からじゃなくして、見た人の通知でこれ

が明らかになったということ。

また、あなたが2回目に出されたのが、いわゆ
る遵守されてないという、誰かが、あなたは誰

かはその時わからんかったかどうか知らんが、

そういうので遵守されてないからということで

2回目出したわけだよ。
これは、先ほどから言っているように、事情

を聞いて、通知違反に当たるか当たらないかと

いうようなことについてはどうですか。

【大田総務部長】先ほど少しご説明させていた

だきました、4月に完全禁煙の実施に合わせて
人事課長から、ある意味一般論といいますか、

移行しますのでしっかり気をつけてくださいと

いうことでお出しをしておりました。

私のところに届いた情報としましては、個人

名というのは実はそれほどございませんで、も

うかなりの数の方々がそこで吸っているんだと

いうような情報をいただいておりました。

そこで、まさに先ほどの周知徹底の不足とい

うことを感じまして、そこは知事ともしっかり

相談をしまして、改めて通知を出させていただ

いたというところでございます。

【小林委員】 だからね、そういう秘書・広報戦

略部長たる部長ですよ。しかも知事の側近中の

側近じゃないか。誰よりも遵守せんといかん人

じゃないのかなと私は思うんだよ。だから、4月
だったからいい、6月以降だからと、そういうわ
けにはいかんだろう。

だから、そうやって4月からでも同じような
ことで、吸ってはだめな場所、たばこを吸って

はいけない場所、これをきちんとそうやって人

事課長でも、あるいは総務部長でもやっている

状況、そこのところを破っているということは

事実になった。

ここのところについては、なんでその4月に
そうやってだめだというところを、知事の側近

中の側近である大瀬良現部長が、なぜ行ったの

かということについては、きちんと事情を聴取

して、どういうことだったということを次の議

会ぐらいではきちんと説明をしてもらいたいと

思うけれども。そうじゃないと、きちんと道筋

が立たんと私は思うが、そこについてはどうで

すか。

【大田総務部長】 私を含めまして、部長職、県

庁の幹部の中心でございますので、やはり範と

なるべき存在だと思っております。こういった

形の事実を、ご指摘を今いただきましたので、

どのような形でお返しをできるかというのを委

員長とも、またご相談して対応させていただき

たいと思います。

【小林委員】次のこの委員会でその内容をきち

んと説明してくださいと言っているんだ。その

ことについて、何と言った、今。委員長と相談

してどうするの。やってくださいと言っている

んだよ、当たり前のことを。明らかにせんばい

かんやろう。どうなんですか。

【大田総務部長】ご指摘の内容、申し訳ござい

ません、議会運営の関係だと私は認識をいたし
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ましたので、委員長とどういった形でこの場で

お返しができるかということについて、ご相談

させていただきたいと思います。

【小林委員】やっぱり立場の人だからね、大瀬

良さんだということが私のところに届いている

わけよ。そういうことがあっているということ

については、やっぱりこれは重大に受け止めな

ければいかんと思うんだよ。そうせんと、全職

員の皆さん方に対しても申し訳ないし、これを

通知されてきた方々にとっても、どういう対応

を県はしたのかと。上の者に甘く、下の者には

厳しいみたいなそういううがった捉え方をされ

るのは、決して好ましいことではない。

だから、そういう一般的な職務上の通知違反

と、これに当たることは間違いないわけだから、

それは事情がどういう事情があったのか、かれ

これは聞いてみる必要があるかもしれませんけ

れども、やっぱり皆さん方が納得のいくような

形の中でこれをきちんと処理してもらいたい

と、こういうふうに考えておりますので、その

辺のところは筋が通るように、みんなが納得で

きるようにひとつやってもらうことを強く要請

をしておきたいと思います。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 改めまして、私

がたばこを吸ったことに関しまして、深くお詫

び申し上げます。以上でございます。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

ないようであれば、3巡目ですので簡潔にお
願いします。

【小林委員】本当は、まだほかにやりたいんだ

けれども、さっき田中委員から話があったので、

私も同じようなことを、ずっと一般質問以来、

ああいう答弁拒否的な態度でよかとやろうか

と。ああいう者が議会の中で初めて経験するも

んだから、公務とそういう私的なこと、このい

わゆる政治的なことと公務と、何かきれいに2
つに分かれて、そして、公務のことについては

答弁するけれども、政治的なこと、政務につい

ては一切答弁しないと。こういう姿勢は、やっ

ぱりこれまで長い間、ずっと県政に携わってき

て、率直に言って初めてのことで、やっぱり非

常に違和感を覚えている。こんな議会軽視でよ

かとやろうかと、こう思うわけです。そう思わ

ん人はいないんじゃないのかと思うけども。私

は、やっぱり議会軽視、答弁拒否みたいなこと

が議会の中で行われないように、我々は二元代

表制の中できちんと緊張感を持ってやらなきゃ

いかんということははっきりしておきたいと思

うんです。

そこで大瀬良さん、あなた、知事の秘書にな

られて、今まで秘書課長、今回部長になられま

した。今回、我々が心配しますのは、政務や公

務以外で知事との連絡体制というのは、公務以

外でこれが政務だからと、こう言われた時に、

この連絡の仕方についてはどのようにされてき

たのか、これからもどうするのか、お尋ねをし

ます。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】連絡体制につい

でございます。公務以外のところでも知事と直

接連絡等をとるような体制の中でやってまいり

ました。今後もその体制については、緊急時の

連絡ということもあり得ますので、それについ

ては引き続き対応していきたいと思っておりま

す。

【小林委員】あのね、ちょっと改めて聞きます

けれども、この政務の時には、いわゆる県庁の

秘書課は誰も知事に同行してないのか、その辺

をもう一回明らかにしてください。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】公務以外のとこ

ろでは同行しておりません。
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【小林委員】そうするとね、例えば今言うよう

に緊急態勢、自然災害、何か知事に決裁を仰ん

ばいかんということは必ずあると思うんだよ。

そういう状況になってきた時に、携帯電話が今

頃はありますけれども、しかし、携帯電話も全

て100％つながるかといえばそうでもない時も
ある。実際、我々が日常経験していると思うん

です。

だから、そういう点から考えていけば、やっ

ぱりいざという時に、そういうことがたびたび、

もう政務の時は一切誰もつかない。あるいは東

京出張とか、そういう県外に知事が出張した時

に、例えばもう何時からは帰ってよかと、一人

で知事が行動すると、こういうことがあってい

るんですか、どうですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】そういうことも

あっているかと思います。

【小林委員】そういうこともあっていたかとい

うのは、時々あっているのか、全部あっている

のか、ここを聞きたいわけだよ。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】つぶさに私が随

行しているわけではございませんので、私は把

握しておりません。

【小林委員】どうしてそういう答弁をするのか

ね、部長たるものが。今まで秘書課長としてず

っとついてきてさ、大瀬良さん、本当にまじめ

に聞いてください。そういう時もありました、

全部あなたが、自分がついているわけではない

のでわかりませんと言っているんだぞ。こんな

姿勢で、長崎県の県庁の秘書課の姿勢としてい

いのかどうかと、そういうようなところでいい

かどうかということをもう一度答えてくださ

い。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】公務以外のとこ

ろで、現実的に把握できないところはあります

けれども、ただ、委員ご指摘で緊急時というの

も、これまでも特に連絡体制に問題はあってお

りません。ただ、やっぱり何が起こり得るかわ

からないという観点におきましては、連絡体制

として携帯以外に何ができるのかというのは、

検討していきたいと思いますが、いずれにしま

しても、私の認識は今そういうところでござい

ます。

【小林委員】 だから、今言ったように、これは

非常に県民の立場からも県議会としても、知事

との連絡がもし仮にとれないというようなこと

があった時にどうするかと。知事との緊密な体

制というのは、やっぱり秘書課の方はしっかり

そこは確保してもらっとかんといかんと。

今回、こうやって県議会議員選挙に絡んで、

政務については一切関係してないというような

ことが明らかになったわけですね。本当に関係

してないのかどうかということ、これは、私は

正直言って不思議に思っているんです。そんな

ことはあり得ないぞ。知事の行動を、いやしく

も部長たるあなた、当時の秘書課長が何にも政

務のことは知らないと、こんなようなことを県

民の皆様方全てに真顔で言えるかどうか、これ

はどうですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】把握できており

ません。

【小林委員】何ですか、把握できておりません

というのは。私が今言っていることに答えても

らいたい。いざという時に、やっぱり長崎県の

トップリーダーである知事と連絡がとれる体制

にあらなければいかんというのが、大体一般の

県民の皆様方の常識ではないかと思っているん

です。だから、そういう個人的な、それは知事

といえども、誰といえども、ちゃんと公私の私

のところについての必要性はわからないわけで
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もないんです。全部が全部ということを言って

いるわけじゃなくて、いざ、こうやって今自然

災害が多い時、あるいは北朝鮮からいつあんな

ものが飛んでくるかもわからんとか、もう世の

中は、これから先何があるかわからんような状

況の今日の現状だから、やっぱり今まで以上に

その辺の連携プレーは、連携体制は、これはも

う絶対に求められることであると。だから、そ

ういう点からしてみて、やはりいざという時の

連携体制を秘書課の部長として、あなたは責任

持って知事と話をし、今のままでいいのかどう

かということについては、もう一度知事の意見

を聞きながら、しかし、あるべき姿、県民の皆

様方にきちんと伝えながら事を進めていかなけ

ればいかんのじゃないかと思うんだけども、ど

うですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】これまでにおき

ましても、知事と連絡がとれなかったことはご

ざいません。ただ、今ご指摘のように、さらに

それ以上のところで何ができるのかということ

については、私の方も検討はしてみたいと思い

ます。

【小林委員】 あなたの言葉だけじゃだめです

よ。本当、県民の皆さんは、あなた方秘書課と

知事が連携とれない時があるとか、あるいは、

たまさか今、携帯でかけた時にそれがつながっ

たからよかったかもしれませんが、やっぱりそ

の点から考えていくと、今後、気象の状況とか、

かれこれからして、携帯が全て連絡が必ずでき

るという保障はありませんよ。だからこそ、こ

れからはどうしなければいけないかということ

の、そういう緊急の連絡体制はやっぱり一工夫

も二工夫もして、絶対に県民の皆さん方に迷惑

をかけないように、知事としてのきちんとした

リーダーシップの役割を果たしてもらいたいと

思いますから、この点については、どっちみち

総務委員会でまだ次の機会でも聞かせてもらい

ますから、この辺のところはしっかりやっても

らいたいと思うんです。

それから、私は、今回の質問の中で、知事が

答弁を、そういう政務のことについては答弁し

ないと、こういうようなことで、そういうこと

が果たして通るか通らんかということを先ほど

から言っているわけだけれども。ただ、やっぱ

り内容に虚偽の答弁があってはいかんと思うん

です。これは大瀬良さん、あなたもよくわかっ

ていると思うんです。自分が今回、県議会議員

選挙にこのような形で関与したことについて

は、やっぱり知事がはっきりしていることは、

まず基本的に大石県政に理解を示していると、

これが一つ。それから2つ目については、要請が
あったところについて日程が許す限りと、こう

いうことをおっしゃっていますね、答弁で。で

は、その要請を受けたところだけそうやって知

事は応援に行かれたのか、そこはどうですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】私は全く把握し

ておりませんので、コメントはできません。

【小林委員】 あんまり誠実はないな。あなた、

秘書課長とか、今の秘書・広報戦略部長として、

知事の一番そばにおって全てのことがわかって

おらなければいけないことを把握していないと

いうことについては、例えば、行った時、もし

仮に知らなかったとしても、翌日の新聞とか報

道等において、あるいは話の流れにおいて、知

事が誰のところにいつ頃来ておったと、こうい

う話はきちんとあなたのところに伝わるべきだ

よ。また、伝わると思うよ。そういうことを全

く知らない。そういって伝わってこないという

ことを、まともに我々に真顔であなたはおっし

ゃっているんですか。そういう議会でうそとか
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虚偽とかいうようなことは一番許されんことだ

から、そういうことからして、全く自分があず

かり知らないことだということを言い切れます

か。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 答弁、繰り返し

になりますけれども、私は承知できるところは

ありませんでした。なお、今、委員からありま

した新聞等で見るというのは確かにございまし

た。以上でございます。

【小林委員】新聞等で見たり、そうやって報道

等で見たりすることはあっただろうと。そうい

うようなことで知るだけで、そういう選挙の応

援とか、かれこれに知事が時間を割いて行かれ

ることについては、政務のことだから、秘書課

については部長としても全くこういうことにつ

いては関係ないと、知らないということでこれ

が素通りできるかどうか、ここのところについ

てはどうですか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】繰り返しになり

ますが、私が知っている範囲は、先ほど申し上

げたとおりでございます。

【小林委員】私は、先ほどからうその答弁が一

番よくないと言っているけれども、現実に知事

が応援に来られた県議会議員で当選された方、

あるいは落選された方に聞いてみると、要請も

してないのに知事が来たと。もっと遺憾千万な

のは、断ったのに来たと。そして、マイクを握

ったと。こんな破廉恥な、こんな知事の権威を

損なわしめるような、そんなようなことがあっ

ているということについてはどうですか、知っ

ていますか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】そういったお話

をお聞きしましたが、私自身は、もともとどう

いった対応をされているかというのは承知して

おりませでした。

【小林委員】あなた、職務怠慢と言われても仕

方ないかもしれんね。こんな新聞なんかにも、

どんどん書いてあるような内容で、新聞なんか

見てないんですか、あなたは。そんな話を聞い

てないですか。いろんな人が話していますよ。

県議会議員の複数の人たちも、私が具体的に直

接聞いたけれども、要請してないのに来たと。

また、ある方は、断ったにもかかわらずマイク

をとったとか、全然知事が議会で答弁している

こと、要請を受けたところだけ行ったみたいな

ことを言っているけれども、全然要請もしてな

いのに本人が来たと。こんなようなことで議会

で、答弁をある意味ではごまかしていると言わ

れても仕方がないんじゃないかという現実の姿

がありますよ。そんなことは全くご存じないと

いうことで、あなたの立場でまかり通って、こ

んな知っておかなければいかんようなこと、現

実にどんなことが起こっているか、そういうよ

うなことについて知らぬ存ぜぬという形で、こ

れがまかり通るとは私は思わんのだけども、も

う一回正直に答弁してください。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】存じ上げないこ

とは、大変申し訳ございませんが、存じ上げて

おりません。新聞で見た範囲というのはわかり

ますが、いずれにしましても、知事のその時そ

の時の行動について、私は把握しておりません。

【小林委員】そうすれば、やっぱり条例に基づ

いて、知事のことも含め、あなたのことも含め

て、やっぱり重大にきちんと訴えていかなくち

ゃいかん。私は私の名前で、そこまであなたが

言うならば、こんなに常識から考えてみて、ち

ょっと理解ができないような答弁を、まさに県

民を代表する県議会のこの場において、こうい

う話をあなたがするということについては、も

うちょっとね、県政は一体どうなっているのか
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と。知事の一番側近の者が知っておかなければ

ならんようなそういう情報についても、全くも

ってこれを知らないと。知ろうともしないし、

知らないと。これであなたの役割が果たせるん

ですかと。当たり前の県民の声として、私はま

た議会人の一人として、あるべき姿から考えて

みた時に、あなたにそういう話をしているわけ

です。

今、いろいろ公開条例が各県にあります。青

森県の時はこうだった、東京の時はこうだった

と、いろんな条例の中身をきちんと精査をして、

そして全部、今、公開をしなさいという結論が

出ています。これを私はきちんとやらせていた

だきます、私の名前で。そして、本当にうそを

言っているか、うそを言ってないかと、こうい

うようなところについてはきちんとやってみた

いと思います。

それから、最後に公用車を使って行くという

ところもありますけれども、例えば昼間が公務

と、その後は政務と、こういった場合に、そう

いうところについてのいわゆる公用車の使い方

がどうなっているのかと。ここについても公用

車の記録をきちんと出すことができるかどう

か。ここもやっぱりあなた方が出さなければ、

私は出すような、要するに県議会の条例とか、

その他の条例をきちんと精査して、きちんと訴

えてやっていきたいと思います。この点につい

ては、本当に私は残念だと思います。しかし、

あくまでもあなた方が言っていることが本当な

のか。私が今指摘をして明らかにすべきこと、

何回、誰のところに応援に行ったかと、そうい

うところの議会での正式な質問に対して、それ

に答えないというところ、答えないということ

は、何も個人情報ではないじゃないですか。ど

こで要するに演説会に出ておったとか、どこで

街頭演説をやっとったとか、みんなこれは衆目

するところであります。だから、こうやって個

人情報の隠さなければいけないところは何もな

いわけです。

だから、そういう点から見て、政務だから答

弁ができないと、政務だから何も知らないと、

そういうことがまかり通るわけではないと。こ

ういうところもしっかり我々は、今回、いろん

なことについて勉強させてもらう機会を得た、

あなた方のおかげで。だから、そういう点から

考えてみても、条例に基づいてしっかりやって

いきたいと、こういうようなことです。

それから、あなたが自分で日程をやったとい

う3月11日。3月11日、自分で日程を作ったとい
う答弁をしているじゃないですか、議会で。こ

の間、一般質問の中山 巧議員の質問に、そう

やって自分が日程を作ったということで、自分

がそうやって知事には至るところを回ってもら

いたいと、だから、そういうところで自分が予

定表を作って知事に行ってもらうようにしたと

いうこと、覚えていますか。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】 1点だけ話をさ
せていただきたいのでございますが、答弁で私

は、日程を私が作ったとは、まずは申し上げて

おりません。その際の質問は、私の今の記憶で

ございますけれども、公務で行ったのかどうだ

ったのかといったことに記憶はありませんかと

いうことだったので、公務で行かせていただき

ましたという話をさせていただいております。

【小林委員】 この3月11日は公務ということ
で、あなた答弁しているんですよ。なんで知事

に聞いているのに、あなたがそこでこうやって

答弁をせんといかんのかということも、これも

なかなか理解できないけれども、見とって知事

から答弁せろみたいなことをあなたは言われよ
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ったよ。だから、そういうことで答弁したんだ

ろうと思うけれども、これは公務だよね。公務

ということであなたはもう答弁している、間違

いなく公務。

そして、あなたのそういう答弁した内容とい

うのが、やっぱり知事にはいろんなところを回

っていただいて県政を推進するプラスにしても

らいたいと、こういうようなことをあなたは答

弁しているんです。だから、自分で日程を作っ

たんだろうと思うんだけどね、こういうことで。

そうすると、ちょっと一つ聞くけれども、土

曜、日曜日という時に、こういう土曜日とかな

んかにそういう公務を入れて、いろんなところ

を視察に回ることがあるのかどうか、そこだけ

最後にちょっと聞いておきたい。

【大瀬良秘書・広報戦略部長】この間の答弁は、

まずは視察は公務としてさせていただいたとい

う趣旨でございます。

それから、2点目のご質問でございますが、土
曜日とかにあるかということでございますが、

そういうこともあり得ます。

【坂口委員長】以上で、議案外の審査を終わら

せていただきます。

次に、意見書審査を行います。

「地方財政の充実強化を求める意見書（案）」

提出の提案があっておりますので、事務局より

文案の配付をお願いいたします。

〔資料配付〕

それでは、大場委員より、意見書提出につい

ての提案、趣旨説明等をお願いいたします。

【大場委員】 それでは、「地方財政の充実強化

を求める意見書（案）」について、趣旨説明を

行わせていただきます。

「地方財政の充実強化を求める意見書（案）」

は、お手元に配付している意見書をまずご覧い

ただきたいと思います。

本意見書は、県が国に対して政府施策要望を

行っていることを踏まえ、県政推進のために地

方財政の充実強化が大変重要であることから、

毎年この時期に提出をしているところでありま

す。

令和6年度の政府施策に関する提案・要望書
において、地方創生・人口減少対策に必要な財

源措置の充実について、昨年の意見書をベース

にして新型コロナウイルス感染症収束後の財源

確保といった、昨年からの環境変化を踏まえた

構成としております。

内容は、1番から3番の項目は基本的な事項と
して従前どおりの意見を述べさせていただいて

います。

4番につきましては、感染収束後、地方財政の
平時化に伴いまして、地方交付税を削減するこ

とのないよう特段の配慮や新たな財源措置など

の十分対策を求めるものであります。

5番、6番につきましては、地方創生の推進に
必要となる財源措置や地方創生関連予算の十分

な確保を求めるとともに、特に、本県は離島・

半島など条件不利地域を多く有しております。

人口減少や高齢化が全国よりも進展している状

況であることから、地方交付税の算定について

も配慮を求めるものであります。

7番につきましては会計年度任用職員制度に
伴います財政措置を、また、8番については地方
の基金残高が増加しているとの理由だけをもっ

て地方交付税の削減を行わないよう、それぞれ

継続して要請を行うものであります。

以上、説明とさせていただきます。

委員各位のご賛同を賜わりますよう、よろし

くお願いいたします。

【坂口委員長】ただいま説明がありました「地
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方財政の充実・強化を求める意見書（案）」に

ついて、ご意見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご意見がないようですので、意

見書の提出について採決を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２１分 休憩 ―

― 午後 ３時２１分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」

を提出することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「地方財政の充実・強化を求める意

見書（案）」については、提出することに決定

されました。

なお、文案等の作成については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で、委員会の審査が終了いたしましたの

で、秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部

関係の審査結果について整理したいと思いま

す。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

― 午後 ３時２２分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を終了いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時２１分 休憩 ―

― 午後 ３時２１分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、協議したいと

思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

― 午後 ３時２６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

以上をもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ３時２７分 閉会 ―



総務委員会委員長　　坂口　慎一

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

一般職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する
条例

原案可決

長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信
号機等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

原案可決

権利の放棄について 原案可決

権利の放棄について 原案可決

長崎県税条例の一部を改正する条例 承　　認

計　　６件（原案可決　５件・承認　１件）

２　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 2 号 長崎県へのＩＲ区域認定申請の取り下げ要請を求める請願 不 採 択

計　　 １件（不採択　　１件）

番　　　号 

番　　　号 

記

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和5年6月27日

　　　　議長　　徳永　達也　　様

第 53 号 議 案

第 54 号 議 案

第 62 号 議 案

報 告 第 17 号

第 61 号 議 案

第 55 号 議 案
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